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人保健事業特別会計補正予算

日程第20 議案第１５号 平成１９年名寄市介護

保険特別会計補正予算

日程第21 議案第１６号 平成１９年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第１７号 平成１９年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算



－2－

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成１９年第３定付託議案第１号 名

寄市総合計画推進市民委員会条例の制

定について（総務文教常任委員会報

告）

日程第４ 平成１９年第３定付託議案第５号 名

寄市下水道条例の一部改正について

（建設常任委員会報告）

平成１９年第３定付託議案第６号 名

寄市個別排水処理施設条例の一部改正

について（建設常任委員会報告）

平成１９年第３定付託議案第７号 名

寄市水道事業給水条例の一部改正につ

いて（建設常任委員会報告）

日程第５ 平成１９年第３定付託議案第１６号

平成１８年度名寄市各会計決算の認定

について（決算審査特別委員会報告）

平成１９年第３定付託議案第１７号

平成１８年度名寄市病院事業会計決算

の認定について（決算審査特別委員会

報告）

平成１９年第３定付託議案第１８号

平成１８年度名寄市水道事業会計決算

の認定について（決算審査特別委員会

報告）

日程第６ 行政報告

日程第７ 議案第１号 公益法人等への名寄市職

員の派遣等に関する条例の制定につい

て

日程第８ 議案第２号 特別職の職員の給与の支

給特例に関する条例の制定について

日程第９ 議案第３号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第４号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市職員団体のための

職員の行為の制限の特例に関する条例

の一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市職員の給与に関す

る条例の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市基金条例の一部改

正について

日程第13 議案第８号 名寄市特別会計条例の一

部改正について

日程第14 議案第９号 名寄市下水道条例の一部

改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市病院事業診療報

酬及び介護報酬徴収条例の一部改正に

ついて

日程第16 議案第１１号 指定管理者の指定につ

いて

日程第17 議案第１２号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第18 議案第１３号 平成１９年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１４号 平成１９年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第20 議案第１５号 平成１９年名寄市介護

保険特別会計補正予算

日程第21 議案第１６号 平成１９年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第１７号 平成１９年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第23 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員
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２番 植 松 正 一 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

３番 竹 中 憲 之 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成１〇議長（小野寺一知議員）

９年第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１２番 木戸口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月１４日ま

での１５日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より１２月

１４日までの１５日間と決定いたしました。

日程第３ 平成１９〇議長（小野寺一知議員）

年第３定付託議案第１号 名寄市総合計画推進市

民委員会条例の制定についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、第３回定例会におきまして当委員会に付託さ

れました付託議案第１号 名寄市総合計画推進市

民委員会条例の制定について委員会における審査

経過並びに結果を御報告申し上げます。

委員会は、総務部長を初め担当職員の出席を願

い、１０月２９日及び１１月２１日の２回にわた

り開催し、本条例の内容などについて担当者から

詳細に説明を受けた後、慎重に審査を行ったとこ

ろであります。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように、名寄市総合計画の実施状況に関

する点検と確認、推進状況に関する評価、推進に

関する提言などを行うため附属機関として設置し、

推進に関する総合的な調査検討を行うものであり

ます。

各委員から出されました主な質疑では、学識経

験者及び市内関係団体の代表者とは、また旧風連、

旧名寄の総体枠はどう考えているのか、老、壮、

青を含めたバランスを図る必要があるのではない

か、市民委員会の開催ペースはとの質問に対して

は、学識経験者及び市内関係団体の代表者として

総合計画策定審議会の専門部会長、副会長で構成

する総務部会委員１５名を想定している。総合計

画策定審議会に設置した５部会は、名寄地区、風

連地区のバランスを含めた人選を行っている。市

民委員会は、新年度予算確定後と前年度決算確定

後の２回を想定していると答弁がありました。

さらに、総合計画を策定した人が市民委員会委

員となることはいかがなものか、学識経験者の表

現ではなく近年は有識者が一般的表現ではないか

についての質問には、策定審議委員からは進行管

理もしたいという声が多かった。他の条例との整

合性もあり、学識経験者としたとの説明がありま

したが、設置する市民委員会のありようが議論に

なったところであります。

また、条文表現でも委員は再任されることがで

きるという表現はいかがなものか、再任すること

ができる、再任を妨げないが適当ではないかとの

質問には、条例規則の中で表現が混在している現

状があると答弁がありました。

会議についてもより活発な議論を導くため委員

にも招集権を与えるべきではないか、委員会は開

かれたものにしなければならない、委員会の会議

は原則として公開するとしているが、原則として

は不要ではないかの質問には、委員会の活発化は

当然、公開があくまでも基本との答弁がありまし
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た。

このほか、まちづくりに熱心な市民をふやすよ

うに市民に対する積極的な問いかけが弱いのでは

ないか、住民自治への関心度をもっと高めるべき、

公募は５人の枠にとらわれず柔軟に対応すべき、

人材バンクや人材登録制なども検討すべきではな

いかなどの指摘もあったところです。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第１号 名寄市総合計画推進市民委員

会条例の制定につきましては、第３条第２項第１

号中、学識経験者を有識者に改め、同項第２号を

削り、同項第３号を第２号とする。

第４条第２項中、再任されることができるを再

任を妨げないに改める。

第６条第５項を同条第６項とし、同条第４項中、

原則として、これを公開するを公開とするに改め、

同項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項

を第３項とし、同条第１項の次に第２項として、

委員長は、委員から会議開催の請求があったとき

は、会議を招集しなければならないを加えるとす

る原案の一部修正案が全委員によって提出され、

議論の結果、全会一致で修正案を可決すべきもの

と決定し、修正部分を除く部分を原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上、付託議案の審査の経過と結果について御

報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第３定付託議案第１号は委

員長報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成１９〇議長（小野寺一知議員）

年第３定付託議案第５号 名寄市下水道条例の一

部改正について、平成１９年第３定付託議案第６

号 名寄市個別排水処理施設条例の一部改正につ

いて、平成１９年第３定付託議案第７号 名寄市

水道事業給水条例の一部改正について、以上３件

を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

建設常任委員会、中野秀敏委員長。

おはようご〇建設常任委員長（中野秀敏議員）

ざいます。議長の指名をいただきましたので、平

成１９年第３回定例会におきまして当委員会に付

託されました付託議案第５号 名寄市下水道条例

の一部改正について、付託議案第６号 名寄市個

別排水処理施設条例の一部改正について及び付託

議案第７号 名寄市水道事業給水条例の一部改正

について、以上付託案件３件について結審をいた

しましたので、審査の経過並びに結果についてを

御報告申し上げます。

当委員会は、９月２１日、２８日、１０月１５

日、１１月１６日の４回にわたり、建設水道部長

を初め担当職員の出席と資料の提出を願い、慎重

に審査したところです。

付託されました３件の議案は、現行の下水道料

金、水道料金について名寄地区、風連地区、いず

れも合併前の料金体系で算定されており、料金の

格差は受益者間に負担の不公平を生むことから、

料金体系の統一を図り、受益に対する負担の公平

を確保するため、下水道使用料、水道料金を改定

するものであるとの提案説明でありました。

担当者から上水道料金の考え方として、今回は

料金改定というよりは統一ということを最優先に

考えている。本考的なら考算すると２ ８考とい

う高率の改定率となるが、統一をすることから、

基本料金については約１５考程度、超過料金につ

いては１０考程度の改定幅とした。名寄地区にお

ける用途別の料金体系、風連地区における口径別
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の料金体系を風連地区の口径別に統一する。基本

水量については、現在名寄地区では５トン、風連

地区では８トン、基本水量が多ければ多いほど経

営的に楽になることから、全国的にも８トンから

１０トンという流れはあるが、旧名寄市において

８トンから５トンにした経過、少量使用者への配

慮ということを政策的に今回も引き継いでいきた

いということから、５トンとする。下水道使用料

については、基本的には現行の名寄地区の下水道

使用料体系を統一していきたい。その際に風連地

区の下水道使用料が水洗化を促すという政策的な

ことから、創設から１０年間改定がなかったこと

から、安価に設定されていて統一の際に大きな負

担があることを考慮し、超過水量の部分を１トン

当たり２２０円から２００円に２０円引き下げた。

また、主に地下水を利用している方について、浴

槽１つにつき３トンという基準を５トンに見直し

た。個別排水処理施設については、負担の公平を

確保するため、個別排水使用者の定額制を廃止し、

メーター設置箇所はメーターへ、それ以外は水量

認定へ移行し、料金体系は上水道、下水道を準用

することとしたなどの説明を受けたところです。

このような３件の議案は、料金の統一に向け一

体となる内容となっていることから、一括して審

査することといたしました。

各委員から出された主な質疑では、１点目とし

て新料金の中で上水道、下水道の増収額はどれぐ

らいになるのかに対しましては、水道料金では年

額 ３００額円の増額となり、下水道使用料では

約 ６００額円の約額となる。

２点目、上水道料金では５トン未満で使用して

いる家庭ではお年寄りの方々が多いことから、約

額措置はとれないのかということに対しましては、

お年寄りや単身者、そういった方を配慮して５ト

ン未満ということで基本水量を設定していること

から、今回の統一の中で約額措置は考えていない。

３点目として、水道料金に関し名寄地区が口径

別になるということで、口径と水量の関係で事業

所や団体で使用している給水管の太さを１ランク、

２ランク落としても支障がないということへの周

知はどのようにしていくのかに対しましては、説

明会開催の案内を個々の営業所や事業所に事前に

送り、説明会の中で口径別への対応を考えており、

説明会の開催が必要になってくるものと考えてい

る。

４点目として、市民説明会もこれから開催され

て理解をいただくということだが、上水道の場合

風連地区で使う量によっては約７割の方が２０考

以上の値上げになるということで、どのような理

解を求めていくのかに対しましては、風連地区の

下水道使用料については１０年間料金を改定して

いなかったこともあり、上水道と下水道をあわせ

て１５トン使用している方で、風連地区の下水道

だけを見ると２０考以上アップになるが、上水道

を合わせると９考アップになる。

５点目として、２０トン以上使う方の上下水道

あわせると１０考以上値上げとなるが、統合した

結果こうなりましたという説明をするときに何か

工夫がないと理解が得られないのではないかとい

うことに対しましては、もともと旧名寄市、旧風

連町も今まで上水道料金、下水道使用料別々に設

定されてきた。今回は、同じ目線で上下水道料を

総合的に考えていきたい。市民の方々に納得して

いただくすべは何かということで、上下水道あわ

せた形で１０考ないし１５考アップ率ということ

で知恵を絞った。

６点目として、今回道内２自治体しかない基本

水量５トンという低い設定をしたが、基本料金を

もう少し高くしたらどうなのか、超過料金をその

分安くしたらどうなのか、その議論経過はに対し

ましては、通常料金で設定するに当たっては固定

経費と変動経費から成り立っており、マニュアル

どおり計算すると現行に比べ負担がかなり大きく

なること、少量使用者の負担を抑えるため現行料

金をベースに調整した。

７点目として、風連地区から見ると、使用水量
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５トン以下の約３割の方の水道料金が半分以下に

なり、下水道使用料が３割約ることになる。一方、

７割の方が大幅なアップとなる。基本水量８トン、

あるいは１０トンの設定のほうが市民負担が平均

化するのではないかということに対しまして、風

連地区から見ると同じ８トンなので、大きな動き

はなくなるが、名寄地区が大きく上がってしまう

ことから、上下水道双方を考えたときに風連地区

は下水道料が上がる、上水道は下がるメリットも

含め５トンに設定した。

８点目として、地下水使用者の下水道使用料で

浴槽に対する使用料を３トンから５トンに上げた

根拠はに対しましては、浴槽に約５０センチの深

さに水を入れると ３立方メートル程度となり、

３０日で月９から１０トンとなるが、２日に１回

沸かすということで５トンと設定したなどの質疑

が交わされたところであります。

付託議案第５号 名寄市下水道条例の一部改正

に係る討論の中で、特に風連地区市民の約４分の

１の世帯が２０トン以上の使用料ということで、

上下水道料で１額円近い負担増となること、合併

協議の中で３年を目途に統一をとの合意がなされ

ている経過も踏まえ、２段階に分けて上げるなど

の配慮はできなかったのかという思いはあるが、

今回は新市としての一体感を持つため料金の統一

を最優先に考えていること、また後年度負担を考

えての料金設定ということでやむを得ないものと

考えるという意見が出されたところであります。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第５号 名寄市下水道条例の一部改正

について及び付託議案第６号 名寄市個別排水処

理施設条例の一部改正について並びに付託議案第

７号 名寄市水道事業給水条例の一部改正につい

て、３件につきましては合併に伴う名寄地区、風

連地区の水道料金、下水道料金をあわせた形で格

差を抑えた料金統一ということで、市民や事業所

を対象としたきめ細かな説明を十分行い、理解を

得ていくことから、全会一致で原案どおり可決す

べきものと決定をいたしました。

以上を申し上げ、当委員会の審査経過と結果の

報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。平成１９年第３定付託議案

第５号は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（小野寺一知議員）

起立により採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第３定付託議案第５号は委

員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成１９年第３定付託議案

第６号は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第３定付託議案第６号は委

員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成１９年第３定付託議案

第７号は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がありますので、〇議長（小野寺一知議員）

起立により採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第３定付託議案第７号は委
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員長報告のとおり可決されました。

日程第５ 平成１９〇議長（小野寺一知議員）

年第３定付託議案第１６号 平成１８年度名寄市

各会計決算の認定について、平成１９年第３定付

託議案第１７号 平成１８年度名寄市病院事業会

計決算の認定について、平成１９年第３定付託議

案第１８号 平成１８年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、以上３件を一括議題といたし

ます。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、佐藤勝委員長。

おはよ〇決算審査特別委員長（佐藤 勝議員）

うございます。御指名をいただきましたので、第

３回定例会におきまして決算審査特別委員会に付

託されました議案第１６号 平成１８年度名寄市

各会計決算の認定について及び議案第１７号 平

成１８年度名寄市病院事業会計決算の認定につい

て並びに議案第１８号 平成１８年度名寄市水道

事業会計決算の認定について、以上３件について

委員会の審査経過並びに結果について御報告申し

上げます。

第１回委員会は、９月３日に開会し、直ちに正

副委員長の互選を行い、委員長には私佐藤勝が、

副委員長には岩木正文委員がそれぞれ選任されま

した。

続いて、第２回の委員会は１０月３０日に開会

いたしまして、審査日程を１０月３０日から１１

月２日までの４日間と定め、実質審査に入った次

第であります。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の方々

の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁をいた

だきまして、慎重に審査したところであります。

その経過につきまして、詳細に御報告を申し上

げるところではございますが、当委員会は全議員

をもって構成された委員会でございますので、こ

れを省略させていただきまして、審査の結果につ

いてのみ御報告申し上げますので、御了承をお願

いするところでございます。

それでは、審査の結果について御報告いたしま

す。付託議案第１６号につきましては、国民健康

保険特別会計のほか７特別会計は全会一致で、一

般会計は採決の結果、原案のとおり認定すべきも

のと決定いたしました。

付託議案第１７号及び付託議案第１８号につき

ましては、全会一致で原案のとおり認定すべきも

のと決定いたしました。

よって、各会計決算はいずれも正確な収支が行

われ、予算の執行が適正であったことが認められ

たのであります。

以上が審査の結果であります。

終わりに当たりまして、委員会開催中は、委員

並びに理事者各位におかれましては、終始慎重か

つ熱心に審議を尽くされ、おかげさまで日程どお

り決算審査特別委員会を終えさせていただきまし

た。心から厚くお礼を申し上げまして、委員会報

告とさせていただきます。大変ありがとうござい

ました。

ただいま決算審査特〇議長（小野寺一知議員）

別委員会委員長より報告のありました平成１９年

第３定付託議案第１６号外２件については、全議

員をもって構成されました特別委員会の審査であ

りますので、この際質疑、討論を省略し、直ちに

採決を行います。

初めに、平成１９年第３定付託議案第１６号

平成１８年度名寄市各会計決算の認定について採

決を行います。

本件を委員長の報告のとおり認定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第３定付託議案第１６号は

委員長の報告のとおり認定することに決定いたし

ました。

次に、平成１９年第３定付託議案第１７号 平
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成１８年度名寄市病院事業会計決算の認定につい

て外１件については、委員長報告のとおり認定す

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第３定付託議案第１７号外

１件は委員長の報告のとおり認定することに決定

いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時２８分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第６ これより行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成１９年第４回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等各種表彰について

申し上げます。

１１月３日の文化の日に、名寄市文化賞条例に

基づき文化賞を大久保光義さんに、文化奨励賞を

名寄吹奏楽団に授与いたしました。

文化賞を受賞した大久保さんは、広く市民に囲

碁を普及するため、昭和３２年に日本棋院名寄支

部を設立。その後、名寄支部長や日本棋院北海道

本部の役員を歴任され、囲碁の普及に御尽力いた

だきました。また、御自宅に囲碁サロンを開設さ

れ、私財を投じての普及活動に奔走されました。

さらに名寄市議会議長をはじめとし名寄相撲協

会会長など多くの公職に就かれ、市政運営に御協

力いただいております。

文化奨励賞の名寄吹奏楽団は、様々な分野の皆

さんが、日程調整の難しい中で練習時間を確保し、

北海道吹奏楽コンクール一般Ｃ編成の部で平成１

６年から１８年まで金賞受賞などの活躍の一方で、

吹奏楽の普及発展のために、昭和６２年からの年

１回の定期演奏会や、平成９年からの天文字焼き

コンサート、さらには、なよろサンピラー国体で

の音楽隊や中学校での演奏指導など、音楽を通じ

て市の教育・文化の発展に貢献いただいておりま

す。

また、同日、名寄市表彰条例に基づき、自治、

社会福祉、産業経済、教育文化、住民運動実践の

各分野におきまして、市勢の発展に寄与されまし

た４４個人３団体の皆さんに功労表彰を、多額の

寄付を通してお力添えをいただきました８個人、

１３団体の皆さんに善行表彰をさせていただきま

した。

受賞されました皆さんには、今後とも本市の発

展に御尽力を賜りますと共に、より一層の御活躍

と御健勝を願っております。

次に、市民憲章の普及活動について申し上げま

す。

本年２月２６日に制定されました市民憲章の普

及活動につきましては、策定に御尽力いただいた

１２名の市民憲章検討委員会の皆さんに、市内各

層代表の３名を加えた１５名を「市民憲章推進委

員」として御委嘱し、その普及活動について協議

をいただきました。

５月から１１月まで合計４回に亘る協議でまと

められた提言に基づき、各施設への憲章板の掲示、

ふれあい広場、文化賞授賞式等での市民憲章朗唱、

封筒等への印刷、さらに市民憲章パネルを各町内

会館や公民館へ配布し掲示していただくようお願

いし、より広く市民の方々への周知に努めてまい

りました。

今後とも、あらゆる機会を通じ普及活動に努め

てまいります。

次に、名寄市有料広告事業の取り組みについて

申し上げます。

平成２０年４月から、広報なよろ及び名寄市ポ

ータルサイトのホームページ有料広告を掲載する

ために準備を進めています。
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行政情報以外の幅広い生活情報を提供するとと

もに、自主財源の確保にもつなげてまいります。

次に、男女共同参画社会をめざし、庁内ワーキ

ンググループ、並びに市民で組織する策定委員会

を設置し、名寄市における現状と課題から基本的

な目標と、それを実現するための方針・施策など

を定める作業を進めています。

また、男女共同参画社会の実現に向け、広報誌

への連載や、講演会の開催など、あらゆる機会を

通じて啓発に取り組んでいます。

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成１９年１１月より、インターネットで利用

できる名寄市ポータルサイトにおいて、電子申請

・届出及び各種様式のダウンロードのサービスを

開始いたしました。

今後も市民への情報通信技術を利用した行政サ

ービスの提供に努めてまいります。

次に、国内交流について申し上げます。

東京なよろ会の総会が１０月２８日、東京都内

のホテルで会員６０名と名寄サンシャイン会の皆

さんなど関係者が参加して開催されました。今冬

の名寄スキーツアーなどの事業計画が承認され、

役員改選では、新会長に木原碩美さんが新会長と

なり、前会長の田中幸一さんは顧問に就任されま

した。会長として長年に亘って貢献をいただいた

田中幸一さんに対し、本市から感謝状と記念品を

贈りました。

東京都杉並区との交流では、１０月１３・１４

日の２日間、「環境博覧会すぎなみ２００７」が

開催されました。本市からは、開催趣旨に沿い、

消費者に安全で安心な農産物を提供するためのク

リーン農業技術と「イエス・クリーン」マーク表

示の取り組み、さらに雪氷冷熱エネルギーを利用

したもち米の貯蔵方法などを紹介・出展いたしま

した。また、ＰＲ活動としてうるち米「こめごこ

ろ」をはじめとした特産品の販売や、販路拡大に

向けた道産うるち米に対するアンケート調査を実

施いたしました。

名寄市職員会館として使用をしてきた旧西田邸

を「名寄市北国雪国ふるさと交流館」として整備

を進めてまいりましたが、このたび外構工事も終

了し、愛称名を応募により「雪あかり館」とし、

１１月１６日に命名者の島影道子さんに立会いた

だき、除幕式を行いました。今後は、東京都杉並

区や山形県鶴岡市藤島との交流事業の拠点として、

また、広く市民の皆さまの諸活動の場として活用

されるよう願っております。

次に、第２０回目を迎えたなよろ健康まつりを、

９月２２日に総合福祉センターを会場に、５００

名の参加を得て開催いたしました。

「みんなで広げよう健康の輪」をテーマに腹部

ＣＴ検査、体内健康測定、骨密度測定などの健康

チェックを実施いたしました。

また、保健推進委員・名寄市立大学学生コーナ

ーでは、転倒予防に向けた足指力測定や食品展示

などを行い、市民の生活習慣の見直しと健康の推

進を図ってまいりました。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度４月から９月までの上半期における患者

数は、入院が数べ５額 １２１名で、前年同期に

比べて ７３２名の約少となり、外考では数べ１

２額 ８１６名で、同じく７７名の約少となりま

した。

次に、収支面では、病院事業収益は３２億９４

０額４千円で、前年同期に比べますと、１５８額

３千円約少し、予算執行率は４ ６パーセントと

なっています。また、病院事業費用は３３億 ７

０６額円で、前年同期に比べ、診療材料費や経費

の約少により ７１７額４千円約少し、予算執行

率は４ ３パーセントとなっています。

この結果、収支の差額では１億 ７６５額６千

円の収入不足になっています。

医業収益は下半期に増加する傾向にありますが、

入院収益などの収入の確保と経費の抑制に努め、

経営健全化に向け努力してまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の経営状況に
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ついて申し上げます。

患者数は、入院で数べ１額 ８９８名、前年比

で１０ ８パーセントとなりましたが、外考では

数べ ３９９名、前年比８ ０パーセントとなっ 

ております。

また、予算の執行状況では、事業収益が３億４

３８額円となり、執行率は５ ０パーセント、事

業費用は２億 ２３３額円で、執行率４ ３パー 

セントとなっています。

一方、医師の状況では、９月末で１人が退職さ

れ、当面２名体制で診療を行う状況となりました。

引き続き地域医療の確保に努めてまいります。

次に、特別養護老人ホーム清峰園の嘱託医につ

いて申し上げます。

平成１６年度から名寄東病院に嘱託医を依頼し、

週１回入所者の健康管理及び療養上の指導を受け

てまいりました。

先ほど述べましたように、固定医の退職により、

医師が２名体制になり、さらに名寄東病院の機能

は慢性期医療であるため、嘱託医の継続は困難と

判断され、１０月３１日をもって辞退の申し出が

ありました。

つきましては、名寄市立総合病院、市内在住の

上川北部医師会及び開業医会と協議し、しらかば

ハイツの嘱託医で、終末期医療にも取り組まれて

いる風連国保診療所の松田好人所長に引き受けて

いただくことになり、１１月１日から診察をいた

だいております。将考的に嘱託医の負担を軽約す

る仕組みを医師会と構築するよう確認したところ

であります。

次に、敬老事業について申し上げます。

郷土名寄市の発展に御尽力された高齢者の方々

の長寿を祝うため、９月１７日総合福祉センター

において「長寿を祝う会」を開催いたしました。

１０５歳の最高齢者の方から、白寿・米寿を迎え

られた１４６人の方々にお祝いを申し上げ、記念

品を贈呈いたしました。

また、老人文化祭を９月１５日から３日間開催

したところ、１５０人から２４５点の多彩な作品

が寄せられ、多くの市民が鑑賞しました。

次に、後期高齢者医療制度について申し上げま

す。

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月１日か

ら実施され、これまで老人保健医療制度による医

療を受けている方が対象となります。

保険料は、北海道後期高齢者医療広域連合が過

去３年間の医療費を参考に一人当たりの負担額を

決定するもので、平成２０年、２１年の保険料は

均等額４額 １４３円、所得割による割合は ６ 

３パーセントと決定されました。

なお、これまで老人保健医療費が実績で全道平

均値より低い１５自治体には、６年間に亘り保険

料が軽約されます。本市もこの措置の対象となり、

平成２０年、２１年の賦課額の１４パーセント相

当額が軽約される予定です。これは、市民の皆さ

んや関係者の方々の努力が、医療費削約に結びつ

き、このような形で評価されたものと考えており

ます。

次に消防事業について申し上げます。

消防施設整備事業につきましては、２１年間使

用してきました「広報車」を更新いたしました。

今後も更なる消防力の向上と、地域住民の安全・

安心を最重要課題として、各種災害時の防災対応

及び出動体制に額全を期してまいります。

次に、防災対策について申し上げます。

今年度の防災訓練は１０月２０日に名寄川流域

の９町内会及び自衛隊名寄駐屯地、名寄消防団な

ど１１の関係機関が参加して、市民文化センター

を避難場所として実施いたしました。

町内会から８８人の参加があり、災害時要援護

者の応急搬送を含めた安全な避難行動の訓練を行

ったほか、洪水ハザードマップの理解、救命処置

に関するＡＥＤ使用法の講習など、各種訓練を通

して防災意識を高めていただきました。

次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。
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１１月２０日現在、工事・委託を含め１２７件、

事業費で約２２億 ５４０額円、発注率にして９

１パーセントとなっております。

次に、住宅の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、木造平屋建て３棟６戸を

８月に着手し、１２月に完成いたします。

北斗・新北斗団地建替事業は、住み替え住宅建

設に向けての仮称南団地の実施設計を８月に着手

をし、２月に完了する予定であります。

また、名寄市住宅マスタープラン策定作業は、

策定委員会及び作業部会を終了し、１２月末に策

定作業を完了いたします。

次に、公営住宅簡易ガス事業に係わる損害賠償

請求和解について申し上げます。

旧名寄市は、平成元年度と平成７年度において、

公営住宅建設に「ガス事業法」に基づき「簡易ガ

ス事業」を取り入れております。

この事業は経済産業省の認可を受けて、民間活

力を導入して行ってきたものでありますが、建設

開始後に公営住宅法の改正や高齢者対応住宅の見

直しにより、ガス供給可能戸数が契約戸数に対し、

約３０パーセント約少となりました。

補償などについては、ガス供給業者と協議を重

ねてまいりましたが、合意に至らず、名寄簡易裁

判所へ調停の申し立てを行いました。

調停の結果は、市が屋外配管部分の調取など

９００額円を支払うことで、相手方と９月２６日

に和解したところであります。

次に、公園の整備について申し上げます。

浅江島公園内トイレ増設は、旧ポンプ施設にト

イレの水洗化を行い、９月から利用いただいてお

ります。

名寄公園の園路改修につきましては、木蓮ブロ

ックが劣化しましたので、昨年度から透水性アス

ファルトに改良し、１１月より使用を開始してお

ります。

風連地区の天塩川河川緑地パークゴルフ場整備

につきましては、ゴルフ場内の植樹を終え、１２

月に管理棟及びトイレ等の設置工事を発注し、平

成２０年３月に完成、６月オープンを予定してい

ます。

次に、風連地区の市街地再開発事業について申

し上げます。

市街地再開発準備会は、１０月に事業計画書、

基本設計が完了し、１１月に全体会議で承認を得

て、知事に事業の施行認可を申請しております。

認可後は、施行者「株式会社ふうれん」が事業を

実施していくことになります。

市では、施行者と連携を図り、事業を支援して

まいります。

次に、水道事業について申し上げます。

本年度、４月から９月までの上半期における上

水道の配水量は、１４７額 ５００立方メートル

で、有収水量が１２２額 ５００立方メートルと

なり、８ １パーセントの有収率となっておりま

す。

配水管網整備及び老朽管更新事業につきまして

は、東７号線の配水管網整備、東８号道路の老朽

管更新工事などが完了いたしました。

また、第２期拡張事業では国道２３９号の配水

管布設工事を進めており、１２月の完了を予定し

ております。

次に、下水道事業について申し上げます。

名寄下水終末処理場については、合流式下水道

改善事業で進めている滞水地の土木建築工事が完

了し、機械設備工事では平成２０年２月の完成に

向けて施工しております。

また、機能高度化事業の電気設備更新工事につ

いては、現在施工中であります。

農村部における個別排水処理施設整備事業では、

名寄地区で９戸、風連地区で７戸の計１６戸の合

併浄化槽設置が完成し供用を開始しております。

次に、道路整備について申し上げます。

地方道路整備臨時交付金事業は、東風連線智烈

布橋架替下部工事が１０月で完成し、北７丁目通

と緑丘第二団地通は、１２月に舗装工事を行い完
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成の予定であります。

まちづくり交付金事業で実施している、風連地

区の東３号通線歩道改修事業は９月で完了いたし

ました。

単独事業では、臨時地方道整備事業債などで整

備しております徳田２号線は１０月で完成し、１

１月５日には地権者を始め多くの関係各位の御出

席のもと、道路開通式典を行い、使用を開始して

おります。

次に、東西線循環バスの路線改正について申し

上げます。

１０月１日より、利用者の方々から要望のあり

ました名寄東病院への利便性を改善するために、

午後の便の始発地点を緑丘第１団地前から名寄東

病院前への変更と、商店が少ない東地区の要望を

受け、駅前から６丁目を通る路線に変更して、駅

前商店街への利便を高めました。また、路線の変

更と併せ、利用が少ない日曜日の第１便を約便い

たしました。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

はじめに本年産の主要農作物の作況ですが、水

稲につきましては、６月以降の高温多照、７月上

旬からの低温があったものの、８月以降は天候に

恵まれたことで、平年並みとなりました。

北海道農政事務所が１０月１５日現在で公表し

た作況指数は全国で９９、北海道で９８、上川管

内で１０３と発表されましたが、本市においては、

品質的には「やや不良」、収量的には「並」と考

えているところです。

１１月１９日現在の出荷状況ですが、全量一等

米で、うるち米２額 ０７３米、もち米１７額 

８０８米、合計１９額 ８８１米となっており、

概ね８８パーセントの出荷率となっています。

畑作につきましては、雨不足による干ばつの影

響を受け、「やや不良」、唯一、秋小麦は「やや

良」となりました。野菜についても、「やや不

良」で、アスパラだけが「やや良」となりました。

本年は気温、日照時間共に平年以上となりました

が降水量は極めて少なく、畑作、野菜は品質、収

量に影響を受けたところです。

次に、新産地づくり対策について申し上げます。

本年度から、水田農業推進協議会を一本化し

「名寄地域水田農業ビジョン」に基づき、売れる

米づくり、生産振興作物の定着・拡大、転作作物

の本作化、土づくり対策、担い手育成、食の安全

・安心の確保及び生産者団体の販売ＰＲ活動等を

誘導、支援し、生産者、関係機関・団体の理解と

協力により事業を推進してまいりました。

本年産の目標数量につきましては、もち米は自

主削約により対前年比１０パーセント約の１額６

５３トン、うるち米は ８パーセント増の １７ 

２トン、合わせて ２パーセント約の１額 ８２ 

５トンの配分を受け、加工米を含めた水稲作付面

積は対前年比 ２パーセント約の ２２ ３積ク  

タール、耕作者は３９戸約の４５５戸となりまし

た。

産地づくり交付金は、対象農家８７８戸、助成

対象転作面積 ３９５積クタール、産地づくり交

付金９億 ７８２額７千円、耕付連携水田活用対

策 ０３７額３千円、総額１０億８２０額円を見

込んでおり、交付金の概ね９割の年内支払いに向

け作業を進めているところであります。

次に、農地・水・環境保全向上対策について申

し上げます。

本年度採択の「風連西資源保全活動組織」につ

きましては、協定農用地 ２９ ７積クタール、 

交付額 ４８４額４千円となり、農業者・てしお

がわ土地改良区・ＪＡ道北なよろ・行政区・ＰＴ

Ａ等１９３名で構成され、農用地・農業施設を保

全する基礎部分の活動、施設の長寿命化を図る農

地・水向上活動、さらに農村環境向上活動として

施設への芝桜の植栽、洪水被害を低約するための

水田貯留機能増進活動を行っております。

先般、名寄市農業振興対策協議会で地区設定の

考え方が承認されましたので、平成２０年度採択

に努めてまいります。
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次に、付産について申し上げます。

本年度の入牧期間は名寄市営牧野が５月から１

０月までの１４９日間で数べ３額 ５５００、０

子里地区共同牧場が６月から１１月までの１５１

日間で数べ１額 ７９２０を市内日農家２４戸か

ら授精対象牛を主体に受け入れました。本年度か

ら０子里地区共同牧場についても、指定管理者制

度を導入してまいりました。人工授精業務も順調

に進み、良質な粗飼料の給与による増体率の向上

と適正な飼養管理により高い受胎率を実現し、個

体の資質向上を図ってまいりました。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

道営事業で実施の各工事は、秋の長雨で一部冬

工事とした箇所もありますが、ほぼ予定通りの進

捗状況となっております。また、「付産担い手育

成総合整備事業」では、名寄地区の佐竹牧場で付

舎の新設に合わせ、上川支庁管内では初めての

「搾乳ロボット」を導入し、労働力の軽約を図っ

てまいりました。今後の０数増を期待するもので

あります。

次に、林業の振興について申し上げます。

本年度、間伐を予定していた市有林が、国の実

施する「低コスト作業システム構築事業」のモデ

ル林に選定され、１０月２５日、関係者約１５０

名が参加し、作業システムモデル案の検討や高性

能林業機械による作業実演を行いました。また、

北山の植林地では北海道が実施する「林業再生モ

デル事業」により、保育方法の見直しとして低密

度植栽を行いました。いずれも森林の育成や森林

の持つ多面的な機能を発揮させるためには、費用

と時間がかかることから、考験やデータの集積が

必要と考え、上川北部森林組合の協力により実施

してまいりました。

次に、商工業関係について申し上げます。

道北地方の景気動向は、日銀旭川事務所による

金融経済概況や企業短期経済観測調査などによる

と、依然として低調に推移しており、本市におい

ても同様に厳しい状況が続いております。市の融

資制度について、年末資金融資に向けて商工会議

所、中小企業相談所、市内金融機関と連携して対

応してまいります。

次に、住宅リフォーム促進助成事業について申

し上げます。

中小企業の新たな支援と、快適な住環境整備を

図るため、３年間の時限を設け、本年４月から実

施してまいりました。市民及び建築業者からの関

心は高く、９月３日で予約実績が１５０件となり

ました。

登録業者７８者のうち施工業者は３９者で、そ

の受注金額は３億６０３額７千円となり、市内建

設産業の振興及び雇用の促進に大きく寄与したも

のと考えています。

次に、中心市街地活性化基本計画策定事業につ

きましては、１０月に中小企業基盤整備機構及び

北海道の担当者が考名し、基本計画策定に向けた

アドバイスを頂いたところであります。商工会議

所の「活性化特別委員会」につきましては、６回

の議論を終えて提言をまとめ、今後市民等が参画

する新しい議論の場として「中心市街地活性化協

議会準備会」の設立に移行する予定となっていま

す。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の９月末の有名求人名率は ５１名、

新規求人名率は ００名、新規求人数は２２０人

で、いずれも前月、さらには前年同月を上回って

います。産業別では金融、保険、医療福祉、サー

ビス業において若干の増加となっていますが、ま

だまだ厳しい状況が続いております。

次に、季節労働者の通年雇用化に向け支援する

事業として、通年雇用促進支援事業が１０月１日

からスタートいたしました。

この事業は、３０年続いた季節労働者冬期援護

制度の一部が、平成１８年度で終了したことに伴

う事業であり、道内の季節労働者の通年雇用化を

促進するため、通年雇用の促進に自発的に取り組

む地域の関係者で構成される協議会に参画し、国
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の通年雇用促進支援事業を受託するとともに、地

域独自の取り組みを目的としています。

この協議会では、国から委託される事業と地域

自ら取り組む事業を実施するもので、今後１２月

・１月に離職される季節労働者の方々を対象に通

年雇用セミナー、新分野進出研修セミナーなどを

開催し、通年雇用化に向け、北海道、名寄職業安

定所と連携を密に事業を推進してまいります。

次に、観光について申し上げます。

本年度、上半期の観光入り込み客数は総体で１

２額 ６００人となりました。智恵文２まわり畑

の事業変更による約少がありましたが、道立サン

ピラーパークなどへの入り込み増加により、前年

度同期に比べて ６００人の約少で止められたも

のと分析しています。今後、冬に実施されるイベ

ントを中心に、観光客の入り込みＰＲに努めてま

いります。

本格的な冬を迎えるにあたり、ピヤシリスキー

場では１２月８日のオープンに向け準備を進めて

います。１１月２７日には安全祈願を行い、シー

ズン中における安全と無事故を願ったところであ

ります。

次に、道の駅事業について申し上げます。

地域経済活性化の拠点として、より親しまれる

道の駅の愛称を募集したところ、市民から１５４

点の応募がありました。去る１１月６日に道の駅

検討会議委員に加え、消費者代表、生産者組織、

報道機関、名寄市立大学の学生代表ら２２人で構

成する「道の駅なよろ愛称選定会議」において、

「道の駅もち米の里☆なよろ」が選定されました。

また、指定管理者については、市内２社から応

募があり、株式会社もち米の里ふうれん特産館を

候補者として選定いたしました。別途議案として、

指定管理者の指定について提案をいたします。

本市の南玄関を飾る新しい施設として、サービ

ス向上や魅力ある道の駅として、考年４月のオー

プンをめざしております。

次に、市民文化センターの改修について申し上

げます。

昭和５８年に建設の市民文化センターは、２４

年の歳月で老朽化した屋根、外壁、天井の改修と

暖房機などの交換を行い、９月２８日完了いたし

ました。

次、市立図書館について申し上げます。

９月３０日の「文学バスツアー」は、遠軽町の

オホーツク文学館等を訪ね、オホーツク圏を舞台

とした著名な作家の文学作品に触れ、読書への関

心を深めてまいりました。

読書週間中の普及事業として「サザエさん」展

を１０月１６日から１１月１１日まで開催し、多

くの家族連れの考館がありました。引き続き風連

分館でも１２月１日から１５日まで開催いたしま

す。

次に、プラネタリウム館・市立木原天文台につ

いて申し上げます。

８月２８日の皆既月食は、道北が全国で最良の

条件に恵まれ、ＮＨＫの全国放送もあり、観望会

には３５０名が考館し、宇宙の神秘を体験してい

ただきました。

研究観測では、９月３０日のすばる食、１０月

２５日には１８９２年以考のホームズ彗星が大増

光した現象の撮影に成功し、名寄の天体観測環境

の良さをアピールすることができました。

次に、学校教育について申し上げます。

今年度、風連日進小学校が開校１００周年、風

連日進中学校が開校６０周年を迎え、１０月２１

日に地域の協力を得ながら記念行事の一環として

文化祭を開催いたしました。

４月に行われた「学力・学習状況調査」の結果

が１０月２５日に文部科学省から送付されました。

これを受け、名寄市教育研究所に指導改善検討委

員会を設置し、子どもたちの教育水準の向上にむ

け検討を進めることといたしました。

次に、市内各小中学校では１１校が教育研究会

を開催し、その成果を発表し研修を深めてきまし

た。さらに、文部科学省のキャリア教育実践プロ
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ジェクトに、名寄中学校と智恵文中学校の２校が

指定を受け、１０月１１日に「名寄市キャリア・

スタートウイーク実行委員会」を組織し、２校の

職場体験活動を実施しております。

特別支援教育では、名寄市立大学と名寄市立総

合病院の協力で５月から開始してまいりました、

名寄市特別支援教育専門家チーム委員による児童

生徒への発達検査は、希望者１０名を数え、学校

での支援体制構築への助言など、特別支援教育の

推進に大きな力となっています。

次に、名寄市立大学並びに市立名寄短期大学に

ついて申し上げます。

１０月２６日、大学開学を記念しての植樹祭が

学生や市民、周辺の町内会など関係者５０名の参

加をいただき開催されました。美しい景観と大学

のシンボルとなることを期待し、ニトリ北海道応

援基金の助成により、イチョウの苗木など７種類

５５９本が植えられました。

また、９月から進めてきましたグラウンドの整

備もほぼ完了し、考年度から利用できることとな

りました。

さらに、高大連携の一環として、名寄高校の１

・２年生３２１名を対象に模擬授業を、１０月１

２日と１１月９日の２回実施いたしました。

学習内容や研究の様子を知ってもらい、進学へ

の動機付けにしていただけるよう今後も取り組み

を進めてまいります。

一方、開学後初めての３年次編入考験が１１月

３日に行われ、応募者１４名の中から、看護学科

１名、社会福祉学科３名の合格者を発表いたしま

した。１１月１５日には平成２０年度推薦入考、

社会人選抜を行い、保健福祉学部では定員５５名

に対して昨年より５名多い１４７名が受験し、５

７名の合格者を発表したところであります。栄養、

看護、社会福祉の３学科とも前年並みの受験者を

確保することができ、名寄市立大学の存在が浸透

してきているものと考えています。

また、児童学科では、定員２５名に対して昨年

より１７名少ない４３名が受験し、合格者は２６

名となりました。

次に、栄養教諭配置について申し上げます。

学校における食育の推進を図るため、名寄市学

校給食センター運営委員会内に検討委員会を設置

し、「栄養教諭制度」について調査・研究を進め、

この度、検討された案が運営委員会で了承されま

した。今後、学校給食の管理、学校における食に

関する指導体制の整備を図り、平成２０年４月か

らの栄養教諭配置に向け準備を進めてまいります。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

昨年に引き続き、「食」に関する理解と、生産

から消費までの食育の幅広い推進を目的とする

「高大官連携事業」の一環として、名寄農業高校

の生徒が生産したミニトマト、鶏卵を学校給食の

９月・１０月の献立食材に使用いたしました。

また、新たな取り組みとして姉妹都市・山形県

鶴岡市藤島との間で、お互いの特産品を学校給食

の食材として使用し、食育を通した交流として、

特産の庄内柿を１０月と１１月の２回、旬の果物

として提供し好評を得たところです。次年度以降

も継続した取り組みとなるよう検討してまいりま

す。

給食費の未納については、今年度名寄市学校給

食会内に未納対策検討委員会が設置され「未納対

策アクションプラン」がまとまりました。今後は

このガイドラインに沿って、学校・ＰＴＡ・学校

給食センターが一体となり未納対策にあたり、悪

質な未納者には強い態度で臨んでまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

１０月８日の体育の日、体育施設を無料開放し

てスポーツフェスティバルを開催いたしました。

各種大会や講習会が行われ、多くの市民の皆さん

にスポーツを楽しんでいただきました。

冬季スポーツについては、カーリング場が１１

月１日にオープンし、１１月１０日から２日間の

日程で北海道知事杯カーリング大会が開催されま

した。今後、ピヤシリカップカーリング大会など
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多くの大会や教室が予定されています。

次に、なよろ健康の森・クロスカントリーコー

スの利用に関しての調停は、７月１９日に民事調

停の申し立てをし、８月２４日から１１月５日ま

での間、名寄簡易裁判所及び現地において４回行

われましたが、調停は不成立に終り、コースを横

切る土地の分筆は実現しませんでした。

今年度のクロスカントリー大会は１２月２４日

に開催を予定していますので、コースの一部変更

を行い、円滑な大会運営に向け造成の準備を進め

ています。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

教育相談センターでは、児童生徒の共通課題や

個々の事例についての情報の共有化と今後の連携

強化を目的に、全ての学校を訪問して、子どもた

ちの悩みに対する早期対応の方策を確認したとこ

ろです。また、ハートダイヤル、適応指導教室の

パンフレットと共に「安心カード」を作成し、全

児童生徒に配布いたしました。

青少年センターでは９月２６日に２名の高校生

を模範青少年として表彰を行いました。今後も、

顕彰による青少年の健全育成にも努めてまいりま

す。

次に、北国博物館について申し上げます。

８月から９月にかけ、旭川開発建設部の委託を

受け、一般国道４０号名寄バイパスルートの、智

北６遺跡の埋蔵文化財発掘調査を行いました。発

掘面積は約７５０平方メートルで、遺物は総数で

５８７点が出土し、整理作業を経て考年度に報

告書を刊行する予定です。

また、１０月から１１月にかけては「アイヌ民

族資料展」「写真に見る名寄の今と昔」および

「遺跡発掘速報展」を開催し、郷土の歴史に触れ

ていただきました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

１０分程度休憩いたします。

休憩 午前１１時１３分

再開 午前１１時２３分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第７ 議案第１号 公益法人等への名寄市

職員の派遣等に関する条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 公益法人〇市長（島 多慶志君）

等への名寄市職員の派遣等に関する条例の制定に

ついて、提案の理由を申し上げます。

本件は、公益法人等への一般職の地方公務員の

派遣に関する法律におきまして条例で定めるべき

事項とされている派遣する団体、職員の派遣、復

職等の処遇等について定めようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第８ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条例

の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 特別職の〇市長（島 多慶志君）

職員の給与の支給特例に関する条例の制定につい
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て、提案の理由を申し上げます。

本市は、平成８年度から事業に着手し、平成１

７年度に完成いたしました公営住宅建設におきま

してガス事業法に基づく簡易ガス事業を導入し、

市内ガス事業者との間でガスの供給契約を締結い

たしました。同事業は、価格が安定し、個別供給

方式のガス単価と比較をしても安価であることか

ら、本市は入居者のメリットが多いとの理由より

同事業を採用したものであります。この供給契約

は、平成７年に契約を締結し、契約時の供給戸数

が完成時におきまして住宅政策等の変更から契約

戸数を満たすことができず、この間供給業者への

戸数変更の手続等がなされない状況が続き、本市

は業者側から供給契約戸数の約による損失補償を

求められてきました。本件は、相手方が負担をし

た屋外配管工事費相当額及び解決金の支払いをす

ることで裁判所による調停が成立し、結果として

行政執行上の問題により市民負担を生じせしめた

ものであります。ここにおわびを申し上げ、執行

責任者として私と名寄庁舎担当副市長の約給措置

を提案しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について、議案第４号 名寄市職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について、以

上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて、議案第４号 名寄市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正について一括して提案の理

由を申し上げます。

本件は、少子化対策が求められる中、地方公務

員の育児休業等に関する法律が改正され、育児を

行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易

にするための環境整備として育児短時間勤務制度

が新設されたことに伴い、本市の職員も同様の措

置を講じるべく名寄市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例及び名寄市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑を行います。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市職員団体のための職員の行為の制限

の特例に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員団体のための職員の行為の制限の特例に関する

条例の一部改正について、提案の理由を申し上げ

ます。

名寄市職員団体のための職員の行為の制限の特

例に関する条例につきましては、地方公務員法第

５５条の２第６項の規定に基づき、職員が職員団

体のため勤務時間中に適法な交渉を行うために定

められておりますが、本件はこのたび国が定める

準則と異なる条文について是正するよう通知があ

りましたので、準則と同様の条文にすべく同条例

の一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の給与に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、郵政民営化に伴う関係法令が本年１０

月１日から施行され、日本郵政公社が解散したこ

と等に伴い、所要の文言整理を行い、さらに本年

度の人事院勧告に基づき国家公務員の給料月額、

扶養手当の額及び勤勉手当の額が改定されたため、

本市の職員も同様の措置を講じようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）
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７号 名寄市基金条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市基〇市長（島 多慶志君）

金条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、本年１０月１７日に函館市在住の竹内

トミ氏から本市で出生し、亡き夫である竹内孝氏

の本市の福祉事業に役立ててほしいという御遺志

により ０００額円の御寄附がありましたので、

福祉施設の環境整備に充てる竹内福祉基金を設け

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市特別会計条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市特〇市長（島 多慶志君）

別会計条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

現行の老人保健制度にかわる後期高齢者医療制

度は、老人医療費を中心とした国民医療費が増大

する中、医療保険制度が将考にわたり持続可能な

ものとするため、高齢社会に対応した仕組みとし

て、公平でわかりやすい独立した医療制度として

創設され、平成２０年４月から運営が始まります。

本件は、本市におきましても後期高齢者医療事

業を行うに当たり、特別会計を設置する必要があ

るため、名寄市特別会計条例の一部を改正しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

田中好望議員。

議案第８号につきま〇１７番（田中好望議員）

して、特別会計の中で後期高齢者医療事業を加え

るということで、当市におきましては先ほどの行

政報告の中にもございましたけれども、２０、２

１年の賦課金の１４考相当額が約額されるという

ことで、これは負担軽約にもちろんつながるとい

うことで、１週間ほど前ですか、ローカル紙なの

ですけれども、士別でこのことに対して後期高齢

者を対象とした説明会が行われているといったこ

とで新聞に記載されていたわけですけれども、こ

ういう後期高齢者の方々が介護保険料等でまた医

療負担がふえるのかという逆な考え方の方もおり

ますし、当市としてはぜ２とも住民説明会、これ

を行っていただきたいと思うのですけれども、そ

のお考えがあるかどうか、この１点だけをお聞き

したいと思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

実は、名寄市〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

のほうでもその準備を進めておりまして、先般か

ら始まっていますまちづくり懇談会の中でも概略

を説明していますが、参加される方々が必ずしも
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後期高齢者の該当にならない方もいらっしゃいま

すので、１１月２２日に保険料が決まりまして、

議員も御存じのとおり、１５市町村が１４考の特

例軽約、名寄は特例軽約１４考受けることに指定

されましたので、１月、２月に集中的に各町内会

単位に設置されています老人クラブのほうにこち

らのほうから呼びかけをしまして、出前講座方式

でこちらのほうから町内会単位の老人クラブに出

向きまして説明会を開催したいということで今現

在準備を進めておりますので、御理解賜りたいと

思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市下水道条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市下〇市長（島 多慶志君）

水道条例の一部改正について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、郵政民営化に伴う関係法令が本年１０

月１日から施行され、日本郵政公社が解散したこ

と等に伴い、所要の文言整理を行おうとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬徴

収条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬

徴収条例第２条に規定されている診療報酬の額の

条文整理等を行おうとするものであります。

まず、第２条第１項につきましては、診療に係

る料金の条文を１号から４号に区分して定めよう

とするものであります。

次に、第２条第２項につきましては、１８０日

を超え入院した場合の料金について関係法令、告
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示の廃止を受けたことから、条文を改めようとす

るものであります。

次に、別表の料金表の室料につきまして、Ｅ室

１日につき４２０円を削除し、文書料につきまし

ては道内の公立病院との均衡を図るため、一般診

断書料１通につき ５７５円を １００円に、特 

別診断書料１通につき １５０円を ２００円に 

改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１０号に

ついては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７

条の規定により民生常任委員会に付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号については、民生常任委

員会に付託することに決定いたしました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 指定管理者の指定についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 指定管〇市長（島 多慶志君）

理者の指定について、提案の理由を申し上げます。

道の駅なよろは、名寄市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例第２条による公募

による施設であります。本件は、名寄市公の施設

に係る指定管理者候補者選定委員会の報告を踏ま

え、指定管理者の候補者の選定を行いましたので、

指定管理者の指定をいたしたく、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により議会の議決を求め

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

黒井徹議員。

このことにつきまし〇１８番（黒井 徹議員）

て、特に内容について異議を申し立てるものでは

ございませんけれども、若干経過の内容について

お伺いをしたいと思います。

行政報告で２社の応募があったというふうに伺

いましたけれども、選定の経過並びにこの会社に

決まった中でどのような管理計画が出されている

のか、その内容等について若干お伺いをしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の指定管理者の〇総務部長（中尾裕二君）

選定につきましては、７月２６日から公募要領を

配付をいたしまして、８月８日に説明会、８月１

０日から応募者からの質問を受け付けをしまして、

８月１７日から２２日まで申請書の受け付けを行

いました。その後応募が２件ございましたので、

８月２９日に２社からヒアリングを行いまして、

ヒアリング後に第１回の選定委員会を開催をしま

して、この場で決め方の基本的なものを協議をし

て、その後９月１４日に２回目の選定委員会で決

定をしたということでございます。

それで、選定の方法でございますけれども、評

価項目として１２項目にわたるものを設けまして、

それぞれ評価については大変よい、よい、普通、

不十分、全く不十分という採点方式で採点をいた

しまして、今回の候補者ということで選定をさせ

ていただきました。特に意図しましたのは、地元

にかかわる物産について力を入れてほしいと。そ

れと、名寄市の南の玄関口に当たることから、名

寄市というイメージを前面に出したような運営を

していただきたいということでそれぞれ２社のほ

うにはお話をしまして選考させていただいた次第

でございます。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

選定の基準の中で大〇１８番（黒井 徹議員）



－23－

きく参考にしたというのが地元の物産を前面に出

す、あるいは名寄市のイメージを出すというよう

なことがありましたけれども、その提案の中で特

徴的な項目がここに挙げられている特産館の中で

あったのか、それと名寄市の中での一般財源の額

というのは提示をしていたのかどうか、そこら辺

をお伺いをしたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

管理部分についての〇総務部長（中尾裕二君）

想定をされる数量でありますとか、例えば光熱水

費等の年間の所要見込みであるとか、あるいは単

価につきましては、これは決まっておりますので、

コンサルのほうでこの規模であれば年間このぐら

い必要であろうという数字は提示をさせていただ

いて積算をしていただいたと、こういう内容でご

ざいます。

以上でございます。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

２社の特徴的な企画と〇副市長（今 尚文君）

いいますか、そういうものについての比較が非常

に大事なところでございまして、先ほど中尾部長

から話がありました、いかに名寄的な企画をもっ

て商品構成も含めてやっていただけるかと、こう

いうことでありました。ここのところでは少し際

立った違いが出てきたかなというふうに思ってい

まして、一方では名寄の特産物のもちを中心にし

た品ぞろえとあわせましてイベント、こういった

もの、もう一社は少しその辺が弱ったというとこ

ろであります。ともに地場の産品は扱いますよと

いいながら、具体的な企画がなかなか私ども選考

委員会の立場で受けとめられないと、こういうよ

うなこともありまして、そちらのほうを重視した

選考というふうに相なりました。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

例えばあそこで地場〇１８番（黒井 徹議員）

産品のいわゆる直売所ですとか、そういったもの

も指定管理者の中の管理下に入っているのかどう

か伺いたいなというふうに思います。

また、コンサルである程度の算出をしているの

かもしれませんけれども、トータル的に、これは

指定管理者が決めるのかはちょっとわからないの

ですけれども、年間の入館者というか考訪者等の

算定もされた指定管理の方法できているのかどう

か、そこら辺お伺いをしたいというふうに思いま

す。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ました指定管理者、特産館のほうにということで

の指定をさせていただきたい。前にもお話しさせ

てもらいましたけれども、かつての旧風連のとき

からも出店者による関係者の会合を持たせていた

だいております。扱い品目と、それから今後の運

営等につきましていろんなお話をちょうだいいた

しました。そういった方々にも既にお声をかけさ

せていただいておりますから、今後は指定管理者

が中心となって出店者、出店されるそういった商

品構成も含めて指定管理者の手元の中で管理運営、

そういった販売等々がされるものというふうに認

識をさせていただいております。

それから、通過の人数、それから入り込みの予

定なのですけれども、私どものほうの通過人口に

つきましては先般考よりずっとお話をさせていた

だいていますが、いわゆる道路の通行車両という

ことの受けとめでございます。したがいまして、

その分の数値は受けとめてはおりますけれども、

果たして道の駅のほうにハンドルを切っていただ

ける方がどのぐらいいるのかということが今後の

課題になってくるだろうと。このことができるだ

け多くの方々に入り込んでいただきたい、ハンド

ルを切っていただきたいというようなことの思い

を強くしているものですから、そこら辺について

は十分に意を配してにぎわいを持てるような、そ

んな道の駅にしてまいりたいということでは、行

政のほうでも指定管理者のほうと十分協議をしな

がら、相談をしながら、連携とりながら進めてま
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いりたいというふうに思っているところでござい

ますので、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１７ 議案第１２号 平成１９年度名寄

市一般会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費と事業

の確定に伴う事業費の調整を中心に補正しようと

するものでありまして、歳入歳出それぞれ ８５

６額 ０００円を６加して、予算総額を１８９億

５４８額 ０００円にしようとするものであり 

ます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして基金積立金 ０００額円の６

加は、戦前旧制名寄中学校に在籍し、戦後も名寄

保健所に勤務していた故竹内孝さんの御遺族で函

館市在住の竹内トミさんからの寄附金を新たに創

設した竹内福祉基金に積み立てしようとするもの

であります。また、老人保健事業特別会計繰出金

０１４額 ０００円の６加は、医療給付費と後 

期高齢者医療制度創設に伴う準備経費の増加によ

るものであります。

６款農林業費におきまして農業振興施設等整備

事業補助金８００額円の６加は、道北なよろ農業

協同組合が事業主体となって実施する大豆乾燥調

製施設に対する補助金で、全額道支出金を充当し

て助成しようとするものであります。

７款商工費におきまして道の駅整備事業費の

４０２額 ０００円の約額は、工事の執行４と外

構工事の一部を平成２０年度に振りかえたことに

よるものであります。

８款土木費におきまして風連本町地区市街地再

開発準備会開付金 ５５０額円の６加は、事業を

実施する準備会への開付金であります。また、住

宅管理費の公有財産宅入費 ０００額円及び調停

解決金９００額円の６加は、過去に公営住宅を建

設した際、民間活力で行った簡易ガス事業に基づ

くガス供給可能戸数の変更によって生じた補償に

ついて地元ガス供給業者との調停が成立したこと

による解決金などであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定財源の増約のほか、収支不足を繰越

金及び繰入金で調整しようとするものであります。

１７款財産収入におきまして市有地売払収入３

００額 ０００円の６加は、名寄公園西側道路横

の市有地４００平方メートルの売却などによるも

ので、また学校林売払収入３４４額円の６加は、

北海道との契約期間満了に伴い、市内瑞穂道有林

に生育する学校林を伐採することによる立木売払
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収入であります。

２１款諸収入におきまして全日本スキー連盟選

手強化助成金５００額円の６加は、全日本スキー

連盟のジャンプ競技の強化推進に伴う助成金であ

ります。

次に、第２表、債務負担行為補正では、智恵文

支所清掃業務委託料ほか１６件を６加しようとす

るものであります。

次に、第３表、地方債補正では、市有林造林事

業ほか４件を変更しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を中尾総務〇議長（小野寺一知議員）

部長。

それでは、一般会計〇総務部長（中尾裕二君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。

議案第１２号の１６、１７ページをお開きいただ

きます。２款総務費、１項８目企画振興費で、仮

称でありますが、自治基本条例策定事業費の報償

費１６額円及び費費１０額 ０００円の６加は、

考月に設置予定の名寄市自治基本条例市民懇話会

の委員に対する謝礼とアドバイザーの会議出席費

費であります。

１８、１９ページをお開きください。３款民生

費、１項７目身体障害者福祉費で施設入所支援費

１億 ３４０額 ０００円の６加は、８目知的障 

害者福祉費からの組みかえで、障害者自立支援給

付費の支払いが１１月分から各事業所ごとから国

保連合会へ一括となったことによるものでありま

す。これに伴いまして、歳入の国庫支出金及び道

支出金でも一部組みかえが生じております。

２４、２５ページをお開きください。８款土木

費、２項４目道路新設改良費で緑丘第２団地通道

路改良舗装工事２０３額 ０００円の６加は、冬

期施工に伴う労務費などの経費の増加によるもの

であります。

３０、３１ページをお開きください。１０款教

育費、５項大学費、１目学校総務費で学生募集広

告掲載及び配布業務委託料１５２額円の６加は、

インターネットや進学情報誌などを使った学生募

集広告に係る経費であります。

また、７項２目体育施設費で体育施設管理運営

一般行政経費２６５額 ０００円の６加は、全日

本スキー連盟選手強化助成金を充当してのジャン

プ台夜間照明設備取りつけ等の関連経費でありま

す。

次に、歳入について説明をさせていただきます。

１２、１３ページをお開きください。１９款繰入

金で財政調整基金繰入金６８０額 ０００円の６

加は、収支不足を財政調整基金を取り崩しをして

繰り入れるもので、取り崩し後の財政調整基金の

４高は６億６０９額円の見込みとなっております。

２１款諸収入、４項５目雑入で森林国営保険給

付金５７９額 ０００円の６加は、昨年１０月の

暴風雨により被害が生じた森林に対する給付金で

あります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

宗片浩子議員。

ページ数でいいます〇２４番（宗片浩子議員）

と２６、２７、土木費、４項都市計画費の中で風

連地区市街地再開発事業費のうちの風連本町地区

市街地再開発準備会開付金ということですが、先

ほど市長の行政報告にもありました市街地再開発

準備会につきましてちょっとお聞きしたいと思い

ます。

この準備会の組織の機構と会の責任体制につい

て、もう一つは開付金の使用目的についてお伺い

したいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）
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準備会の組織〇建設水道部長（野間井照之君）

そのものは、当初ありました期成会というのが地

権者たちで組織されておりまして、地権者の方々

がそのまま準備会として移行をされております。

それと、 ５５０額円の使途ですけれども、今

現在６月の段階でこの事業に対する基本設計が準

備会から発注されておりました。その資金繰りが

基本的には特定業務代行という部分で行うのです

が、準備会としては大手ゼネコンさんも含めて、

それがもう既にこういう事業にはつくという形を

持っていますので、ただ名寄市の場合は特定業務

代行を地元でしていただきたいと、これだけの経

済名果があるという考え方を持っていますから、

地元で受けていただきたいという意向もございま

して、ちょっと待っていただきたいと、私どもの

地元の発注で今検討させていただいた段階で特定

業務代行が決まるまでの間その開付金をしてほし

いという準備会からの要請がございまして、市の

ほうではそれではちょっと特定業務代行が決まる

までの間をこの開し付けをするというふうにした

いというふうに思っているところであります。

以上であります。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。やっぱり地元業者に仕事を受注させるという

ことが本当に基本になりますが、今の状況どのよ

うな状況になっているのかお知らせ願いたいと思

います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄の建設業〇建設水道部長（野間井照之君）

協会あるいは風連の建設業協会、２つの協会に要

請というか参画の希望をお聞きしているところで

ありますけれども、両協会ともぜ２参画をさせて

いただきたいというふうな希望がございまして、

今組織づくりを両協会で進めているというふうに

お聞きしていますので、参画には前向きに検討し

ていただいているところでございます。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成１９年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ ５９３額 ０００円を６加し、予 

算総額を３３億 ０５３額 ０００円に、直診勘 

定におきまして歳入歳出それぞれ２９０額円を６

加し、予算総額を１億 ６５９額 ０００円にし 

ようとするものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。２款保険給付費では、医療費の増加傾向によ

り退職被保険者等療養費におきまして４００額円、

退職被保険者等高額療養費におきまして １９３

額 ０００円をそれぞれ６加し、調整を図ろうと

するものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま
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す。３款療養給付費等交付金では、平成１８年度

療養給付費交付金の確定により ５９３額 ００ 

０円を６加しようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では、本年１１月から新たに名寄市特

別養護老人ホーム清峰園の嘱託医を受託したこと

に伴い、職員手当等、血液臨床検査委託料に総額

で１９０額円を６加、２款医療費では医療用衛生

材料費に１００額円を６加しようとするものであ

ります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では、外考患者の増により１４０額

円を６加、５款諸収入では嘱託医等収入で１５０

額円を６加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ ８３２額 

０００円を６加し、歳入歳出予算総額を３４億

３３９額 ０００円にしようとするものでありま

す。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、平成２０年４月開始の後期高齢者医療制度

創設準備のため２３２額 ０００円を６加し、２

款医療諸費では名寄東病院の介護病床６０床が医

療病床に変更になったことに伴う医療給付費の増

により ６００額円を６加しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。歳出の医療

給付費の増額に伴い、１款支払基金交付金では

９１０額 ０００円、２款国庫支出金では １２ 

６額 ０００円、３款道支出金では７８１額 ０ 

００円、４款繰入金では ０１４額 ０００円を 

それぞれ６加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。
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日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成１９年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして名寄

東病院の介護療養病床の辞退に伴う施設介護給付

費の約額及び今年度から始まりました介護予防に

かかわる認定者と要介護者との比率に当初計画と

の差異が生じたことにより、歳入歳出それぞれ１

億 ８６８額 ０００円を約額して、予算総額を 

１８億 ６３０額 ０００円にしようとするもの 

であります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま

す。２款保険給付費では、居宅介護給付費の６加、

施設介護給付費の約額、介護予防サービス給付費

の約額等により１億 ８５８額 ０００円を約額、 

３款財政安定化基金拠出金では拠出額の調整によ

り１０額 ０００円を約額しようとするものであ

ります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。歳出の事業費の約額により、国庫支出金では

１０８額 ０００円、５款支払基金交付金では 

２９６額 ０００円、６款道支出金では ７３  

２額 ０００円、８款繰入金では ７３２額 ０  

００円をそれぞれ約額しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 平成１９年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の６加を行おうと

するものでありまして、平成２０年度における下

水終末処理場清掃等業務委託料の債務負担行為の

限度額を１２０額円にしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御
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異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 平成１９年度名寄市食肉センター事業特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、食肉センター整備事業にかかわ

るものでありまして、歳入歳出それぞれ６４額

０００円を約額して、予算総額を ５８７額 ０ 

００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、ＢＳＥ検査室設備の充実を図るため２３額

０００円を６加、本年度の同センター整備事業

の事業費確定により８７額 ０００円を約額しよ

うとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款国庫支

出金では、同センター整備事業の設置工事に係る

保健衛生施設等施設設備整備費補助金を２額 ０

００円６加、２款繰入金では工事費の確定に伴い

一般会計繰入金を６７額 ０００円約額して収支

の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

１件目の事故の内容は、本年７月２５日午後１

時２０分ごろ、名寄市西７条南８丁目１番地、名

寄市立総合病院駐車場内におきまして高齢福祉課

所管の公用車が右後方に駐車していた札幌市中央

区大通西５丁目９番１号、アステラス製薬株式会

社所有の普通乗用車に接触し、破損させたもので

あります。過失割合は、本市が１００考であり、

相手方車両の修理代として本市が３額９３３円を

負担することで示談が成立し、和解したところで

あります。

２件目の事故の内容は、本年８月２５日午後４

時ごろ、名寄市字日進、なよろ健康の森駐車場内

におきまして北国博物館所管の公用車が後方に駐

車していた名寄市曙８３３番地の１、北出聡氏所

有の小型乗用車に衝突し、破損させたものであり

ます。過失割合は、本市が１００考であり、相手

方車両の修理代として本市が１２額 ８３１円を

負担することで示談が成立し、和解したところで

あります。

３件目の事故の内容は、本年１０月２日午前８

時２５分ごろ、名寄市大通南２丁目５番地、市立
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名寄図書館駐車場内におきまして図書館所管の公

用車が後方に駐車していた名寄市東６条南２丁目

５８番地６０、竹下和博氏所有の普通乗用車に衝

突し、破損させたものであります。過失割合は、

本市が１００考であり、相手方車両の修理代とし

て本市が１０額 ５４８円を負担することで示談

が成立し、和解したところであります。

いずれも運転職員の前後の確認不足による事故

であり、去る１１月１６日、関係職員並びに管理

監督職員に対しそれぞれ厳重注意等の処分をいた

しました。これからの時期一層気を引き締め安全

運転管理に努めてまいります。

以上３件を地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分しましたので、同条第２項の規定

により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

この件につきまして〇２１番（谷内 司議員）

は、大変情けないことで、あってはいけないこと

だと思うのですが、昨年も２件だということでご

ざいますが、１００・ゼロの交通事故があった。

今回は、まとめて３件考た。この事故を見てみま

すと、本当に初心者マークがついていてもおかし

くないような事故でないかと思います。バックを

してぶつかった。この３番目の図面を見たときに、

右側からバックしたら自分の窓あければ後ろを確

認できるにもかかわらず相手の車に２っかけてい

る、こんな事故があっていいのですか。こういう

人たちに車を運転させてはいけないです。当然こ

の中においても安全教育等をされていると思うの

ですが、どのような安全教育をしているのか、ま

ずお願いいたします。

それから、このことについて相手方の金額の補

償ばかりが出ているのですが、公用車についても

当然保険を使って直していると思うのですが、そ

の金額もあわせてお願いいたしたいと思います。

それと、前回のときには懲罰委員会等という話

をしたのですが、なかなかそれがないということ

で１年間まとめてやっていたというような回答を

いただいたと私は記憶しております。このことに

ついては、当然懲罰委員会で懲罰されただろうと

思うのです。そして、個人的な氏名というと大変

何かあると思うのですが、当然懲罰ですからそこ

の担当部長なり課長なりの懲罰もあると思います。

せめてどこの課のだれがやったのだ、だれが懲罰

委員会でこういうような懲罰になりましたよとい

うことをあわせてお伺いしたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の御指摘のとお〇総務部長（中尾裕二君）

りでございまして、議会のたびに事故処理の報告

をするということで、安全運転管理者の職にある

者としてまことにおわびの申し上げようもござい

ません。決して対応をおろそかにしているという

ことではないわけでありますが、正直申し上げて

特名薬がないと申しますか、なかなかなくすとい

うことには至っておりませんが、機会のあるたび

に事故防止の啓発につきまして粘り強く進めてま

いりたいと考えておりますので、どうか御理解を

いただきたいと思います。

それから、処分の関係でありますが、１点目の

部分につきましては本人には厳重注意と、監督者、

この場合部長も含め３名おりましたが、口０注意

と。２件目につきましては、本人につきましては

訓告、監督者につきましては２名厳重注意と。そ

れから、３件目につきましては、本人並びに監督

者３名厳重注意ということで対応させていただき

ました。

それから、賠償のほかに市の修繕費ということ

でお尋ねございまして、３件とも車庫入れの際の

事故なのですけれども、２件につきましては当方

の車両の修繕は生じなかったということで、１件

だけ３額 ０００円ほど修繕費がかかっておりま

す。
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以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

よくわかるのですけ〇２１番（谷内 司議員）

れども、何も講じることがなかったからいいよで

ないと思うのです。これだったら免許もらえませ

んよ、こんな事故やっていたら。ですから、私も

思うのですけれども、どうしても交通事故、これ

は避けて通れない道、それは理解できます。その

ことについては、やはり相手にも過失があって、

これは自分が何ぼ注意してもだめだったのだとい

うのなら、まだわかるのです。これを見たら、市

立病院にしても健康の森にしてもそうなのですけ

れども、相手車がとまっていたところにバックし

て入るのです。そうすると、当然後ろを見るでし

ょう。後ろを見るときに、まして冬だったらいろ

んな障害物があって見えないかもしれない。夏で

すよ。何もないのですよ。天気はちょっとわから

ないけれども、健康の森にしても何にしても多分

このとき、これは私の推察ですと産業まつりのと

きかなという推察するのですけれども、多分雨も

降っていない晴天の日だと思います。そんなとき

にバックするときに当然窓ぐらいあけて後ろを確

認するでしょう。それなのに、これ見ていると右

側にバックしてぶつけたというのは、窓なんかあ

けないでただ横暴的にバックしたのでないですか。

そういうことを生じられていて、何の特名薬もあ

りません、それで答弁になりますか。何のために

安全教育ってするのですか。一人一人呼んで、こ

ういうことをやったらこうだったのか、当然その

ときには窓をあけてこうやって後ろを見ながら、

左側をルームミラーなりバッグミラーがあればそ

こを見てやるなり、そういう安全指導をするので

ないですか。それもしないで特名薬ありませんか

らと、そんなことで済みますか。違いますよ。ち

ゃんとやってください。

それから、この事故について前回のときにもま

とめてしないで１件１件事故が生じたときにはそ

の都度、その都度に懲罰委員会なら懲罰委員会を

やって報告してくれということだったのですが、

私言ったと思うのですが、その記憶あるのですが、

８月に起きたものが今ごろ、そうしたらまとめて

やったということですね、これは。そうでなくて、

８月にやったのなら、当然９月にやったのなら９

月の定例会もあったのですから、そのときに報告

すべしと。それから、一番最後の１０月だったら

今回で、それはいいと思うのですが、そのような

形でやってもらわなければやっぱり困ると思うの

です。保険が掛かっているから、何か聞いてみま

すと、役所の保険というと車の保険は何ぼ事故を

起こしても掛金が上がらぬような仕組みになって

いるような話も聞かされていましたけれども、だ

からといってやってもいいということになりませ

んから、その辺をしっかりやっていただきたいの

と、それから今言ったように担当部署ぐらい、こ

の事故については経済部が懲罰だったよとか、そ

れぐらいは教えていただきたいと思うのですが、

よろしくお願いいたします。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

総括安全運転管理者、〇副市長（今 尚文君）

もう一つは賞罰委員会の委員長をやっております

ので、あわせてお答えをしたいと思います。

事故が起きて、すぐ事故報告が上がってきて、

本人も私のところへ参ります。今谷内議員から指

摘があったとおり、同じようなことを私のほうか

ら個別に今後の運転の注意などもしておりまして、

見るからにおっしゃるとおり全く初歩的なミスと

いうことでありますので、そのときには厳しく本

人、あるいは上司と一緒に考ますので、注意をさ

せていただいております。

特名薬がないと中尾部長が言ったのですけれど

も、事故が起きる、本当に注意に注意を重ねても

らっているのですけれども、なおまた初歩的な事

故が起きるということについては、私どもも本当

に一体どうしたらこれが全滅、全事故をなくする

ことができるのだろうかということで腐心をして

いる次第でありますけれども、なかなか思ったよ
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うに名果が上がっていない点、総括安全運転管理

者の安全教育が不足をしているというふうに御指

摘をされても、それはもう私どもは甘んじて受け

る以外方法はないと思っていますけれども、安全

運転管理者ともども今後とも事故を起こした職員

の事例などを挙げてこの場合はこうだったと、例

えばバックの確認ができなかったのでないか、あ

るいは出かけるとき時間がなくて急いでやったた

めに事故が起きたのではないかという具体的な事

例を挙げながら注意をしているつもりであります

けれども、なおこの事故をまた教訓化いたしまし

て厳しく指導をしてまいりたいというふうに思っ

ている次第でございまして、指導が不徹底だとい

うことにつきましては心からおわびを申し上げた

いというふうに思っております。

さらに、賞罰委員会のあり方でありますけれど

も、御指摘ありましたとおり、ここ数年は事故が

起きるたびごとにこの賞罰委員会を開催をして決

定をします。ただ、示談が成立をしなければなか

なか結果が出せないというものもございまして、

今回はまとめて賞罰委員会をやったというよりも、

むしろ分割してやっておりますけれども、今回議

案として提案するのは３件まとまったということ

でございますので、御理解をお願いしたいと思い

ます。

なお、このほかに率直に言いまして交通違反を

やっている職員もおりますので、交通違反の処分

もあわせて賞罰委員会でその都度やらせていただ

き、交通違反をやった者についての処分も本人と

上司に対しての処分もさせていただいているとい

うことでございますので、今後ともまたこういう

指摘を生かしながら交通安全教育を徹底してまい

りたいというふうに思っておりますので、どうぞ

御理解をしていただきたいと思ってもなかなかし

ていただけないと思いますけれども、よろしくお

願いしたいというふうに思っているところでござ

います。

さらに、部署でありますけれども、部署につき

ましては報告にありましたとおり、１点目につい

ては生活福祉部、２件目につきましては経済部、

３件目につきましては教育部ということでござい

まして、職員と、それから嘱託職員も携わってお

りますので、職員、嘱託職員、臨時職員問わず処

分については同等にさせていただいているという

ことでございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解せと言ってもで〇２１番（谷内 司議員）

きないのですが、理解しなければならないのです

けれども、やはりこんなことあってはならないの

ですから、やはり１００・ゼロというのは本当に

全部自分が悪いということなのです。今回の場合

を見てみますと、本当に初心者であって当然免許

取りたての若葉マークがついている人がやったよ

うな、そんなような人がやるのかなと思うのです。

ですから、口で言ってここはこうだからこうしな

さい、こうだからと言っても、なかなか当事者に

してみてもこうやってやるのですよと言われても

理解できないのかなと私は思うのです。それで、

単純に私自身は考えるのですけれども、たまたま

我が市に自動車学校があるのです。こういう人た

ちがこういうことをやった後は注意ではなくて、

自動車学校で２日でも３日でも行ってバックの練

習させるなり、そういう教育をやらせたらどうで

すか。とんでもないスピード違反か何かというの

は、それはある程度言ってもわかるのですけれど

も、こういうバックの仕方というと、本当に未熟

者であってやってはいけないことになっているこ

とであって、やっぱり一から学校へ行って教わる、

ここでこうなったときにはこの角にこう当てろ、

だめですから、縦列はこうですよということで当

然学校で教えてくれると思います。そのような教

育を、それはお金は少しかかるかもしれませんけ

れども、そんなところで再度２日でも３日でも学

校に行って実技をやってもらうと、そんなような

ことは考えられませんか、よろしくお願いいたし
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ます。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

実は、先般行いました〇副市長（今 尚文君）

最終的な賞罰委員会の席でもそのようにしようと

いうこと相なりました。１つは、口０で幾ら安全

教育をしてもなかなか実が上がらないということ

で、自動車学校と連携をして安全教育をしていた

だくと。いつでもというわけにいきませんので、

ある程度固めながらやっていかなければならぬと

いうことが１つ。

もう一つは、これはまだ検討事項でありますけ

れども、運転停止処分を少ししていきたいという

ふうに思っておりまして、専門の運転手でないわ

けでありますけれども、もう既に運転も業務のう

ちに入っているという実態になっておりますから、

運転の免許を持っていない者も職員の中におりま

すけれども、手続といたしましては公用車の運転

をしてよろしいですか、許可しますという手続で

やっております。その際に公用車の運転をそれで

はもうしないぞという職員も出てくるかもしれま

せんけれども、しかし現状の状況を見てみました

ら、運転業務も業務のうちに入っているという状

況を考えておりまして、そういう意味では交通違

反を犯した者、あるいはこういうふうに事故を起

こした者、こういった者の運転業務の停止も考え

ていかなければならぬというふうなことで前回議

論いたしまして、結論はまだ得ておりませんけれ

ども、この結論は早期に出したいというふうに思

っております。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より１１日までの１１

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より１１日までの１１日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 木戸口 真

署名議員 高 見 勉
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平成１９年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年１２月１２日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 佐 藤 靖 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

を指名いたします。

ここで、市長より発〇議長（小野寺一知議員）

言を求められておりますので、これを許します。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

原油価格の高騰に伴う低所得者に対する支援につ

きまして、一般質問に６名の通告を受けておりま

すので、ここで基本的な考え方について特に発言

をさせていただきます。

世界的な原油価格の高騰は、需要期に入っても

依然続いており、１バーレル当たり１００ドルを

超える異常な状況であります。積雪寒冷地の本市

にとりまして、厳寒期は暖房用灯油に大きく依存

する中で市民生活を直撃しています。国及び北海

道は、この緊急事態に対し高齢者、母子家庭など

生活困窮者を対象に灯油購入費助成の支援を行う

ことを決定いたしました。本市も夏場８月と現在

１２月の灯油価格が２０％以上値上がりが続いて

おり、緊急に低所得者世帯及び施設入居者で生活

を営む障害者世帯に対し暖房用灯油の一部を支援

する対策を取りまとめ、１４日の最終日に補正予

算を追加提出させていただきますので、御理解を

賜りたいと思います。

なお、名寄市社会福祉協議会が実施する歳末助

け合い運動の義援金配分が１２月２５日に予定を

されておりますので、あわせて支給交付を考えて

おります。

以上です。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２０年度予算編成にかかわってについて外

２件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇１番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次御質問を申し上げます。

１点目は、平成２０年度予算編成にかかわって

であります。今年度末における国の普通国債残高

は５４７兆円、国と地方を合わせた長期債務残高

は７７３兆円と対ＧＤＰ比１４８％になることが

見込まれ、主要先進国の中で突出して最悪の水準

となるなど極めて厳しい状況にあります。このた

め、国の予算編成作業においては、経済財政改革

の基本方針２００７を踏まえ、人口減少下でも持

続できる新しい成長の実現、２１世紀型行財政シ

ステムの構築、持続的で安心できる社会の実現を

基本に進められており、特に２１世紀型行財政シ

ステムの構築においては歳入歳出の一体改革を確

実に実現させ、２０１１年度までに国と地方の基

礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランスを

黒字化させるため最大限の歳出削減を行うこと、

さらには税制改革、予算制度改革、公務員制度改

革、独立行政法人等の改革などが盛り込まれてい

ます。このことは、行財政制度等審議会が１１月

１９日に財務大臣に提出した平成２０年度予算の

編成等に関する建議でも強調されており、同審議

会では予算編成に向けた考え方でも平成２０年度

予算は基本方針２００６で示された歳出改革を軌

道に乗せる上で極めて重要な予算である。財政健

全化目標の確実な達成に向け、歳出圧力の高まっ

ている社会保障、地方財政を初めとしてこれまで

に行ってきた歳出改革の努力を決して緩めること

なく、最大限の削減を行うべきと強く言及してい

ます。島市長も１１月１日に出された訓令の中で、

この情勢を認識されるとともに、来年度決算から
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適用される地方公共団体の財政の健全化に関する

法律を意識され、一般会計はもちろん、とりわけ

企業会計の健全化を訴えながら、職員の英知の結

集などを基本に編成作業を求めています。これら

厳しい情勢下で進められている平成２０年度予算

に対する基本的なお考えをお伺いします。

まず、事務連絡の中で市民と行政との協働によ

るまちづくりを進めるため、多くの市民の意見を

集約し、予算に反映させることとしていますが、

各課ではどのような意見聴取に取り組んできたの

か、加えて事務事業の一元化が図られていない事

業については一定の様式での提出を求めています

が、今現在どの程度の事業数があるのか、このこ

とについては副市長、総務部長段階で調整し、市

長査定で最終判断をするとしていますが、年度内

に一定の方針を打ち出すと考えてよいのかお伺い

します。

また、来年度の予算規模及び４日に締め切られ

た各課からの概算要求額、ハード及びソフトにお

ける主要事業についてもこの際明らかにしていた

だきたいと思います。

この後福祉灯油の実施について質問を予定して

おりましたが、冒頭市長の発言もありましたので、

最終日に集中審議をさせていただきます。

次に、名寄市立総合病院にかかわってお伺いし

ます。市民の皆さんが健康で安心して名寄の地で

生活していくためにも、名寄市立総合病院は市民

にとっても近隣住民にとっても欠かせないもので

あります。しかし、平成１４、１５年度に行われ

た健康保険法改正による患者負担の増加と長期投

薬制限の廃止、さらには診療報酬制度のマイナス

改定に加え、同病院では１６年度には循環器呼吸

器内科医師が不在による患者数の減少、翌年には

循環器呼吸器内科医師は２名配置されたものの、

今度は精神科固定医師の減員という厳しい状況が

続いたことから、単年度収支で赤字決算が続き、

１８年度末では不良債務の発生はないものの、累

積欠積額が１５積 ３７４積 ０００円に達し、 

本年度についてもさきの行政報告では１積 ７６

５積 ０００円の収支不５が明らかになりました。

また、今年度から１０カ年計画で経営健全化に取

り組む方針が打ち出されている名寄市病院事業長

期計画では、平成２４年度までに単年度累積欠積

金が続き、同年度末では２６積 ３００積円に達

することが予想されています。さきの平成２０年

度予算の編成等に関する建議では、平成２０年度

の診療報酬、薬価の改定年ではあるものの、国民

負担の軽減や公平の観点も踏まえ、医療を中心に

削減努力を行っていくべきと自助努力を求めてい

ることからも同計画のより効率的な実現が求めら

れるところです。

そこで、まず病院事業の運営上の課題の中の経

営基盤の強化に盛り込んだＰＦＩ、地方公営企業

法の全部適用、病院の経営分析や原価計算を担当

する部署の充実、事業の検証と評価を行う部門の

設置についてそれぞれの考え方をお知らせいただ

きたいと思います。

また、駐車場対策について、平成２０年度で管

理方法と立体駐車場化の検討方針を打ち出してい

ますが、一方では精神科病棟の改築にめどが立つ

まで他の公共用地などを活用することで関係機関

との調整を進めるとしています。この整合性につ

いてお伺いします。

次に、医療スタッフの確保について、これまで

も定例会あるいは予算、決算審査特別委員会など

で対応策などをただしてきましたが、まずは緊急

課題であります精神科医師の確保について進展が

得られたのかお尋ねします。

私は、スタッフの確保で懸念していることに看

護師の確保があります。昨年４月の診療報酬改定

で、最も高い診療報酬が受けられる基準が患者１

０人に看護師１人から患者７人に看護師１人に変

更されました。これにより、全国的に看護師争奪

戦が激化しています。このことは、名寄市立総合

病院の看護師求人が１次募集３０人に対して応募

１３人、その後３人の辞退があり、１０人の採用
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にとどまり、最近の２次募集では２０人に対して

１０人の応募、このままでは３次募集を行わなけ

ればならない状況になっていることでも明らかで

ありますし、名寄市立大学に来ている看護学科の

求人でも東大附属病院、順天堂大学附属病院など

の大学病院、日鋼などの企業病院を初め個人病院

からの求人が増加傾向にあります。一方、待遇面

も今年度の看護師求人書によりますと、名寄市立

総合病院が３年次終総者基本給１７積 ８００円、

４年次終総者１８積 ８００円に対し最高は４４

県立病院の２６積円、主要手当も市立病院が２積

０００円程度に対して最高は００大学附属病院

の８積９００円、さらに総支給額が市立病院が２

０積円程度であるのに対し００大学附属病院の２

９積 ０００円、９９なども市立病院が ４カ月 

分に対し順天堂大学では ２カ月プラス分ルフ分

となるなど天井知らずといった感が否めません。

生活水準で考えると、待遇がよいから生活がしや

すいとは考えませんが、エスカレートする争奪戦

を勝ち抜く策を今からしっかりと講じる必要性を

強く感じます。市立病院の経営状況を見たとき、

待遇を向上させることは難しいと言わざるを得ま

せんが、修学援助の増額、早期離職防止策として

新卒看護師の交流会の開催、潜在看護師のための

研修システムの構築、名寄市立大学看護学科の地

域枠拡大、４０歳まで拡大した採用を年度途中で

も受け付けるなどの諸対策を講じるべきと考えま

すが、見解をお伺いします。

名寄市立大学の看護学科では、待遇は確かに道

外のほうが好条件でありますが、学生は道内就職

を希望する実態もあります。特にその背景には保

護者の意向でしょうか、親元に戻る状況もありま

す。つまり近隣を含めて住民と病院のきずながさ

らに深まり、病院は自分たちで守るという意識を

高める取り組みが必要と考えますが、御見解をお

伺いします。

最後に、病院の将来展望についてお伺いします。

ことし９月の士別市議会で北海道医療対策協議会

の自治体病院など広域化分科会のメンバーでもあ

る田苅子市長は、不良債務を抱える市立士別総合

病院にかかわって名寄のセンター病院を中心とし

ながら思い切って勇断をもって連携していく道し

かない、これからいろいろな相談をお隣としてい

かなければならない、こういうことで今やってい

ると発言しております。名寄市立病院の将来にも

かかわる発言ですので、士別市とのこれまでの検

討経過と見通しについてお伺いします。

３点目は、名寄地区中心市街地活性化について

質問します。１１月７日、名寄商工会議所の中心

街活性化特別委員会が答申書をまとめました。並

行して進められていた庁内の調整会議を含め、こ

れまでの状況と評価、さらに今後のスケジュール

についてお伺いします。

加えて、市中心街に出店意向を示したコープさ

っぽろについて市への説明概要と今後の見通しを

お伺いし、この場からの質問とさせていただきま

す。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇総務部長（中尾裕二君）

ただいま佐藤議員から大きな項目で３点にわたり

御質問をいただきました。１点目は私から、２点

目は病院事務部長、３点目は経済部長から答弁を

させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

初めに、平成２０年度予算編成にかかわって御

質問をいただきました。２０年度の予算について

は、１１月１日付で訓令とそれに基づく事務連絡

を通知し、各課で予算編成を行い、１２月４日に

締め切ったところであります。訓令では、多くの

市民と職員の協働で策定をした新総合計画の具現

化を最優先としながらも、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律が成立したことから、職員の

英知を結集し、既得権や既成概念にとらわれない

ですべての事務事業を見直し、予算編成をするよ

う職員に指示をしたところであります。

お尋ねの多くの市民からの意見聴取の取り組み
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につきましては、日ごろの職場の窓口で、あるい

は各種委員会や協議会などの会議開催時に、さら

には町内会や育成会などの日ごろの地域活動など

職場や地域における日常活動と計画策定時におけ

る分ンケートや懇談会の開催など、さまざまな方

法で取り組んでおり、出された意見、要望などは

予算編成時の課内会議などで話し合い、予算要求

につなげているところであります。

また、事務事業の一元化については、合併協定

事項の有無にかかわらず、個別の補助金などを含

めて各職場で洗い出しを行い、合併協定にあるも

のは統一期間内の市民周知の方法、統一の進め方

など、また合併協定になく個別の事業、補助金な

どで差があるものは、１つには平成２０年度中に

統一、２つには今後２年ないし３年程度かけて統

一、３つにはより時間をかけて統一するなどに区

分をしまして、一定の整理を図りたいと考えてお

ります。また、一元化されていない事業の数につ

きましては、個別の補助金などを含めて４２件と

押さえております。

次に、２０年度主要事業にかかわってでありま

すが、予算要求の総額は一般会計では歳入で１７

６積円、歳出で１８６積円となり、収支の差額は

１０積円となっております。お尋ねのハード、ソ

フトの主な事業でありますが、査定前であること

から、明確には申し上げられませんが、予定され

る事業としてハードでは、新規で天文台整備事業、

北斗、新北斗団地建てかえ事業、継続では市立病

院増改築事業、戸籍電算化事業、風連本町地区市

街地再開発事業、風連西町公営住宅整備事業など

がございます。また、ソフト事業では、新規で頑

張る地方応援プログラムにも盛り込んであるこん

にちは赤ちゃん事業、特別支援教育支援員設置事

業などが、継続では中心市街地活性化事業、まち

づくり推進事業など多くの事業が想定をされます。

しかしながら、一方では２０年度決算から自治体

の財政健全化法が施行されますので、健全化法に

おける指標に留意をしつつ健全な財政運営が図ら

れるよう事業に優先順位をつけ、予算編成を行っ

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、大きな項目第２点目、名寄市立総合病院にか

かわってお答えをさせていただきます。

まず、第１点目、名寄市病院事業長期計画に関

してでございます。地域センター病院として住民

に対し良質な医療を継続的に提供していくために

は、病院経営の健全性が確保されることが不可欠

であります。しかし、診療報酬のマイナス改定及

び医師の不５など、医療を取り巻く環境は年々厳

しくなっているのが現状でございます。このよう

な状況で病院経営の健全化を図っていくためには、

戦略的にはＰＦＩ及び公営企業法の全部適用など

新たな経営手法についての検討も必要と認識をし

ているところでございます。

次に、病院事業の経営分析につきましては、こ

れまでは単に全部門を合算した医業収益という形

でとらえていますが、今後部門別原価計算システ

ムを構築することにより、各部門の収支状況、い

わゆる費用対効果という数値で出されますので、

より詳細な経営分析が可能になると考えておりま

す。公営企業として経営の効率化を図っていくに

は、民間企業と同様に経営指標を設定して評価す

ることが必要であると考えてございます。そのた

めには、従来の事務組織に経営、比較、分析機能

を持たせる必要があると考えますが、それにつき

ましては新たな担当部門を設置することにつきま

して今後部門別原価計算システムが構築され、試

験稼働を行う中で検討してまいりたいと思ってお

ります。

次に、御質問いただきました駐車場対策につい

てでありますが、事業長期計画の中では十分に説

明されておりませんので、改めて御説明をさせて

いただきます。現在病院内には約２００台の駐車

スペースがございます。冬期間は、自家用車で来
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院される方も多くなり、大変御不便をかけている

ところだと思ってございます。ことしも昨年と同

様に近隣の公園用地を駐車場として使用させてい

ただいて、極力御迷惑のかからないようにと考え

ているところでございます。病院が現在地に改築

されたときから駐車場対策につきましては、近隣

の空き地を購入することなどでその０度対応して

いましたが、それも限界に来ており、やはり抜本

的な解決策は病院敷地内を有効に活用した立体駐

車場化等であろうと考えております。計画別実施

計画書では、平成２０年度で管理方法と立体駐車

場化の検討方針を打ち出すとしてございますが、

敷地内には御承知のとおり建物の老朽化に加えま

して、医師が減員となったことで現在病棟統合が

行われている精神科病棟がございます。敷地内を

有効に活用し、立体駐車場化等を図るためには、

精神科病棟の改築等にめどがつくことが必要であ

りますので、それを見きわめて立体駐車場化等に

ついての検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、医療スタッフの確保に関しましての御質

問でございますが、精神科医師の確保につきまし

ては現在も以前と同様に引き続き努力している段

階でございます。

また、看護師の確保に関しましていろいろ御提

言がございました。修学援助の拡大につきまして

は、学資金の貸９条例により、現在一般的な額と

いたしまして月額４積円でございます。道内自治

体病院の平体を見てみますと３積 ０００円とな

ってございまして、現在は増額は難しいのかなと

いうふうに考えてございます。

新卒看護師の対策につきましては、現在卒後１

年目研修といたしまして、就職時、３カ月、６カ

月、１年目でそれぞれ研修を実施しております。

その中でグループワークを実施いたしまして、同

期同士で仕事上の悩みや人間関係の悩み等も含め

話し合ってございます。グループワーク後の状況

を検討いたしますと、また仕事を頑張れる気持ち

が持てるというふうにスタッフが話してございま

す。ある程度の研修効果があるというふうに感じ

てございます。また、各部署では新人教育のため

１人ごとに先輩看護師がつき、心理的サポートか

ら看護実践能力のスキル分ップを支援するため、

プリセプターシップ・サポーター体制をとってご

ざいます。特に交流会等は実施しておりませんが、

今後これにつきましても取り上げたいというふう

に考えております。

潜在看護師の研修につきましては、今年度より

３日間にわたって実施をしてございます。内容に

つきましては、病院の紹介、最近の医療と看護の

動向、感染予防、あるいは実際の採血の状況、医

療安全、接遇等の内容ということになってござい

ます。また、退職をいたしました看護師とのコン

タクトについてはどのようになっているのかとい

う御質問かと思います。退職の事由はいろいろご

ざいますけれども、そのときが結婚、出産等の場

合は結構ございます。そのような場合には、こち

らから復職可能な時期になりましたら連絡をとっ

てよろしいかどうかということを一人一人確認を

させていただきまして、一定の時期に連絡をとっ

ているのが現状でございます。

名寄市立大学の地域指定枠につきましては、看

護学科で申しますと、１学年５０人定員の中５人、

率にいたしまして１０％、推薦枠の２０人の中で

は率にして２５％と優遇措置を設けてきてござい

ます。広く学生を募集することや総務省、文部科

学省に提出をした設置申請の関係もあり、枠の拡

大は難しいと考えますが、基本理念の一つに地域

貢献を掲げていることもございますので、今後の

検討課題とさせていただきます。

また、年度途中での採用の可能性についてのお

尋ねでございますが、現在臨時職員等の随時募集

等は実施をしてございます。今後は、正職員につ

きましても中途募集、あるいは採用につきまして

検討してまいりたいと考えております。

３番目の自治体病院の将来展望に関しての御質
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問でございます。近年医師や看護師を初めとする

医療従事者の不５、過疎化に伴う患者の減少、さ

らには医療費の抑制に伴う収益構造の悪化などに

より、多くの自治体病院では一般会計から多額の

繰り出しを受け、経営を維持している状況に置か

れております。自治体自体の財政状況も悪化し、

維持そのものが困難になっている病院が道内に多

数あります。今後は、各自治体病院が単独でかか

りつけ医機能から急性期医療機能まですべての機

能を担うのではなく、役割を分担し、相互に連携

すること、また近隣の医療機関と広域に連携し、

地域に必要な医療を効率的に提供し、経営の健全

化を図るとともに、医療に対する安心、信頼を確

保することが重要となります。北海道医療対策協

議会において、自治体病院等を３０の地域と６つ

のサブ地域に分ける広域化構想について方針がさ

れ、名寄市立病院はセンター病院として、士別市

立病院はサブの病院として位置づけをされました。

このような状況により、広域連携のあり方につい

て両病院の機能を急性期医療、あるいは慢性期医

療、リハビリテーション機能、健診機能、救急医

療などをどう分担するかにつきまして一定のシミ

ュレーションを実施しておりますが、結論には至

っておりません。今後上川北部保健医療福祉推進

協議会での検討に入りますので、この中において

も協議検討される状況でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、名寄地〇経済部長（手間本 剛君）

区中心市街地活性化にかかわる協議経過と今後の

見通しについてお答えを申し上げたいと存じます。

商工会議所の中心市街地活性化特別委員会につ

きましては、８月から６回開催され、１１月に結

審をいたしました。これまで会議所青年部、商店

街連合会、名寄市立大学のレポートなどを初め各

種調査での意見を参考に、主に複合交流施設等の

整備、まちなか居住の推進、商業の活性化などを

テーマに議論されました。評価といたしましては、

にぎわいの創出に有効な活性化策で活発な意見が

出され、また課題や問題点も出されており、今後

予定されております中心市街地活性化協議会に移

行して産官学を超えたさまざまな方々の参画を得

ながら活発な議論を行う予定となっているところ

でございます。

また、庁内調整会議も７月から５回開催し、コ

ンパクトなまちづくりの観点から、総合計画の事

業計画の中での複合交流施設の整備やまちなか居

住の推進、公共交通の利用者の利便性など公共事

業などを中心に議論を重ねてまいりました。なお、

平成１２年度に策定をいたしました中心市街地活

性化基本計画での市街地整備改善事業で実施済み

が２つの事業、商業の活性化事業で実施済み、実

施中が３つの事業、実施率に置きかえますと２

８％であります。分ーケードの新設、ポケットパ

ーク事業など一定の成果が見えておりますが、残

りの事業は熟度が高められず、実効性や実現性に

欠け、実施に至っておりません。今後は、バスタ

ーミナル、複合交流施設などを中心市街地活性化

への事業として位置づけ、さらににぎわいの創出

に向け、さきの中心市街地活性化協議会でもしっ

かりと議論を行っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

次に、コープさっぽろの出店意向に対する概要

と今後の見通しについてお答えをさせていただき

ます。生活協同組合コープさっぽろの出店計画に

つきましては、１１月２７日にコープさっぽろの

開発本部役員と企画会社、地元建設業者が名寄市

と商工会議所を訪れ、ＪＲ名寄駅南側の名寄土地

開発公社やＪＲ敷地に店開面積約 １９１平方メ

ートル、ーべ面積では約 ７５４平方メートルの

店開を出店したいとの申し入れがございました。

販売予定品目は、食品、日用雑貨、薬、酒、米な

どを予定しておりまして、平成２１年のオープン

を考えているとの説明でございました。今後につ

きましては、商工会議所を中心とした中心市街地

活性化協議会を通じ広く議論することとなります
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けれども、１つ目には名寄市の総合計画との整合

性に問題があるかどうか、２つ目にはまちづくり

３法の趣旨に沿っているかどうか、つまり中心市

街地の活性化に寄９するものかどうか、３つ目に

は地域の小売業にとって将来にどのような影響が

あるかどうかなどをしっかりと議論をしなければ

ならないというふうに考えているところでござい

ます。

以上、お答えを申し上げました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、ちょっと順序が逆になるかもしれま

せん。

まず、中心市街地活性化の関係でありますけれ

ども、手間本部長がおっしゃるように、特別委員

会あるいは庁内の調整会議ということで一定の結

論を導いたわけですけれども、その中で図書館で

すとか、複合交流施設ですとか、バスターミナル

ですとか、いろいろ構想は特別委員会のほうでは

出しているのですけれども、前も言ったと思うの

です。基本的にそれがにぎわいをつくるという考

え方は、これは一つの考え方ですから、いいので

すけれども、問題は風連の本町の再開発ではない

ですけれども、地権者なりいろんな権利者を含め

て、例えば土地の問題です。今のまんま張りつい

た中でいろいろ持ってこいという議論であるのか、

その辺の土地の問題、拠出してでも、あるいは権

利返還してでも私たちはやるのだという熱意を含

めた議論経過というのはあったかなかったのか、

部長はどういう認識をお持ちかお聞きしておきた

いと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

調整会議の中につ〇経済部長（手間本 剛君）

きましては、地権者の部分につきましては話題と

しては出ましたけれども、そう突っ込んだお話は

しませんでした。ただ、事務段階で今詰めている

のは、商工会議所のほうの４名と、それから経済

部、主に産業振興課を中心として７名、合計１１

名だと思うのですけれども、その１１人会という

のを組織させていただいております。その中では

協議会の設立、法定協議会になるかどうか、まだ

時間かかると思いますけれども、今現在では法定

協議会の準備会というふうに想定をさせていただ

いておりますが、それに向けてどういうふうな問

題提起をしていくべきかという中に地権者に対す

る考え方も当然議論の中でしております。今後準

備会の中でも必要な地権者につきましては入って

いただこうと、入っていただくことが望ましいと

いうようなことでの押さえをさせていただいてお

ります。今後準備会の開催状況に合わせて地権者

も含めた消費者、市民、多くの方々の御参加をい

ただいて議論を高めていきたいというふうに考え

ているところでございます。

以上、御答弁申し上げました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の御答弁では、話題〇１番（佐藤 靖議員）

にはなったけれども、地権者については踏み込ん

だ話はまだしていないと。そうすると、法定の協

議会を立ち上げたときは、またゼロからの、基本

ベースは特別委員会の答申があるのかもしれませ

んけれども、そうすると法定協議会の中では土地

の問題を含めて基本ベースでの話し合いからスタ

ートするというと、当初計画にあるように来年度

の計画策定というのは非常に厳しいタイムスケジ

ュールになるような気がするのですけれども、例

えば極端な例ですけれども、その辺は一定理解で

きていると、話し合いはそんなに、皆さん中活を

使ってにぎわいをつくりたいと、それが中心街を

活性化するのだという認識を持てれば、その辺は

基本合意を一定程度できているというのなら、来

年度中に計画をつくってスタートするというのは、

私は可能だと思うけれども、その辺がまだ煮詰ま

っていなくて、実質議論が来年度から入ったとき

にそこが最大のネックになるような気がするので

すけれども、その辺については部長はどういう認
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識をお持ちになっているのでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

地権者に対する考〇経済部長（手間本 剛君）

え方というのは、先般勉強させていただいたとこ

ろでもいろんな入り方があるというふうに理解を

しております。最初から地権者に入っていただい

て、そして議論をしていただいて、参加いただい

て、事業にも地権者も含めて御議論をしていただ

くというものもありましょうし、中には計画を先

行させながら、一定の枠取りといいましょうか、

そういうものをしていくと、そして熟度が高まる

過程の中で地権者に呼びかけていくというような

方法もあるようでございます。したがいまして、

ケース・バイ・ケースなのだろうと思っています

が、ただ基本的に私どものほうで今進めようとし

ているのは、行政が主体的に行う事業、道路整備

や何かも含めてそうなのですけれども、そういっ

た事業のほかにいわゆる事業に参加していただく

方々、事業化に理解を深めていただいている方々、

そういった方々に、私どもぶら下がり事業という

ふうに呼ばせていただいているのですが、そうい

った事業に積極的に参加してほしいな、それから

展開をしてほしいな、さらにはそうではなくして

まちづくりの観点で市民の方々にこんな協力がで

きる、こんな中心市街地活性化の一助になればと

いうようなお話も積極的にその事業の中に組み入

れて展開をしているというのが先進の事例という

ふうに理解しております。したがいまして、先ほ

ど申し上げましたように、準備会の段階で早い段

階でやっぱり地権者も含めて議論をしていったほ

うがいいというふうな判断でしたら、積極的に入

っていただくように呼びかけをしながら進めてま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

先日中心市街地活性化〇１番（佐藤 靖議員）

フォーラム、どう生かすか名寄の中心街というの

を商工会議所のほうでやりました。手間本部長も

パネラーとして出ていましたけれども、その中で

部長はソフト、ハード、ソフトという表現をされ

ています。それは、私の考えている部分とひょっ

としたら合うのかもしれません。部長自身は、あ

そこで言ったソフト、ハード、ソフトというのは

どういう見解を持ってあの発言をなされたのかお

聞きします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

コンサルのほうか〇経済部長（手間本 剛君）

らハード、ソフト、ハードと、こういうのが望ま

しいのではないかという書き物の活字になってい

たのですけれども、私の理解しているのは、例え

ば例で申し上げますと、帯広でございますけれど

も、帯広につきましてはあそこでもお話しさせて

もらいましたが、中心市街地の今回の計画のみな

らず、以前から商業の活性化も含めて市街地開発

についてどういうふうにしていこうかというコン

セプトをきちっと持っていて、計画を持っている

というふうな理解をしております。したがいまし

て、私どものほうは名寄市の場合にはこれから平

面で中心市街地をどういうふうな格好でまちの顔

づくりをしていったらいいのかというような議論

から入っていくのだろうというふうに思っており

ますから、そんな思いからしてソフト、ハード、

ソフトというふうな表現をさせていただきました。

いずれにしても、多くの方々の皆さんに御参加を

いただいて、御理解をいただいて、盛り上げてい

かなければならない事業でございますので、そん

な意味からすると、ともするとハードが優先して

事業ありきというふうなことではなくして、気持

ちをしっかり大事に盛り上げていこうというふう

な考え方が強いものですから、ソフト、ハード、

ソフトというふうな表現をさせていただきました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もそのとおりだと思〇１番（佐藤 靖議員）

うのです。どうしてもやっぱり求めるのはハード、

ソフト、ハード、まずにぎわいをつくるために物

をつくって、さらにそれを生かしながらソフトを
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やって、５りなかったらまたハードということは

もう今は違って、やっぱりソフト、ハード、ソフ

トという、あのとき講師の書き物の中にはハート、

ハード、ソフトだったかな、何かそんな書き込み

だったと思うのですけれども、その辺はいずれに

してもぜひそういうことで、とにかくそういう意

味でも地権者や何かとしっかり話し合っていかな

いと、どうも活性化に向けては本末転倒になるの

ではないかなという懸念がありますので、そのよ

うにお進めいただきたいと。

そこで、新たな課題として浮上してきたのがコ

ープさっぽろということになると思うのです。新

聞報道なりを見ますと、予定地は駅の南側、今で

いう土地開発公社が所有している市有地というこ

とになりますけれども、議場に土地開発公社の理

事長であられる今副市長もいらっしゃいますので、

土地開発公社としてはこの取り組み、コープさっ

ぽろさんのあそこを売ってほしいという話が来た

場合の対応についてはどういうふうにお考えにな

っているのかお伺いしておきたいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

土地開発公社は、御存〇副市長（今 尚文君）

じのとおり、行政が使用する土地の先行取得と、

こういうことが主な仕事でございます。それで、

特に使用目的が決まっている土地を土地開発公社

が買って事業年度に市に買い戻していただくと、

こういうような仕事をしておりますけれども、清

算事業団用地でありました現在持っている駅の南

側の土地につきましては、当時まだ確とした使用

目的が定まっておりませんでした。ただ、ここは

名寄市の将来にとって表玄関となる場所であるし、

商業、文化、あらゆる面で大切な土地ではないか

と、こういうことで合意をいただいて取得をした

という経過がございます。したがいまして、土地

開発公社として純然に物を考えていきますと、塩

漬けと言われている土地をできるだけ少なくする

ということが条件になります。議論になっており

ます２０年決算以降から適用される財政健全化法

にもこのことが影響してくるということでござい

ますので、ビジネスライクで物を考えますと、や

はりできるだけ早く土地は処分をいたしたいとい

うふうに考えているところであります。ただ、先

ほど手間本部長から答弁をいたしましたように、

その使用目的がいかに行政の使用目的にかなって

いるかどうか、総合計画と整合性はあるかどうか、

まちづくり３法との整合性があるかどうか、趣旨

にかなっているかどうか、それらの判断によると

いうふうに考えております。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

その場合、部長のほう〇１番（佐藤 靖議員）

からの発言にもありましたように、コープさっぽ

ろさんとしては２１年度のオープンを予定したい

と。一方、２０年度からは法定協議会が立ち上が

っていくということになると、単純に考えて２１

年度オープンを目指したいということは２０年度

中に対応を、建築着手をしたいという意向だと思

うのですけれども、今の今副市長の答弁によると、

まちづくり３法なり総合計画のものだけを見てい

く、一方こっちでは行政が主体となる協議会が立

ち上がると、そことの整合性を考えたときに、例

えば協議会の結論が出ないうちはそこの土地も手

をつけないということなのか、それともそこはそ

ことして総合計画なりまちづくり３法なりに合致

する、特に今大きくつくっていますポスフールに

ついても一時期は駅前に出ないかという話もして、

そのときにはコンパクトなまちづくりの話も出た

わけでありますけれども、そう考えると協議会と

コープさっぽろさんの意向、土地開発公社の現状、

市の財政状況、それらを総合的に考えると、２０

年度、特に来年度については手をつけない、売ら

ないという方針なのか、そこのところをもう一回

副市長に御答弁いただければと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

協議会の議論経過、ま〇副市長（今 尚文君）

だ協議会が先ほど手間本部長が答弁しましたよう
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に正式なものになるかどうか、とりあえず準備会

としていろんな議論の場をつくりたいというよう

なことであります。当然そこの議論も尊重しなけ

ればならないだろうというふうに思っていますけ

れども、今その協議会が正式に立ち上がっていな

い段階で結論を得てからどうのということにはな

かなかなっていかないというふうに思います。当

然準備会における議論の経過や、あるいは世論の

動向などは見きわめなければなりませんけれども、

必ずしもそのことが先ほど言いましたように市の

総合計画に整合性があるかどうかと、まちづくり

３法の趣旨にかなっているかどうかと、こういう

ことであるならば、当然小売商店街への影響など

も考えなければなりませんけれども、やるならば

やはり先行しての判断もあり得るというふうに考

えているところであります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一つ、土地開発公〇１番（佐藤 靖議員）

社が例えば早期判断で売るとした場合、名寄市に

は名寄市財産管理委員会というのがあるのですけ

れども、そこの審議を経て決めるということにな

るのか、あくまでも土地開発公社と市の判断で売

れるということになるのか、その辺についてはど

ういうふうになるわけですか。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し上げました〇副市長（今 尚文君）

ように、行政が使う土地の先行取得というのが主

な目的でございます。したがいまして、行政以外

に使う場合については、これは土地開発公社の判

断でできるというふうに考えますけれども、趣旨

からいいまして当然市のほうとの連絡調整が必要

というふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、ポス〇１番（佐藤 靖議員）

フールはああいうふうに来年の５月をめどに着々

と工事が進むと、一方今の予定ではラルズさんは

進出をやめたみたいですけれども、あそこを拡充

したいという計画を持っている、さらにはコープ

さっぽろさん、既存の西條ということで、商店街

が非常にどうなっていくのかというのは市民注視

の中でありますので、それは準備会の段階であり

ましょうけれども、しっかり議論をしていかなけ

ればならないというふうに考えておりますし、い

ずれにしてもそういうふうに議会の場で一定の報

告があると思いますけれども、ぜひまた議論をさ

せていただきたいと思います。

時間の関係もありますので、次に移らせていた

だきたいと思いますけれども、病院の関係であり

ますけれども、これは壇上でも申し上げました。

私一番心配しているのは、看護師の確保対策なの

です。今インターネットでいろいろ調べてみても

７対１になるということが、そこが医療の点数が

高いというところで、みんな診療報酬が改定され

ない、あるいは薬価も変わらないという部分の中

で、そこに点数を求めて上げていくという取り組

みを民間、あるいは大学病院を含めて、企業病院

も含めて積極的にやっているという状況からして、

市立病院のこれからを考えたときに、例えば市立

病院は１０対１でいくと言っていても７対１にし

たい病院のほうに看護師がどんどん、どんどんと

られていくと、また既存の看護師もだんだんそう

いういいところを目指していくと、そういう状況

になったときに北海道の医療計画や何かを含めて、

近隣の状況なんかも含めて名寄のセンター病院の

位置というのはどんどん、どんどん高まっていく

ので、ある意味では道を含めて医師のほうの確保

というのは期待ができるかもしれませんけれども、

看護師の確保というのはなかなか期待できないと。

特に事務部長の話の中にもありましたけれども、

途中出産、結婚、あるいはいろんな理由で退職さ

れて、そのときには状況を見て出すということで

はなくて、ある意味ではしっかりその実態を把握

して、それは名寄市内、あるいは近隣も含めてで

ありますけれども、市立病院に勤めていて家庭に

入っている方に定期的に通信をするようなシステ

ムで病院状況がこういうふうに変わっています、
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こういうふうになりましたというのをやって復帰

を楽にさせるという言い方はあれですけれども、

入りやすい体制をきちっと構築すべきだと私は思

います。一定の様子を見て、もうそろそろいいで

すねという通信を出すのではなくて、それが年に

２回なのか１回なのかはわかりませんけれども、

定期的にきちっと連携をとっていくというシステ

ムを確立すべきだと思いますけれども、その辺に

ついて事務部長はどういうふうにお考えになって

おりますか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の御〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

質問でございますけれども、本当に私もそうある

べきだというふうにそれは認識をしてございます。

例えば病院ニュース等というものを発行している、

あるいはそういった現在の市立病院の置かれてい

る状況等について定期的に発信ができればいいと

は思っておりますけれども、現在そういったよう

な通信の部分を持ってございません。今後、その

部分につきましても検討させていただきたいとい

うふうに思ってございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、１０対１にな〇１番（佐藤 靖議員）

ってある程度新規の看護師確保も難しくなってく

るというと、心配されるのは過重労働、過重労働

を心配するというのはヒヤリハットを心配すると

いうことになるのですけれども、そういう意味か

らすると例えばことしは３０人募集しました。１

次では１０人でした。２次では１０人でした。そ

うしたら、２０人。それが１０対１では大丈夫で

すという状況ではもうないと。ある意味では、病

院経営はありますけれども、内部的な忙しい部署、

そうでもない部署があるのかもしれませんけれど

も、一定程度枠を拡大して採用するような努力を

経営だけではなくて、これはひいては看護師の労

働環境を守るということではなくて、やはり看護

師の心に余裕ができれば患者に当たる姿勢も変わ

ってくるということだと思いますので、例えば１

０対１だけを考えてやるのではなくて、ちょっと

多目に採用するような努力もしていかないとだめ

だと。例えば逆に言えば部署によっては有休の消

化率が非常に低いと、とれないと、ある意味では

休んでいてもだれか緊急に何かがあれば呼び出さ

れるという状況もあると思うのですけれども、そ

の辺に対する部長の考え方をお知らせをいただき

たいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

確かに〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

そのような状況はあると思います。当初３０人を

募集させていただいたというのは、そういった意

味と、それから名寄市立大学での２１年度の卒業

がないということがございまして、その部分も含

めまして先行で多目に募集をさせていただいたと

ころでございます。今議員おっしゃられるとおり、

１０対１という確保につきましては３０人という

部分については必要はございません。現在の計算

の中では１８名程度いればいいという、計算上は

成り立ってございます。今言われましたように、

看護師のスタッフの勉強の関係ですとか、有休の

関係も含めまして若干多目に採用したいというふ

うには現在考えているところでございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにいたしまして〇１番（佐藤 靖議員）

も、病院の看護師、あるいはドクターもそうかも

しれません。あの病院は非常に勤務が厳しいよと

いう評価が流れてしまうと、幾ら研修を一生懸命

やる病院だという評価があったにしても、行った

らつらいと、仕事がつらい、あそこはつらいよと

いう声が流れては私はより厳しい時代になってく

ると思いますので、しかも名寄大学の看護科は全

道でも有数のいい教育をしているという評価も得

ているわけですから、その人たちが地元貢献では

ないですけれども、名寄市立病院に入りたいとい

うような環境を整えるというのも経営とは一歩、

ちょっと違う意味で私は持つべきだと思いますが、

その辺はぜひ御配慮をいただきたいと思います。
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病院の関係では、きょうの新聞報道によります

と、昨日の士別の市議会で病院の経営ということ

のお話がありました。当初１８年度ではそんな不

良債務は出ないのかなという、９月議会では田苅

子市長も言っていたみたいですけれども、１８年

度末の累積不良債務が十二、三積円ということに

なると。その発言の中で市長は、今後複数の自治

体で一部事務組合や広域連合をつくっての病院運

営が求められるということで、センター病院であ

る名寄市立総合病院との連携を進めるため名寄市

と意見交換を進めているという発言がありました。

これは、当然ながら設置者である市長はいろんな

話をされていると思うのですけれども、壇上でも

申し上げましたとおり、名寄の市立病院の将来展

望にもえらい影響をする部分ですので、このこと

については経過、あるいは今話せない状況もある

と思いますけれども、ぜひ設置者である市長から

御発言をいただきたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

御案内のように、北海〇市長（島 多慶志君）

道は現在の医師不５、なかなか北海道内に医師が

定着をしない現況を押さえて、広域連携を構築す

ることで今の医師の人材確保を乗り切っていこう

と、こういうことで素案をつくって発表しており

ます。１１月１６日に名寄保健所が事務局を持っ

ております上川北部の保健医療福祉対策協議会と

いうのがありまして、この協議会を開催する中で

北海道の素案の説明等がありました。これに前後

して、既に士別の田苅子市長は医療対策協議会の

メンバーとして北海道市長会の代表として参画を

しておりまして、素案の発表前から広域連携の話

について情報を持っておりまして、名寄市にぜひ

連携協力をという話の申し入れがありました。こ

のことにつきましては、既にセンター病院として

名寄の場合には上川北部における地域医療支援室

という組織をつくって開業の先生も含めて病診連

携というのを実行しておりますから、さらに小児

科がことしの４月から士別の総合病院から医師が

全部名寄に集約をされたと、あるいは産科の医師

につきましては平成１６年１１月からですが、こ

ちらのほうも名寄に今統合されているという実態

にかんがみて、士別、名寄間の連携というものは

しっかりとっていかねばならぬと、こういうふう

に認識をしておりましたから、この士別と名寄の

病院についての協議をテーブルに着いて議論して

おります。ただ、人材確保の面だけで議論すると

いうことではありませんで、将来的には上川北部

でどういうような医療をサービスを構築して実行

できるのかと、そういうシミュレーションもひと

つやっていこうではないかと、こういう全体の理

想像の追求と、さらには当面する現実性の追求と、

この角度を２方面からしっかりと議論をしていき

たいということで現在協議が始まっておりますが、

まだ皆さんに御報告をできるような状況までは議

論の経過は至っておりませんので、中間でそのよ

うな取り組みをしているということだけ御報告を

させていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院の将来展望につい〇１番（佐藤 靖議員）

ては、いずれにしてもそう遠くない時期に一定の

判断が出てくるのかもしれませんけれども、私は

いずれにしても病院というのは一定の市民の皆さ

ん、あるいは地域住民の皆さんが非常に注目して

いる施設でありますので、事務部長のほうは慢性

期は、急性期はという話もありましたけれども、

そういう意味も含めればある意味では役割分担が

出てきてもそれに対する市民説明なりというのは

しっかりやっぱりやっていかないとならないと思

いますので、ぜひそのことは市長にお願いをして

おきたいと思います。

時間がなくなりました。最後に、もっと予算の

部分をやりたかったのですが、１つだけ確認をさ

せていただいて終わりたいと思いますけれども、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律で一般

会計と企業会計が連結決算方式になるということ

でありました。一部市民の皆さんの中では、市立
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病院の赤字が入ってくると、当然ながら市の財政

は悪くなるというような認識があるようでありま

すけれども、私はそうは思っておりませんけれど

も、その点について実態を答弁いただいて、終わ

りたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問にありました〇総務部長（中尾裕二君）

２０年度決算から施行されます財政健全化法につ

きましては、市立病院の部分では連結実質赤字比

率の部分で出てこようかと思いますけれども、現

在市立病院が抱えているのは累積欠積金でありま

して、不良債務はゼロでございますので、当市に

おけるこの赤字比率が不安になるということはな

いと判断をしております。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

高齢者、障害者用公営住宅の福祉対策について

外３件を、高橋伸典議員。

議長の御指名を受け〇１５番（高橋伸典議員）

ましたので、通告順に従いまして、質問させてい

ただきます。また、本日は私の息子も来ておりま

すし、きょうは名寄南小学校６年生のメンバーが

議場に駆けつけてきていただきました。私は、こ

の６年生のメンバー、名寄の小学校のメンバーが

今勉強をしっかりやって、よい友達をつくって、

名寄の議場に来たということですから、この中か

ら新しい国会議員が出ることを祈っていきたいと

思います。そのためにも勉強を頑張り、よい友人

をたくさんつくっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。また、各議員には出入り

に若干お騒がせする場面もあると思いますけれど

も、お許しをいただきたいというふうに思います。

では、通告に従いまして、質問させていただき

ます。大きい項目の１つ目の高齢者、障害者用公

営住宅の福祉対策についてお伺いいたします。住

生活基本計画の中でも何が良質のストックかとい

うことについて考えも示されておりますし、住宅

そのものについて住宅性能水準を示されており、

住宅に求められるものとして具体的な項目の一つ

として高齢者への配慮が挙げられております。加

齢による一定の身体機能の低下等が生じられた場

合には、基本的にはそのまま住み続けていること

のできるよう住戸内共用部分等について段差の解

消、手すりの配置、廊下幅の確保等々に関して日

常生活の安全性及び介助行為の容易性について適

切な水準を確保することを大きな目標にしており

ます。居住環境水準は、高齢者、障害者、子育て

世帯の各種生活サービスへの分クセスのしやすさ

が居住環境に求められる水準の一つになっており

ます。本市において高齢者、障害者の公営住宅の

戸数と対象者の人数の状況について理事者の御見

解をお願いいたします。

２００１年の高齢者居住法やバリ分フリー新法

などの取り組みも進められている高齢者関係の住

宅施策、１９８７年からシルバーハウス対策以降

入居支援に加え、住宅のバリ分フリー化、いわゆ

る福祉のまちづくりと言われる環境整備、さらに

最新の新しい動きとしては住みかえ支援など、大

きく分けられています。歴史的には入居支援、つ

まり高齢者の住宅確保の困難さに対応した公共住

宅への高齢者の優先入居の対策があり、老人福祉

法が制定され、１９６３年、公共住宅に高齢者世

帯が優先入居できるようになり、１９８０年には

高齢者が単親で入居できるようになりました。１

９８７年にシルバーハウジングが厚生労働省と建

設省の間で始まり、建設省はハード面で住宅推進

を行い、また見守りや住宅支援を厚生労働省のラ

イフサポート分ドバイザー、ＬＳＡが担当しまし

た。本市としても高齢者、障害者用の住宅推進を

進めてきたと思いますが、本来の市営住宅の数か

らも住宅マスタープランを見ても数的にも少ない

と感じておりますが、福祉の観点から今後の名寄

市の施策について理事者の御見解をお願いいたし

ます。

高齢者居住法などの高齢者のための住宅施策で

高齢者の居住の安全確保に関する法律では、高齢
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者優良賃貸住宅とともに高齢者円滑入居賃貸住宅

について規定をしております。これは、高齢者の

入居も拒まない住宅をという意味で、知事に登録

されることが必要で、特にハード面で高い条件が

なく情報開示が目的の制度であり、特に高齢者向

けでは普通の賃貸住宅でも高齢者の入居を拒まな

いものがあれば広く登録できるようになっており

ます。これに対して高齢者専用の賃貸住宅の登録

制度が高齢者専用賃貸住宅と言われる仕組みで、

２年前につくられたこの制度は介護と連携という

目的があり、高齢者専用住宅の中でも一定の要件

を適合していなければならないもので、高齢者専

用賃貸住宅としては特定施設の扱いができるよう

にしたわけであります。民間がどんどんこのよう

な高齢者や障害者の専用賃貸住宅を建てていただ

ければよいのですが、現況はなかなか進まないよ

うに感じております。本市のシルバーハウジング、

高齢者等々の住宅には限界があり、少子高齢化社

会に突入した今、行政としても推進していかなけ

ればいけないと思いますが、高齢者、障害者が自

立して安心して暮らせる環境整備が必要と思いま

す。理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目のその２点目、福祉灯油の推進につ

いてお尋ねいたします。先ほど市長より提案され

ました福祉灯油は、１４日に議案として出されま

すので、１４日の集中審議の中でいろいろお聞き

していきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

３点目、道路里親制度導入についてお聞きいた

します。財政が右肩上がりの時代と違って、今は

行政がすべて面倒を見る時代ではなく、市民と協

働で行政が一体となっていかにまちづくりを進め

るかが大きな課題となっております。美化にかか

わる団体を決め、道路の植樹を行い、掃除や美化

を進めているボランティ分団体が全国各地で地域

のため住民のために毎日汗を流していただいてお

ります。名寄市でも各ボランティ分団体が地域で

本市のために個人的な時間を使い美化を進めてい

ただいていると思いますが、本市のボランティ分

活動の状況と実態をお知らせいただきたいという

ふうに思います。

道路里親制度は、道路の一定区間の掃除などを

企業や住民団体などと契約し行うもので、ボラン

ティ分意識や運転マナーの向上も期待しているそ

うです。１団体が１００メートル以上の区間を担

当してもらい、道路の掃除、美化の推進を担当し

てもらい、里親になった団体は名前を記載され、

道路の縁に記載板を掲示をし、この企業、団体が

社会貢献をしていると分ピールできるものであり

ます。行政は、表示看板の経費、事故に遭った場

合の傷害保険の保険料、ごみ袋の提供等々を行っ

ております。同様の制度は分メリカで始まり、４

８州の州で今行われ、成果を上げておられるそう

です。住民団体、企業団体などとも協力し、本市

としても道路の里親制度の導入の検討をしてもよ

いと思われますが、理事者の御見解をお願いいた

します。

最後に、滞納者へのサービス制限を行うことに

ついてお聞きいたします。市税等の悪質な滞納者

に対し、行政サービスを制限する問題について質

問いたします。本州の大企業は、景気が回復傾向

にあると言われているものの、道北は大変に厳し

い状況にあります。その影響もあり、即住民の収

入増につながらないということもあって、市税等

の滞納額が増加傾向にあることは否めません。市

が住民に対して行政サービスを提供する、それを

支えているのも住民が納入する市税等であります。

その市税を払える余裕や義務があるのに払わない

悪質な滞納者が多くなっているように思われます。

平成１７年、１８年において市税等各項目の滞納

金額、滞納人数、法人人数をお知らせいただきた

いというふうに思います。

税を納めないのは、生活が困窮しているからだ

という理由がある方もおられます。しかし、別の

方もおられます。課税されるにはそれなりの所得

や物件があり、課税される理由があります。地方
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税法の第１５条７には、滞納処分の停止の要件等

があります。滞納処分をする財産がなく生活が困

窮している、また不明である等々、また課税後災

害を受けたなど理由があれば徴収猶予の措置もあ

りますが、正当な理由がないのに滞納はあり得な

いと思います。現状は、職員が徴収率の向上のた

め日夜奮闘されておられると思いますが、徴収率

の向上対策及び実績について理事者の御見解をお

願いいたします。

税負担の公平性を確保する上からも、Ａ町では

町税滞納制限措置条例を制定し、平成１８年４月

から施行、悪質な町税滞納者に対し町営住宅入居

などの１８種の住民サービスの制限をしたそうで

す。また、同様にＳ町では町税等の滞納者への行

政サービスの提供を一部制限する条例を制定し、

４月から施行されております。住民が行政サービ

スを申請する際、滞納状況を確認し、正当な理由

がなく納税を拒む住民に対し、児童医療費の助成

や補助金などの２４項目のサービスを制限すると

いうものであります。本市もこのように悪質滞納

者には行政サービス制限条例の制定も必要と思わ

れますが、理事者の御見解をお願いいたします。

以上をもちましてこの場での質問を終わらせて

いただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員から大〇福祉事務所長（中西 薫君）

きな項目で４点にわたり御質問をいただきました。

１点目の高齢者、障害者用公営住宅の福祉施策に

ついては私から、２点目の福祉灯油の推進につい

ては省略し、大きな項目３点目の道路の里親制度

については建設部長から、４点目の滞納者へのサ

ービス制限条例については総務部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、高齢者、障害者用公営住宅の福祉対策に

ついて一括してお答えを申し上げます。高齢者向

け住宅対策として、まずシルバーハウジングがご

ざいます。これは、緊急通報システムの設置やバ

リ分フリー化など高齢者の生活特性に配慮した設

備、仕様が施された公営住宅で、入居者の安否確

認、生活指導、相談、緊急時の対応などを行う生

活援助員が配置されております。現在当市には市

営緑丘第１団地、新東光団地、そして道営マーガ

レットヴィラの名称で５２戸を整備し、６７人が

入居をしております。また、軽費老人ホームとい

たしましては、風連爽風会が運営するフロンティ

分ハウスふうれんがあり、自炊ができない程度の

身体機能の低下等のため独立して生活をするには

不安が認められる人で、家族による援助を受ける

ことが困難な人を対象として定員５０人の施設と

なっております。一方、障害者向け住宅といたし

ましては、リンゼイ団地に１棟４戸を整備してお

ります。

今後の高齢者福祉住宅対策につきましては、平

成２０年度から始まります名寄市住宅マスタープ

ランの中でユニバーサルデザインの考え方を踏ま

えまして、保育、福祉施設等と連携をした住宅環

境の整備を図り、高齢者、障害者に対応した住宅

改善の支援を推進するとしております。具体的に

は高齢者福祉対策としては、住宅マスタープラン

ではシルバーハウジングを１００戸まで増加する

指標を立てておりますし、ケ分ハウスも増築の考

え方で新名寄市総合計画の中に取り込んで検討し

ていくことにしております。また、知的障害者や

精神障害者に対するものといたしましては、総合

計画では一体型のグループホーム、ケ分ホーム３

棟１２戸の建設を予定しているところでございま

す。当市の住宅事情といたしましては、公営住宅

を初め転勤族等向けのマンションや医療、介護施

設等が比較的充実しており、全国的にも住みやす

いまちと位置づけられております。これらの状況

をもとに、さらに民間と建築部門や福祉部門との

連携を強化し、またまちなか居住の促進も含めま

して、高齢者、障害者が安心して暮らせる住宅環

境の整備充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の３番目、道路の里親制度についてボラ

ンティ分グループによる市道の花壇、清掃の実施

状況についてお答えをさせていただきます。

市道植樹桝の清掃及び花の定着作業、その維持

作業に市内で３３団体の方々に御協力をいただい

ております。協力団体は、町内会、町内会老人ク

ラブを初めソロプチミスト、一五会、名寄大学学

生寮、名よせ通り商店街、五丁目商店街等々でご

ざいます。また、自衛隊、自衛隊関連団体、各小

中高校や法人など多くの団体からは道路、公園等

公共施設の美化活動をいただいていますし、個人

の活動としてそれぞれの家の前の清掃、除草等を

している方々も近年は目につくところであります。

行政としましては、ごみ袋の提供や回収をさせて

いただいているところであります。ボランティ分

の活動は、長期的かつ多数の方々に参加していた

だきたいと思っていますので、その方法としてボ

ランティ分団体の表示やお礼状の送付などを行っ

ていきたいというふうに考えています。また、名

寄の日進老人クラブは、市道９線と１１線道路、

健康の森とか道立公園に行く道路でありますけれ

ども、この花壇整備を６回起こったことで北海道

観光連盟からことしの１０月５日に表彰を受けた

例もございます。さまざまなボランティ分がある

と思われますが、自主的に長続きできるように行

政も支援することで輪が広がり、将来的に自然的

に里親制度が確立することを期待しているところ

であります。

なお、来年度は北海道洞爺湖サミットが開催さ

れます。環境がテーマとされるサミットとお聞き

しておりますので、これを機会に名寄市でもきれ

いな道路づくりと称して住民運動に取り組んでま

いりたいというふうに考えています。既に各町内

会には毎年道路を中心に市内の一斉清掃日にごみ

拾いなどを御協力いただいているところでありま

すが、少し趣向を変えまして、名寄地区でいえば、

各学校校区内の通学路を主に市で現在提唱してい

ます地域自治区的な取り組みとして校区内の町内

会の御協力や清掃指導員との連携を図り、花壇の

整備を含め清掃活動を年１回から２回行っていき

たいというふうに考えています。まだ構想の段階

ですから、来年度に向けて町内会連合会などに趣

旨などを御説明申し上げ、内容については実施時

期までに詰めさせていただきたいというふうに考

えています。

以上、答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、４点目の〇総務部長（中尾裕二君）

滞納者へのサービス制限条例についてお答えをさ

せていただきます。税の関係でありますので、数

字が多くなりますが、お許しをいただきたいと思

います。

初めに、市税の平成１７年度、１８年度におけ

る税目ごとの実態についてでありますが、平成１

７年度収入未済につきましては現年課税分では個

人市民税３２２件、８７７積 ５７６円、法人市

民税１１件、４１積 ９００円、固定資産税、０

市計画税２６９件、 １８４積 ５１９円、軽自 

動車税１４２件、７２積 ９００円、合計で７４

４件、 １７６積 ８９５円となり、調定額２５ 

積 ８８０積 ５２９円に対して ２４％となっ  

ています。国保税現年課税分では５３４件、 ７

６６積 ０１９円となり、調定額７積 ２４８積 

９００円に対して ２９％となっております。 

滞繰課税分では、個人市民税８２７件、 ４０４

積 ６９４円、法人市民税３０件、３０７積 ２ 

００円、固定資産税、０市計画税８０５件、 ４

０５積 ９９３円、軽自動車税６１件、７１積 

３５９円、合計では ７２３件、１積 １８９積 

２４６円となり、調定額１積 ３９０積 ０５  

９円に対して９ ３１％となっております。国保

税滞繰課税分では ３１６件、１積 ９２４積  

２４１円となり、調定額１積 ６９９積 ０００ 

円に対し８ ３７％となっております。平成１８
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年度収入未済につきましては、現年課税分では個

人市民税３８２件、 ２３８積 ４４７円、法人 

市民税９件、６７積 ９００円、固定資産税、０

市計画税２９５件、 １４２積２３円、軽自動車

税１１４件、５１積４００円、合計で８００件、

４９８積 ７７０円となり、調定額２５積 ９  

４２積 ８９７円に対して ３８％となっており 

ます。国保税現年課税分では５３０件、 ８６５

積８６９円となり、調定額６積 ９８７積 ４０ 

０円に対して ５２％となっております。滞繰課

税分では、個人市民税８９４件、 ６１０積 ２ 

３８円、法人市民税４０件、３２２積 １００円、

固定資産税、０市計画税８３８件、 ３９７積 

９６９円、軽自動車税２１８件、１１０積 ４６

４円、合計で ９９０件、１積 ４４１積 ７７  

１円となり、調定額１積 ２１８積１９６円に対

して８ ５６％となっております。国保税滞繰課

税分では ５６８件、１積 ３１６積 ９３８円  

となり、調定額１積 １５４積 ４６６円に対し 

て８ ２８％となっております。滞納件数内てに

つきましては、現年、滞繰ともに税目ごとの合計

数値でございますので、実質滞納者数については

滞納管理の現状を勘案しますとおおむね６０％と

想定をされまして、平成１８年度市税現年課税で

は約４８０名、滞繰課税では約 １９０名となり、

国保現年課税では約３２０名、滞繰課税では約９

４０名と押さえております。収入未済の要因とし

ましては、個人市民税では生活困窮、居所不明、

納税意識の欠如、固定資産税ではサービス産業４

社分の業績不振による未納に加え、生活困窮、納

税意識の欠如等と考えられ、高額の滞納者の納税

意識不５も大きな要因と考えられることから、よ

り多くきめ細かな折衝機会を設け、分納誓約書を

とるなど納税相談を実施しております。収納率で

は、現年分の収納率を全道各市と比較しますと、

個人市民税では９ ８％で４位、固定資産税では

９ ３％で７位、軽自動車税では９ ８％で５位 

の状況となっております。現年分、滞繰分を合わ

せた収納率は全市平体で９ ７％でありまして、

名寄市は９ ９％で全道で根室、名達に続いて名

幌市と同率の３位となっております。平成１９年

度からは税源移譲に伴い、個人市民税の課税総額

が増加をしておりまして、適正な税源確保に一層

努めてまいりたいと考えております。

次に、収納率向上の対策及び実績についてお尋

ねがありました。市税の徴収体制は、納税係５名

でそれぞれ地区を担当し、納税折衝、滞納処分に

当たっております。また、ことしから始まった税

源移譲により個人市民税の課税総額が多くなって

いることから、昨年度と比較して納期内に納付さ

れない状況にありますので、適正な税源確保のた

め電話催告など係一丸となって徴収体制の強化を

図っているところです。滞納世帯への徴収対策と

して毎月徴収対策会議を開催し、課題を協議しつ

つ戸別訪問徴収の強化、電話催告、文書催告等滞

納世帯と頻繁な接触を持つ中で納税相談を進めて

おります。納税強調月間を３月、５月、９月、１

２月の年４回にわたって実施をし、そのほかの通

常月は夜間納税相談窓口の開設を行い、分納相談

や夜間徴収など納税への意識を高める働きかけを

行うことで滞納世帯対策の実効を上げております

が、納税意識のない世帯については預金等の財産

調査の上差し押さえを行っており、担税力のない

世帯については地方税法第１５条の７第１項第１

号、無財産、第１項第２号の生活困窮、第１項第

３号の居所不明により執行停止をかけ、不納欠積

処分としております。滞納処分につきましては、

納期限後２０日以内に督促状を送付し、さらにそ

の日から起算して１０日を経過した日までに完納

されない場合は地方税法、国税徴収法に基づき滞

納処分をすることとなっております。滞納処分は、

納税者が自主的に完納しないときにこれを強制的

に徴収するための手続でありまして、財産の差し

押さえを実施します。差し押さえを受けても完納

されない場合には、差し押さえ財産を換価充当す

る内容となっております。名寄市では、単なる不
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注意や特別な事情により納付できなかった場合も

あることを考慮し、納期限後電話や文書、訪問を

し、できるだけ納付していただくよう折衝してお

りますが、それでも何の連絡や相談、納付もなく

誠意が見られない場合は期限内に完納された納税

者の方々との公平性を保つため予告の上滞納処分

を実施しているところであります。近年では預貯

金や国税還付金の差し押さえを行い、１８年度に

つきましては預貯金の差し押さえ２０件、１２積

８４７円、国税還付金の差し押さえ３７件、９

１積 ８４２円、交付要求が６件、５６４積 ７ 

００円、１９年度につきましては１２月５日現在

でありますが、預貯金の差し押さえ６５件、５７

積 ７７８円、国税還付金の差し押さえ１２件、

６３積 ６５８円、交付要求が４件、６２積 ３ 

００円となっております。

次に、サービス制限条例の制定についてであり

ますが、悪質滞納者に対する行政サービス制限条

例を制定している自治体は道内で約２０自治体が

あり、資格の登録や補助金交付を初め誕生祝金の

給付やデイサービス事業など、２０ないし３０の

行政サービスの制限措置がとられていると承知を

しております。本市におきましては、入名参加資

格承認、中小企業融資や補助金交付などにつきま

してそれぞれ個別の条例、規則等で市税の完納を

条件としております。税負担の公平性の確保や納

税意識の高揚など、制限条例制定の趣旨につきま

しては一定の理解ができるわけですが、ペナルテ

ィーを前提に納税を促し、生活や健康にかかわる

福祉サービスまでをも制限する条例の制定は現段

階では考えておりません。収納対策につきまして

は、広報などを通じて納税意識の高揚、啓発を図

ることはもとより、きめ細かな納税折衝を進め、

悪質滞納者につきましては先ほどもお答えをした

とおり厳格に滞納処分を実施して収納率の向上に

努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

した。再質問と要望を行わせていただきます。

まず初めに、高齢者専用賃貸住宅の部分で若干

お聞きしていきたいというふうに思います。先ほ

ど言ったように、風連と合併して公営住宅が大変

ふえたと思うのです。その部分でもあるのですけ

れども、名寄市自体でも高齢者の住宅というのは

私的には少ないのかなというふうに思っています。

私の知っている人でもなかなかシルバーハウジン

グに入れない、市営住宅に入れないという方がた

くさんおられます。必ず昔のように高齢者が優先

だよ、また障害を持っている方は優先だよとなれ

ばいいのですけれども、今は全市民が優先で抽せ

んでということになっておりますので、そういっ

た意味でなかなか高齢者の方、障害者の方が抽せ

んでは入り切れないという部分、またそういう場

所もないというのも現状かなというふうに思いま

す。先ほどの中西所長が言われた平成２０年に向

けて住宅マスタープランに入っているユニバーサ

ル、また高齢者の部分でシルバーハウジングを１

００棟を目標にしていると、またケ分ハウスの増

強をすると、知的障害者等障害者にはケ分ホーム

３棟を目標にするという本当に心温まるお答えを

いただいてうれしいなというふうに思っているの

ですけれども、これが現状どう進んでいくかとい

うのが一番大事かなというふうに私は思いますし、

いろんな自治体を見ても市長がこの住宅政策に向

かって住宅関係、また福祉関係、またまちづくり

をどういうふうに取り組むかというのが一番重要

になってくると思います。自治体の創意工夫でい

ろんな部分をつくれると思うのですけれども、国

土交通省では公営住宅をつくる部分で地域住宅交

付金というのが、今公営住宅だけでなくその市町

村が公営住宅にかわる提案型の事業に使えるよう

になっていることもお聞きしておりますので、そ

ういう部分を活用した中で、名寄市は市営住宅と

いうのはユニバーサルデザインということで高齢

者が、また障害者も十分対応できる住宅になって
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おりますので、安心なのですけれども、その部分

をしっかりとつくり上げていただきたいというふ

うに思っています。これから北斗団地と瑞生団地

が建てかえになってくると思います。また、北斗

団地のほうはある程度高齢者に対応した、また障

害者に対応した部分に新北斗を改修するというお

話も若干お聞きしているのですけれども、その部

分をちょっとお聞かせいただきたいというふうに

思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

現在北斗、新北〇福祉事務所長（中西 薫君）

斗団地の建てかえの計画が進んでいるというふう

に認識をしております。現在３７４戸の戸数のう

ち、２２０戸程度に縮小されるというふうにも聞

いているところでございます。北斗団地２２６戸

のうち約６０％のところに高齢者の方々がお住ま

いになっているというふうに認識をしておりまし

て、こういった方の住みかえとしては当然高齢者

の方々に配慮した市営住宅が建築されるものと期

待をしているところでございます。計画の中には

車いす対応住宅等についても少数ではございます

けれども、検討されているようでございますし、

またシルバーハウジングについても受け入れ先の

問題等もありますけれども、あわせて前向きに検

討するというふうに期待をしているところでござ

います。

以上でございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

この事業の中で、あ〇１５番（高橋伸典議員）

そこの北斗団地は６０％から７０％が高齢者の方

々が住んでおりますし、先月帯広のほうに中心市

街地活性化の部分で視察に行かせていただいた折、

町中にお年寄りを住まわせてにぎわいをつくると

いう部分で、中心市街地活性化の部分で民間企業

の部分が５社、６社ぐらい入って高齢者の賃貸住

宅だとか高齢者下宿だとか、それをある程度の中

心市街地の法律に基づいて補助金をいただいて建

てるという部分で民間が元気に対応していただい

ているのです。名寄市も中心市街地の部分で高齢

者住宅を民間がどんどん、どんどん建てていただ

ければいいのですけれども、なかなか前から言わ

れているように北洋銀行跡地に商工会、また６丁

目商店街の方々が高齢者住宅を建てるといった折

に今現状何も建てられないという部分になってお

りますし、私は高齢者の施策として行政として何

らかの、先ほど言われた数量はわかるのですけれ

ども、高齢者専用賃貸住宅を建てる部分で民間の

方が活力になって建てていただかなければならな

い部分になります。これは、介護、医療がついた

部分ではなくて、それがなくても高齢者専用賃貸

住宅というのは建てられるみたいなのです。食事

もつかなくていいですし、つけてもいいですし、

そういう縛りが余りない部分であります。元気な

高齢者がその住宅に住んで暮らせるという部分の

賃貸住宅なのですけれども、それを民間の企業に

建てていただいて、そしてある程度賃貸ですから、

まだ名寄市は条例的にはできていませんから、公

営住宅として借り上げて公営住宅法で補助金を出

せるという状況にもつくれると私は思うのですけ

れども、そういう試みを検討されたことがないの

かちょっとお聞かせいただきたいというふうに思

います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に難しい〇建設水道部長（野間井照之君）

問題でございまして、今風連の本町地区でも１度

その検討した経過はございます。ただ、それが高

齢者かどうかということはまた別な問題なのです

けれども、制度的に国も２０年度の補助金制度と

かあるのですが、それが制度が確立されていない

というか、２０年間でまたどういうふうなスパン

でどう変わるかということもありますので、その

辺がまだ不確定ということもありまして風連は断

念した経緯もございます。ただ、今言われたよう

に、町中の北洋銀行の跡地もそういう民間の方々

のお話もありましたけれども、そういう制度があ

るのです。行政側が全部負わなければならない状
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況になってくる場合も考えられるということで、

それでまた断念している状況にあります。この辺

は、今後まだ研究していかなければならない、議

員の言われるとおり、民間活力も非常にこれから

大事になってくるというふうに考えていますので、

研究課題としてとらえさせていただきたいと、そ

のように思っています。よろしくお願いいたしま

す。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

この高齢者の問題は、〇１５番（高橋伸典議員）

これから少子高齢化に向かって本当に私は重要課

題に入ってくるのではないかなと思います。地域

の部分でいっても北斗団地は今６０％から７０％

が高齢者、今各テレビを見ても、団塊の世代の方

が一生懸命元気に働いたころ住宅を建てて、今現

状どうなっているか、団塊の世代が退職されたと

ころはもう子供もいない、そういう状況の中で生

活するという部分がふえているそうであります。

名寄もそのような部分にかかわってくる地域がど

んどん、どんどんこれから出てくるというふうに

思っていますので、先ほど言った借りかえ制度、

高齢者の大きい住宅、そこに１人が住むのではな

くて、そういう民間で建てていただいた賃貸のと

ころに１人の老人が入っていただいて、老人の方

々がみんなで共同で住んでいただいて、大きい住

宅を子育て世帯に貸すという制度ができました。

そういう部分を活用してどんどん、どんどん高齢

者が住みやすい状況をつくっていくというのが行

政としても大事かなというふうに思いますので、

これからいろんな部分で高齢化社会に向かってよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

住生活基本計画というのが閣議決定されて、こ

れは国と北海道が計画を持っているわけなのです

けれども、この閣議決定されたときに各市町村も

つくったほうがいいというふうに言われていたの

ですけれども、そこまで制約はされていなかった

みたいなのです。本当にこれから豊かな住生活を

するには、その住んでいるところがどれだけよく

なっていくか、いい環境にしていくかというのを

やるためにも市町村がこの住生活基本計画を策定

していくというのが重要だと言われております。

名寄には住宅マスタープランもありますし、しっ

かりした住環境をつくれると思いますけれども、

しっかりと高齢者、また障害者に対応した施策を

お願いし、要望とかえさせていただきます。

次に、里親制度についてお聞きさせていただき

ます。先ほどいろんな団体が、３３団体がボラン

ティ分として道路の美化、または清掃、または植

樹等をやっていただいているというふうにお聞き

しまして、本当にその３３団体には頭が下がる思

いでありますし、これからも名寄市のために汗を

流していただきたいというふうに感謝を申し上げ

ます。また、いろんな部分で町内会の縛りだとか

あります。でも、ずっと私も８号だとかいろんな

名寄市の大きい道路を見させていただくと、きれ

いにされている町内会もあるのですけれども、な

かなか植樹帯を整備されていない部分もお見受け

するものですから、この里親制度をちらっと新聞

で見させていただいて、これは名寄の部分に合っ

ているなということで出させていただきました。

建設業の方々や何かは、経営審議評価というのが

ありまして、経審という、毎年工事を幾らやりま

して、こういうものをやって、技術者が何人いて

こういうことをやりましたと、工事のときはこう

いう講習会を開いてこういうことをやって点数を

いただいてという、その中にボランティ分活動と

いうのがあります。ボランティ分をやることによ

って点数が上がるという制度なのですけれども、

私はその制度をやっぱり活用していただいて、し

っかり名寄市の美化、清掃のため、または市民の

ため、または会社のためになると思うのですけれ

ども、経営審のためという言い方は、ちょっと私

はそういう言い方はしたくない、名寄市のために

企業の方々に協力していただくというのはどうか

というのをお聞かせいただきたいというふうに思

います。
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野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員の言わ〇建設水道部長（野間井照之君）

れるように、建設業協会のほうの経審の対象とし

て地域貢献が点数にはね返るということは理解す

るのですけれども、ただ協力の要請は私どものほ

うも来年度から業界の説明会のときにもさせてい

ただきたいと思いますけれども、強制的なことは

できませんので、一応そういうこともやっていた

だきたいという要請はしてまいりたいというふう

に思っています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１５番（高橋伸典議員）

す。右肩上がりの経済でしたらいいのですけれど

も、なかなかそういう部分になりません。いろん

な部分で名寄市のためにお手伝いしたいという方

はたくさんおられるのだけれども、なかなかどう

やっていいかわからないという方もたくさんおら

れますので、ぜひそういった部分、いろんな部分

を活用していただいて名寄市の道路、または美化

のために住民と行政が協力し合いやっていけるこ

とを要望していきたいというふうに思います。

最後に、徴収率向上のためにということで若干

お聞かせいただきたいと思います。先日名寄市の

給食会でも報告ありましたように、悪質な滞納者

にはいろんな部分のことをしていくと。また、き

のうも道議会の総務文教委員会でも高校の授業料

の未納部分、悪質な未納部分には子供を６カ月の

出席停止にすると、また３カ月以内に払わなけれ

ば退学にするというふうな処分に決まったみたい

です。私は、滞納者全員が悪い方ではないと思い

ます。本当に生活が困窮していて払えない方もお

られると思いますし、ちらっと聞いた話では分納

して、払えないので、毎月 ０００円ずつ税務課

に持ってきていただいている方もおられるという

ふうにお聞きしております。私は、それが本当に

市民としての義務でありますし、誠意かなという

ふうに思うのですけれども、ある方が税金を納め

ていないのに何か裕福な生活をしているというお

話を聞いて、それはないでしょうと、名寄市とし

ても税務課が一生懸命滞納の部分で徴収には行っ

ているはずですし、そんなはずはないですという

ふうに言いました。税務課の方にもお聞きしたの

ですけれども、なかなか言っても払わないという

方もいるそうなのです。先ほど５人の徴収の方々

で徴収していると言われました。未納額が滞納繰

りりしで２積 ７５０積円と、固定資産税、国保

税含めて ６００名の方がおられる中で５名の徴

収で大丈夫なのかというのが疑問で、電話だけす

ればいいという方もいますけれども、５名の徴収

といっても私は１名では徴収には行けないと思う

のです。必ず２名で行かなければいけないかなと

いうふうに思うのですけれども、あるまちでは課

長以上が滞納の方々のために徴収に行っているま

ちがあるみたいなのですけれども、名寄市はこう

いう検討をされたのか、また５名の徴収の方々は

徴収だけをやっているのかお聞かせいただきたい

というふうに思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

納税係５人で対応し〇総務部長（中尾裕二君）

ていますけれども、５人が果たして十分かと言わ

れますと、ううんという部分もないわけではない

ですけれども、果たしてそうすると徴収に何人が

適正かということもありますので、現行の収納率

が決して全道的に見ても厳しい状況になっている

とは判断しておりませんので、現行の体制で当面

続けていきたいと考えておりますし、もう一つは

管理職で集中的に対応している自治体があるとい

うことでありますけれども、管理職による訪問徴

収というのは名寄市でもかつて収納率が大変厳し

い時期に実施をした経験を持っております。現在

実施をしている他市の状況なども伺ってみますと、

当然市の姿勢を示すという部分では効果があるわ

けですけれども、ただ実際には納税担当者による

事前のレクチャーであるとか、あるいは関係資料

の準備など相当期間を要して対応しなければなら

ない部分があって、必ずしも効率的には動いてい
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ないというのが実態のようでありまして、当面は

担当者との信頼関係に基づくきめ細かな納税折衝

を進める中で、そうしたことも状況によってはし

なければならない局面もあろうかと思いますので、

ぜひ今後検討してみたいと考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

今５名でちょっと声〇１５番（高橋伸典議員）

が詰まった部長の部分は察したいのですけれども、

いろんな自治体を見ても徴収の部分は徴収の部分

で別個に設置しているところもあるようにお聞き

します。名寄はそれがいいのかどうかというのは、

ちょっとわからないのですけれども、現状今２積

０００積円、滞納累計でいきますと、 ０００ 

件、きっとこの中には名寄市でない方もおられる

かなという、どこかに引っりしてしまっている方

もおられるのではないかなというふうに思います

し、その５名でやれないこともないのかなという

部分もありますし、専門分野を置く計画はあるの

かどうかというのをお聞かせいただきたいのと、

最後に、本当にそれが最後になりますけれども、

この徴収率、先ほど言われたように悪質未納者に

は預金を回収しましたと、こういう物件をとりま

したというのを広報に、名前は出さなくていいで

すから、納税違反、滞納、怠慢の方、何年間こう

いう対応をしてこういう部分だったのですと、で

すからこういう対処でこういう部分の預金を回収

しましたという形で、私は給食もこれからやって

いく、道もやっていくという中で、やはりそうい

う方たちには今まで何もなかったのだよなという

形で納めなかった方もおられると思うのです。私

は、広報や何かにそういう部分はやはり出してい

ったほうがいいかなと。名幌にしろどこにしろこ

ういうオークションをします、こういうふうに回

収して滞納者にはこういう部分があったのですよ

というのがはっきり見えて収納率も分ップできる

可能性もあると思うのです。そういう部分をしっ

かり宣伝をしていただきたいなというふうに思い

ます。

最後に、５人の体制を専門分野をつくる云々の

検討はしたのかどうかお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

納税係の５名そのも〇総務部長（中尾裕二君）

のが専門分野というふうに私は認識をしておりま

す。それで、数でどうかということでもあります

けれども、新しい滞納者がどんどん、どんどんふ

えていくということではないのです。１７年、１

８年で数字もお知らせしましたけれども、ほぼ同

じ数の方だと。それと、特に分納しますとかなり

長期間にわたって納めていただかないとなかなか

整理がつかないという部分もありますので、１人

の担当者が一定の方を繰り返し折衝していくとい

うことなものですから、特に信頼関係を持った５

人の体制ということでぜひ進めてまいりたいと考

えております。

それから、滞納処分にかかわって市民に周知を

ということですけれども、納税の意識向上、ある

いは悪質なものについては毅然と対応するという

部分も含めて、ぜひどの部分までできるのか検討

させていただきたいと思います。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０６分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

市道南２丁目通踏切について外２件を、宗片浩

子議員。

議長の御指名により、〇２４番（宗片浩子議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

まず初めに、大項目の１、市道南２丁目通踏切

についてお伺いいたします。１、市道南２丁目通

踏切幅員拡幅について。私は、これまでも何度か

市道南２丁目通踏切幅員拡幅について質問をさせ
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ていただいております。南２丁目通は、線路東か

ら国道２３９号までの間に東小学校を含め多くの

公共施設があり、市民にとりましては東西を結ぶ

重要な生活分クセス道路でもあります。また、平

成１９年７月末世帯人口統計によりますと１３区、

１４区、１東区、１東北区、１栄区の世帯数は

５８５世帯、人口は ４８８人で、６５歳以上の

高齢者は８７９人を占めている状況の中で生活を

営んでおります。また、１日の自動車の交通量は

平成１７年１２月時点では ０００台を超える市

内でも最も大きな踏切であるとのことでした。こ

のような地域の状況でありますことから、歩行者

が安心して踏切内を横断できるように踏切の拡幅

を訴えてまいりましたが、線路のポイント切りか

え部分等設備の関係などにより非常に難しい状況

であるが、ＪＲと引き続き協議を重ねていくとの

お答えをいただいておりますが、その後のＪＲ旅

客、ＪＲ貨物との協議は進んでいるのでしょうか、

進んでいるとすればどのように協議されているの

か伺います。

２点目、また国土交通省から出されました北海

道内の交通危険箇所に名寄市南２丁目通踏切が含

まれております。また、北海道が平成１８年８月

に実施した踏切交通実態総点検において歩道が狭

隘な踏切として緊急踏切道で北海道内でも危険な

踏切とし、対策が必要とされております。このよ

うな状況から、名寄市として北海道との協議は進

めているのか伺います。

２つ目、冬期間の踏切の安全対策を。本年も冬

の到来となりました。踏切内の幅員が７メートル

と車道幅にも満たない状況です。降雪の多い時期

は、自動車が交差することはできないことはもと

より、人の通行が特に危険な状況になりますが、

安全対策をどのようにしていくのか伺います。

次に、大項目の２、障害者福祉についてお伺い

いたします。１、障害者自立支援法の見直しと特

別対策について。国では昭和５６年、完全参加と

平等の実現に向けて国際障害者年とし、障害者施

設を推進してまいりました。しかし、近年の少子

高齢化の推進や障害の重度化、また措置から利用

者の選択による契約等福祉情勢は大きく変化をし

てきております。平成１６年、障害者基本法の改

正がされ、市町村障害福祉計画の策定が義務づけ

られました。障害者自立支援法は、障害者が地域

で自立して普通に暮らし、障害のない人と自然に

交わる共同社会を目指すとして平成１８年１０月

に施行されました。名寄市の障害福祉施策は、平

成１０年１０月に策定された名寄市障害者福祉計

画に基づき実施されてきましたが、現行の名寄市

障害者福祉計画の見直しを平成１７年から平成１

９年までの３カ年とされております。障害者自立

支援法は、障害のある人々の自立を支えますとし

て、１つに障害の種別、身体障害、知的障害、精

神障害ですが、これにかかわらず障害のある人々

が必要とするサービスを利用できるようサービス

を利用するための仕組みを一元化し、施設事業を

再編、２つ目に障害のある人々に身近な市町村が

責任を持って一元的にサービスを提供、３つ目に

サービスを利用する人々も利用量と所得に応じた

負担を行うとともに、国と地方自治体が責任を持

って費用負担を行うことをルール化して財源を確

保し、必要なサービスを計画的に充実、４つ目に

就労支援を抜本的に強化、５つ目に支給決定の仕

組みを透明化、明確化を支援法のポイントとして

おります。名寄市の障害福祉計画の見直しは、ど

のように行われているのでしょうか。

また、国では障害者自立支援法の円滑施行のた

め平成２０年度まで３つの柱から成る特別対策を

実施しております。１つに、利用者負担のさらな

る軽減措置、２つ目に事業者に対する激変緩和の

措置、３つ目、新法への移行等のための緊急的な

経過措置が挙げられておりますが、名寄市として

どのような取り組み方なのか伺います。

最後に、大項目、なよろ観光ひまわり畑につい

てお伺いいたします。１つに、観光ひまわり畑の

中止について。なよろ観光智恵文ひまわり畑は、
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昨年まで全市を挙げて宣伝、ＰＲに努めてきまし

た。平成１８年は４積 ０００人を超える多くの

人々がひまわり畑を訪れ、夏の観光の代名詞とし

て人気を集め、なよろ健康の森、道立トムテ文化

の森、道立サンピラーパーク、望湖台自然公園と

連動して夏の観光ルートへのさらなる集客になる

ものと思えたところです。島市長は、平成１９年

度市政執行方針の中で観光の振興でひまわり畑に

ついて民間活力と一緒になって交流人口の拡大に

努めると述べておられます。しかし、本年の智恵

文の観光ひまわり畑は、ジャガイモシストセンチ

ュウから守る目的として会場を変更との報道で市

民はもちろん、道内外からの観光客は楽しみがそ

がれた思いに違いありません。智恵文の観光ひま

わり畑は、智恵文地区の協力により昨年まで継続

できたことです。中止に至るまでの経過等を智恵

文地区の人々は理解されたのでしょうか。また、

農協との協議はどのようにしてきたのでしょうか、

報道前に市民、関係機関に観光ひまわり畑につい

て状況等を周知すべきであったと考えますが、伺

います。

２つ目、智恵文は観光ひまわり畑の発祥地を民

間活力で継続を。観光ひまわり畑の発祥は、智恵

文北山地区において３０年ほど前に民間が緑肥と

して栽培したと伺っております。当時北山地区ま

での道路は悪路でありましたが、オートバイや自

動車でひまわり畑に多くの人たちが訪れておりま

した。その後振興地区にひまわり畑が定着し、面

積、本数は日本一となり、夏の観光の目４となっ

たところです。今年は、道立サンピラーパーク、

ＭＯＡ名寄農場が東雲地区、更正地区に、岡本農

場が草地をひまわり畑として観光に協力いただき

ました。観光ひまわり畑の発祥は智恵文であり、

この歴史をなくすることではなく、緑肥として消

費者が求めている安心、安全な作物を提供してい

ただくことも重要であり、地域の協力をいただき

ながら継続していくべきと考えますが、考え方を

伺います。

以上でこの場での質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま宗片〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きく３点にわたり御質問をいただきま

した。１点目については私から、２点目は福祉事

務所長から、３点目は経済部長より答弁をさせて

いただきますので、よろしくお願いをいたします。

最初に、南２丁目踏切改良のＪＲとの協議につ

いてお答えをさせていただきます。南２丁目踏切

の拡幅改良につきましては、平成１３年度に現況

調査を行い、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社の両者と幾度となく協議を重ねてお

りましたが、当初は通常の踏切改良とは異なり、

線路のポイント切りかえ設備の関係が駅構内まで

影響することや旅客の線路も下り約３００メート

ルほど敷設がえが必要ということでありまして、

経費的には３積円から４積円の経費がかかるとい

うふうに御説明を受けておりました。最近は国の

方針が出されたこともありまして、少し状況に変

化が見られるようになってまいりました。平成１

８年度には名寄駅における貨物輸送形態がトラッ

クに変わっていく状況の中で、日本貨物鉄道株式

会社所有の軌道の必要性などについて将来展望を

照会しておりますし、拡幅改良は現在の貨物３線、

旅客１線を残したままと日本貨物鉄道の設備をす

べて撤去し、北海道旅客鉄道の１線を拡幅改良す

る２通りがありますが、経費的にも後者で協議を

進めております。ＪＲや道と協議する上で必要な

交通量を７月に調査したところ、午前７時から午

後７時までの交通量は車両で ０１３台、自転車

を含む歩行者で７７５名の方々が利用されており、

名寄市の道路事業においても最重点課題ともすべ

き道路ととらえておりますし、国においては平成

１８年度に点検を行い、緊急対策踏切としてリス

ト分ップしており、平成１８年度から５年間を対

象に対策を求めていますから、今後早急にＪＲ各

社と具体的に経費低減などの課題や協定内容を調

整し、踏切道改良促進法の指定を受け、早期事業
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化に努力をしていきたいというふうに考えている

ところであります。

次に、北海道との協議についてお答えをいたし

ます。北海道は、道内に名寄市と同様に緊急対策

踏切が２３カ所ございまして、国、道、名幌市を

除くと８カ所あります。これらの整備計画の策定

を急いでいるところでありまして、名寄市とはＪ

Ｒとの調整方法など指導を受け、国庫補助事業の

採択基準などについて協議を行わせていただいて

いるところであります。

次に、冬期間の踏切の安全対策についてお答え

をいたします。冬の踏切は、毎年ＪＲと連携を図

り、交通安全に積全を期しているところでありま

す。南２丁目踏切は、幅員が７メートルと狭く、

特に冬の間は脱輪を防ぐために狭隘としています

ので、車両や人の通行が危険な状況になっている

と、議員御指摘のとおりであります。踏切内の除

雪につきましてはＪＲで行っておりまして、本年

度も本格的な降雪期を迎えるに当たり、焼きビリ

砂、融雪剤の散布を含めた小まめな除排雪とでき

る限りの幅員確保を北海道旅客鉄道宗谷北線運輸

営業所に要請をし、確認をさせていただいたとこ

ろであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目で２点目の障害者福祉についてお答えを申

し上げます。

１番目の名寄市障害者福祉計画の見直しにつき

ましては、議員も触れられておりましたとおり、

平成１０年度に１０カ年計画が策定され、その後

国の新障害者プランに基づきまして平成１６年度

には改訂版を発行いたしました。また、今年度が

その最終年度となっているところでございます。

また、平成１８年度には第１期障害福祉実施計画

を策定いたしまして、２３年度までのサービスの

内容と量の目標数値を定めたところでございます。

障害者福祉計画の見直しにつきましては、今後の

１０カ年の基本計画でありまして、策定に当たり

ましては名寄市立大学の御協力をいただき、障害

者手者を持っている方々全員、 ８０６名の方々

全員に２７項目にわたる分ンケート調査を６月下

旬から７月中旬までの１カ月間で実施をいたしま

した。なお、回答者は ０１１名となり、率にし

て５６％の方々から御回答をいただいたところで

ございます。今回の回答者を男女別で見ますと、

ほぼ同数となっておりまして、年齢別では７５歳

以上の方が３６４名で回答者の３６％、次いで４

０から６４歳の方が２６０名で２ ７％、６５歳

から７４歳までの方が２４１名、２ ８％の順で、

回答者総数の約６０％が６５歳以上の高齢者とな

っております。現在名寄市の６５歳以上の高齢化

率は、２ ６％と４人に１人が高齢者であり、加

齢とともに体の衰えによる体や内臓の機能の低下

等によりまして、その可能性も含めて障害者の数

は増加する傾向にあるものと考えております。今

後は、福祉サービスの提供とあわせ、疾患等を未

然に防ぐ予防対策を関係機関と協力し、実施して

いくことが重要と考えております。また、就労に

ついても企業の御協力をいただき、障害の種別や

程度に応じた仕事につくことができる社会を築い

ていくことも重要と考えているところです。計画

の策定については、障害者の皆さんから出された

分ンケート調査や調査結果の分析等をもとに現状

と課題等を整理しながら素案を作成し、名寄市保

健医療福祉推進協議会を初め関係機関、団体等か

らの御意見を反映させて年度内に完総すべく作業

を進めております。

２番目の障害者自立支援法の特別対策の取り組

みに関する御質問でございますが、障害者自立支

援法の施行に伴い制度が大きく変更になりました

のは、議員お話しのとおりです。支援法の施行に

伴い、新たに精神障害者を加えた３障害の方々が

福祉サービスの利用を選択することができるよう

改正された一方で、かかるサービス利用料の１割

負担等により日常生活を営む上で生活費を切り詰
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めるなど厳しい状況が見られます。そこで、国は

新法に移行できない事業所を初め、就労に対する

利用者負担の軽減等を盛り込んだ特別対策を平成

１９年度と平成２０年度の２カ年にわたり実施し

ているものです。名寄市の取り組み状況ですが、

１つ目として事業者に対する激変緩和措置ですが、

事業円滑化事業と通所サービス利用促進事業にお

いて助成をしております。２つ目として、就労意

欲促進事業については、入所施設で工賃を得て働

く者のうち、食費負担等にも配慮した給付金を支

給し、就労意欲の向上と就労を通じた自立を促進

するための支給をしております。３つ目として、

進行性筋萎縮症者療養給付事業では、療養介護事

業の対象者で大幅な負担増となる場合、生活支援

を行い、生活環境の変化を緩和するための給付を

行っております。４つ目としては、障害児を育て

る地域の支援体制整備事業において保護者が気軽

に利用できる交流の場を整備し、育児不安の軽減

を図るとともに、相談支援の充実を図るための整

備に取り組んでおります。５つ目として、障害者

自立支援法施行円滑化事務等支援事業については、

支援制度の基盤安定と適正な運営を図るため制度

変更に伴う必要なシステムの改修を行いました。

また、国では平成２０年度において事業の大幅な

改正が見込まれておりますが、具体的な内容につ

きましては明らかにされていないことから、今後

の動向を見きわめながら対応してまいりたいと考

えておりますので、御理解をよろしくお願いをい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、ひまわ〇経済部長（手間本 剛君）

り畑についてのお尋ねをいただきました、お答え

を申し上げたいと思います。

初めに、ひまわり畑の休止までに至る経過等に

ついてのお答えでございます。名寄の夏を代表す

る観光スポットとして定着してきました智恵文の

ひまわり畑は、広さ１２ヘクタールの畑に７０積

本のひまわりが本き、期間中に道内外から４積

７００人の観光客が訪れたところでございます。

しかし、近年シストセンチュウが発生し、昨年は

道内において新たに８地域に被害が出ております。

一度発生すると智恵文の農業は壊滅的な影響を受

けることとなり、新たな移転先につきましてもＪ

Ａなど関係者で検討いたしましたが、シストセン

チュウ問題が払拭されない限り継続は困難であり、

食の安全を考慮し、やむなく休止する決定をした

ところでございます。休止するに当たりましては、

今までの間に御尽力賜りましたひまわり作付農家、

智恵文地区の関係者及びＪＡなどに市の考え方に

ついて新聞報道前に協議をさせていただきました。

平成１９年度市政執行方針における観光の振興に

対する考え方に全く変わりはありませんけれども、

来年度は道立公園サンピラーパークがガーデン分

イランド北海道２００８のサテライト会場になっ

ていることから、サンピラーパークでの開催を予

定させていただいております。今後とも観光まち

づくり協会とともに道内外に情報を発信してまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。

次に、智恵文地区におけるひまわり畑の位置づ

けについてのお尋ねでございますけれども、観光

ひまわり畑は昭和６２年に智恵文の農家有志の協

力を得て始まり、地区を変えながら開催してきま

したが、残念なことにシストセンチュウ問題から

本年は食の安全性を考慮し、休止させていただき

ました。来年度からシストセンチュウ問題に影響

を受けない道立公園サンピラーパークでの開催と

なりますが、本年は智恵文地区でＭＯＡ農場ある

いは岡本農場さんにもひまわり畑として観光に御

協力をいただきました。ひまわり畑につきまして

も観光まちづくり協会とともに広くＰＲし、地域

の活性化及び交流人口の拡大につながる取り組み

を進めたいというふうに考えております。

以上、お答え申し上げました。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）
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それぞれお答えいた〇２４番（宗片浩子議員）

だきまして、ありがとうございました。再質問、

それから要望をしていきたいと思います。

市道南２丁目踏切幅員拡幅について伺います。

お答えいただきましたように、名寄駅における貨

物輸送体系はトラック輸送に変わってきました。

ＪＲ貨物の軌道の将来展望について照会されてい

るとのことでしたが、また幅員改良についても２

通りで協議を進めているとのことでした。経費も

かかわることなので、少しでも少ない経費と効率

のよい改良をＪＲと協議を進めていただきたいと

思います。お答えでは、今年７月における交通量

調査で午前７時から午後７時の時間帯で車両は

０１３台、自転車を含む歩行者が７７５名とのこ

とでしたが、その時間帯以外の時間、午前７時前

と、それから午後７時以降の交通量ですが、どの

ようにとらえているのかお知らせください。

また、国では平成１８年度点検において２丁目

踏切が緊急対策踏切として道内８カ所の一つに名

寄がリスト分ップされており、１８年度から５カ

年間を対象に対策を求めておりますということで

した。市としては、踏切道改良促進法の指定を受

けて早期事業化に努力するとのことですが、着工、

完成時期をいつのころと考えておられるのかお知

らせください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

最初に、交通〇建設水道部長（野間井照之君）

量のお話でありますが、南２丁目通は日常の生活

の活動を支えることが主体の道路ということであ

りまして、朝７時から夜７時までの昼間の１２時

間における交通量が一番多いと考えられておりま

す。国土交通省では道路センサスといったものを

出しておりまして、その中に１日２４時間の交通

量を昼間の１２時間の交通量で割ったデータで昼

夜率、昼と夜の率というものがあります。一般的

な地方道路ではこの数値を ２９なというふうに

押さえておりますので、先ほどの交通量に２４時

間の交通量を想定すると、１日２４時間で車両に

ついては ６００台の交通量が想定されるという

ふうに考えているところであります。

もう一点、着工と完成の時期という御質問でご

ざいます。なかなか相手があることなので、非常

に難しいというふうにも考えていますけれども、

日本貨物鉄道株式会社とは年明けの１月に私ども

の照会に対する回答を、名幌支社としての考え方

をいただくということで再度協議をさせていただ

くことになっております。このあたりで仮に金額

ないしは貨物の考え方、例えば駅構内の線路まで

も見てくれというような考え方が変わってくれば、

私ども国の関係でいうと１８年から５カ年と、ち

ょうど私どもの総合計画の前期と重なりますから、

この段階に今現在は後期の遅いほうにランクづけ

されていますけれども、この時点の話が少し進め

ば前期の事業として位置づけをしていきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をお願いし

たいと思っています。

以上であります。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のほうからお〇２４番（宗片浩子議員）

答えいただきましたが、ＪＲとの協議を円滑に進

めて早期着工をお願いしたいと思います。交通量

ですが、昼間の ２９な、 ６００台、丸１日、 

これほどの多くの車両が通行する、本当に事故が

あってはならない、事故が起きないのが不思議な

ような踏切の間です。１月にまた回答ということ

でありますので、着々と準備を進めていただきた

いと思います。

冬期間の踏切の安全対策ですが、お答えをいた

だきましたように、冬の間は毎年本当に危険な状

況になります。踏切内の除雪については、ＪＲと

十分に協議をされて、車両や人々が安心して通行

ができるよう要望いたします。

平成１８年度から平成２２年度第８次名寄市交

通安全計画で計画の根本的な考え方、少子高齢化

及び過疎化が急速に進む中、高齢者、障害者、子

供等の交通弱者の安全を確保する人優先の交通安
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全思想を基本とし、あらゆる安全施策を講ずる必

要があると述べております。市道南２丁目通踏切

については、地域懇談会のたびに要請を行ってお

りましたが、相手がＪＲとのことで受け入れられ

ない経緯や状況等が長年続いておりました。そこ

で、市長にお伺いいたします。市長は、南２丁目

踏切についてどのような見解を持っておられるの

かお聞かせください。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

先日も東小学校で東地〇市長（島 多慶志君）

区の皆さんのまちづくり懇談会、私は歩いて会場

まで行きまして、冬の踏切における除排雪がどの

ように今シーズンなるのかということも含めて現

場を通らせていただきました。先ほど建設水道部

長から答弁をしておりますように、ＪＲの踏切改

良の幅、貨物が全くこれから使われないというふ

うに会社のほうが判断をして改良しますその改良

幅というのは、非常に縮減できるわけであります。

これらの手続ということが今取り組みをしている

最中でございます。以前は、相当多額の金額とい

うことでどうしても事業の優先順位は承知しなが

らも事業に取り組めないという、こういう状況が

続いておりましたけれども、この幅員をカットで

きればお答えしています金額よりも相当下回る金

額で改良ができるのでないかと。しかも、補助等

のメニューもあるわけでございまして、その取り

込みができることによって東地区の皆さんの期待

に早期にこたえることができるのでないかと、私

もそのように考え、機会をつくって積極的にこう

した協議にも参加していきたいと、こんなふうに

思っております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。ぜひとも早急にお願いしたいと思います。南

２丁目線路東側から国道２３９号までの数百メー

トルの間に東小学校、この学校にはコミュニティ

ーカレッジみずなら学級が、市内から多くの人々、

それからその中には高齢者が随分いらっしゃいま

す。この方々が学びを求めて通っております。夜

間には市民吹奏楽、バレーボール等体育系の練習

の場として利用されております。また、第３老人

クラブ、東保育所、子育て支援センター、保健所

があり、南２丁目踏切はまた東小学校の子供たち

が放課後コロポックルに通う児童の通路となって

おります。私は、東地区の現住所に昭和４０年度

から住み、現在まで鉄道を含む東地区のさま変わ

りを見てきておりますが、時代の変化とともに交

通体系も大きく変わってきました。その当時は空

き地も結構ありまして、民家もそう多くありませ

ん。ですが、２０年ぐらい前から急速に住宅が建

ち並びまして、人口も先ほどお話ありましたよう

に急激に伸びております。また、自動車にしまし

ても一家に一台であった時代から家族がそれぞれ

所有するようになってきております。また、高齢

者の方が多く通行されますが、５元がよくない上

に狭隘な踏切のため、より危険な箇所となってお

ります。この冬は、買い物をされたお年寄りが両

手に荷物を持って踏切を５元を気にしながら歩く

姿を見まして、そこへ車が来たらどうなるのだろ

うか、そのような危険をもう冬のたびに私は心配

しております。踏切改良の事業を早急に進めてい

ただきますよう要望いたします。

次に、障害福祉についてお伺いいたします。名

寄市においては、平成１８年度に第１期障害福祉

実施計画を策定、２３年度までのサービス内容と

量の目標数値を挙げたとのことでありました。障

害者福祉計画の見直しは、１０カ年の基本計画で

あること、策定に当たっては障害者手者を持って

おられる ８０６名全員に分ンケートをとって、

名寄市立大学の協力をいただき、その回答を得た

とのことでした。調査回答の結果、高齢者の方、

７５歳以上が３６％ですか、方が多いということ

は高齢者の方御自身が身近なことととらえている

ように推察されます。特別対策について、名寄市

の事業の取り組みについてお知らせいただきまし

た。
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そこで、質問させていただきます。ただいまお

答えいただきました事業の具体的な内容について

お知らせください。また、障害者自立支援法によ

って原則１割負担が導入されましたが、負担が重

過ぎるのではないでしょうか。さらなる負担軽減

を行うべきではないでしょうか。今回の特別対策

で地域生活への移行や就労支援のための対策とし

てはどのような支援がなされるのでしょうか。障

害程度区分判定については、知的障害と精神障害

については適切な判断がしにくく、見直しが必要

ではないでしょうか。障害者が障害程度によって

はいずれ施設を退所しなくてはならず、将来が不

安であると訴えておられます。このことについて

お伺いいたします。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

多方面にわたっ〇福祉事務所長（中西 薫君）

て御質問いただきましたけれども、まず最初に事

業所に対する激変緩和措置という部分からお答え

をさせていただきます。

１点目の事業円滑化事業につきましては、全事

業が現在のところ対象になっておりますけれども、

内容といたしましては報酬が日払い方式に変更す

ること、方式に対応することが困難な事業所につ

きまして従前の月払いによる報酬額の８０％を保

障するという激変緩和措置でございます。また、

新体系に移行した場合についても従前の報酬単価

の９０％を保障し、事業所の安定的な経営を確保

するために措置されているものでございます。

それから、２つ目の通所サービス利用促進事業

につきましては、事業所が行う通所サービスの利

用につき平体１０人以上の利用と週３回以上の送

迎を行っている場合について送迎に要する費用を

助成し、利用者からは燃料費相当分の実費を除き

負担を求めないという内容になっております。現

在利用者につきましては、１川市に通っている方、

それから室蘭の施設の方お二人に利用をいただい

ております。なお、丘の上学園につきましては、

人数不５のためにこれに該当しないということに

なっております。

次に、勤労意欲促進事業でございますけれども、

内容につきましては先ほど御説明を申し上げたと

ころでございます。対象者につきましては２８名、

事業所数としては１３事業所で、名寄につきまし

ては丘の上学園が行っております。

それから、進行性筋萎縮症者給付事業でござい

ます。給付対象は、現在受給者であって引き続き

利用する方で一定要件、低所得者１の区分になり

ますけれども、を満たしている者とされておりま

す。現在国立療養所道北病院にお一方この給付対

象となっております。

次に、障害児を育てる地域の支援体制整備事業

でございますけれども、子育ての先輩方と気軽に

交流できる場を通じまして育児に対する不安等の

軽減を図ることを目的とし、療育センターが実施

しておりまして、現在の事業の内容といたしまし

ては消耗品やマットレス、遊具等の購入をするも

ので、現在児童デイサービスを利用している保護

者は毎月４５名前後が御利用をいただいていると

ころでございます。

それから、円滑化事務特別支援事業につきまし

ては、従前毎月事業所からの実績に基づきまして

直接市に御請求をいただいておりました。平成１

９年１０月利用分から国保連合会に実績を報告の

上請求することに改正がなされまして、市町村に

は国保連合会が事業所から報告された実績の内容

を審査の上請求し、支払うことになりました。そ

うした業務処理を行うために必要なシステム回収

に係る経費を国が負担したものでございます。

それから、障害者自立支援法に伴う１割負担の

負担感の問題でございますけれども、特別対策に

よりまして上限額がさらに引き下げられました結

果、低所得者の負担水準は平体５％を下回ってい

る状況がございます。しかしながら、食費等の実

費負担があるほか、法の施行前につきましては低

所得者の居宅通所サービスに利用者負担がほとん

どなかったということと比べますと、なお負担感
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があることは事実と考えております。見直しに際

しましては、現行の応能的負担を改め、低所得者

の負担をさらに軽減するなど、負担の応能的な性

格を一層高めるとともに、特に障害児を抱える世

帯の負担感や子育て支援の観点を考慮することを

検討するものとなっております。

次に、障害者区分の判定について御質問いただ

きましたけれども、区分判定につきましては名寄

市以北中川町までの１市３町１村で名寄地区障害

程度区分認定審査会を共同設置しており、５名の

委員で構成されているところでございます。平成

１８年度には１１８名の方々の程度区分の認定を、

程度を判定していただいております。障害程度区

分認定につきましては、調査員が直接訪問して１

０６項目を聞き取った資料と医師からの意見書を

もとにコンピューターによる１次判定を行いまし

て、その後これらの資料をもとに委員による２次

判定を行いまして、障害区分認定が決定され、利

用者の意向に沿ったサービスを利用するため、障

害福祉サービスの受給証を交付し、利用していた

だくものとなっております。見直しの方向といた

しましては、実態調査を踏まえましておのおのの

障害特性を反映した調査項目と判定基準となるよ

う大幅なものになるというふうに見られておりま

す。

最後に、利用者が障害程度によって退所するこ

との不安感という部分でございますけれども、旧

体系で運営されております事業所につきましては

平成２３年度までに新体系に移行するということ

になっております。その場合障害程度によっては

退所しなくてはならない状況が生まれることはあ

り得ると思いますけれども、事業所においてそう

いった方々をグループホーム、ケ分ホーム等に入

所していただきまして安心した生活が営めるよう

に計画されていると聞いているところでございま

す。

以上、御答弁申し上げました。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

この言葉言っていい〇２４番（宗片浩子議員）

のかわからないのですが、本当に猫の目のように

変わる福祉施策です。担当される方もやっと落ち

ついたと思ったら、また違う福祉施策というので

すか、制度が来て、職員さんはもとより、これを

利用される障害者の方につきましても本当に心配

でならない、安心して生活ができていけるのかな

と、そんな思いでいられると思います。障害を持

っていられる方、私たち健常者と同じ生活が皆さ

んとともにできるような、そんな行政であってほ

しい、また私たちも支えながらまちづくりをして

いかなければと、そんな思いでございます。

最後なのですが、なよろ観光ひまわり畑につい

てお願いいたします。智恵文発祥のひまわり畑の

継続なのですが、今年度はシストセンチュウの問

題から今までの丘陵地をやめて道立公園サンピラ

ーパークでの開催でした。ＭＯＡ名寄農場、岡本

農場が観光ひまわり畑に協力をいただいておりま

した。しかし、智恵文地区の人たちは、農村の景

観として多くの人々に喜ばれているひまわり畑が

なくなることは寂しいと言っております。何とか

再現したいと考えている人がいるとも聞かされて

おりますが、市として協力することはできないの

でしょうか。また、あるとすれば、その支援内容

はどのようなものがあるのかお知らせ願います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先般地域の代表者〇経済部長（手間本 剛君）

の方がお見えになりまして、そんな要請を受けた

ところでございます。私どものほうは、今サンピ

ラーパークのほうに来年から場所を移させてほし

いと、食の安全を智恵文の中できちっと確保した

いという思いからそんな取り組みをさせていただ

いております。その折にちょっと申し上げればよ

かったのですけれども、後から実は御説明を申し

上げました。というのは、昨年から取り組ませて

いただいております農地・水・環境保全向上対策

事業、この分の事業に智恵文地区でも、地域の活

動組織がそれは総解しなければいけないのですけ
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れども、管理メニューの中にそういったひまわり

畑に対する一定の応援の措置もとれるというふう

に聞いておりますから、実は先般智恵文地区のほ

うに入らせていただきまして、地域の方々ともひ

ざを交えて御懇談させていただきました。ぜひそ

んなことで地域の活動組織の中に取り込んでいた

だいて取り組みを進めていただけないかというよ

うなお話をさせていただいておりますので、また

詰まりましたら御報告させてもらいますけれども、

そんな状況にあるということで御理解をいただき

たいと思っております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。今部長のほうから希望の持てるというのでし

ょうか、明るいニュースとしてとらえさせていた

だきます。やはり名寄はひまわり、それがもう定

着というのですか、観光に来られる皆さんは名寄

に来ればひまわりがあるというふうにインプット

されております。そのことにつきましてやはり智

恵文地区の代表、名寄の代表としてひまわり、観

光としても、それから緑肥としても有効利用して

いただきたい、そんな思いであります。名寄の夏

の観光の目４はひまわりとして、お話ししました

ように大勢の観光客が訪れておりました。喜びと

いやしを９えていただきました。ですが、道内シ

ストセンチュウ被害の状況や地域の影響を考えて

島市長御自身が報道にもありましたように苦渋の

選択をされたとお察しいたします。来年以降も智

恵文地区を含めたひまわり畑につきまして観光ま

ちづくり協会とともに強くＰＲしていただきます

よう強く要望して、これで終わります。

以上です。

以上で宗片浩子議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

第１次新名寄市総合計画からについて外２件を、

大石健二議員。

御指名をいただきまし〇５番（大石健二議員）

たので、これより３件６項目について順次質問を

させていただきます。

まず最初に、本年初頭に制定されました新名寄

市総合計画についてお伺いをいたします。私は、

この第１次新名寄市総合計画について直接的なか

かわりを持つことができませんでしたので、この

機会をとらえて３点ほどお伺いをしたいと思いま

す。新名寄市総合計画は、２００７年の本年度か

ら２０１６年までの１０カ年の期間設定でスター

トし、はや１０カ月が経過しています。この総合

計画は、昭和４４年の地方自治法改正により、第

２条第４項に基本構想の規定が設けられたことに

伴い、地方自治体ごとに策定することが定められ

た長期計画です。同法も本年で制定以来３８年が

経過、名寄市の総合計画は合併以前も以後も基本

構想、基本計画、実施計画の３層構造あるいは３

段階で構成をされています。ここへきて基本構想

策定後の政治、経済、社会、それぞれの情勢の進

展など外部条件の変化により基本構想と現実の乖

離が著しく、その形骸化、実効性の欠如が指摘さ

れています。名寄市においてもこの３層構造の構

成である総合計画について今どのような見解をお

持ちであるのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。

あわせて、総合計画の期間についてお伺いをい

たします。私は、新名寄市総合計画はある意味に

おいて昨年４月の名寄市長選挙で当選をされた島

市長のマニフェスト、政策綱領でもあろうという

ふうに考えております。御承知のとおり市長の在

任期間は４年ですが、本年度からスタートした総

合計画の前後期１０年という計画期間中に２度の

市長選挙が予定をされております。今後の市長選

挙では、ローカルマニフェスト、地方政策綱領と

言うのだそうですが、これらを制作して立候補す

る候補者の出現が予想される中で財政的な裏打ち

をしたマニフェストを総合計画に反映させること

に支障を生じていくことはないのかどうか、この

点についてもあわせてお伺いをいたします。

続いて、計画行政についてお伺いをいたします。
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総合計画の策定時に予測されなかった、し得なか

った事業について新たに行う必要性が出てきたと

き、事業化するためにはどのような手続が必要な

のかお知らせください。

また、現在平成２０年度予算の編成が行われて

おりますが、総合計画に基づいた計画行政を執行

する上で現行の予算編成の手順等についてお知ら

せをいただければ幸いです。

引き続き、事務事業の評価についてお伺いをい

たします。１０年という長期総合計画も一年一年

の積み重ねであり、その単年度末の総合計画等に

おける事務事業の評価方法、手順、過程について

お知らせをお願いいたします。

次に、名寄市自治基本条例についてお聞きをい

たします。市では平成２１年の名寄市自治基本条

例制定に向けて原課の地域振興課が主体となって

取り組んでおりますが、１１月２１日に締め切ら

れた自治基本条例市民懇話会委員公募の状況と現

在までの進捗状況についてお知らせをお願いいた

します。

また、あわせて地域自治区の創設についてお伺

いをいたします。明年度の地域自治区創設に向け

て、その一環でも行われたであろうまちづくり懇

談会が１１月２６日から１２月６日までのーべ１

０日間にわたって開催をされました。市民の皆様

から寄せられた多岐にわたる要望、意見、質問を

聴取した上で今回のまちづくり懇談会の総括とと

もに、今後それぞれ特色のある個性と特性を持っ

た個別町内ごとの活動、実態を把握するために各

町内会ごとの現況調査を行う考えがあるかどうか、

この点についてお知らせを下さい。

最後に、改正中心市街地活性化法についてお伺

いをいたします。午前中にも同じ趣旨の御質問が

ございましたので、重複をしない程度で結構です

ので、御答弁をお願いします。先ごろＪＲ名寄駅

前に生協が平成２１年９月の出店計画を公表いた

しました。また、名寄商工会議所が立ち上げた中

心市街地活性化特別委員会が結審、答申も行われ

ました。さらに、１２月４日には中心市街地活性

化フォーラムが開催されるなど、中心市街地活性

化に向けた取り組みが行われておりますが、中活

法に基づいた基本計画認定申請に向けて現在の進

捗状況、今後の活動日程についてお知らせをお願

いいたします。

以上、この場での質問を終えます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員か〇総務部長（中尾裕二君）

ら大きな項目で３点にわたって御質問をいただき

ました。１点目、２点目は私から、３点目は経済

部長から答弁をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、総合計画にかかわって計画の構成と期

間についてお尋ねがありました。新名寄市総合計

画は、平成１８年６月以降１００人の策定審議会

委員のお力をいただき、平成１９年２月の臨時市

議会において基本構想が承認、可決されました。

計画期間は、平成１９年度から平成２８年度まで

とし、その構成は基本構想、基本計画、実施計画

から成っております。地方自治法では、基本構想

を定めることを明記していますが、その他につい

ては市町村の裁量によるものと解しております。

本市におきましては、まちづくりの行動指針とし

て計画がより明確となり、具体的となるよう基本

構想とあわせて基本計画、実施計画を定めており

ます。また、実施計画のうち前期５カ年の個別事

業について市民要望や実施熟度が高いことに加え、

財政的な裏づけにも配慮して計画を着実に推進す

るために策定をしております。ローリングにつき

ましては、毎年予算編成の前段に新年度以降３カ

年事業について緊急性、進捗状況等の点検、見直

しを行い、年度ごとの安定した予算編成に努めて

いるところであります。なお、平成１９年度は総

合計画スタートの年でありましたので、予算編成

での調整といたしました。これからの総合計画の

構成は、従来の手法にこだわらず策定すべきとい

う点では、北海道の総合計画策定では全国を上回
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るスピードでの人口減少、グローバル化、環境問

題、エネルギーの逼迫、財政の危機など歴史的な

転換期ととらえて基本構想附属資料の分野別計画

のみとして具体の実施事業は示さないとしており

ます。本市におきましても、今後の総合計画策定

では時代の変化に柔軟に対応してこうした手法に

ついても検討していく必要があると考えておりま

す。

次に、新総合計画の実施計画推進と予算編成に

ついてもお尋ねがありました。まず、事業担当部

局は個別事業実施計画台者を作成し、事業の点検、

修正や事前評価と優先順位の決定を行った上で企

画と財政部局へ提出をします。次に、市長ローリ

ングにおいて各部局のヒ分リングを行い、総合計

画と中期財政計画との調整を図り、３カ年を単位

とする実施計画の原案を作成いたします。次に、

総合計画庁内推進委員会で原案の協議をして実施

計画を決定し、企画部局が取りまとめて事業担当

部局へ通知をいたします。事業担当部局は、実施

計画に基づき予算要求を行い、予算編成をするこ

とになります。このように総合計画と財政計画に

基づいて行政運営を行いますので、企画と財政部

局が一体となって取り組んでいるところでありま

す。また、総合計画に登載されていない新たな事

業の取り組みについてもお尋ねをいただきました。

これらにつきましては、ローリング、あるいは総

合計画推進委員会の中で議論されるべきものと考

えております。

次に、事務事業の評価についてもお尋ねをいた

だきました。合併前の名寄市では、平成１５年度

から平成１７年度までの３カ年において事務事業

評価システムを導入し、総合計画の登載事業と補

助金を含めた主要事業で合計２４１件の事務事業

評価を実施をいたしました。また、平成１７年度

は庁内の内部評価に加え、総合計画等推進市民委

員会の皆さんに市民の視点からの客観的な評価検

証と助言や提言をいただくために初めての外部評

価を実施いたしました。平成１７年度実施の事務

事業評価につきましては、合併準備における旧両

市町の事務事業の一元化協議の中で確認をし、新

市において見直しを行い、平成１８年度予算に反

映をしたところであります。新市における事務事

業評価は、スタートした総合計画に沿って実施を

していくこととしておりますが、１８年度の事業

につきましては基本的に評価対象といたします。

また、ローリング調整で変更になった事業を含め

て総合計画の進行状況は市民委員会への公表とあ

わせて広報紙、ポータルサイトで公表をしてまい

ります。

次に、改選によって市長がかわった場合におけ

る総合計画の見直しについてもお尋ねをいただき

ました。基本構想については、法の趣旨からして

変わることはないものと考えております。ただ、

実施計画につきましては、マニフェストあるいは

選挙公約等が市民の多くの支持を得るということ

になれば、当然変更もあり得ると考えているとこ

ろでございます。

次に、自治基本条例にかかわってお尋ねをいた

だきました。自治基本条例は、地方分権の時代に

あって自治体運営の基本的な仕組みを確立し、ま

ちづくりの主体である市民はもとより市や議会の

役割を明確にしながら、市民と協働して個性豊か

な活力ある地域社会の実現を目指すためのものと

考えております。取り組み状況でありますが、昨

年１１月に庁内での自治基本条例制定に向けての

準備や環境整備を図るため、係長や若手職員２０

名で検討委員会を設置し、研究を進めてまいりま

した。直近の状況では、全庁的な推進体制を図る

ために、１１月１９日に職員研修会の一環として、

職員を対象に名幌大学の浅野先生を講師に迎えて

「自治基本条例の意義」と題した講演と庁内検討

部会で検討してきた内容についての報告会を開催

し、意見交換をいたしました。また、１２月７日

には１７回にわたる庁内検討部会での検討結果に

ついて報告書により報告を受けたところでありま

す。この条例づくりにつきましては、条例の目指
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す方向、目的からも条例案の策定過程が大切であ

ると考えております。このためできるだけ多くの

市民がかかわり、幅広い論議を積み重ねて取り組

む必要があることから、市民の代表で組織する市

民懇話会の設置の準備を進めております。公募委

員と市内の有識者合わせて１５名で構成するもの

で、１２月の広報、ホームページで公募を募り、

１２月２１日で締め切りましたが、３名の応募が

ありました。今後市民懇話会による論議を中心と

して幅広い市民意見を募りながら、条例案策定に

努めてまいります。

次に、地域自治区創設に向けた取り組みについ

てもお尋ねをいただきました。１２月２６日から

開催された名寄地区でのまちづくり懇談会では、

市の人口様態の変化と財政状況をお話しする中で

これからの地域づくり、まちづくりをテーマにそ

れぞれの地域での活動、町内会の取り組み内容や

活動を進めるに当たっての課題、またその課題を

広域で取り組むことによって解決できないかとの

観点から意見交換をさせていただきました。そこ

では参加された市民の方と行政だけの意見交換で

はなくて、市民と市民、時には主催をする町内会

連合会の役員さんの意見も交えながら進めてこら

れました。合併協議における新市建設計画の中で

提起された地域自治区ではなく、あくまでも単位

町内会を核とした小学校区単位での町内会の連携

を切り口として市民の皆さんと一緒に考えていく

ことを基本に進めてまいりました。議論を始める

ためのたたき台をまとめるに当たりましては、町

内会自治活動交付金申請のときに提出いただく実

績報告書を参考に１つの小学校区域をサンプルに

町内会ごとの会員数や活動内容などを整理をし、

創設に向けた考え方としてことし１月の町内会長

交流研修会に臨んだところであります。交流研修

会でいただいたさまざまな意見を踏まえ、また議

会でいただいた多くの提言をもとに素案を練り、

６月から町内会役員会での説明会や町内会連合会

役員会とも機会あるごとに意見交換を行い、今回

のまちづくり懇談会で市民の声を聞かせていただ

きました。今後は、これまで重ねてきた町内会長

初め市民との意見交換による声をまとめて具体的

な展開を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、中心市〇経済部長（手間本 剛君）

街地活性化法認定申請に向けての取り組みについ

てお尋ねをいただきました、お答えを申し上げた

いと存じます。

名寄商工会議所の中心市街地活性化特別委員会

につきましては、８月から６回開催され、１１月

に結審いたしましたが、これまで会議所青年部、

商店街連合会、名寄市立大学生のレポートなどを

初め各調査での意見を参考にして主に複合交流施

設等の整備、まちなか居住の推進、商業の活性化

などをテーマに議論をされてまいりました。にぎ

わいの創出に有効な事業について活発な意見が出

され、また課題や問題点も出されており、今後予

定されている中心市街地活性化協議会に移行して

さらに多様で主体的な参画を得ながら活発な議論

を行う予定となっております。また、民間事業の

洗い出しも同時に進めることになります。なお、

認定申請は平成２０年度末を目指しておりますけ

れども、内閣府中心市街地活性化本部の事前相談

として北海道経済産業局や北海道開発局、あるい

は北海道などと幾度となく協議を重ねなければな

りません。内容の精査につきましてもきめ細かな

対応が求められますので、今後精力的な議論と事

務作業を進めたいというふうに考えております。

以上、お答え申し上げました。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。ちょっと順

不同にはなりますが、再質問させていただきたい

と思います。

まず、中心市街地活性化についてお聞きをいた

します。先ごろ、名寄商工会議所中心市街地活性
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化特別委員会の答申書を拝見いたしました。その

中で、委員会としての見解に触れている部分がご

ざいます。その中には、ちょっと読ませていただ

くと、中活計画に組み入れるべき事業が出せない、

あるいは実施責任を持たない事業立案も慎重にな

らざるを得ない、商店街自体も時点対応に追われ

て再生プランを出せない、こういった内容の商業

者として、あるいは委員会としてのある意味限界

に近いなと、限界の心情を吐露されているなと、

そういうふうに私は受けとめました。こうした経

過から見て、基本計画の中では民間活力がかなり

大きなウエートを占める部分がございます。そう

いった観点から、このまま準備会あるいは法定協

議会を設置していく中で民間活力の起爆剤となる

ような果たして打開策をお持ちなのかどうかお知

らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、基本的な行〇経済部長（手間本 剛君）

政の押さえといたしましては、総合計画の中に盛

り込まれております前期計画の中に盛り込まれて

いる幾つかの事業、複合交流施設整備事業でござ

います。この中にはバスターミナル、それから幾

つかございました。それらを中心にしながら、中

心市街地活性化計画の中に盛り込もうというのが

行政のスタンスでございます。それから、もう一

つは、商工会議所を中心としながら事業起こし、

事業家づくり、つまりこの事業に参画していただ

ける方々、こういった方々を広く皆さん方に募っ

ていただいて参加していただこうというのが１つ

の考え方でございます。それから、もう一つの考

え方は、市民参加を求めていこうと、いわゆるボ

ランティ分も含めて、それから緑化事業、美化事

業、そういったものを含めてこういったボランテ

ィ分事業、いわゆる住民のボランティ分事業等々

に、この事業参画に入ってもらおうというふうに、

大きく分けて３つというふうに受けとめておりま

す。まだ４つ目、５つ目と出てくるかもしれませ

んけれども、私どものほうは今の段階ではそうい

った仕組みだろうというふうに押さえています。

それで、特別委員会の答申は僕はまだ見ていな

いのですが、新聞紙上で見ている限りにおいては

今議員御指摘のとおりの報告がなされたというふ

うに受けとめさせていただいております。この計

画につきましては、その中活計画に盛り込まれる

事業がなければ必要がないですと、中心街活性化

事業を進める事業計画にマッチしませんというふ

うになると思われます。したがいまして、市のほ

うで持ち出す総合計画に基づく計画にそういった

事業化計画、事業計画を付加していかなければこ

の中心市街地活性化計画そのものが成立しないと

いいましょうか、承認されないというふうになろ

うかと思いますので、ぜひとも私どものほうはこ

れから商工会議所を中心に働きかけをしまして、

そして広く皆さん方に呼びかけをしていきますけ

れども、何とか事業に参加をしていただく、事業

化の計画に乗っていただくというようなことの働

きかけを、呼びかけをしていきたいというふうに

思っていますし、それから市民の方々にも広く呼

びかけをしていきたいと。その協議の機関は、多

分準備会になるのだろうと思います。法定協議会

は、まだずっと遅くになるのではないかというふ

うに私どもは受けとめておりますが、準備段階の

中でしっかりと議論をしていくことが前提となる

というふうに認識をしているところでございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

９月であったかなと思〇５番（大石健二議員）

うのですが、私は中心市街地活性化に伴う質問を

したのですが、そのとき市内の商業者による打ち

合わせに近いようなこういう組織ができて、その

中で練り上げていくみたいなお話があったかなと

思うのですが、そのとき非常にその構成されるメ

ンバーに一抹の不安を持っていたことを御記憶に

あろうかと思うのです。なかなか土地一つとって

も地権者と借地者の問題、あるいは借家している

方々の問題だとか、いろんな微妙なバランスのも

とで成り立っている中心市街地ですから、いろい
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ろ支障が出るだろうなという予見はございました。

そういった中で、メンバーにはぜひとも新規事業

を考えている方だとか、若い次代を担う経営者だ

とか、そういった方々の人選をできるだけ市とし

ても分ドバイスをしていただきたいというような

お話をしたのですが、なかなか土地に絡む、人に

絡む、いろんな面があって先ほど申し上げた特別

委員会の中身といいますか、限界の心情を吐露し

た中身になっているのだろうと思います。この後

また準備会という段階を経ていくようですけれど

も、果たしてこのままいって特別委員会の審議内

容と発展させていくような議論が煮詰まっていく

のかどうかという不安があります、まだ、正直申

し上げると。そのためには、話し合いを活性化さ

せる触媒といいますか、そういったものが何かな

ければ同じ轍を踏むだろうと思うのですが、いか

がでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員がお話しさ〇経済部長（手間本 剛君）

れる御心配の向き、全くそのとおりだというふう

に受けとめております。したがいまして、このま

まの状態ではやっぱり糸口が開けないだろうとい

うふうに思っておりますから、私どものほうの先

ほど申し上げました１１人会含めて、今そちらの

ほうで実は水面下といいましょうか、若い方々、

それから若手の事業主さん、そういった方々に呼

びかけをして、この準備会の前段になるか横にな

るかわかりませんけれども、そういった方々にお

集まりをいただいて何とか知恵を出して御相談を

できないかというふうなことで今相談をさせてい

ただいております。しかし、相手のいることです

から、それからどういった方々にということもあ

ろうかと思いますので、先ほど言いましたように

水面下なのですけれども、年前に、できれば議会

終わった後に早い段階で１回目のそういった寄り

合いをして御相談を、正直率直な話し合いを進め

たいというふうに思っているところです。そうい

った考え方、受けとめ方をして進めたいというふ

うなことを思っております。

以上、お答え申し上げました。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

部長のほうで今水面下〇５番（大石健二議員）

で同じ轍を踏まないための取り組みをしていると

いうことをお聞きいたしましたので、水面下で行

われているのですから、余り水上に出すと問題が

あるのかもしれませんから、この辺にとどめてお

きたいと思います。

次に、地域自治区について再質問をさせていた

だきたいと思います。２点ほどお願いをしたいな

というふうに考えていますが、最初にそちらのほ

うで質問したときの内容なのですが、準備ができ

た町内会ごとに順次地域自治区をスタートさせた

いというお答えであったなと思うのですが、その

前に本来であれば各個別の町内会の特性、個性を

やっぱりとらまえておく必要があっただろうと、

私はそう思います。ですから、この地域自治区を

実施する以前に個別町内会の特性、個性をとらま

える現況調査を行う必要があったのではないかと

いうふうにお聞きしたのですが、改めてこの点に

ついていかがでしょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

お答えをする前に、〇総務部長（中尾裕二君）

１つ、自治基本条例にかかわって市民懇話会の公

募の締め切りを１１月２１日と言うべきところを

１２月２１日と申し上げました。それから、もう

一つ、地域自治組織にかかわってまちづくり懇談

会の開催を１１月２６日と申し上げるところ、１

２月２６日と過って申し上げましたので、おわび

して訂正をさせていただきます。

地域自治区でなくて地域自治組織ということで

私のほうで９月の時点で御答弁申し上げたと記憶

しておりますけれども、各町内会の実情を十分調

べた上で計画を進めることのほうがよかったので

はないかという御指摘でありますが、従来はまち

づくり懇談会、３年に地域を１サイクルというこ

とで３つの地区に分けてしておりましたけれども、
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今回は町内会連合会さんにお願いをしてこれから

の地域づくりというお話をさせていただくという

ことで１０カ所で地域全体、皆さんに御出席をい

ただいてということで対応させていただきました。

その中で、特に各集まりの中でそれぞれの町内会

の役員さん等も出席をいただきまして、やはり大

きな町内会については単独ではいろんな活動がし

切れると、これだけ少子高齢化あるいは人口減少

になってくると一定の規模以下の町内会はやはり

単独での活動がなかなか難しくなっていると。特

に子供の関係では、交通安全対策とあわせてこの

ところの不審者対策ということも大きなテーマと

して地域でも受けとめておりますし、また防災の

関係でもなかなか町内会が連携しないと機能しな

いと、こうしたネットワークづくりはぜひ必要だ

という多くの意見をいただきまして、特に東地区

が今いろんな関係でそういう環境にございますの

で、できましたら早い時期にこうした防災の関係

であるとか、あるいは子供の見守りという幾つか

のテーマでぜひネットワークづくりといいますか、

町内会同士の連携を図っていきたいと、こういう

ふうに考えております。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私と、ちょっと質問と〇５番（大石健二議員）

答弁がかみ合っていないのかなと思うのですが、

個別の町内会の実態だとか、あるいは抱えている

問題、あるいは端的に言うと総会のやり方だのど

うのこうの、役員の年齢構成だのどうのこうのと、

そういった特性というか個性、それぞれ態様が町

内会によって違うと思うのです。こういう自治組

織を構成していく、どのように今後発展していく

かわかりませんが、少なくとも第１段階の組織づ

くりのときにはやはり個別の町内会の特性、個性、

態様をとらまえておく必要があっただろうと私は

思っているのです。そのために各町内会ごとの現

状を踏まえた現況調査を行う必要があったのでは

ないかというふうにお聞きしているのですが、い

かがですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問にあります各〇総務部長（中尾裕二君）

町内会の実態の把握が十分だったかどうかという

部分については、その向きもあったのではないか

というふうには率直に思っておりますけれども、

ただ今回の取り組みを進めるに当たってそれぞれ

四十数回、各町内会、単位ごとの町内会の役員会

等に出向きまして実情も伺っていると、そうした

ことで一定の把握ができたと、そういうことでの

進め方をしたということで御理解をいただければ

と思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

準備ができた町内会単〇５番（大石健二議員）

位、あるいは組織が水面下で進められているのか

もしれませんが、今後五月雨式にそうしたコミュ

ニティーづくりが進められていくのもいいのです

けれども、前回第３回定例会でもお聞きしたとき

に６つぐらいの課題がある、町内会あるいは市民

と名寄市の間でいささかの意識の隔たりがあるの

だということを答弁されていたように思うのです

が、これらがすべて埋められたとは私も思ってお

りませんし、幾つかは埋められているのかもしれ

ませんけれども、こうした状態の中で１、２の３

で五月雨式にＡ地区のどこそこというような組織

づくり、あるいはスタートをさせる、自治組織を

スタートさせる、いいのかもしれませんが、ただ

同じような組織をスタートさせようとして思いと

どまったという町もあるようです。市もあるよう

です。そういったところを見てみますと、一様に

５並みをそろえてスタートさせたほうがいいのか、

準備ができたところからスタートさせてモデル地

区として見ていくのがいいのか、ちょっとその辺

が私もジャッジできないところなのですけれども、

ただまだ準備段階が十分に、ウオーミング分ップ

が十分になされているように思えない。ここはひ

とつ、有名な分ルピニストというのが言った格言

があります。登山家です。山頂の天候が思わしく
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なければ、登山を見合わせる判断も必要なのだよ

と、撤退をすることも必要なのだよと、そういっ

た言葉あるいは格言を吐かれている分ルピニスト

もいるというところで、何が何でも来年からとい

うように焦ることなく、性急に事を進めるのでは

なくて、一たん山すそでビバークしてもう一度入

念な準備をしながら天候回復を待って再チャレン

ジするのも有効な手だてなのかなというふうに考

えるのですが、いかがですか。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

地域自治区、地域自治〇副市長（今 尚文君）

組織といいますか、いずれにしても町内会の活動

を基本にして広域的な活動をしていく組織という

つくり方をしていこうということで話し合いをさ

せていただきました。何度か町内会の役員の皆さ

んや、あるいは先般まちづくり懇談会でいろんな

悩みもお聞きしまして、ある意味では町内会の活

動の実態や悩みなども把握をしながら、できれば

本当に一斉にスタートが一番私はいいと思ってお

ります。小学校の校区単位で１つの組織をつくっ

ていって、何をやるかというのはいろんなテーマ

がありますけれども、一番市内は一斉にスタート

させたほうがいいというふうに判断をしていると

ころでございます。

そこで、今までの町内会に出向いてお話をした

ことと、それから今回のまちづくりとあわせまし

て、１月に入りまして、たしか１月２０日ごろだ

と思いますけれども、町内会長さんの研修会を予

定しております。そこに案を出すということにな

っているのであります。今回の話の中でも随分出

ましたけれども、改めて町内会の役員の皆さんと

意見交換をした際に、６つほどの問題を整理しな

ければならない点もありますから、その整理とあ

わせて今回のまちづくり懇談会に出された意見を

うまく組み合わせて、では今なら、こういう状況

なら校区単位の組織ができるのでないだろうかと、

こういう素案を改めて提示したいと。そこでもし

全体的にこの案でよしということであれば、合意

をいただいて、その先発隊と、それから何年かお

くれてというところが出るかもしれません。私た

ちは、一点突破主義をねらって、まず１つ成功さ

せて、それから広めていこうという気持ちはござ

いません。全体の合意をまずつくって、できると

ころはやっていくという方式もあり得ると。でき

れば全部そろってやっていただきたいということ

ですから、全体の合意がないままに先行部隊をつ

くっていくことについては、これは御質問の中に

話があったとおり、登山に例えられましたけれど

も、ビバークの仕方が意思統一ができていないと

いうことになりますから、ビバークするときはし

っかりビバークするような意思統一をしていくと。

そして、その上で、ではできるところはやってい

こうかという選択にするのか、あるいは一斉にや

れるような状況が何なのだという議論をして進ん

でいきたいというふうに思っていますので、１月

以降の町内会長の研修会、それ以降の町内会の会

議、そしてお話がありました、何よりも町内会を

全部崩すということでございませんけれども、町

内会同士の連携が大切ですから、各町内会の総会、

ここなんかも非常に大きなポイントになるなとい

うふうに考えておりますので、そこら辺を町内会

連合会と打ち合わせをしながら進めていきたいと

いうふうに思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

残りが１６分になって〇５番（大石健二議員）

しまいましたが、では急いで御質問させていただ

きます。

自治基本条例の中で予算編成についてお伺いし

た点について、先ほど個別台者を各原課から上が

ってきたものを企画と財政に上げてというお話が

ございました。総合計画の中で……これは総計の

あっちのほうでしたね、申しわけありません。自

治基本条例のほうでは、３名の方の応募があった

ということでしたね。３名は、５名に２名５りな

いということですが、２次募集を行う必要性はな

いですか。



－74－

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

一定の期間を設けま〇総務部長（中尾裕二君）

して公募をさせていただきましたので、これが今

の時点でいただいたすべてかなというふうに判断

しておりまして、あとは有識者の中で選考してい

きたいと考えております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、最後の総計〇５番（大石健二議員）

のほうに再質問をさせていただきます。

計画の構成と期間ということでお伺いをしたの

ですが、名寄市の総計、お話にありましたように、

基本構想、基本計画、実施計画、このうち基本計

画と実施計画は非常にリンクしているという部分

です。この部分が総合計画書の最初のページの３、

４ページぐらいに図で出ているのですが、基本計

画と実施計画、これについての必要性が私は余り

感じられなかったということで、私考えたのは基

本計画の前期の部分、前期５カ年のところに実施

計画、これは実行するという意味合いのニュ分ン

スを含めた実施計画、残りの５年を、後期５カ年

をやりたい、やっていかなければならないという

展望に近いものを載せていく構成でやれば、今の

ように基本構想、基本計画、実施計画という、こ

ういう３階建ては必要ないだろうと。物の本によ

りますと、いやいや２階建てでなくても１階建て

で十分なのだという、そういう諸説がいろいろあ

るのですが、とりあえずは名寄市の場合の基本計

画と実施計画、図をお帰りになってごらんになっ

ていただければわかるように、余り意味を持って

いないように思う。だから、すぐ変えろというこ

とにはならない、もうスタートしていることです

から。毎回総計をつくるときに判で押したように

この３層構造の計画構成であったということを十

分に踏まえながら、次期の総計では対応していた

だければと思います。

あと、期間の問題で、この１０年間の間に２回

にわたって市長選挙が予定されています。２２年

と２６年にそれぞれ市長選挙が行われるのだろう

と思うのですが、今後の市長選挙では、わかりま

せん。私も予測で物を言っていますので、何とも

言えませんが、今後の市長選挙、首長選挙では財

政、あるいは実施の部課まで、係まで書き込んだ

ようなマニュ分ルを制作して、私としては市長選

で勝てばこういったものを政策として実施をして

まいりますというようなローカルマニフェスト、

首長選挙が実施されるだろうというときに、この

期間を見ていきますと非常に整合性がない、市長

選挙と実施計画と実施計画の前期、後期にそれぞ

れ非常にふぐあいが生じるように思えてなりませ

ん。この点についていかがですか。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

総合計画は、先ほど１〇副市長（今 尚文君）

番目の質問でありました自治法に基づいているの

でありますけれども、基本的には首長が私の公約

だから、あるいは私の政策だからということで首

長の任期期間中に権限を利用してやると、そのこ

とが結果的に例えば財政の問題で後年度負担が多

くなってしまう、こういうようなことになっては

いかぬと、計画的な行政をしなければならないと

いうことで計画をつくるということで自治法にう

たわれているということなのであります。したが

って、当市の財政計画とリンクをするのでありま

すけれども、首長選挙で当選をした首長さんが持

っておられる政策、これはやはりそのときに決め

られている総合計画の中でどう任期についている

期間中に生かしていくかということになってくる

のではないかというふうに思っております。した

がって、基本構想そのものがどうしても受け入れ

られないということであれば、議会での議決をし

直さなければなりませんけれども、基本構想その

ものがところによっては３つに分けているところ

もありますし、８つに分けているところもありま

すし、いろんな分野ごとでやっているところもあ

ります。そのことの中で自分の政策を生かし切れ

ないということになると、もう一度やはり基本構

想の一部変更になるか、全部的な変更になるかと
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いうことになってくるのではないかと思いますけ

れども、やや今までの各地域の例を見ますと、基

本構想はそのまま生かし切っていて実施の段階で

自分の政策を生かしていくという手法をとってい

るというふうに思っています。

なお、首長の考え方でありますけれども、知事

で総合計画こそ地域を疲弊させている計画だとい

うふうに言い切っている知事さんもいます。これ

は、時の首長のリーダーシップと、それから財政

ぐあいを見てやっぱり市民の皆さん、住民の皆さ

んの要望に当てはまるような行政をやればいいの

だと、こう言っている首長さんもいらっしゃいま

す、知事さんで。私は、少し違和感を感じており

ますけれども、いずれにしても大石議員心配され

ているように、総合計画期間内で首長がかわって、

その当選した首長の政策はどういうふうに生かす

ことができるのだろうかと、全くだめなのだろう

かということの議論だと思いますけれども、私が

言いましたように手続的にも十分にそれを生かし

切ることができるというふうに思っているところ

でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

事務事業評価について〇５番（大石健二議員）

お聞きをしていきたいのですが、私もちょっと聞

き漏らしたのですが、１８年度の内部評価、外部

評価というのは行われたのですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１８年度実施事業に〇総務部長（中尾裕二君）

ついては、これから評価をしていくということで

ありまして、これからであります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

これからですか。もう〇５番（大石健二議員）

新たな２０年度を迎えようとしているのですが、

１８年度はこれから評価をするのですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

総合計画の推進市民〇総務部長（中尾裕二君）

委員会が今回付託されておりまして、３月議会で

恐らく判断が出ると、それから委員を選出をして

いくということでありますので、その委員でもっ

て評価をしていくということでありますから、こ

れからということで御理解をいただきたいと思い

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

その部分は、また近く〇５番（大石健二議員）

なったら行われるのだろうと思いますが、続いて

総計の中で予算編成についてお伺いしたいなと思

うのですが、予算要求が原課から上がってきたも

のを個別台者として企画財政に提出していく、企

画財政と一体になって云々というふうにおっしゃ

られたようなのですが、これからの事務事業とい

うのは何においても十分福祉にかかわる分野がか

なり多いだろうと私は思うのですが、ぜひとも企

画と財政だけではなしに、ここはひとついろんな

事業、全部、すべてとは言いませんが、そのほと

んどがやっぱり福祉にかかわる部分が多いだろう

というふうに思うのですが、ひとつここは企画財

政、生活福祉というふうに、生活福祉の観点から

も査定というのでしょうか、第１次チェックとい

うのでしょうか、よくわかりませんが、行う必要

があるというふうに考えるのですが、いかがです

か。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの質問で私勘〇総務部長（中尾裕二君）

違いをしておりまして、派遣条例について付託を

いただいたということで、今回の部分につきまし

ては既に委員会で審議をいただいて本会議で議決

をいただきましたので、公募をかけまして１月中

には立ち上げていきたいということですので、そ

れからの作業ということで御理解をいただきたい

と思います。

それから、総合計画につきましては、総合計画

を練り上げていくといいますか、まとめ役が企画

ということでありまして、しかし計画は財源の裏

づけがないと実施できないということで財政も加

わりまして、ローリングにしましても市長の予算

査定にしましてもそれぞれが企画も入り、財政も



－76－

入りということで対応させていただいております。

御質問の件でありますけれども、確かに生活福

祉部、これから少子化対策であるとか高齢化対策

であるとか福祉施策のニーズが一層高まることが

予想されますが、社会福祉関係につきましては他

の部局と同様にローリング等の中でしっかりと協

議をして、十分な論議をする中で政策決定をして

いきたいというふうに考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回質問に当たりまし〇５番（大石健二議員）

て随分関係図書あるいは資料だとか御提供いただ

いたのですが、その中で非常に気になる今でも印

象に残っている言葉があるのです。総合計画は、

役所の作文、ローカルマニフェストは絵そらごと

という、そういうような総計にかかわる書籍を３

冊だけ読ませていただいた中で、いろいろ表現は

違ってもこういった表現が結構、基本構想のレト

リックというか、修辞、美辞麗句というか、そう

いった内容は決して、さまざまな計画が明文化さ

れる以前に役所のほうで下書きをするのだみたい

な内容について触れている本を読んでいて、私も

何度か人に聞いたり会ったりして、あるいは読み

進むうちに名寄市の総合計画を眺めていく中で、

何度か申し上げたように３層立て、あるいは計画

期間と今後行われるであろう２回に及ぶ市長選挙、

そういったものを兼ね合わせていくとあながちむ

ちゃくちゃな乱暴な言い方ではないなというふう

な印象を持ちました。大変失礼な言い回しで恐縮

なのですけれども、先ほど申し上げた総合計画は

役所の作文、ローカルマニフェストは絵そらごと

というような大変失礼な言い回しなのですが、今

副市長どのようにお聞きになりましたか。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

市の業務、あるいは関〇副市長（今 尚文君）

係する団体や機関で出される計画あるいは方針な

どについては、いろんな角度から批判が出たり、

あるいは賛辞が出たり、両方だと思っています。

やはりこれでいいよという人もいれば、それはお

っしゃったような表現をなさる人もいると、いろ

んな角度からそういう評価をされるなというふう

に思っておりまして、いろんな角度から評価、批

判をいただいたことがまた１つステップとなって

次のいいものをつくっていくのだなというふうに

私は判断をしておりますけれども、一面的に総合

計画は役所の作文ですよと、あるいはローカルマ

ニフェストは絵そらごとですよと、これはある意

味皮肉を込めて言っているだけで、問題はどう実

行していくかという、実施をするところにどうい

うふうな手だてをしていくのかと、このことをき

ちんとやってみせるか、あるいはやる前にきちん

と明示するか、こういうことがあれば、求めてい

ることなのだなと、こういうふうに今お聞きしま

して感じました。したがいまして、総合計画は皆

さんの手でつくっていただいて、確かに文章は意

見を聞いて役所の職員がまとめて再度これでどう

でしょうかと、こういう表現は直したほうがいい

ですねというふうなことでやりとりをしながら決

めるのでありますけれども、問題はどんな表現を

してもいろんな批判なんかありますけれども、繰

り返しになりますが、どう実行していく段取りを

つけていくか、あるいは実行していくための展望

を出し切れるかと、このことが非常に大事だとい

うふうに、今回の大石議員の引用文でありますけ

れども、聞きまして、感じたところでございます。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５１分

再開 午後 ３時０２分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

環境保全と創造について外２件を、佐々木寿議

員。

議長より御指名をい〇６番（佐々木 寿議員）
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ただきましたので、通告順に従い質問してまいり

ます。

平成１９年も残すところ半月余りとなりました。

現在国会は、重要案件が防衛省関連問題でなかな

か進展を見出せない状況にあるわけであります。

私も自衛隊ＯＢとしてこの厳しい局面に立たされ

ている防衛関係者でありますが、とりわけ日夜淡

々と訓練に励んでいる名寄駐屯地の隊員の胸のう

ちを察するに胸が熱くなります。自衛隊協力会長

であります島市長さんも私と同じ気持ちでおられ

るものと御推察申し上げ、質問に入らせていただ

きます。

第１点目の環境保全と創造についてでございま

すが、初めに地球温暖化対策についてお尋ねいた

します。００議定書後の地球温暖化対策を話し合

う国連気候変動枠組み条約締約国会議ＣＯＰ１３

が１２月３日からインドネシ分のバリ島で開催さ

れ、１４日の最終日に向けて詰めの段階に入って

おります。冒頭オーストラリ分は石炭などのエネ

ルギー輸出に頼っており、前ハワード首相は発展

途上国に削減義務のない議定書の比準で産業と雇

用を奪われるなどと拒否しておりましたけれども、

ラッド新首相は地球温暖化防止のための００議定

書を批准する文書に署名いたしました。このよう

にこの地球温暖化対策は、国際社会においては今

後避けて通ることのできない重要な問題となって

おります。

今この地球の平体温度がこの１００年の間に

６度Ｃ上昇し、北極周辺では約５度Ｃも上昇し、

日本は約１度Ｃ上昇いたしました。この異常は過

去にないことで、自然現象ではとても説明ができ

ないということでありまして、これは人間が原因

をつくっている可能性が高いと科学者は指摘して

おります。なぜ上昇するのかというと、地球を取

り巻く大気中の濃度が急激に増加し、これに伴い

地球の温度を上昇させるということであります。

この大気、すなわち温室効果ガスの中でも二酸化

炭素が地球温暖化に最も大きな影響を及ぼしてい

るのは御承知のとおりでありますが、日本におい

て排出される温室ガスの９割以上が二酸化炭素で

あるということであります。二酸化炭素は、化石

燃料を燃やすことによって大きなエネルギーを得

るわけでありますが、反面大量に大気中に排出す

るわけであります。森林や海によって吸収されま

すが、車社会にいる私たち人間は排出も大きいわ

けでありますから、二酸化炭素削減に努力する義

務もあるべきだと考えます。来年は、洞爺湖で日

本が議長となって取り組むわけでありますから、

道民として、市民として地球温暖化対策に真剣に

取り組むべきだと考えます。

そこで、身近に防止対策ができないものか、私

たちで参画できるものはないものかということで

ありますが、暮らしの中で省エネをすることによ

って達成できるものがあります。これは、経済効

果があり、健康的なもので、家庭でできる取り組

み１０項目というものがあります。ちょっと御紹

介いたしますが、冷房の温度を１度高くして暖房

の温度を１度低く設定することによって年間３３

キロの二酸化炭素削減と約 ８００円のキ約にな

ると、あるいは週に２日往復８キロの車の運転を

やめると年間約１４８キログラム二酸化炭素の削

減と約 ９００円のキ約になるということであり

ます。１０項目ありますが、それは再質問で御説

明いたしますが、このようにちょっとの心がけで

達成できることばかりです。今までもったいない、

無駄なことをやり続けてきたのではないかと思う

わけであります。これは、行政として早急に市民

に協力をいただく働きかけをするべきと考えます

が、御意見を伺いたいと思います。

また、別の観点から光害対策のあわせて見解を

お伺いいたします。環境省が平成１０年に屋外照

明の適正化等により良好な光環境の形成を図り、

地球温暖化防止に資することを目的に光害対策ガ

イドラインを策定しております。名寄市では、平

成２１年度に完成予定の道立公園内に新天文台が

建設されることとなっております。夜空の明るさ
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が増大することで天体観測等への障害となるとい

うことであります。また、照明の不適切、または

過剰な使用によるまぶしさといった不快感、交通

信号等の重要情報の認知力の低下、野生植物や農

作物等への悪影響を及ぼすということであります

ので、光害対策意識高揚施策等について御見解を

伺います。

次に、名寄市環境条例及び計画（仮称）の策定

についてお尋ねいたします。近年の環境問題は、

従来の産業公害にかわり自動車の利用の増大によ

る交通公害、消費者活動やライフスタイルの変化

に起因する廃棄物の増加や生活排水による河川、

海の水質汚濁など０市型、生活型の問題の比重が

大きくなってまいりました。それに加えて、オゾ

ン層の破壊や前述いたしました地球温暖化問題な

ど、地球環境問題も国際的に重要な問題として活

発に論議されているところであります。

先般私は、三重県松阪市を視察した際に環境問

題について学ばせていただきました。その中で環

境に関する条例の策定に当たっては、最初に本当

に重視すべきことを話していただきました。環境

問題は、通常の経済活動に起因する環境の負荷が

集積して発生する問題であり、産業公害における

排出規制などの規制措置では解決することが難し

いということであります。なぜなら、高度成長期

の産業問題を質の問題とするならば、現代のよう

な社会経済の構造に起因する環境問題は量的な問

題であるということであります。したがって、新

しい環境政策は質的な問題から量的な問題に対象

範囲を変化させて、このような構造的環境問題を

解決する上で自治体に求められる役割は住民一人

一人に対する量の管理をいかにするかということ

であります。しかし、現実問題として課題もある

と言っております。例えば生活排水による水質悪

化を改善し、海や川の水をきれいにする、この施

策に異論を唱える人はまずいないわけであります

が、そのために下水道の接続や合併浄化槽の設置

というような具体的な事業となると、個人の利益

と公共の利益をてんびんにかけると異口同音では

ないという状況が生じてしまうということがあり

ます。いわゆる総論賛成、各論反対、または総論

反対、各論反対という、総論と各論との一致を前

提とした責任ある公共的論議を経た合意形成プロ

セスが必要であり、そのことが住民との真のコラ

ボレーションをつくり上げる絶対的条件であると

言っております。

そこで、今後の環境に関する名寄市環境条例

（仮称）の制定並びに計画についての見解をお尋

ねいたします。近年では環境条例を定め、環境を

基本とした施策を実施しようとする自治体は確実

にふえ続けております。名寄市は、過去に環境に

関する条例は存在しておりませんので、ぜひ誠意

ある検討を期待するものであります。

第２点目の協働のまちづくり推進策についてお

尋ねいたします。初めに、名寄市まちづくり懇談

会についてお伺いいたします。先月２６日からま

ちづくりの懇談会が再開中でありますが、名寄地

区は終総したと思いますので、これまでの中で将

来の主役である学校区での開催が過去の公共施設

を利用した場合と違いがあったのかなかったのか、

また現在までの主な意見、提言、質問、要望内容

についてお知らせいただきたいと思います。それ

に対して行政として今後どのような取り組みをす

るのか、お知らせいただきたいと思います。

先般の大石議員からもあったところで重複して

いる部分もあると思いますが、お知らせいただき

たいと思います。

次に、行政広報についてお伺いいたします。協

働のまちづくりを進めるに当たって、まちづくり

は住民が住むまちをどのようにしていくかが目的

であります。当然主体は住民でありますが、しか

し住民が主役だからってまちづくりのノウハウは

わからないわけであります。そこで、これを補完

できるのが行政広報だと思っております。地域住

民の参加と協働を実現するための必須の実践概念

であると思われます。地域のことは、自分たちの
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手でよくしていかなければならないという住民の

自立心をどう醸成していくかがまちづくりを推進

するために重要な課題だと認識しております。こ

のような主体的な住民を育成するためには、地域

の課題に対する的確な判断を可能とするような住

民への行政情報を提供し、それに基づいて住民同

士、あるいは行政と住民との徹底的な議論を通し

て地域政策を決定していく、実績を地道に積み上

げていくということが重要であると考えます。さ

きのまちづくり懇談会の開催も同様でありますが、

広報広聴の観点から行政広報のあり方がまちづく

りに欠かせないものであります。定期的なものに

なっていたり、紙質にこだわったり、体裁の格好

よさにこだわったりせず、市民に真実でわかりや

すく早く知らせるべきだと考えます。したがって、

平易に時宜に応じて安価なものでよいと思われま

す。また、予算が５りなければ補正も考慮すべき

だと考えます。それで住民と行政が行政情報等に

関して共有できるのであれば、行政広報の目的が

達成できると思われます。また、配布されている

広報紙があらゆる分野のものが一度に来るため、

何が重要なのか、何を知らせたいのか、聞きたい

のか、活字ばかりで市民にも浸透していないので

はないかと考えております。また、民間広告をで

きる限り進めて広告料を徴収して少しでも広報予

算に反映すべきだと考えます。そこで、広報の取

り組み方について御見解をお伺いいたしたいと思

います。

次に、コミュニティーバスについてお尋ねいた

します。市内の循環バスの中で旧風連町側のバス

の循環経路は、将来の道の駅、あるいは風連市街

地を通る経路に拡大すべきだと考えます。それに

よって旧風連町と旧名寄市との交流となる５を確

保して、より一層のまちづくりに貢献できるもの

と思われます。

また、公用車の活用についてでありますが、現

状は風連庁舎と名寄庁舎と離れているため、会議、

打ち合わせ等に支障があると思われます。私有車

での行き来をやむなくしているのではないかと考

えます。そこで、公用車の定期便を運行すること

によって解消されると思いますので、御見解を伺

いたいと思います。

３点目に、福祉灯油制度でございますが、本日

冒頭に市長さんから御説明ございましたので、こ

の質問は割愛させていただきます。

以上でこの場からの質問を終わります。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

木議員から大きな項目２点について質問がありま

した。１点目は私から、２点目は総務部長からの

答弁となります。３点目は、省略をさせていただ

きます。よろしくお願いします。

地球温暖化対策につきましては、２００５年２

月発効の００議定書によりまして２００８年から

２０１２年の間に温室効果ガスの６％の削減が求

められることになりました。本市におきましても

ごみの分別収集の強化や減量化対策を初め、公用

車の購入にはハイブリッドカーの導入、休憩時間

における電気の消灯、コンピューターの電源のシ

ャットダウン等を行い、エネルギー消費のキ減に

努めてまいりました。本庁舎を含む主な公共施設

において２００５年度以降車両や暖房に使う燃料

のほか電気、ガス等の消費量調査を実施しており、

地球温暖化防止対策ニュースとして広報で公表を

行っています。１６年から１８年までの３カ年間

の調査の結果では、燃料、電気、ガス等の使用料

が減少しており、二酸化炭素排出量ベースで１８

年度と１７年度を比較しますと約 ７％の削減が

できたことになります。今までは行政の取り組み

が中心で、今後は個々の家庭や事業所における具

体的な削減対策をどのように実行していくかが急

がれる課題であると考えております。策定がおく

れておりました地球温暖化対策実行計画は、年度

内をめどに策定し、自家用車の利用及び分イドリ

ングの抑制、ノーマイカーデーの実施を検討し、

日常の買い物の際にはマイバッグの使用をお願い
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するなど、温室効果ガス削減や資源のキ約に対す

る市民及び事業者への周知等実施に努めてまいり

たいと考えています。

光害対策につきましても、大型店の開店に伴い

天文台の観測障害等が生じることがないように、

既に教育委員会を通じまして申し入れを行ってお

ります。国が定めた光害ガイドラインに基づき広

告物を設置する際の周知の徹底を行うと同時に、

会社や各家庭における屋外照明の改善をお願いす

る等の対策を検討してまいりたいと存じます。

名寄市環境基本条例及び基本計画の策定につい

てお答えします。国は、平成５年に環境基本法の

制定並びに翌６年に環境基本計画を策定し、地球

の温暖化、オゾン層の破壊、森林の荒廃と砂漠化

などに対応すべく地球環境保全の新しい視点に立

った対策が求められることになりました。また、

本道におきましては平成８年に環境基本条例が制

定され、全道３５市のうち１８市が現在までに制

定を終えています。本市におきましても道内市部

の環境基本条例の制定と状況調査を行い、内部検

討を進めてまいりました。その内容は、基本計画

策定期間に２ないし３年、条例制定期間を含める

と３ないし４年かかり、費用は ０００積円ない

し ０００積円、配置職員は専従で２ないし３名

が必要で、策定後もさらに進行管理に人的配置が

必要というものでした。平成１４年には、富良野

市を担当したコンサル会社から具体的な企画の提

案がありました。基本条例の制定から基本計画の

策定まで４年、費用は ０００積円、国の環境基

本計画事業補助金は初年度に２分の１の補助が出

る、策定に係る人員は専従職員で２ないし３名、

計画の推進、実施状況の評価、計画の見直しなど

進行管理に専従職員２名という厳しい内容で、財

源確保の課題が残りました。その後旧風連町との

合併協議が始まり、平成１８年度に策定した新名

寄市総合計画では当面環境保護の規制については

北海道環境基本条例及び基本計画の基準を超える

市独自の規制が現時点では想定されないこと、他

の事業費の２分の１が補助される国の支援がなく

なり、他市の策定状況をさらに調査し、策定経費

の圧縮を検討すること、策定及び進行管理に要す

る人的配置は必要最小限とするよう検討を行うこ

と、また合併に伴う事務事業の一元化は計画的に

実施しても一定期間必要なこと、担当する生活環

境課は住民生活に直接影響する事業を多く抱えて

いること、これらを総合的に判断して後期計画に

登載されることになりました。条例の制定並びに

基本計画の策定につきましては、国の補助金がな

くなった現在、コンサルに委託をしないで、また

は必要最小限にとどめ、手づくりも視野に入れて

低コスト化を目指すための情報収集、研究を重ね

てまいりたいと思います。後期計画にこだわらず、

可能なものから取り組んでまいりたいとも考えて

おります。計画策定にはいましばらく時間をいた

だきますが、来年は北海道で環境サミットが開催

されることになっており、議員から提案のありま

した啓発、啓蒙活動の絶好の機会ととらえており

ますので、地球温暖化対策に寄９する具体的な行

動を市民とともに実践してまいりたいと考えてお

ります。

以上、私の答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、協働のま〇総務部長（中尾裕二君）

ちづくり推進策についてお答えをさせていただき

ます。

初めに、まちづくり懇談会にかかわってお尋ね

をいただきました。名寄地区では、名寄市町内会

連合会主催で１１月２６日の名寄小学校を皮切り

に市内５カ所の小学校と智恵文地区は多目的セン

ターで１２月６日までの９日間、１０回にわたり

まちづくり懇談会を開催いたしました。懇談会は、

地域住民の声を市政に反映させてまちづくりを進

めるものであります。町内会連合会主催のまちづ

くり懇談会は、これまで２０年余り地域の公共施

設を利用して続けてまいりましたが、今回は今ま

でとは趣を変え、地域や子供たちのつながりの現
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状と単位町内会を超えた少し広い範囲でのまちづ

くりの必要性について意見交換を行う目的で、各

小学校の協力をいただいて初めての試みとして校

舎を使用して懇談会を開催いたしました。名寄市

の少子化、高齢化の実態と市の財政状況を市側か

ら説明をし、これからの地域づくりの参考にする

ために町内会の悩みや取り組みについて住民の皆

さんと意見交換をしたところです。少子高齢化の

進行や個人重視の生活様式が広がる中、隣近所と

のつき合いが希薄になり、以前は当たり前に協力

し合えたことが協力しづらくなっている状況のも

とで、３世代交流や子供たちへの声かけ運動など

地域を活性させる取り組みの報告があり、また多

様化する課題の中には、子供の安全や防災につい

ては広域で取り組む必要性が出てきている状況に

ついても報告がありました。今後は地域の皆さん

の意見を踏まえ、安心して暮らせるネットワーク

をどう構築していけるか検討していきたいと考え

ております。また、地域からの要望、意見、質問

も多く出されました。あらかじめ出された事項に

ついては、建設水道部が３３件で、主なものでは

道路関係１５件、河川、排水関係６件、雪の関係

２件でありました。生活福祉部では１０件で、主

なものでは交通安全関係５件、高齢者関係２件で

ありました。ほかに経済部５件、総務部３件、教

育部１件、合わせて５２件あり、これらにつきま

してはあらかじめ文書で回答をさせていただきま

した。また、会場内でも多くの地域要望があり、

担当部長のほうから対応について説明をいたしま

したが、一部には現場の確認をしなければならな

いものや持ち帰って検討させてもらう事項なども

ありました。いずれにいたしましても、これら多

くの地域の皆さんの声を大切にし、行政に反映さ

せるまちづくりを進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、行政広報についてもお尋ねがありました。

市民と行政との協働によるまちづくりを進めるた

めに、情報の共有化が重要であります。具体的な

手法として、月１回発行の広報なよろを基本とし

てタイムリーな地域情報を伝えるために地元新聞

に名寄市広報欄を設け、さらにＦＭラジオ放送で

１日３回の情報提供を行っております。名寄市ポ

ータルサイトでは、担当部局からの情報提供を初

めとして伝言掲示板、行政相談、施設予約などの

メニューがあります。また、各種懇談会や施設見

学会、出前トークを充実するなど、市民の自主性

が醸成されるよう努めております。これらの情報

伝達手段のうち紙によるものは、広報なよろのほ

か議会だより、ボランティ分、町連、体協だより、

またイベント案内、各種お知らせなど、公共公益

にかかわるあらゆるものが全戸配布や回覧でもた

らされております。配布経費や町内会の配布の手

間を軽減するため、広報なよろと同時に提供する

ことでボリュームがあることも事実であります。

それぞれの情報提供主体者が市民に伝えたいとの

思いも御理解をいただき、必要な情報の取捨選択

をしていただきますようお願いをいたします。

また、回覧板のおくれの防止につきましては、

閲覧日の記入や留守宅の飛ばし、左右からの回覧

など、町内会の工夫が結果を出しているところも

ございますので、参考にしていただきますようお

願いをいたします。

次に、有料広告事業でありますが、新たな財源

を確保するとともに、幅広い生活情報の提供によ

って市民サービスの向上と地域経済の活性化を図

るために来年度から導入をいたします。当面は、

広報紙とホームページでの取り組みとなりますが、

可能な限りほかの媒体にも拡大していくよう努め

てまいります。

次に、コミュニティーバスについてお答えをさ

せていただきます。市内循環バスを風連地区まで

ー長するには、バス会社との協議が必要になりま

すが、現状での乗客数の見込みを考えますと、非

常に難しいと考えております。また、風連市街を

通り名寄市街に向かう路線バスは、道北バスの名

寄線、名士バスの風連御料線、下多寄線が運行さ
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れております。名士バスの路線につきましては、

現在国、道、市が助成しており、路線を変更する

には走行距離と乗客数の関係で赤字がさらに拡大

することが予想される場合には許可がおりないこ

とがあり、現状での運行経路を変更するには相当

の困難があると考えております。現在風連地区に

おいても各路線、停留所ごとの利用状況を調査し

ており、また高齢者など交通弱者を中心に分ンケ

ートを実施することも考えております。今後これ

らを整理をして、どのようにバス運行を改善すれ

ば利用者の利便性が図れるかを検討してまいりた

いと考えております。

次に、公用車の運行についてでありますが、現

在名寄庁舎及び風連庁舎での会議などでの移動の

際には公用車を使用しております。御指摘の私有

車での移動は、会議が遅い時間の場合にはそのま

ま帰宅できることから、使用する場合も一部あり

ますが、原則としては公用車を使用しております。

御提言いただきました公用車の定期便の運行につ

きましては、一定の公用車の台数が確保されてい

ることと待ち時間の問題などあることから、当面

は現行どおり各課の公用車での対応を続けていき

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇６番（佐々木 寿議員）

います。各私の質問に対して御答弁をいただきま

したので、再質問と要望を述べてまいりたいと思

います。

まず初めに、環境保全と創造についてでござい

ますけれども、先ほどの御答弁でこれからどんど

ん進めてまいるということなのですが、北海道の

経済産業局がやった道内での女性の分ンケートに

よりますと、やはり省エネとか地球温暖化という

ものは、このエネルギーには関心ありますよとい

う人は８割に達したということなのです。それか

ら、こういうものをではどういうふうにやって具

体的に取り組んでいくか、小学校、中学校から積

極的に取り組んでいったほうがいいのではないか

というのが７０％ぐらいいるということです。そ

こで、名寄市での環境問題について具体的な分ン

ケートというのはどのぐらいのものになっている

のかお知らせ願いたいと思います。

それと、今学校の問題が出ましたが、ドイツ、

この間の道新の新聞によりますと、学校で省エネ、

要するに環境問題も含めて勉強の一環として週２

日ぐらい取り組んでいるということなのですが、

そして省エネをやって、例えば部屋の暖房なり、

あるいは消費電力なり、いろいろそういう省エネ

を通じて経済が、例えば学校の予算を縮減してそ

の分を今度は学校で自由に使えるという取り組み

をやっているわけなのでありますが、日本の場合

はちょっとそういうものは難しいかと思いますが、

それにしても例えばせっかく削減した経済的な無

駄遣いをしないそういうものを何とか学校にまた

還元してやるとか、公共施設でもそういう無駄遣

いをしないで省エネをやって予算を縮小したとい

うことについて、何かそういう施策があれば、あ

るいはそういう取り組みについてちょっと考えを

聞きたいと思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

分ンケート調〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

査の関係については、私の記憶では今言ったよう

なものは実施していないというふうに考えていま

す。

それと、ドイツの省エネ教育の関係につきまし

ては新聞で私も見ました。それで、教育委員会の

ほうに確認しますと、総合学習等も使いまして環

境保全についての勉強はしていますということで

聞いております。

それと、温暖化対策を実施しますと燃料消費を

削減できるということで、経費のキ減も図れるこ

とは議員のおっしゃるとおりだと思っています。

それで、似通った例で、私が財政課長時代にイン

センティブ予算ということで、大きな０市であり

ますとそれぞれの部局に予算担当官がおりまして、
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そこで行革を推進するとそれの２分の１とか３分

の１を翌年度の予算で独自予算で上乗せをして行

政サービスを拡大するということをやった例があ

ります。それは、そういうことも流れでできない

かということでの議会での質問もあったようにち

ょっと記憶していますが、そのときの判断は名寄

のような小さな財政規模では必要な要求を原課か

ら上げてもらいまして、最終的には市長査定で張

りつけるのが精いっぱいな現状と、１９、２０に

つきましても４積円から５積円程度の財政調整基

金に依存しなければ予算編成ができないという現

状では、環境対策を進める面での一つの方策とは

理解できますが、現状で取り組むのは難しいかと

思っております。

以上です。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどのドイツの小〇６番（佐々木 寿議員）

学校のこともあれなのですけれども、環境問題に

ついては興味はあるものの、実際的にやるという

のはかなり難しいのではないかと。私もこの問題

に取り組んでから、いろんな自分でできることは

自分で意識することによってキ減できるわけなの

です。それで、これは先ほど御答弁いただきまし

たけれども、大人とか家族が本当に真剣になって

取り組まないとだめだと思うのです。したがって、

そういう環境教育というか、そういう普及のもの

というのは、今後真剣に考えるのであれば、しっ

かりとそういうようなものに取り組まなければい

けないと思うのですが、その辺の御見解をお願い

したいと思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員のおっし〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

ゃるとおり、国ができるのは高度な技術開発、そ

れから国家レベルで広範囲に業態の指導も含めて

大きな形で取り組む部分だと思います。それと比

べて行政と市民と、それから地元の事業者という

レベルでいいますと、行政は積極的に環境教育、

環境学習の啓発活動、ＰＲ活動を積極的にやって

量的な問題で住民の方に協力をしていただいて量

的削減を図るというのが重要なテーマだと考えて

います。それで、先ほど言いましたように、環境

基本条例及び環境基本計画についてはその辺を具

体的に盛り込んでどう展開していくかということ

を書かなければならないのですが、その分につい

ては先ほど後期計画の中でつくってまいりたいと

いうことでさばいているのですが、実際問題はで

きる分から取り組んでいきたいなと思っています。

それとあわせて、地球温暖化の実行計画につきま

しては、先ほど言いましたように、年度内に各審

議会等の委員からの意見も聞きまして早急に計画

をつくり上げていきたいと思っています。その結

果、住民、それから事業者の方に対する周知活動

についてはこれからは積極的に取り組んでいきた

いというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

環境問題は、市民と〇６番（佐々木 寿議員）

事業者も関係があると思うのです。したがいまし

て、市民、事業者、あるいは市と一体となって取

り組まないと、各部門だけ取り組んだのでは全然

だめだと思うのです。それで、今後基本条例のこ

ともありますけれども、早急に取り組まなければ

いけない問題がこれだと思うのです。これは、後

でも述べますけれども、広報とか何かの場合しっ

かりと市民のほうに教えてやって、それで意識が

ずっと伝わっていって、それがひいては名寄市の

温暖化対策ができるのではないかと、こういうふ

うに思うわけですけれども、先ほど私が言いまし

た１０項目、これは当面先に進めるべきだと。そ

れで、こういうような広報を、簡単な広報紙をき

ちっとつくって、そして渡すべきだと思いますけ

れども、どうですか。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員のほうか〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

ら具体的に１０項目の提案をいただいておりまし

て、まず行政から出てくる情報の最先端は広報だ

と思っておりますので、いろんな手法を通じまし
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て広報を活用したいと思っています。

それと、具体的に今動いている話につきまして

は、廃食用油につきましては地元の会社が機械を

導入しておりますので、１１月から１２月にかけ

まして各飲食店も含めて、廃食用油は投げればご

み、それは有価物として処分すればごみの減量化

に、処分というか有価物として買っていただけれ

ば処分費用がかからなくなって収入としてなるよ

と。それから、１２月の頭からはモデル町内会さ

んに入らせていただきまして、年度内３カ所から

５カ所ぐらい入り込みまして、顔と顔とを突き合

わせて、マイバッグを最後にモニターになってい

ただいて具体的に地球温暖化の対策にひいてはつ

ながって地球の環境保全に役立つのですというこ

ともお願いしまして、モデル町内会とも取り組ん

でおりますので、身近でできることは率先して直

接現場に入ることも視野に入れまして作業を進め

てまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、先ほどの光〇６番（佐々木 寿議員）

害についてですけれども、ポスフールさんにも天

斗夢視さんのほうからでも光のことについては要

望書を出しているみたいなのですけれども、これ

からまた新しいコープさっぽろとかいろいろ大型

店、あるいはパチンコ店とかが光を出す部分、ま

ちの中から光を出すことによってせっかく新しい

天文台が効果を発揮できないというような環境を

つくったのではぐあいが悪いと、こういうふうに

思いますので、しっかりとその辺のまちに対する

協力、特に大型店、あるいは中心市街地、そうい

う大きな建物、これに対する御協力のほどを行政

のほうで、何か考える施策がございませんか、御

見解についてお伺いしたいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど質問にありまし〇副市長（今 尚文君）

た光の害、これは特に天文台をこれから建設する

という、今の天文台もそうでありますけれども、

天文観測環境が日本で一番だと自負している名寄

市としては大切だということで、今回ポスフール

建設に当たりましてほかの要望事項もたくさん、

市としての要望事項もあるわけでありますけれど

も、光の関係だけ先行してポスフールさんに文書

で、先ほどお話がありました環境基準出ています

ので、これを守ってほしいということで出しまし

た。ちょうどまだ設計をしているという段階であ

りましたので、まだお返事いただいておりません

けれども、それらを含めて設計の中に生かしたい

と、こういうような話をいただいています。

なお、ポスフールだけではなくて、特にパチン

コ屋とか大きな建物の照明を上に向けているよう

なところ、こういったところの対応などもこれか

ら対応していかなければならないだろうと。ポス

フールに申し上げましたのは、とにかく天文台と、

さらにまた超新星を発見したというほどすばらし

い環境なのですと、こういうことは全然わかって

いただけませんでした。ただ、聞いて驚いていま

して、早速対策しますと、こういうお返事をいた

だいています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

環境問題について、〇６番（佐々木 寿議員）

この条例をつくるに当たって、名寄市では公害と

いう苦情等というのは余り聞いていないのですが、

苦情とかというのは過去に何かございましたです

か。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

苦情というよ〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

りは、最近新聞で出ました、ことしの６月、７月

ごろに出ましたボイラーの煤煙関係の調査の報告

の数値が改ざんされたとかという新聞が釧路方面

で出まして、それで製紙工場関係につきましては

全道一斉の調査が入りまして、地元のほうでは特

に問題なかったというふうに聞いています。

それからあと、河川のほうに石油等が漏えいし

てきて河川の水質汚濁につながったという部分が

ありまして、それはうちの環境衛生係と維持セン



－85－

ターと対応しまして、オイルフェンス等で処理を

させてもらった、そういう部分がちょっと環境に

対する苦情というか、問い合わせ等も含めてあっ

た情報というふうに理解しています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市は、すばらし〇６番（佐々木 寿議員）

い自然環境があるわけでございますので、ぜひこ

の条例を環境を保存等するためにしっかりとつく

っていただきたいと、いろんな皆さんの英知を結

集して取り組んでいただきたいと、このように要

望しておきます。

次に、協働のまちづくり推進策について御質問

してまいります。先ほどまちづくり懇談会のこと

について御説明をいただきました。こういうこと

を頻繁にやることによって市民が行政情報を共有

できるということに関しては、生の声を聞くと、

生の声を広報すると、そういうことでは大変重要

なものだと私は思っておりますので、今後とも何

か私も参加させていただきたいのですが、やっぱ

り集まりが悪いということでありますので、なる

べく集まっていただくような事前情報を町内会等

に働きかけてやっていただきたいと、このように

思います。

それから次に、行政広報でございますけれども、

先ほど御答弁いただきました。私は、今までのや

っている名寄市の行政の広報のあり方というのが

別に悪いということではございません。さらによ

くするためにどういうふうにしたらいいのかなと

いうことで、私も広報は本当に先ほど申し上げた

とおり、その行政の情報がこの広報の神髄と同じ

で正確に早く、それから余り偏りのない、そうい

うものでないとだめだと思っております。先ほど

御答弁いただいたとおりでございますけれども、

まず行政広報というのは基本的な４項目というの

が、分イドマという法則があるのだそうですけれ

ども、これは分イドマ、要するにＡＩＤＭＡです。

これは、広報においてよく言われる概念だという

ことであります。つまり広報は相手である受け手

が注意、分テンションを引き、興味、インタレス

トを抱き、欲求、デザイ分を起こさせ、記憶、メ

モリーされ、そして行動を起こしてもらうことを

目的とするということであります。この分イドマ

の法則を徹底して今までやってきていただいたと

思っております。ただし、これはただお知らせ型

だけではだめだと思うのです。これは、今言った

とおりに相手に興味を引かせて疑問を持たせて相

手の意見を引き出すような広報でないとだめだと

私も思っています。これは、受け手である住民の

ニーズとかけ離れていたのではぐあいが悪い、こ

ういうふうに思いますので、ひとつ行政の広報の

やり方についてもっとわかりやすく言いますと、

私もこの間行ったときに資料といいますか、持っ

てまいりました。視察に行ったときの資料でござ

いますけれども、これは高槻市の資料なのです。

広報。これは漫画なのです。漫画で市の仕事を楽

しく紹介している。あと、こういうような簡単な、

名寄市のものはもっと立派なのですけれども、簡

単、薄っぺらなものでつくってある、あるいはこ

ういうふうにしっかりと簡単なもので新聞をつく

ってある、いろいろと予算もありますから、こう

いうような方策とか何か、今後のこういうやり方

について、私もこういうふうにやっていただきた

いなと思うわけですけれども、その御見解をちょ

っとお伺いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

まちづくり懇談会に〇総務部長（中尾裕二君）

つきましては、１０カ所で２３７名の参加をいた

だきまして、ここ一、二年の開催状況から見ると、

町内会長さん初め御協力いただきまして、割と集

まったほうなのかなと感触を持っております。今

後また開催の時期であるとか、あるいは時間等も

含めまして、連合会さんとも相談をさせていただ

きながら進めてまいりたいと考えております。

それから、広報につきましては当然公平、公正

な立場でということで編集に努めておりまして、

なかなか広報が目に触れないという点、今御指摘
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ありましたけれども、作り手とあわせて読み手と

いいますか、受け手の協力もないとなかなか読ん

でいただけないということもございますので、今

回広報に関する分ンケートということで、長く名

寄に住んでいる方、あるいはここ数年内に名寄に

入られた方と広報の現状どうであるかとか、ある

いは広報に何を求めるかとか、そういうことで分

ンケート調査をさせていただきました。極めて回

答率が低くて、なおかつ回答いただいた方が一定

の年齢以上の方が大半ということでありましたけ

れども、ほぼ分ンケートの結果がまとまりました

ので、これらをまたもとに今後広報をどういうふ

うにしていったらよりすぐれた広報になるかとい

うことも研究しながら対応してまいりたいと考え

ております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

行政広報としまして〇６番（佐々木 寿議員）

は、いろんな、先ほど御紹介いただいた地元のＦ

Ｍラジオも使っているということでございますけ

れども、町内会としては要するに市の職員とかが

住んでいれば市の職員にどういうものだというこ

とは聞くと思うのです。それで、市の職員も一つ

の広報マンだと、聞く広聴マンだということで大

切なことだと考えるのですが、例えば市の職員の

方はそういうような取り組みというのは今までや

っていらっしゃるのですか、ちょっとお聞きした

いと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

従来日常的にそうい〇総務部長（中尾裕二君）

う活動ということは特に承知しておりませんけれ

ども、市の職員といえども市民でありますし、町

内会の一員でありますので、そうしたかかわりが

一層今後強くなるような職員の啓発に努めてまい

りたいと考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これからさらに住民〇６番（佐々木 寿議員）

にわかりやすい広報に心がけていただきたいと思

います。

あと、今ここにマスコミの方もいらっしゃるの

ですが、マスコミに対する対応というのはどうい

うふうなことを留意されてやっているのかお聞き

したいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

市の広報につきまし〇総務部長（中尾裕二君）

ては、月１回の発行でございますので、なかなか

タイムリーに市民の皆さんに情報提供できるとい

うことには現実問題なっておりません。その点Ｆ

Ｍを初め地元紙に市の広報欄であるとか市の情報

提供のものを設けていただいて、積極的に御協力

をいただいているということで承知をしておりま

す。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

マスコミの方がいる〇６番（佐々木 寿議員）

から、余りあれですけれども、ある程度知るとき

に本当に知るべき人がおくれて知って新聞に先に

出てしまったとか、こういうことのないようにひ

とつよろしくお願いしたいと思います。

それで、行政広報につきましては、私も風連、

駅前の再開発問題についても、これはもっと早く

からわかりやすく、特に名寄地区の住民の方には

説明もらえれば納得していただけるのではなかっ

たかと思うのでありまして、そういうことも私も

言われましたので、なるべくわかりやすい広報で

対応していただきたいと、こういうふうに思いま

す。

最後に、コミュニティーバスですけれども、循

環バスが無理だと、予算上無理だということでご

ざいますけれども、将来今お話ししました風連に

おきましてはせっかく道の駅とかつくるわけです

よね。それは、しっかりそこのところを守って、

観光ではないですけれども、そういう交流を名寄

からもこう行く、そういうものがあってもいいの

ではないかと私は思うわけです。したがいまして、

要するにそこを経由してくることによって交流が

できるのではないかと思うのですけれども、前向

きに考えていただきたいと思います。
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それからあと、公用車の活用ですけれども、私

が心配しているのは、自分の私有車で事故が起き

た場合にこれはどういうふうに対応するのかとい

うことが問題になってくるのではないかと思うの

で、これは公用車をしっかりと活用して定期便を

走らせていただきたいなと、こういうふうに思い

ます。それに便乗してできれば市民の方も名寄市

に書類をとりに行きたいというときにも活用にも

なるのではないかということで、ぜひ前向きに御

検討いただきたいということで、私の質問を終わ

らせていただきます。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終総いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時００分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 中 野 秀 敏
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平成１９年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年１２月１３日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 植 松 正 一 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

国保税の市民負担と後期高齢者医療制度につい

て外５件を、川村幸栄議員。

おはようございます。〇４番（川村幸栄議員）

日本共産党の川村幸栄です。通告順に従いまして、

お伺いをさせていただきたいと思います。

まず最初に、国保税の市民負担と後期高齢者医

療制度についてお伺いをいたします。先月１１月

２８日、内閣府が発表いたしました１１月の地域

経済動向では、全国１１地域のうち北海道の景況

判断を持ち直しが穏やかから持ち直しに足踏みに

引き下げて引き続き最低ランクといたしました。

ほかの１０地域は、据え置きのままです。そして、

北海道ではさらに追い打ちをかけるように石油製

品のたび重なる値上げです。このように生活への

負担は非常に大きなものとなってきています。こ

うした中でことし１月から値上げとなっています

国保税は、国保加入者の多くを占めています年金

生活者にとってますます重い負担になってきてい

ます。あれは、どう考えても上げ過ぎだ、あの計

算は本当に間違っていないのか、こういった声が

多く聞かれます。９月議会では、窓口への問い合

わせなどが１４４件とお聞きいたしましたが、そ

の後こうした市民の皆さんからの問い合わせや確

認、支払い方法の相談などはどのようになってい

るのでしょうか、お聞きしたいと思います。

また、こうした市民への負担増に対してどのよ

うにお考えになっているのか、見直しの検討はな

いのかお伺いをしたいと思います。

さて、後期高齢者医療制度ですが、知れば知る

ほど怒りがわいてくる制度です。ほとんど知られ

ていないのが実態です。７５歳以上を後期高齢者

としてほかの世代と切り離し、保険料を一人一人

に負担させ、月に１に ０００に以上の年金にに

者からは介護保険料とともに年金から天引きし、

にけられる医療も別建てにして差別化しようとす

るのがこの医療制度です。高齢化時代に入り、高

齢者への保健医療を制限し、医療に付費の抑制を

図ることが政府のねらいです。特に団塊の世代が

後期高齢者となる時期を見据えて、国の財政負担

がふえないよう国民負担とに付抑制の仕組みをつ

くろうとしているのがこの後期高齢者医療制度で

す。人はだれでも年をとります。高齢になればい

ろんな病気も出てきます。若い世代より医療費が

かかるのは、当然のことです。医療費がかかると

いって高齢者を邪魔者扱いする、現役世代と差別

をする最悪のこの制度は中止してもらうしかあり

ません。

そこで、お伺いをいたします。さきの行政報告

では、１１月２２日に開かれました第１回北海道

後期高齢者医療広域連合議会定例会で決められた

保険料と６年間にわたり保険料が軽減される措置

があることが報告されました。制度がよくわから

ないことも非常に不安がありますけれども、どれ

だけの負担、保険料になるのかが最も知りたいと

ころであります。年金収入、例えば１５０ににの

方、２００ににの方などのために試算等がありま

したら、お知らせいただきたいと思います。

次に、福祉灯油についてでありますが、このこ

とについてはあすの最終日に追加補正予算が提案

されるということですので、質疑はそちらに移し

たいと思いますが、福祉灯油に対する基本的な考

えを述べさせていただきたいと思います。今回の
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石油類、灯油の高騰は言うまでもなく緊急事態で

す。この緊急事態に対して我が党も北海道委員会

を中心に対策本部を設け、道民の命と暮らしを守

ろうと国や道へ要請を行ってまいりました。米軍

にに油するくらいなら我が家のタンクにに油して、

こんな悲鳴のような声が全道各地から上がりまし

た。こんな中で全道各地に福祉灯油事業が広がり、

道の消費者団体連絡会の調べでは１２日現在で全

道１８０市町村のうち約９８％の１７６市町村が

実施、検討していることが明らかになりました。

旭川市では政令都市、中核都市として初めて福祉

灯油を実施する考えを示しています。こうした中

で、いよいよ国も重い腰を上げました。一昨日の

１１日には北海道など寒冷地の低所得者を対象に

灯油の購入補助を行うことなども決め、年内にも

始めることとしています。原油価格高騰の主な要

因となっています投機資金の流入などへメスを入

れることや緊急事態への対応として国内備蓄の放

出など、引き続き国会の中で、外で住民の皆さん

の命と暮らしを守るために奮闘してまいりたいと

思います。

次に、住宅リフォーム助成制度についてお伺い

をいたします。本年４月からスタートしました住

宅リフォーム助成制度ですが、市内業者やリフォ

ームを希望している市民の皆さんに大変喜ばれる

制度となりました。市長からの行政報告にもあり

ましたが、にまにが３ま６０３に ０００にとな

り、市内建設産業の振興及び雇用の促進に大きく

寄与したことはもちろんのことですが、地域経済

にも大きく反映されたのではないでしょうか。し

かし、工事費用１００にに以上について２０にに

の助成という今回の内容ですが、もう少し基準を

下げてくれたら我が家もリフォームしたいのだけ

れども、こういう声も寄せられています。このよ

うに利用したいと思っている市民の方々の中にも、

１００ににの工事はちょっと手が出ないという方

たちも多くいるわけです。また、今年度この制度

に登録した７８の業者のうち半分の３９社がにま

をにけているとの報告がありました。板金業や塗

装業などの方たちのお話を聞きますと、一般住宅

での屋根の張りかえや壁の吹きつけ塗装などでは

大体５０ににから６０にに、多くて７０ににくら

いの事業になると言われます。ですから、今回の

この助成制度の内容ではなかなか対象にならない

というわけです。

そこで、お聞きしたいと思います。今年度実績

の１５０件の中で一番件数の多かったにま金に、

どのくらいになっているでしょうか。また、１０

０ににの基準を下げてもっと多くの業者や市民の

皆さんが利用できる制度の見直しをするお考えは

ないのかお聞きをいたしたいと思います。

次に、風連地区からの市立病院などへの通院手

段についてお伺いをいたします。現在風連地区で

は国保診療所があり、高齢者医療を初め地域の皆

さんの医療を守っていただいていますが、高齢に

なるにつれてに診する科目もふえ、市立病院を初

め名寄の病院へ通院する方々も多くいらっしゃい

ます。夏の間は自分で運転して通院されている方

も、冬は危ないからと家族にとめられているなど

で冬期間はバスを利用する方もふえているようで

す。しかし、高齢の方たちが多く住んでいる北栄

団地や風舞団地、そしてケアハウスの方たちは風

連駅前や２５線の停留所までは距離があり、雪道

を歩くのは大変です。合併をした中で、智恵文地

区のように医療バスの運行を風連でもしてもらえ

ないかの声も出されています。昨日の佐々木議員

への答弁にありましたが、利用状況の調査中であ

り、アンケートも考えているとのことでした。路

線の問題等あるとは思いますが、地元バス会社と

も協議しながら、冬期間だけでも路線の変更、団

地周辺への停留所の増設を要望したいと思います

が、いかがでしょうか。

次に、ポスフール店周辺の交通安全についてお

伺いをいたします。来年５月オープンを目指し建

設が進んでいる徳田地区のポスフール名寄店にお

いては、大きな工事車両が頻繁に出入りしている
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わけですが、この雪の季節になり、周辺の交通安

全が危惧されます。また、小中学校が近く、生徒、

児童の通学路はポスフールの向かい側の歩道とは

なっていますが、交通量もふえ、心配は尽きませ

ん。さらに工事が進めば、各種工事関係者が頻繁

に出入りするでしょうし、開店準備のための搬出

入車両の出入りもかなりの数になるのではないか

と思いますけれども、あれだけの店舗面積ですの

で、どれほどの車両が出入りするのか予想するだ

に難しい状況です。１０月に行われましたポスフ

ール店の新設の届け出にかかわる説明会によりま

すと、 ３００すをすえる収容がすすなす車すが

あり、そのほかに従業員用が８０す分あるとのこ

とでした。ポスフールからの交通安全等の配慮の

説明では、す車す内の安全確保とともに出入り口

看板、一たん停止表示、交通整理員の配置や自家

用車での来店軽減を図るなどとし、それほど大き

な影響はないだろうと予測しているとのことでし

た。８号道路、国道４０号線と１７線の交差点は、

今でも土日になると非常に交通量はふえています。

最近国道側に右折信号がつきましたけれども、１

７線の風連方向への右折がなかなか進まない状況

にあります。市民の交通安全を守るためのお考え

をお聞きしたいと思います。

最後に、全国学力テスト、学力・学習状況調査

についてお伺いをいたします。ことし４月に行わ

れました全国学力テストの結果が１０月に公表さ

れました。基礎的な力に比べ応用する力が弱い、

朝食を食べる生徒のほうが正答率が高いなどがわ

かったといいます。しかし、その多くは既に明ら

かになっていたことです。今子供たちのうつ病が

ふえているといいます。いじめの問題も深刻です。

学級崩壊も非常に多くなっています。そんな実態

は、今回のテストではつかめていません。これで

は子供のためではなく、国が教育の目標を定め、

学校や教育行政を管理するために利用しようと行

われたと言わなければなりません。そして、文部

科学省が都道府県別の平均点を公表したことで順

位づけがされてしまいました。競争と序列化がま

すます進むのではないかと危惧されます。道内小

中学生の成績が全国下位だったことをにけ、道教

委は異例の提言、５つの提言を出して各学校と保

護者に呼びかけ、学力向上を働きかけました。身

近なところから始めませんかと題した提言ですが、

一人一人の子供のつまずきの背景や本質に対応す

るものではないと思います。子供がどこで何につ

まずいているのかを丁寧に見ることがその子を伸

ばすことになるのではないでしょうか。本市にお

いても学力テストの結果をにけて名寄市教育研究

所に指導改善検討委員会を設置し、子供たちの教

育水準の向上に向け検討を進めるとの報告でした

が、どのようなお考えかをお聞かせいただきたい

と思います。

また、全国一斉学力テストには準備も含めると

９０まにをすえる税金が投入されたと言われてい

ます。そして、テストの問題や解答用紙の発送か

ら回収、採点、集計まですべてをに験産業である

民間企業に丸投げをしています。そして、こうし

たこの学力テストを来年も実施するとしています。

今年度の学力テストでは、京都の犬山市のように

実施を見合わせたところもあります。プライバシ

ーの保護も含めて競争と序列化を加速させるこの

学力テストはやめるべきだと思いますが、見解を

お伺いいたしたいと思います。

以上でこのすからの質問を終わらせていただき

ます。

佐々木生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようござ〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

います。ただいま川村幸栄議員から大きな項目６

点にわたりまして質問をいただきました。１点目

と５点目は私から、２点目は省略させていただき

まして、３点目は経済部長、４点目は総務部長、

６点目は教育部長からそれぞれ答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

１点目の国保税の市民負担と後期高齢者医療制

度について答弁いたします。平成１９年度国保税
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の賦課に係る市民からの問い合わせにつきまして

は、１０月以降電話あるいは窓口での対応として

は少なくなってきております。この時期に他の保

険を離れ国保に加入される方につきましては、税

率等を示し、大体の税に、所得の確認できる方に

ついては税にを試算し、任意継続との比較につい

ても情報を提供するなどして御理解をいただいて

おります。後期高齢者医療制度のスタートにより、

本市の国保から約 ３００人の方が後期高齢者医

療制度に移行します。これにより国保はゼロ歳か

ら７４歳までの約 ０００人のら保険者で運らさ

れることとなり、これまで優良な納税世帯であっ

た７５歳以上の世帯が抜けることで国保税の総に

にどのような影響が出るか、現在検討していると

ころであります。ただ、平成１９年度賦課確定時

における全道各市の賦課状況で比較しますと、当

市の１人当たりの賦課には３５市中２７位と下位

の位置に位置しており、税率改正で所得割に重点

を置いたことにより、一部年金世帯に重税感を持

たれた部分をどのように是正していくか、後期高

齢者医療制度と整合性を図りながら作業を進めて

おりますので、御理解をお願いいたします。

次に、後期高齢者医療制度について簡単に説明

しますと、これまでの老人保健医療制度がこの制

度に変わったということであります。対象者は、

７５歳以上の方及び特定の障害を持つ６５歳以上

の方を対象とした独立した保険制度でありまして、

これらの方が含まれる世帯では対象者は後期高齢、

その他の方はそのまま国民健康保険で医療をにけ

られることになります。そのす合国保税は残られ

た方のみで計算され、後期高齢者について国保税

が重複して課税、賦課されることはありません。

後期高齢者に賦課される保険料につきましては、

北海道後期高齢者医療広域連合が１１月２２日に

保険料を決定いたしました。広域連合がこれまで

の老人医療に係る費用から賦課には１人当たり平

均で８に ２８０にと算定し、その半分を均等割

として４に １４３に、過と２年の平均所得で割

りりした率が所得割で ６３％となっております。

ただ、過と３カ年の１人当たり老人医療費のにが

全道平均の医療費と比較して２０％以上少ない１

５自治体には、特定税率の適用を６カ年使用でき

ることとなりました。当市では平成２０年、２１

年度の２カ年は均等割で３に １１６に、所得割

で ２９％と約１４％低い税率が適用されること

になりました。その税率から試算しますと、収入

は年金のみで夫婦の世帯で課税所得がどちらかお

一人のす合、年金１６０にに、２００にに、２８

０ににと３つの区分に分けて説明させていただき

ます。年金１６０ににでは、名寄市のら保険者は

２に ０００に、これは７割軽減をにけられる方

になります。広域連合にースでは３に ５００に、

差にが約差イ差スの ５００に負担が軽減されま

す。年金世帯では９に ３００に、これはす生年

金の平均的な２０８ににを想定して２００ににと

いうことで試算をしました。ここには２割軽減が

適用されまして、名寄は９に ３００に、広域連

合では１１に ２００に、差にで１に ９００に 

の差イ差ス。年金２８０にににースでは、名寄市

では１７に ５００に、ここには軽減がありませ

ん。広域連合では２０に ５００に、差イ差スの

２に ０００にになると考えております。これは、

当市が医療施設、病床が充実している中で全道の

市の中で唯一この特定税率を使用できるのは、昭

和６３年に保健センターを建設して以来、毎年５

月にチャレンジデー、９月に健康まつりを実施し

てきて多くの市民に参加をいただいたこと、さら

に日ごろから軽スポーツに親しみ、健康づくりを

進められてきたこと等により医療費の伸びが抑制

された結果であると考えています。

次に、制度周知につきましては、これまでも進

めてまいりましたが、根幹となる保険料が決定さ

れていないこともあり、一部限定した部分につい

て情報提供を行ってまいりました。今後は、１月

号広報紙への掲載、市のホームページに掲載、出

前講座方式で老人クラブ等へ直接周知を積極的に
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進めてまいりたいと考えております。

次に、５点目のポスフール店周辺の交通安全に

ついて答弁いたします。近年名寄市においても大

型店の進出が目立ち、交通量も市街地から郊外へ

と大きく流れが変わってきております。特に徳田

地区においてはショッピングセンター、遊技施設

等があり、現状でも交通量が多い中、ポスフール

の進出により交通量はさらに増加することが予想

されます。出店予定地の隣接地には小学校、中学

校及び通学路もあることから、店舗へのアクセス

道路などに交通整理員を配置するなど交通安全、

事故防止についてに全の対策を講じるべく要望し

ているところであります。また、国道４０号と１

７線交差点の信号機に１１月末に矢印右折信号が

整備され、国道の車の流れも若干ながら緩和され

てきているものと考えています。さらに、要望を

続けておりました東８号道路と国道４０号との交

差点にも来年１月に信号機の設置が決定いたしま

した。市では関係機関と連携をして交通安全対策

を講じてきましたが、道路整備等の抜本的な対策

には相当時間を要するものと考えております。当

面店舗建設に伴う資材搬送については、地域住民

の生活及び通学時間帯等に影響が出ないよう強く

申し入れをしたいと考えております。店舗オープ

ンに伴い交通量を見きわめながら交通安全看板等

を設置し、利用者には安全運転について協力を求

めながら関係機関とも連携を図り、事故防止に努

めてまいりますので、御理解をいただきたいと思

います。

以上、答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。私からは、住宅リフォーム助成制度について

お答えを申し上げたいと存じます。

住宅リフォーム促進助成事業につきましては、

本年度から３カ年間の期間を定めた事業でござい

まして、快適な住環境の整備と市内建設産業の振

興並びに雇用の安定を図ることを目的に、住宅の

改修に係る金にが１００にに以上に対し定にの２

０ににを助成するという制度でございます。当初

予算では５０予、 ０００ににの予算計上いたし

ましたが、その後予想以上の申請がありまして、

最終的には１５０予、 ０００ににの予算をもっ

て終了いたすことといたしました。申請者は１５

０名で、改修に係る総工事費は３ま６００ににで、

１戸当たりの最高工事費では ７００にに、１予

当たり平均では２０４ににとなっております。御

質問の一番多い金に幅では、２００にに以下の方

が１０６件、総体に占める割合は７０％であり、

そのうち１５０にに未満の方が７０件で４６％を

占めております。工事の内容につきましては、外

壁、屋根、内部改修などが多く、これまでのリフ

ォーム工事では１予当たり８０にに前後が多かっ

たと聞いておりますけれども、この制度により内

装、窓枠、ふろ改修などの工事も追加発まするな

どの傾向が見られ、市内経済の活性化と雇用の安

定に結びつき、好影響を与えたものと考えており

ます。

また、制度の見直しについてのお尋ねでござい

ますけれども、本助成事業では本年を含む３カ年

事業として取り組ませていただいております。既

に市民に本制度の趣旨が浸透し、享にされている

というふうに考えておりますので、期間中の取り

扱いは変更せずに当初の目的に沿って進めていき

たいと考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、４点目の〇総務部長（中尾裕二君）

風連地区からの市立病院などへの通院手段につい

てお答えをさせていただきます。

昭和６０年６月、当時智恵文で開院していた診

療所の先生が亡くなられたことでやむなく診療所

を休診することとなりました。それまで診療所に

通院していた住民の皆さんが安心して医療をにけ

られる対応策として、スクールバスを活用して智

恵文地区医療バスとして昭和６０年８月から運行
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し、今日に至っております。風連地区には医療機

関として住民の皆さんが何かと安心して利用でき

る診療所があり、智恵文地区とは実情が違ってお

りまして、現状では医療バスを運行する予定はご

ざいませんので、御理解をお願いをいたします。

次に、路線バスの時間帯につきましては、バス

会社独自で路線全体の利用状況を想定し、各停留

所の時間を設定をしております。現在各停留所の

利用がどのような状況にあるのか調査をしており

まして、その状況を整理の上、バス会社と協議を

したいと考えております。また、運行経路を変更

して停留所をふやすことにつきましては、風連御

料線、下多寄線とも国や道の補助をにけておりま

して、変更により赤字がふえると想定されるす合

は路線の変更は困難な状況にあります。今後とも

地方バス路線の維持、確保に努めてまいりますが、

あわせて地域住民が利用しやすい公共交通体系の

確立について研究をしてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、全国学力〇教育部長（山内 豊君）

テストにつきましてお答えをいたします。

ことし４月に行われました全国学力・学習状況

調査につきましては、１０月２４日に文部科学省

がその調査結果を各学校に送付いたしました。名

寄市教育委員会といたしましては、実施要項にあ

りますとおり、序列化や過度な競争を生じさせる

ことのないよう数値については開示しないことと

し、各学校にも周知をいたしました。現在名寄市

教育研究所に全国学力・学習状況調査指導改善検

討委員会を設置し、調査結果の活用について検討

しているところであります。御質問にありました

北海道教育委員会の学力向上に向けた５つの提言

についてでございますが、この内容はこれまで名

寄市教育委員会が各学校に対していろいろなす面

で指導してまいりました１つとして早寝早起き朝

ごはん運動の奨励、２つとして読書活動の充実、

３つとして家庭学習の奨励の３点と同じ視点に立

った内容となってございます。特に読書活動では

各学校で朝読書として取り組まれており、定着し

てきているとの報告もにけてございます。今後も

この３点を中心にして、道教委から出された５つ

の提言の内容がさらに充実するよう取り組んでま

いります。

次に、教員の増員についてお話がございました。

このことは、学力向上に向けて大きな要素の一つ

であると考えており、今後文部科学省では学力・

学習状況調査とはかかわりなく教員定数の改善を

図り、学力の一層の定着を目指す方針を立ててお

ります。名寄市教育委員会といたしましては、チ

ームティーチングなど少人数指導における教諭の

加配を北海道教育委員会に強く要望してきており、

現在名寄市内各小中学校には言語通級を含め１５

名の加配教員を配置いただいております。今後も

都市教育委員会連絡協議会など、いろいろな機関

を通して文部科学省に教員の増員を要望してまい

りたいと考えているところでございます。

今年度の調査は、あくまでも小学校６年生、中

学校３年生の２個学年における国語、算数、数学

という学力の一部を調査したものであり、これを

もって名寄市のすべての子供たちの学力の傾向を

つかんだとは言いがたいものがあります。今後も

継続することにより、名寄市における全体的な学

力の傾向を把握することができるのではないかと

考えておりますが、調査の公正さや方向性、ある

いは個人情報保護及び調査結果の取り扱いなどに

ついては十分吟味し、検討してまいりたいと考え

てございます。

以上、私からの答弁といたします。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ありがとうございまし〇４番（川村幸栄議員）

た。それぞれに御答弁いただきましたが、引き続

いて再質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、国保税の市民負担と後期高齢者医

療制度についてでありますけれども、今回４月に
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値上げされた国保税ですが、大変な負担になって

いるわけです。ぜひ、所得割が９％から１３％と

大幅な値上がりなわけですから、ここのところを

早急に見直しを図っていただきたい、このことを

強くお願いしたいと思います。

また、後期高齢者医療制度ですけれども、７０

歳から７４歳までの前期高齢者の医療費負担を国

では１年間をめどに２割を１割に据え置くだとか、

社会保険の家族となっていた７５歳以上の方々が

新たに保険料を支払うことになるわけですが、こ

れも半年間の凍結など、政府の一部先延ばしの動

きへの対応に準備を進めている各自治体の皆さん

方は、本当に来年４月のスタートもままならない

のではないかという状況との声も聞かれています。

あわせて、内容の変化に伴い、その都度システム

の変更が必要になると言われます。これにかかわ

る経費負担も非常に大きなものになるのではない

かと危惧をしているわけですが、名寄市において

の現況についてお知らせいただきたいと思います。

佐々木生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

後期高齢者医〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

療制度に移行しまして残りました国保の関係につ

きましては、１９年度の国保税の賦課につきまし

て議員から数回にわたり議会でも御質問がありま

して、内容を分析しますと、今御指摘のとおり、

所得割が９％から１３％に高率になったことによ

りまして、退職者の方々のほうにはその所得割の

伸びがそのままストレートに反映されまして、重

たい負担になったということで考えております。

この点を考慮しまして、所得割につきましては差

イ差スの方向で、逆に資産割についてはプラスの

方向でら保険者間の負担の均衡を進めてまいりた

いというふうに考えています。

制度が国のほうでら保険者に対する負担を軽減

することも含めまして是正が急遽決まったことに

伴いまして、システムの改修が必要になってきま

す。大きい部分では広域連合でのシステム改修が

多いのですけれども、それに関連して名寄市側の

ほうでもシステム改修が出てきますので、そのシ

ステム改修に係る費用負担については国の責任で

ということが与党プロジェクトの中で出ておりま

すので、今後発生するであろう経費については国

のほうにしっかり要望してまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

地方自治体にこれ以上〇４番（川村幸栄議員）

負担をさせないように、ぜひ国のほうにもしっか

り言っていただきたいなというふうに思います。

また、先ほどこの後期高齢者医療制度の周知の

点について出前講座、老人クラブ等の皆さん方の

ところへ行って出前講座を行うというお話があり

ました。先ほど年金収入のところを詳しくお話を

していただいたわけですが、こういった内容で皆

さんに本当にお一人お一人が納得できる説明をぜ

ひしていただきたいと思っているわけです。先々

月北海道後期高齢者医療広域連合が行ったパブリ

ックコメントの結果でも５６３件の意見、要望が

ある中で制度の広報、周知に関する要望が８７件

もあったと言われています。こうした制度が多く

の皆さんに周知されていない現状だと思いますの

で、ぜひ積極的な周知にかかわっていただければ

と思います。

しかし、周知するのは当然なのですけれども、

この制度、本来は喜ばれるべき長生きが本当に長

生きを否定するような、こんな制度になっている

わけです。しっかり見直してもらわなければなら

ないわけですけれども、多くの皆さんがしっかり

とこの制度を理解するまで、来年４月の実施は一

たんやめて根本から議論をやり直すべきだと思っ

ていますが、いかがお考えでしょうか。

佐々木生活福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市民周知の関〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

係につきましては、保険料の決定がおくれたこと

に伴いまして、１月、２月に出前講座を使って集

中的に周知をしたいと、説明会を開催したいと思

っています。そこで、この間のまち懇でも説明さ
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せてもらったのですが、老人クラブの会合等を利

用させていただきまして、できれば７５歳以上の

該当者と家族の方も同席していただいて、具体的

にこの辺の所得の年金にについてはこのランクに

なりますよという簡易表をつくりまして、自分が

どの位置にランクされているのか、どのランクの

保険料を負担させられるのかということについて

の説明はわかりやすく十分徹底してやりたいと思

っております。

それから、後期高齢者医療制度の関係につきま

しては、平成１８年の医療制度の改正の中で、１

つは若い世代が、現役世代が支えています社保、

健保等のいわゆる健保組合のほうから老人保健拠

出金というのをいただいておりまして、老人保健

医療制度を運らしています。現役世代が一定以上

の負担をしていただいて高齢者全部を支えている

という仕組みになっておりまして、この制度が老

人保健医療制度から後期高齢者医療制度のほうに

変わったというのは、議員のおっしゃるとおり財

源の問題がありまして、ふえ続ける高齢者等に一

定の医療負担をお願いするにはどうすべきかとい

うことでつくられた制度と聞いております。国の

医療保険制度に対する財政負担については、いろ

んな御意見がありまして、時には政治判断も絡む

かと思いますが、老人医療制度を廃止して後期高

齢者医療制度に移行するということを含めますと、

見直すべき点については、来年２０年の見直しに

ついては与党プロジェクトが案を決めましたので、

問題はその後の負担軽減についてはさまざまな議

論が活発に行われるべきでないかなとは思ってお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

やはり知れば知るほど本当に腹の立つ制度ですけ

れども、皆さんと知恵を出し合いながら見直すべ

きところを見直しながら、また声を大きくして、

今回先ほどもちょっとお話ししましたが、負担を

少し先延ばしにするというような動きも政治判断

の中で行われているという状況もありますので、

また皆さんと力を合わせていきたいというふうに

思っています。

次に移りたいと思います。住宅リフォーム助成

制度についてですけれども、今お答えいただきま

した。２００にに以下の方々が非常に多かったと

いう答弁でしたけれども、この金にになると本当

に市民の皆さん、なかなか手が出ないという方た

ちも多くいるわけです。今回のこの制度は、非常

に評判がよくてというか、大変好評で、当初５０

予だったこの制度を２度の補正予算を組んで１５

０予にふやしたという経緯もあるわけですから、

希望している、より多くの市民の皆さんが利用し

やすいように見直すこと、このこともこの制度を

充実したものにしていくために必要ではないかと

いうふうに思っているわけです。そして、この事

業の名称が名寄市住宅リフォーム促進助成事業と

あるわけです。リフォームを促進させると、そし

て市内経済の振興のためにも見直しが必要ではな

いかというふうに考えております。現在定にの２

０ににの助成というふうになっていますけれども、

これを定率の２０％に基準枠を決めて、例えば基

準を下げて５０ににから１００にになどにして２

０％の助成をする、こういった積極的な検討をお

願いしたいと思っているのですが、いかがでしょ

うか。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどお答えさせ〇経済部長（手間本 剛君）

ていただきましたことには重複しますからお答え

をいたしませんけれども、いずれにしても今議員

お話ありましたように、どういった方々の声があ

るのか、住宅リフォームを促進するという概念を

しっかりにけとめて今後とも皆さん方の声を聞い

ていきたいと思っていますが、ただお話ありまし

たように、２０％ということの議論もなかったわ

けではないのですけれども、定にのほうがわかり

やすいだろうというようなことで定にの措置をさ
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せていただきました。今後に向けましては、また

引き続き、残り２年あるものですから、それらに

ついて十分皆さん方の声を踏まえて、新たな制度

に移行すべきなのかどうなのかも含めて今後十分

検討していきたいし、にけとめたいと思っており

ますので、御理解いただきたいと思っております。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

３年間の事業ですけれ〇４番（川村幸栄議員）

ども、先ほど申し上げましたように、２度の補正

予算を組んで１５０予に枠を広げた、こういう経

験もあるわけです。ですから、この制度の中身を

見直し、市民の皆さんが本当に喜ばれる中身にし

ていくこと、本当に必要ではないかというふうに

思うわけです。総合計画の基本理念の一つの活力

の中に、地域の特性を生かしながら産業間の連携

を進め、自立的に発展する活力あるまちを目指し

ますとあります。ですから、この立すで名寄市民

に喜ばれる独自の制度を充実させていくこと、こ

のことを強く求めていきたいと思います。ぜひ御

検討をお願いしたいと思います。

次に質問を移らせていただきます。次、風連地

区からの通院手段についてでありますが、路線の

問題等本当に難しい問題があるとは思うのですけ

れども、合併したという中で風連の皆さんの中に

同じ市の中で地域間格差というのがないような、

そういう施策をぜひ進めていきたいというふうに

思うわけです。それで、バス代についても往復す

ると、御料線についても下多寄線についても大体

往復で７００にほどになるというふうに言われて

います。以前発行されていました老人バス券の発

行も含めて検討をいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

中西福祉事務所長。〇副議長（熊谷吉正議員）

風連地区からの〇福祉事務所長（中西 薫君）

市立病院における交通の足の確保につきましては、

総務部長のほうから答弁させていただきましたけ

れども、さまざまな情報を収集しながら対応策を

考えていきたいという答弁になっているところで

ございます。

高齢者のバス助成につきましては、このたび見

直しをしたところでございますけれども、その財

源につきましては肺炎球菌のワクチン助成のほう

に振りかえた経緯がございまして、これをまた再

度見直して助成をしていくというところまでは現

在のところ難しいものというふうに考えておりま

す。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどバスの利用者の〇４番（川村幸栄議員）

調査等もされているということでしたので、そう

いった小さな声もぜひ拾っていただいて実現に向

けて御尽力いただきたいというふうに思います。

次に、ポスフール店周辺の交通安全について再

質問させていただきます。実は、ポスフールの説

明会開かれた中では、大規模小売店舗のほうへの

来客がす車すを利用できる時間帯、午後１０時ま

でとなっています。そのほか、２階の飲食店やア

ミューズメントの閉店時間が午後１１時となって

いるのです。それで、この１１時まで、ですから

す車すが利用でき、車の出入りがあるわけです。

ですから、周辺の住民の皆さんはもちろんのこと、

市民生活にも大きな影響が出るものと考えており

ます。先ほどお伺いしました資材配送だとか、そ

ういったとこら辺の交通安全について要望を出し

ているというふうにお聞きしましたけれども、快

適で安全なまちづくりを目指す名寄市としてのお

考えをお聞かせいただけたらと思いますが、いか

がでしょうか。

今副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ポスフールの出店に伴〇副市長（今 尚文君）

います諸課題については、非常に多くございまし

て、特に市議会の特別委員会の中におきましても

植村社長が出席をなされていろいろと地域貢献を

中心にしてお話をされたところであります。その

中にもありましたけれども、ぜひ交通問題や、あ

るいは青少年対策等を十分にしていくという言質

がございました。私どもとしましては、この１８
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日に北海道イオンを訪問いたしまして、今まで出

されましたいろいろな諸課題について整理をいた

しました。１１項目にわたる整理でございますが、

その中には今川村議員のお話がありました交通対

策、それから青少年対策も含めて要望をしている

ところであります。とりわけ交通対策については、

交通事故が起きないようにに滑な交通の形態を図

ることはもちろんでありますけれども、す車すに

す車をする車が非常に多いということから、温暖

化防止のためにアイドリングストップを確実に呼

びかけていただくと。これは、かなりす数が多い

から、集中的に呼びかけないと大変なことになる

と思っていますので。それらも含めて１１項目に

及ぶ内容になっていますし、また青少年対策につ

きましては今お話がありましたとおりアミューズ

メントコー差ー、ゲームコー差ーもたくさんある

わけでありまして、そこのところは青少年のたま

りすになっても困るということですから、青少年

の補導委員会の中では類似する施設の巡回をして

おりますから、ここについてはきちっと巡回をさ

せていただき、指導をさせていただくと。また、

北海道青少年健全育成条例によりますと、事業者

も責務を果たすことになっております。これにつ

いても遵守願いたいと、こういった意味での申し

入れもきちっとしていくということであります。

問題は、申し入れはしますけれども、開店後の状

況はどうなのかというところが一番大事なところ

でありまして、今回の申し入れの中にも開店後の

地元町内会、あるいは地元関係機関、行政も含め

てでありますけれども、そことの関係、連携をき

ちっと保っていただくということを第一番に挙げ

ております。開店いたしますと、今までの大型店

の例でいきますと、ほとんどが本部に聞いてみて

と、こういうようなことでありますから、決して

そうではなく現地で責任を持って対応していただ

きたい、このことを中心に諸課題を要望していき

たいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

この冬道ですし、８号道路は非常に交通量もふえ

て、子供たちが朝登校、下校時不安が絶えないわ

けです。そうした父母の皆さん方の心配も予想す

るだに余りあるほどだと思うのですけれども、そ

ういった部分でぜひ市としても積極的な対応、要

望等を出していただけたらというふうに思います。

最後になりますが、全国の学力テストについて

の再質問をさせていただきます。先ほど御答弁い

ただきましたが、全体の学力の把握ができるので

はないかというふうなお話でしたけれども、学力

の部分もそうですけれども、先ほどもお話ししま

したが、子供たちの心の問題、いじめの問題、本

当に深刻になっています。こういった部分でぜひ

知恵を出していただきたいなというふうに思って

いるわけです。今必要なこと、これは競争と選別、

これをやめて一人一人の子供たちの学力の底上げ

を進めるということが必要だというふうに私は考

えています。１１月７日に中教審の教育課程部会

の審議のまとめが決定いたしまして、この中で教

職員の定数増や、また教科書、学校図書館の充実

にも言及しています。先ほど加配教員１５名、名

寄ではいらっしゃるというふうにお聞きしました。

こういった中でも教員の皆さん一生懸命、たまに

新聞には出たりすることもありますけれども、総

じて教員の皆さん一生懸命頑張っていらっしゃる

わけです。過労死ラインで働きながらも授業準備

や、また子供たちと向き合う時間を確保しながら

頑張っていただいているわけです。ですから、こ

ういった教職員増、急務だというふうに思ってい

ます。共産党もずっと３０人学級を主張してきま

したけれども、本当に必要だなというふうに思っ

ているわけです。そして、こうしたところにお金

を使ってもらいたい、この思いは強くあります。

こういった部分について教育長の御見解をお聞き

したいと思いますが、いかがでしょうか。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）
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まず、全国学力・学習〇教育長（藤原 忠君）

状況調査につきまして、今川村議員のほうから心

がけなければならないことについてもいろいろお

話をいただいたと、こんなふうに考えております。

実は、通称学力テストと、こんなふうに呼んでい

るのでございますが、正確には学力・学習状況調

査でございまして、今回の小学校６年生と中学校

３年生は学力とあわせて学習状況についても調査

をいたしております。これは、具体的にどういう

ことかというと、家庭での学習環境はどうなって

いるかとか、あるいは本人が家庭でどのように過

ごしているかとか、こういうことなどについても

かなりきめ細かに調査をしております。したがい

まして、学力に係る部分については報道などでも

御存じのとおり全国で北海道は非常に下位にある

という、このことはこのことでしっかりとにけと

めなければならないと、こう考えているところで

ございますが、もう一方の学習状況等については、

これはやはり各学校が子供たちが今どういう学習

環境で勉強しているのか、あるいは学校生活を送

っているのか、こういうことをしっかりと把握す

る意味で大変役立つものであると、こう思ってい

るところであります。したがいまして、名寄市教

育委員会としては、一方では教育研究所に学力に

係るさまざまな要因、基礎、基本は全国と比して

きちっと身につけている、しかし応用力について

はやはり全国と同じようにやや劣る部分があると

か、こういうところを少し分析して指導改善策を

考えるとか、あるいは名寄市内でも今までかなり

実践的な取り組みを進めております。こういうも

のについての指導例を示すことによって各ほかの

学校も参考にしていただくと、こういうことを考

えており、その一方で各学校が学習状況調査につ

いてしっかりと踏み込んで今後さらなる子供たち

の学習環境の整備に役立てていく、こんなことを

考えているところであります。そういう意味では

競争とか選別とか、あるいは学校間の比較とか、

こういうことは名寄市教育委員会としては一切考

えておりません。そういうことによって教員に、

あるいは学校に、あるいは別の部門でプレッシャ

ーをかけるとか、そういうことがあっては大変で

ございます。こういうことはしない方針でおりま

す。あるいは、教職員の定数増について、それか

らもう一つは３０人学級についてもお話がござい

ましたが、これについては北海道都市教育長会議

とか、あるいは都市教委連などでも国に要望を続

けております。これからもまた引き続き強く要望

していきたいなと、こんなふうに考えているとこ

ろであります。

川村幸栄議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

学習状況を把握するのに非常に役に立ったという

お話でした。しかし、先ほども私もお話しさせて

いただきましたが、学習状況の把握についてはい

ろんな方面、研究者の方たちの研究によっても、

朝食の食べる食べないが学力にどうなっているか、

そういった部分も含めて明らかにされてきている

かというふうに思うわけです。ですから、今度の

こうした巨にのお金を使った、また民間企業に丸

投げをしている、序列をしてしまうような、こん

な学力テストは私はやめていただきたいというふ

うに思っています。今教育長のほうからお話があ

りました少人数学級の問題等、引き続きまた御尽

力をいただいて子供たちをぜひ健やかに育てる、

そんな名寄市になってもらうためにも御尽力をい

ただきたい、そのことを要望しまして私の質問を

終わらせていただきます。ありがとうございます。

以上で川村幸栄議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

次に、中小零細企業への支援について外３件を、

駒津喜一議員。

それでは、議長より御〇９番（駒津喜一議員）

指名がございましたので、さきの通告どおりに質

問をさせていただきます。

まず、大項目の１番目といたしまして、中小零

細企業への支援について質問をさせていただきま
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す。中小企業庁の中小企業基本法による定義によ

れば、零細企業は小規模事業所として製造業で従

業員数２０人以下、商業、サービス業で従業員２

人以下の規模を定義しておりますが、今回は中小

企業を含めた商工業者への支援策を質問いたした

いと思います。

最初に、市融資制度についてですが、新規開業

資金、中小企業経ら資金特別融資、それぞれの申

込先は市内金融機関に直接申し込み、相談をして

あっせんとなり、金融機関の実績報告により保証

料の一部を支払いするという一連の流れですが、

この融資の性質といたしまして、事業主が従来か

らの良好な金融機関との取引があれば問題はあり

ませんが、新規に事業を開始する方は金融機関と

の従来からの商取引がない状態で、かつ自己資金

が不足していることで相談をし、また経ら資金に

至っては経らの安定化を図る目的で経ら状態が最

良の状態でない内容で申し込み、相談をするのが

大部分でございます。市内商工業の支援策である

市の制度融資でありますが、金融機関の融資基準、

あるいは保証協会の保証判断によりり済す力のみ

で審査されることが心配されます。これから事業

を起こして将来に向けて意欲ある方、または経ら

の健全化を目指す事業者に対してこの市融資制度

のあっせんが建設的に融資指導ができるように公

的融資あっせん所に相談できる仕組みづくりが必

要と思いますが、御意見をお聞かせいただきたい

と思います。

また、市内の事業所においてはガソリン、灯油

の高騰と資材、商品の仕入れ価格の値上がりによ

り経ら状態はさきの景況調査よりかなり厳しい状

況になっています。中でも従来からの金利負担も

大きくなっているわけですが、保証協会の借り入

れ基準では借入金の借り入れは原則的には難しい

仕組みになっております。市の負債も繰上償還に

より財政の負担が減少することと同様に、市内事

業所に対しても市の融資制度に新規に借りかえ資

金制度融資を新設できないものか、あわせてお聞

きしたいと思います。

続いて、次の小項目として、企業立地促進条例

について質問いたします。工す、研究施設等、旅

館、ホテルを新設、移転したす合に支にされる助

成制度ですが、零細中小企業の中でこの制度を利

用して積極的に事業を拡大したいと考えている人

も、小規模事業所での限られた設備投資の範囲で

規定内の ７００にに以上の設備投資は難しい現

実がございます。この制度が過疎地域自立促進法

の指定をにけている規定に従っていることは理解

しておりますけれども、事業規模が限られている

零細企業にとって ７００にに以上の設備投資は

ハードルが高いと思われますので、行政のできる

範囲で基準緩和ができないかお伺いしたいと思い

ます。

続いて、大項目の２番目といたしまして、雇用

についてお尋ねいたします。さきの職業安定所の

調査では、９月末現在で来春高校卒業就職内定に

ついては管内企業の求人が昨年より少なくなって

依然厳しい状況と予想されております。名寄市内

で働きたいという就職希望者に対しては、求人側

企業の協力も不す欠でありますが、市としても高

校新卒者の就職をどのように支援し、とらえてい

るのかお聞かせいただきたいと思います。

あわせて、名寄大学での新卒者就職状況につい

てもわかる範囲でお聞かせいただきたいと思いま

す。

また、企業の倒産、あるいは人件費の削減等に

よるリストラ等により再就職を希望している方も

多くなっている中、どうしても地元で働きたい希

望者に対しての支援が必要だと思います。道内で

は都会を中心に就職相談窓口としてジョブカフェ

などが設置され、就職相談やカウンセリングがで

きますが、名寄市でも現在設置されている労働問

題相談窓口に再就職に関する情報などを提供でき

るような機すを持たせて支援することも必要だと

考えますが、御見解をお聞きしたいと思います。

次に、大項目の３番目として、市内に点在する
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遊休土地の利活用について、特に広大な空き地と

なって長期にわたりそのままの状態が続いている

３カ所についてお聞きしたいと思います。

まず、駅前の遊休地については先日の一般質問

におかれて質問され、回答いただいて、重複する

部分もあると思いますが、現時点での駅前遊休地

についての活用について改めてお聞きしたいと思

います。

次に、ら林署跡地についてですが、この遊休地

は名寄警察署の移転が予定されていましたが、現

在どのような状況になっているのかお聞きしたい

と思います。また、この土地については道の財政

予算にかかわることですので、答弁いただける範

囲の中でお知らせいただきたいと思います。

続いて、旧雪印名寄工す跡地についてお聞きい

たします。この遊休地は、前段の２カ所とは違い、

民間企業が所有し、また一番長く空き地のままの

状態が続き、広さも ２状クタールにも及ぶ住宅

地の真ん中に存在する遊休地です。隣接する住民

からは、民間所有地であるがゆえに雪捨てすとし

ての利用を初め、夏すの草刈り時期も自由になら

ない土地であり、何年も前から管理面についても

整理できないかと要望されている遊休地でもあり

ます。また、近隣住民からのそうした要望の大半

では、この遊休地に公園などの公的施設の設備を

望んでいるのではなく、空き地のままでの利用を

望む声が多くあります。近隣の町内会にとっても

夏すは子ども会育成会の行事、あるいは運動会な

どの利用、冬すは高齢者の健康増進のための歩く

スキーなど、一年を通じたオールシーズンの利用

を希望しております。さらに、近隣の町内会に限

らず冬すのパークゴルフすとしての利用を望む声

も市内のある団体からも希望されております。こ

うした市民の要望が多いこの雪印旧工す跡地の遊

休地について、お考えをお伺いしたいと思います。

最後の大項目といたしまして、市内小中学校の

教員住宅についてお聞きしたいと思います。子供

たちを取り巻く教育環境は、年々多様化していく

と同時に、教育指導に従事している教職員にも新

教育法の対応はさらに保護者からのモンスターペ

アレントなどかなりの精神的負担も多くなってく

ることも推測されます。子供たちに適切な教育指

導ができるように、指導する現すの教員に対して

生活環境の支援も必要なことだと考えます。特に

衣食住の住の部分は、最低限の支援が必要だと考

えます。名寄市内に点在している教員住宅の中で

も特に浅江島公園に面している教員住宅は、外見

からもかなり老築化している状態が見られますが、

現在の教員住宅の状況についてお尋ねをし、あわ

せて同じ公共の施設を有効利用するという観点で

市ら住宅との共有使用はできないかすす性をお聞

きいたしまして、このすでの質問を終わらせてい

ただきます。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま駒津議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で４点にわたり御質問をいただき

ました。１点目、２点目につきましては私のほう

から、３点目につきましては総務部長から、４点

目につきましては教育部長からのお答えになりま

すので、よろしくお願いを申し上げたいと存じま

す。

初めに、中小零細企業への支援についての市融

資制度についてのお尋ねでございます。市制度融

資の経ら資金、新規開業経ら資金につきましては、

現在金融機関への直接申し込みを行い、あっせん

申込書を市に提出していただき、融資を実行して

いるところでございます。一方、設備資金に関し

ましては、風連商工会、名寄商工会議所、中小企

業相談所を介したあっせん申し込みで、市の同意

をもって融資実行となっております。経ら資金は、

あくまでも中小企業者のに滑な資金調達を目的と

しており、資金の使途が運転という性質上、申し

込みから審査、実行までの流れをに滑に進めるた

めにも現行の取り扱いが適当と考えているところ

でございます。設備資金につきましては、引き続

き設備投資の必要性及び企業の経ら状況などを商
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工会、中小企業相談所において審査を行うあっせ

ん融資という形をとってまいります。市制度融資

の取り扱いにつきましては、新年度が始まります

前に取り扱い金融機関の担当者にお集まりをいた

だいて新年度の資金の種類、融資利率について協

議をいただき、あわせまして取り扱いの留意点の

確認、また制度のＰＲについてもお願いをいたし

ております。また、借りかえ融資制度の新設につ

きましては、現在金融機関で取り扱っていただい

ている経ら資金は保証協会つきということ、また

保証料の補助を行っていることもあって各金融機

関で単なる長期資金の借りかえだけではなく、限

度に内での調達資金の増にを含めた運用をするな

ど柔軟に対応していただいており、その役目は果

たしているものというふうに考えております。今

後も引き続き金融機関と連携を図り、必要に応じ

融資制度の見直しの検討を行うなど中小企業者が

利用しやすい融資制度になるよう努力してまいり

ますので、御理解をいただきたいと存じます。

次に、企業立地促進条例についてのお尋ねでご

ざいます。名寄市企業立地促進条例の中には、助

成の対象として本市に立地する工すであってその

新設、移転または増設のための投資にが ７００

ににをすえるものとあります。その要件を満たし

て指定事業者となったす合、助成措置として工す

等設置費補助金、それから工す等建設用地取得費

補助金、環境緑化整備事業費補助金、雇用奨励補

助金を交付できることとなっております。企業立

地促進条例の対象業種は、工す、ソフトウエアハ

ウス、試験研究施設、または旅館などとなってお

ります。市内中小企業者にとって ７００ににの

投資にについてはハードルが高いとの御指摘もご

ざいますけれども、この規定は昭和３６年に施行

されました低開発地域工業開発促進法、つまり低

工法と呼んでおりますけれども、この法律に基づ

き企業立地促進条例が制定されたものでございま

す。現在は、低工法は期限到来のため適用除外と

なりましたが、かわって平成１４年４月から過疎

地域自立促進法による地域指定をにけたことから、

この法令に基づいた条例となっております。なお、

税制改正があったときには条例改正を行っており

ます。その他業種の事業につきましては、名寄市

中小企業振興条例に基づく助成メニューで対応し

てまいりますので、よろしくお願いをいたしたい

と思います。

次に、雇用対策について申し上げます。市立名

寄短期大学の就職状況でございますけれども、昨

年１８年度卒業生の状況を申し上げますと、卒業

生２０４名、うち進学が２０名、就職が１６９名

でございます。市内就職は１６名で、医療関係９

名、内訳では看護師が７名、栄養士が２名、それ

から教育関係では５名、これらは幼稚園、保育所

の関係でございます。金融機関に２名、それから

事務系１名となっております。来春の卒業生の状

況でございますけれども、看護、児童ともに求人

票をもとに学生の希望に沿って就職対処を講じて

いるところでございます。市内の高等学校の平成

１８年度の状況で申し上げますと、卒業生３３０

名、進学２３０名、就職７６名で、うち名寄市内

の就職は２０名となっております。来春高等学校

卒業者の状況でございますけれども、３０８名中

進学希望者が２２６名、就職希望が８２名、就職

内定３９名、うち７名が名寄市内に内定をしてい

ただいております。少しずつ景気が上向きにあり

ますので、優秀な人材を市内、管内に就職できる

よう商工会議所、ハローワークと連携を密にいた

しまして雇用の拡大を図ってまいりたいと考えて

おります。

再就職の支援についてでございますが、平成８

年から始まりました人材育成事業、養成事業の名

寄で働こう奨励補助金では、平成１８年度までに

延べ２０８名の方が補助をにけており、一定の成

果があったものというふうに理解をしております。

１９年度をもって廃止の方向を見てございますけ

れども、これらの支援にかわる新しい支援策を講

じ、今後ハローワーク、商工会議所と話しする中



－104－

で対応してまいりたいと思っております。

また、労働相談時に就労相談もできないかとい

うお尋ねでございますが、現在労働相談につきま

しては労働相談員を６名委嘱させていただいてお

ります。定期的に８月から３月まで毎月第２水曜

日の午後より労働相談を実施しております。労働

相談も雇用に係る相談が多いというふうに聞いて

おりますので、労働相談員と協議を行い、すす性

を探ってまいりたいというふうに考えております。

以上、お答え申し上げました。

中尾総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、市内遊休〇総務部長（中尾裕二君）

地の活用についてお答えをさせていただきます。

名寄市内３カ所の遊休土地利用計画について御質

問をいただきました。

まず、名寄駅前広す南側の土地につきましては、

名寄土地開発公社が平成６年から平成１２年にか

けて日本国有鉄道清算事業団及び北海道旅客鉄道

株式会社から取得したもので、面積は ２状クタ

ール、用途指定は準工業地域となっております。

土地の形態は、間にＪＲの通信施設や車庫、倉庫

が建つ用地約 ２状クタールがありますので、連

続一体のものとはなっておりません。新総合計画

では、バスターミ差ルを核とした複合交流施設の

建設を掲げておりますが、一方で共同購入宅配サ

ービスを道内一にで展開する会社が１１月２７日

に同位置に出店の意向打診を明らかにしましたの

で、中心市街地活性化協議会等での総合計画との

整合性、中心市街地活性化に寄与するものか、さ

らには地域の小売業への将来的な影響などについ

ての検証結果を踏まえて今後の土地の活用を決め

ていくことになるものと考えております。

次に、西２北１の旧名寄ら林署跡地については、

名寄土地開発公社が道警名寄警察署の移転候補地

として平成１５年に取得をいたしました。面積は

５２状クタール、用途指定は第２種中高層住宅

専用地域と一部が準住宅地域であります。取得し

た折以降、道警の総務課、旭川方面公安委員会に

名寄警察庁舎を改築する際には候補地としていた

だきたいとの意向を伝えておりますが、北海道に

おける改築年次がいまだ明らかになっていない状

況にございます。

次に、東１北３から東２北４の雪印乳業株式会

社工す跡地について申し上げます。昭和３４年に

用地取得後、施設整備を行い、操業をしておりま

したが、昭和５５年に閉鎖され、今日に至ってお

ります。宅地割りにされた２５りで、総面積 ２

３状クタールの土地で、用途指定は第２種中高層

住居専用地域となっております。平成１６年に用

地等の管理と特に夏の間の環境整備について協議

をしました折に、近隣町内会での利用要望を打診

をしておりますが、貸与は一切できないし、一部

の売却もしない、売却は全面積としたいとの回答

をにけておりますので、お尋ねの利用につきまし

ては現状難しいものと判断をしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、教員住宅〇教育部長（山内 豊君）

の管理についてお答えをいたします。

教育委員会で所管している教員住宅は、現在名

寄地区で１０７戸、風連地区で５１戸の総数１５

８戸でございます。入居状況でございますけれど

も、名寄地区８２戸、入居率７６％、風連地区３

５戸、入居率６９％となっております。平均建築

経過年数では、名寄地区２ ２年、風連地区１ 

４年で、最長３５年、最新１年という状況であり

ます。維持管理につきましては、建物内外の補修、

劣化損耗に伴う取りかえなど、毎年５月に学校校

舎のら繕現地調査とあわせて住宅調査を実施し、

修繕内容、日程を決定し、実施をしているところ

であります。また、直接入居者からの修繕依頼に

ついてもその都度現地の調査を行い、必要な対応

を図っているところであります。空き住宅につい

てでございますが、名寄地区が２５戸、風連地区

が１６戸となっております。うちブロックづくり

は３２戸の８０％、木造は９戸の２０％という状
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況であります。建築経過年数は、両地区とも平均

３ ３年となっております。空き住宅の公ら住宅

などへの活用についてでありますが、教員住宅は

補助的事業建築物ということでございまして、財

産の処分制限があります。その処分制限期間は、

ブロックづくり４５年、木造２４年と定められて

ございます。ブロックづくり耐用年数で８ないし

１２年の残存期間があるものは３０戸ほどありま

すが、処分制限期間内の公ら住宅などへの転用に

ついては、文部科学省などへの財産処分に係る申

請を行い、許すをにける必要があります。また、

老朽化が著しく、建築年度も古いことから、老朽

修繕、防寒改装など相応の改修が必要であり、経

費負担も見込まれることになります。今後は、市

民のニーズや住宅差スタープラン、民間賃貸住宅

の状況など総合的に検討し、関係部署とも協議を

進め、有効な供にであれば対応を図っていきたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれ御答弁いただ〇９番（駒津喜一議員）

きましたので、再質問と要望をさせていただきた

いと思います。質問の順番が前後いたしますが、

お許しいただきたいと思います。

最初に、雇用について再質問をさせていただき

たいと思います。高校の新卒者につきましては、

新聞報道あるいは職安の情報によりある程度周知

しているところではございますので、あえて再質

問はいたしませんけれども、大学の新卒者という

ことで、この部分については今現在は短大の卒業

生という形になっておりますけれども、今後２年

後に４大の生徒が卒業されるということで、そう

いった意味で今の現状の数値がどの程度変わって

いくのか、予測されるのか、就職の人数が。予想

している部分がありましたら、お聞かせいただき

たいのと、普通大学といえば就職情報というのは

壁に一面に企業の名前が張ってありまして、それ

を学生が自由に選んでその就職先に当たるという

のが通常なのですけれども、名寄の大学今のとこ

ろは短大の卒業生ですけれども、そういった学生

への就職情報はどのように提供されているのか、

この点だけちょっとお聞きしたいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。

三澤市立大学事務局〇副議長（熊谷吉正議員）

長。

今御質問い〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

ただきましたが、先ほどの答弁にございましたよ

うに、名寄大学につきましては開学２年目という

ことで卒業生はまだ出ていない状況でございます。

市立短期大学の生活科学科の部分での卒業生、あ

るいは地元の就職状況を先ほど御説明をさせてい

ただいたところでございますが、名寄大学の部分

につきましては２年後に就職対策等が出てくるわ

けなのですが、いずれにしても先ほどございまし

たように大学直接に求人情報等が、求人要望が入

ってきます。それを踏まえましてコー差ーを設け

まして、学生の皆さん方が閲覧をする中で就職担

当の教員あるいは職員も対応する中で対応してい

くと、こういうことで今後におきましては就職担

当の部分を充実する中で対応策を図っていこうと

いうふうに考えてございます。それで、現在の部

分では、ハローワークとの部分では当然情報の共

有化といいますか、連携を図るということで協議

会の中には実は大学からも学生部長が参加をして

情報交換をしながら対応してきているというふう

な状況になってございます。いずれにしましても、

４大になって今後卒業生が数多く出てくる部分が

ございますので、その部分につきましては今後十

分対応をとって進めていきたいというふうに考え

ております。まだ学内では４大以降の４大化卒業

生をどうするかと、こういう部分については今検

討中でございますので、今後進めてまいりたいと

思っていますので、御理解いただきたいと思いま

す。

駒津議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。大学の〇９番（駒津喜一議員）
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卒業率といいますか、卒業される先、せっかく地

域に大学があるので、できるだけ地域で就職する

という形が一番望ましいところではありますけれ

ども、産学官の連携といいますか、地域の商工業

者の中には大企業との人脈がある方も何人かいら

っしゃいますし、またその地域の事業者たちの協

力も得るというのも一つの就職のあっせんの手で

はないかと思いますので、こういった点も市内の

企業に協力を求めるという手法も今後とも検討し

ていただければより一層の見通しが明るくなると

思います。大学を選ぶ募集に際しては、やはり大

学の就職先というのも重要なポイントになります

ので、そういった意味で市内の企業の協力も得る

という形をこれからも検討すべきでないかと思い

ますので、求めておきたいと思います。

続いて、再雇用に対する支援なのですけれども、

残念ながら今年度で名寄で働こう助成金が終了し

てしまうということで、一定程度の成果を得たと

いうことでございますので、それはそれなりにい

たし方がないことなのかなと思うのですけれども、

こういった再就職に関してまた違った形で支援す

る考えがあるのか、またこの名寄で働こうという

助成金をある程度の時期が来れば復活して再度利

用してもらうのか、今のところ名寄で働く支援金

というのは特に新しくは見当たらないので、今後

そういうお考えがあるのかちょっとお聞きしたい

と思うのですけれども。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの答弁と重〇経済部長（手間本 剛君）

複するかと思いますけれども、実は働こう会の補

助金につきましては１８年度ということでござい

ます。今ハローワークあるいは商工会議所のほう

とも会議がございますものですから、その中で意

見交換をさせていただいております。これに取っ

てかわるものはどういうものがいいのか含めて、

今後も協議を進めてまいりたいと思っております

し、実効の上がるものが制度として見つかればな

というふうな考え方をしておりますので、今後詰

めていきたいと思っておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

駒津議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

結構私の身の回りにも〇９番（駒津喜一議員）

若い方が新卒で就職されてもいろんな事情により

やめてしまい、ニートというか、フリーター、そ

ういった形で生活している若い方もいらっしゃい

ますので、できるだけそういった雇用のきっかけ

をつくるような助成金というのも今後検討してい

ただいて、できるものであれば名寄で働こうとい

う助成金に沿った助成金を新設されることを望ん

でおきます。

あと、私先月建設常任委員会の行政視察へ行っ

てまいりまして、加茂市というところに行ってき

ました。そこで市役所の１階にコー差ーがござい

まして、そのコー差ーでは市の各助成金の案内を

されているコー差ーなのですけれども、そこでは

特に一連の商工業者への支援、あるいは雇用の支

援の窓口であるのですけれども、そこの窓口にパ

ンフレットをちょっと見かけまして、母子家庭の

母親がパートから常用雇用になれば事業主に、企

業に３０ににか２０ににぐらいですか、助成金が

当たるというパンフレットを見かけたのですけれ

ども、これはす生労働省で出している助成金だと

いうふうに記憶しているのですけれども、それは

北海道の名寄市においても該当するのかしないの

かちょっとお聞きしたいと思うのですけれども。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今事業主に対する〇経済部長（手間本 剛君）

常用雇用転換奨励金というようなことでの名寄市

での該当ということですが、お話ありましたよう

にす生労働省で取り組ませていただいている事業

でございます。これにつきましては、中に道が入

るわけですが、今お話ありましたように、事業主

が母子家庭のお母さんを常時雇用するに転換した

す合につきましては１人当たり３０ににを支にす

るというような、こういう制度がございます。今

お話ありましたように、ほかの課とも関連すると
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思いますので、こういったＰＲにつきましてはま

たしかるべきところに相談をさせていただいて、

統一的なＰＲができるかどうか含めて検討したい

と思っていますが、今お話ありました制度につき

ましては名寄市では該当するというふうなことで

押さえさせていただいております。

駒津議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。こうい〇９番（駒津喜一議員）

った制度を知らない方が多いと思います。また、

こういったことはす生労働省ですから、職安を通

じて事業主には伝わっていると思いますけれども、

ににをにける資格のある母子家庭とか一般市民に

は余り知られていない助成金だと思うのです。そ

して、パートから常用雇用に転換するというのは、

今季節雇用者の転換ということで非常にいろんな

助成金のメニューが羅列されているわけですから、

そういった支援の枠も事業主だけではなくて従業

員のほうにも周知する必要性があると思います。

たまたま加茂市に行ったときに市役所の１階の一

番目立つ一角にそういった支援金のコー差ーがあ

るということで、一般市民にも目につきやすいと

ころにそういった助成金のたぐいのものを周知す

るということでＰＲをしていただくようにお願い

したいと思ってございます。

また、労働相談窓口につきましては、今スタッ

フが６名いて、どういう方がやっておられるかち

ょっとわからないのですけれども、労働問題も非

常に重要な問題でございますし、期間が限定され

ているとはいえ、いろいろと業務も多忙だとは思

うのですけれども、今ジョブカフェが都会向けで

ございますけれども、いろいろと就労に際する悩

みなど気軽に相談できるような、そういった機す

を持たせていただければ、また若年層の再就職の

率も、就労率も高くなると思いますので、そうい

ったことも御検討いただきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いいたします。

続いて、次の広大な遊休地の質問でございます

けれども、１点目の駅前遊休地につきましては、

きのうの佐藤議員の質問と答弁をお聞きしまして

大体状況は把握できましたし、今総務部長の答弁

でこれから法定協議会の準備会ですか、を経てこ

れから協議されていくという部分ですので、あえ

て再質問は避けたいと思います。

また、名寄警察署の移転先の予定地でございま

すけれども、これも状況的には今の段階では要望

できる状況ではないのですけれども、誘致に関し

てそれぞれの活動というかやり方があると思いま

すけれども、誘致活動に関しましては引き続き運

動を続けていただきたいなというふうに考えてい

ますが、誘致活動って過とにおいて何回か行かれ

た経過があるのかどうかちょっとお聞きしたいと

思うのですが。

島市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ら林署が名寄から撤退〇市長（島 多慶志君）

をするということで、跡地の処分が構想として出

されました。私どもも市内の一定のまとまった敷

地ということで非常に関心を持っておりましたけ

れども、この庁舎に隣接をする名寄警察署の狭隘

さ、敷地の狭隘さ等も含めて、ぜひ警察署の建て

かえのときには適地でないかと、こういうことも

含めて土地開発公社に先行取得をお願いをした経

過がございます。その後地元選出の加藤道議とと

もに北海道の警察庁舎の建てる順番、このことも

含めて要請活動を続けておりますが、北海道はこ

こ一、二年この種の建物の新築については計画を

先送りしていると、こういう実態をお伺いしてお

ります。しかし、ぜひ私どもはこのように土地の

手当てをしているということも含めて順番を早め

ていただきたいと、毎年要請行動を続けておりま

す。決してそのような事情があっても名寄の事業

が途切れることのないようにということで要請行

動を努めておりまして、地元の警察署長を含めて

これからも要請行動を続けていきたいと、こんな

ふうに考えております。

駒津議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。ぜひ引〇９番（駒津喜一議員）
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き続き誘致について要望していただきたいという

ふうに求めておきます。

続いて、３番目の旧雪印工すの跡地でございま

すけれども、名寄市は民間の私有地ですか、広大

な面積を過と帝国製麻株式会社ですか、今麻生町

内会がございます住宅の一帯でございますけれど

も、あそこに帝国製麻株式会社の亜麻工すがあり

まして、あそこが閉鎖になってしばらくの間空き

地になっていたのですけれども、御存じのように

スポーツセンターと南小学校、そして住宅分譲と

いうことで一応の成果というか、まちが形成され

ているわけなのですけれども、ちょうど同じ時期

というか、それよりちょっとずれ込んで後なので

すが、５５年です。昭和５５年に撤退したという

ことなのですけれども、それにしても非常に長い

期間そのままになっているということ、総務部長

の御答弁ではなかなか借りることもできないとい

うことで、全部買ってくれという相手側の要望と

いうことなのですけれども、ただやはり亜麻工す

を例に例えるのはちょっと違うかもしれませんけ

れども、地域の住民としては最初はあそこは住宅

は余りなかったのですけれども、近年かなりの数

の住宅が隣接しておりますので、そういった中で

長期にわたりあの広大な土地がそのままだという

のがもったいないという面が非常に多いというこ

と、また浅江島とかいろいろな運動する設備はあ

るのですけれども、高齢者の方は交通の便が悪い

とか、足が悪いとかということでなかなかそこま

で行くのは大変だと。西側の浅江島と旧雪印の跡

地、この２カ所が冬の運動すとして使うことがで

きれば、かなり地域住民にとっては健康増進のた

めの有効な活用ができると思いますので、難しい

面は理解しましたけれども、再度相手側の所有者

に対して借用できないかという要望を今後も折衝

していただきたいなというのは要望いたしますの

で、お願いいたしたいと思います。

あと、次の小中学校教員の住宅管理であります

けれども、同じ公共施設でありながらいろいろそ

ういう耐用年数が過ぎるまでは共有はできないと

いうことでございますので、その耐用年数を過ぎ

れば共有ができるということで理解していいので

すか、確認でちょっとお聞きしたいと思うのです

けれども。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

教員住宅については、〇教育部長（山内 豊君）

補助が入って建設されているということでありま

す。それで、処分制限期間を過ぎればそれは転用

できますけれども、処分制限期間内でもことし智

恵文の３つの教員住宅について三、四年空き住宅

になっていたということも含めて、また市のほう

で活用したいということもありまして、文科省の

ほうに許す申請を出してそういった手続をしてい

るということで、必ずしも処分期間を経なければ

できないということではなくて、そうした転用が、

活用ができるということであれば、そうした申請

をできるということになります。

駒津議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

教員の住宅のローテー〇９番（駒津喜一議員）

ションと言ったらおかしいですけれども、さっき

答弁されたような管理をされておりますので、ぜ

ひ教員の方も転勤者でございますので、よその地

区の学校に行って名寄の公宅は余りよくなかった

という評判を立てられても困りますので、名寄の

住宅の環境も古いけれども、生活はできたよと、

快適とはいかなくてもそれなりの住まいであった

よというぐらいの程度になるように管理のほうも

お願いしていきたいと思います。

また、耐用年数を過ぎなくてもそういった共有

ができるということでございますので、逆に教員

住宅のほうが余って空き家がふえるという状況も

ふえてくると思います。道ら住宅とか共済住宅で

すか、こういったものも共有できるというか、自

由に住めるということですので、そういった面で

逆に教員住宅が余る、空き家になるというケース

もあると思いますので、またそこに一般市民が市

ら住宅として入るすす性も多いわけですので、そ
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ういう共有ができるのなら進めていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

最後に、一番最初に質問をさせていただきまし

た中小零細企業の施策についてお伺いしたいと思

うのですけれども、市融資制度については一連の

流れによりこの２つの融資に関しましては金融機

関のほうがスムーズにいくだろうという観点も含

まれていると思うのですけれども、とある方が新

規に開業したいということでこの融資を申し込ん

で金融機関に断られたというパターンがございま

して、私のところに来た方なのですけれども、い

ろいろお聞きしましたら、やはり銀行と取引がな

くて、そして自己資金も余りないということで、

金融機関の基準でいえば断られてもしようがない

のかなという部分があるのですが、ただ本人は開

業に向けて非常に意欲のある方で、そしてこれか

ら利益を上げる計画をしっかりしているので、こ

ういった面でもっと金融機関の相談が償還す力だ

けではなくて、そういった面を考慮していただけ

ればこの融資をにけられたケースなのですけれど

も、結局は国民金融公庫で手当てをにけて開業し

たという形になっていますけれども、そういった

面非常に、せっかくある制度融資ですので、有効

に使われるには時とす合によってはあっせん所で

ある中小企業相談所に相談してから行くというパ

ターンも特例で設けていただければ非常に助かる、

有効に活用できる融資だと思いますので、この点

考慮していただきたいと思います。

あと、借りかえ資金は、そういった事情で無理

ということなのですけれども、一応今の保証協会

の基準も大分緩くなってきまして、従来は絶対だ

めという形で、借り入れの借り入れは絶対だめで

すよというふうに言われていたのですけれども、

最近はいろいろな規制緩和の影響もありまして、

借り入れをすることによって経らの内容が改善で

きるのであれば、借入金の借り入れ償還は目をつ

ぶりましょうという部分がありますので、その辺

そういった申し込みをされる事業所も中身は大変

でございますけれども、いろいろとそういう借り

かえ資金も内容によってはできますよという文言

も制度融資の説明書の中にも必要ではないかとい

うふうに思いますので、その辺入れられるもので

あれば入れていただきたいと思います。

あと、企業立地条例の部分なのですけれども、

先ほどの答弁の中で ７００ににというハードル

を越えない事業所は振興条例のほうで対応してく

ださいということなのですけれども、振興条例の

ほうは３００にに以上の設備で２０％の補助率で

限度にが１００にに、２０％の補助率で１００に

に満にもらおうと思ったら５００ににですか、５

００ににの設備投資をすれば満にもらえるという

形なのですけれども、一方 ７００ににのほうは

同じ２０％の補助率で最高に ０００ににの補助

ということで、こちらのほうも１まの設備投資と

いうことで、本当に満にもらおうと思えばそうい

う金にになってしまうのですけれども、その間の

振興資金のほうで５００にに以上設備投資しても

同じ１００ににしかもらえないよという意味なの

ですけれども、非常に差があり過ぎると思います。

そして、何回も言いますけれども、中小企業 ０

００にに以上の設備投資するというのはかなり勇

気の要ることで、これをハードルを再度下げてい

ただければかなり意欲的に使おうと思う方がふえ

ると思いますので、その辺今後とも過疎地の特別

措置ではございますけれども、法令にのっとって

いるわけではありますけれども、その辺の市内の

中小企業の支援ということで、別メニューでも構

いませんので、その辺振興資金のチャレンジ支援

資金の限度にを上げるか、企業立地条例の助成金

のハードルを下げるか、今の段階では非常に差が

あり過ぎますので、その辺考慮していただいて御

尽力いただきますようお願いを申し上げたいと思

います。

以上、中小企業に関しましては雇用をしようと

思ってもなかなか自分のところの経ら内容がよく

ならないということでままならない部分が多いの
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で、雇用と中小企業の活性化というのは非常に関

連がございまして、中小企業の活性化を図るため

には、ぜひ支援策を、従来の支援策に増していろ

いろな支援を考慮していただくよう求めて、私の

質問を以上で終わりたいと思います。

以上で駒津喜一議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩します。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

経費削減について外２件を、渡辺正尚議員。

議長から指名をいた〇１４番（渡辺正尚議員）

だきましたので、さきの通告順に従って、質問を

してまいります。

まず最初に、経費削減についてから伺います。

私は、以前から経費削減については民間企業の発

想を取り入れるべきだと思います。小さなことで

まことに恐縮ですが、電気代にしても節約するこ

とによって１年間ではかなりの節約になると思い

ますが、お考えがあればお知らせください。

また、名寄庁舎と風連庁舎の年間の電気代はど

の程度なのかもお答えください。

次に、今後の工事発まについての考えをお聞き

します。前回お聞きしたときに指名入札から数年

後に一般競争入札に変えていきたいとの答弁をい

ただきましたが、それと連動して設計施工のとき

にＶＥを取り入れるべく準備すべきであると思い

ます。以前にも言いましたが、バリューエンジニ

アリングとは発想の転換でコスト削減と価値のあ

る社会資本整備を両立している、そして今後の公

共工事には欠かせないものとなってきております

ので、ぜひ前向きに検討すべきと思いますが、お

考えがあればお答えください。

次に、道路特定財源の影響について伺います。

私から言うまでもありませんが、道路特定財源は

道路利用者が支払うガソリンや自動車取得に係る

税金を財源にして国や地方の道路整備に使う目的

税であると理解しています。つまりに益者負担と

いう原則に沿って道路整備や維持管理に使われる

ものだと思います。来年３月３１日で暫定税率の

期限が来ますが、もし暫定税率が廃止になったす

合地方自治体への影響はどのようなものと理解し

ていますか、お答えください。

次に、余った財源を一般財源化しようとする動

きがあるようですが、私は明確に反対します。一

般財源化するのであれば、特定財源は目的税なの

だから、道路以外に使うのであればその分は税率

を見直すべきでないかと思いますが、地方自治体

の立すからの答弁を求めます。

次に、地域医療を初めとした日常生活への影響

について伺います。名寄市立総合病院は、地方セ

ンター病院としての役割を担っており、旭川以北

の稚内、留萌、紋別などの広域分散型地域の高次

元医療をにけ持つ重要な病院です。鉄道は宗谷本

線１本のみで、自動車に頼らざるを得ない地域で

す。出産や心臓、脳外科の病気、交通事故など救

急搬送において、幹線道路が法定内速度になって

いるため、患者が間に合わないとか、後遺症が残

るとか、いろんな事例があると聞いています。人

の命を守るのは、道路しかありません。また、北

北海道地域及び名寄市は冬の除雪の課題がありま

す。道路特定財源の縮小によって国道や市道など

の道路の除雪サービスが落ちることは、許される

ことではありません。道路特定財源は、新たな道

路をつくることだけでなく、日常の道路の維持や

除雪の費用にも欠かせないものです。高速道路等

の道路整備がおくれ、また冬の除雪サービスが低

下することは、緊急医療を初めとした日常生活に

おいて名寄市や北北海道の人々の死活問題になる

のではと思います。そして、ますますこの地方の

過疎化は進むものと思います。道路特定財源の中

央での議論について名寄市の市民の生活にどう影

響するのか、理事者の考えについてお答えくださ
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い。

次に、冬期除雪体制について伺います。旧名寄

市と旧風連町の除雪体制は違いますが、合併協議

の中では５年間据え置きにすると記憶しておりま

すが、準備期間を初めいつごろ一緒にする計画な

のでしょうか。準備期間を含めお答えください。

名寄の除雪体制は、随意契約で行っていますが、

いつまでも随意契約でよいとは思いません。なぜ

随意契約なのかもお知らせください。

次に、高齢者除雪サービスについて伺います。

先月の話なのですが、ある市民から先月中旬にど

か雪が降って業者に頼んだら、１２月から３月ま

での４カ月契約なので、行けないと言われたと言

っていました。もう少し柔軟に対応してもよいと

思いますし、業者への指導のまずさが出たと思い

ますが、お答えください。

以上でこのすからの質問を終わります。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま渡辺議員か〇総務部長（中尾裕二君）

ら大きな項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。１点目、２点目は私から、３点目の（１）

は建設水道部長から、（２）は福祉事務所長から

答弁をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。

初めに、経費節減についてお尋ねがありました。

市といたしましてもあらゆる部分での節減に努力

をしておりまして、蛍光灯については名寄庁舎で

器具取りかえの際に個別のスイッチつきのものに

し、昼休みはもちろんですが、必要な部分以外は

執務中であっても消灯するなどの取り組みをして

おります。電気料金につきましては、平成１８年

度名寄庁舎で７７０にに、風連庁舎で３９０にに、

両庁舎の合計で １７０ににとなっております。

平成１７年度、１８年度につきましては合併の準

備や合併直後の事務です過勤務や各種委員会等の

会議が多く開催されたこと等により、増加傾向と

なったものと分析をしております。暖房用の重油

につきましては、この間のウオームビズや暖房機

の細かな温度調整の徹底等により、平成１８年度

では使用料で ０００リットルほど減っておりま

すが、単価の上昇によりまして結果として前年比

３に ０００にほどの増加となっております。こ

のほかにも用紙の節減や節水、リサイクルの徹底

などあらゆる分野での節約、省エネをさらに強め

て経費の節減に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、工事発まにかかわって御提言も含めてお

尋ねがありました。ＶＥ方式につきましては、国、

道では試行期間を経て本格実施をしております。

国が発ました実績を見ますと、設計ＶＥは平成６

年度から試行を開始し、平成８年度本格実施、平

成１８年４月までの１２年間で５３件、入札時Ｖ

Ｅは平成１３年度から試行導入をしまして、平成

１８年４月までの５年間で７件、技術提案型総合

評価方式は平成１３年度試行導入し、平成１８年

４月までの５年間で８件、契約後ＶＥは平成１１

年度試行導入し、平成１８年３月末までの７年間

で５件の実績がありましたが、技術的難度が高く、

工事費が高にな大規模工事が対象となっているた

め、実施件数が少ないのが現状であります。この

ＶＥ方式を導入するに当たっては、設計担当とは

別に発ま者側に技術審査委員会等の設置、発ま者、

にま者のスキルアップとクリアしなければならな

い問題もありまして、今後の名寄市の発ま予定を

考えますと、大規模工事も見込めないことから、

技術審査委員会等の設置は困難な状況であります

が、ＶＥ方式の効果を検証し、職員の研修等現在

入札制度改善庁内検討委員会で検討中であります

条件つき一般競争入札の実施とあわせて検討して

まいりたいと考えております。

次に、道路特定財源についてお尋ねをいただき

ました。御案内のとおり使途を道路整備に特定を

した税金でありまして、国税では揮発油税、石油

ガス税、自動車重量税の３種類があり、地方税で

は地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量

譲与税、軽油引取税、自動車取得税の５種類があ



－112－

ります。この地方税のうち市町村に譲与されるの

は、地方道路譲与税、自動車重量譲与税、自動車

取得税となっております。名寄市の平成１８年度

決算における収入には、地方道路譲与税で ３１

３に ０００に、自動車重量譲与税で２ま １５ 

９に ０００に、自動車取得税交付金で ５１９ 

に ０００にとなっておりまして、議員御指摘の

とおり道路特定財源となっているこれらの税金は

暫定税率が適用されておりまして、暫定税率の適

用期限は自動車重量税が平成２０年４月末日、他

の税金は平成２０年３月末日となっております。

御質問のこの暫定税率が廃止されたす合の影響に

についてでありますが、平成１８年度決算で算出

いたしますと、地方道路譲与税で ３８５に ０ 

００に、自動車重量譲与税で１ま ４９５に ０ 

００に、自動車取得税交付金で ９１９に ００ 

０に、合計で１ま ８００に ０００にが減少す 

ることになり、一般財源に大きな影響が出るもの

と考えております。

道路特定財源のあり方につきましては、現在政

府与党内で活発な議論があることは御案内のとお

りであります。政府は、昨年末暫定税率を維持し

た上で余剰分は一般財源に回すと閣議決定いたし

ましたが、道路関連に限定すべきとの意見や暫定

税率の一部引き下げを求める意見もあり、また総

理大臣が道路整備の中期計画素案の事業量の精査

を指示したこともあって、道路特定財源をめぐる

情勢は不透明となっております。

お尋ねの一般財源化に対する考え方についてで

ありますが、議員御指摘のとおり、道路特定財源

は目的税であり、北海道内、とりわけ道北地方に

ついては道路整備がおくれていることから、一般

財源化については明確に反対であります。名寄市

は、高速自動車国道旭川・名寄間建設促進期成会、

一般国道４０号名寄・稚内間整備促進期成会など

に加入をして高速道路、高規格道路の整備を進め

ております。今後も一般財源化の動きに反対をし

ながら、期成会の活動を通して高速道路の整備促

進を進めてまいりたいと考えております。

次に、道路特定財源の医療に対しての影響につ

いてもお尋ねをいただきました。さきに北海道内、

とりわけ道路整備がおくれている道北地方におい

ては道路特定財源は大変重要な財源であることを

申し上げました。名寄市立総合病院は、道北地方

の地方地域センター病院として救急、高度、専門

医療などを含めて包括型、完結型の医療を担って

おり、地域住民の命と暮らしを守っております。

議員御指摘のとおり、高速道路は一般道と比べて

救急搬送の際など時間短縮と安全な走行ができる

ことから、搬送者が重篤で一刻を争うようなす合

に特に威力を発揮いたします。高速道路並びに高

規格道路の整備が着実に進展することで、救急搬

送の時間短縮がより一層図られることになり、地

域医療の充実の面からも道路特定財源が維持され

ることを強く望んでいるところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、冬〇建設水道部長（野間井照之君）

期除雪体制についての両地区の違いと随意契約に

ついてお答えをいたします。

合併当時名寄地区、風連地区の委託による除雪

体制は、実施方法、積算方法等に大きな相違があ

りまして、平成１８年度、１９年度に積算方法、

燃料費等を重点的に一定程度統一化してきたとこ

ろであります。なお、風連地区で行っている直ら

方式は、職員数の問題などがあり、現在部内で調

整をしておりますし、市街地の排雪回数は地域特

性もありますので、両地区の住民サービスの低下

とならないように配慮しながら、今後統一に向け

て検討をしていきたいというふうに考えておりま

す。

次に、随意契約についてお答えをいたします。

除雪業務の契約は、名寄地区は名寄三信環境整備

事業協同組合に、風連地区は風連環境保全事業協

同組合にそれぞれ随意契約をして委託契約をして

いるところであります。両組合は、それぞれの地
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区の除雪をにまできる建設業者がほとんど加入し、

結成された官公需適格組合で、現在のところほか

に両地区の除雪業務を申し出ているものがいない

ため、見積もり合わせによる契約を行っていると

ころでございます。また、官公需適格組合は、中

小企業の集合体であり、国が認すした法人である

こと、中小企業の雇用の確保等を目的としてにま

機会の確保を図るなどの施策を講ずるよう国から

要請もにけているところであります。除雪事業は、

市民ニーズが高まり、建設事業の中でも関心が高

く、要望、苦情が多い事業であります。単独事業

でありますから、安価で実施することは大変重要

であると考えておりますが、それぞれ組合に加盟

している業者間において小さな心遣いのある市民

サービスを競っていただきたいと考えております

し、シーズンの初めに当たってそのように指導を

してまいりたいというふうに考えています。

なお、今後新規参入希望業者が届け出があるな

ど状況に変化があれば、入札制度改善庁内検討委

員会に諮り、入札方式を検討してまいりたいとい

うふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目３番目の（２）、高齢者、障害者世帯を対

象とした福祉除雪サービスについてお答えをいた

します。

名寄市街区域では、１シーズンの門口除雪委託

料は１戸当たりで平均では３にに程度と推計をし

ております。当除雪サービスの契約方法といたし

ましては、一昨年までは市が除雪業者と委託契約

をを結し、利用者は非課税世帯は ０００に、課

税世帯は１ににを市に納付し、残りの事業費を市

が負担することで実施をしてまいりました。昨シ

ーズンからは利用者と業者で除雪範囲を含めて個

別契約をする方式に変更し、市からは非課税世帯

は２に ０００に、課税世帯は２ににの助成券を

交付し、残にを利用者が負担してもらう仕組みと

いたしました。また、市として、個人と業者との

契約となることから、金にや面積等を含めて１２

月から３月までの契約書を取り交わすことを指導

してきたところでございます。

さて、今シーズンは例年にない早い降雪により

まして１１月１９日から市道の除雪作業が始まり

ました。早速利用者から連絡があり、門口除雪の

依頼について業者に電話をしたら、契約は１２月

からだからできないと言われて困っていると、議

員御指摘のような苦情を数件連続してにけたとこ

ろでございます。担当といたしましても、１２月

からというのは助成券を４カ月の月別に交付する

ための事務処理、便宜上のことであり、契約は基

本的に１シーズンととらえ、契約日のいかんにか

かわらず柔軟に対応してほしいと業者に連絡し、

業者も了解の上対応をしていただいたところでご

ざいます。このことから、本サービスの開始時期

も含めまして利用者や業者にまだまだ説明不足、

連携不足の点があったと反省をしております。今

後もさらにきめ細やかに利用者の方々に不安が生

じることのないよう、説明の徹底化と臨機な対応

に努めさせていただきます。

以上、答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁いただきました〇１４番（渡辺正尚議員）

が、再質問していきたいと思います。

蛍光灯に関して言えば、私がいたトヨタ系のデ

ィーラーでは、約３０年ほど前だったと記憶して

いますが、そのメーカーのトヨタでは蛍光灯を三、

四列ついているものを１つないし２つ消して経費

節減に努めていました。これを風連庁舎で施行し

てもよいと思いますが、現在の状況から少しでも

電気代の節約になるのではないでしょうか、お答

えください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま風連庁舎の〇総務部長（中尾裕二君）

照明について御質問をいただきましたけれども、

確かに名寄庁舎と風連庁舎の照度が少し違うのか
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なという実感も持っておりまして、どの明るさで

執務がふさわしいのかという照度の点も調査をさ

せていただきまして、検討してみたいと思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も確認しましたが、〇１４番（渡辺正尚議員）

名寄庁舎の総務部にはひもがついた蛍光灯になっ

ていて使用後は消しているようですが、その結果

１カ月でも２カ月でも１年でも構いませんが、幾

らぐらい節減になっているのでしょうか、これに

もお答えください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

確かに総務部のとこ〇総務部長（中尾裕二君）

ろにひもがついていまして、それぞれす合によっ

ては夜勤をするときに自分のデスクのところだけ

明かりがつくようにということで小まめに点灯、

消灯をしておりますけれども、実際に１年間でど

れほど違ったのかという数字は現在押さえており

ませんので、改めて検証してみたいと思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

質問をかえます。１〇１４番（渡辺正尚議員）

０月１０日の新聞紙上では、郵政民ら化を機に道

路にある郵便ポストに対し国、道、市町村が道路

占用料の徴収に乗り出しているとありましたが、

名寄市としてはある意味徴収することによって経

費節減にもつながるのではないでしょうか、これ

について検討した経緯があるのか、またどのよう

にする計画なのかをお知らせください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ市の関連の〇総務部長（中尾裕二君）

ところでのポスト設置につきましては、道路部分

と道路部分でない敷地という点がありまして、道

路部分につきましては道路占用料等の規定で対応

できるというふうに考えておりますけれども、敷

地につきましては現在のところ規定を持っており

ません。それで、行財政改革推進計画の中で２０

年度中に各種使用料、手数料の見直しをするとい

うことにしておりますので、収入の確保を図ると

いう意味も含めまして、他市の状況も参考にしな

がら規定の整備を含めて進めてまいりたいと考え

ております。

なお、市のほうで要請をして設置をしていただ

いている部分もありますので、これらもあわせて

このほうはどういう手だてができるのかというこ

とも含めて検討させていただきたいと考えており

ます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

新聞によると、６５〇１４番（渡辺正尚議員）

０にから ３００に程度だと聞いていますけれど

も、それもかなり数があればいろいろと収入にな

ると思いますので、検討していただきたいと思い

ます。これについては要望しておきます。

経費削減にはさまざまな方法がありますが、例

えば現在は分庁方式にしていますが、無駄がない

のかをお聞きします。現在は、教育委員会が名寄

庁舎で、建設水道部が風連庁舎です。そこで、お

伺いしますが、ある市民の話では水道のメーター

器交換も風連より名寄のほうが五、六倍多いと聞

いておりますし、現在の燃料の高騰の折、分庁前

と現在では建設水道部にどの程度の差があるのか

をお知らせください。それに、教育委員会と建設

水道部の入れかえによって、現在かかっている経

費と引っ越しの経費を引いても数年後には十分に

採算が合うと思いますし、私は見直しが必要だと

思いますが、そのような検証や計画をしていれば

お答えください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御質問いた〇総務部長（中尾裕二君）

だいた個々の点について具体的なデータは持ち合

わせておりませんけれども、分庁方式そのものが

合併協議の中で位置づけられたものでありまして、

確かに庁舎が２つ存在することで御不便な点もあ

ろうかと思いますけれども、それによって旧両市

町が融和をしていくということもありますので、

ぜひその辺は御理解をいただきたいと思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

でも、建設水道部に〇１４番（渡辺正尚議員）
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ついて言うと、こちらから風連庁舎に行って、そ

れからまた公用車を使って来てやっているという

のが多いと思います。合併の論議は論議として見

直すべきだと思いますが、お考えがあれば。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

もともと２つの自治〇総務部長（中尾裕二君）

体であったものが１つになって、２つのもともと

ある庁舎を活用して行政運らをしているわけです

から、３部、２部ということで、それは教育部と

建設水道部ということでなくてもやはり３つはこ

ちらに、２つは風連庁舎にということで、当然そ

れは出てくるわけであります。それと、全体５部

通してももともと風連に勤めていた職員がこちら

のほうに来る、あるいはもともと名寄庁舎に勤務

していた人間が風連庁舎に行くということも、こ

れは分庁方式をとっている以上当然のことでござ

いますので、ぜひ御理解をいただきたいと思いま

す。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が言っているのは、〇１４番（渡辺正尚議員）

水道にしても建設にしても工事は名寄市内が多い

ので、風連庁舎に行ってから名寄へ来るというの

が多いと思うのです。それで、かなりの燃料代が

かかっていると思うのですけれども、燃料高騰の

折ですから、しっかりと検証して削減に努めてほ

しいと思います。これは要望しておきます。

次に、発ま問題に移ります。建設水道部と経済

部に多いと思いますが、一昨日の新聞では釧路市

では来年度から ０００にに以上だった一般競争

入札を ０００にに以上にすると書かれておりま

した。名寄市も数年後に一般競争入札と設計ＶＥ

を両方とも実施していただき、これをすることに

よって職員の意識改革にも寄与しますので、名寄

市はこの地域の先進的な取り組みを行うべきと思

いますので、これについては強く要望しておきま

す。

次に、北海道は除雪費が必要であることから、

本州などと異なり維持管理に占める予算をウエー

トが大きいと思います。そのような中で暫定税率

が廃止されたす合は、新たな道路整備ができなく

なるのではないかと危惧をしているところです。

政府与党は、１２月７日に特定財源の見直しにつ

いて決定したようですが、道路整備における暫定

税率の必要性についてどのように認識しています

か、お答えください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁をさせ〇総務部長（中尾裕二君）

ていただきましたけれども、道路整備の長期計画

の中で今後整備をすべき路線と事業の総体量がほ

ぼ数字として出ております。現行の税率を維持し

た上で全体計画が成り立つという計画であります

ので、当然暫定税率がその計画をすべて終了する

まで継続することを強く望んでおります。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨年秋の東京要望の〇１４番（渡辺正尚議員）

ときには、全道各地の首長さんの意見を沿えて行

ってきました。そのときには島市長からも意見を

いただきましたことに対して、このすをかりてお

礼申し上げます。

ことしは、１０月に高速道路の要望に全道各地

から十数名で行ったときに、要望書の中に枝幸と

中川町の妊婦さんの意見も沿えて要望しました。

その文書をここで紹介します。

枝幸町のＫ．Ｍさん。現在妊娠中で名寄市立総

合病院に通院中だが、住んでいる町からの通院は

長時間で足がむくんだり、腰が痛くなったりと車

の移動でも大変つらいと感じる。陣痛が起こった

す合、同じ市町村の病院であれば移動時間も１５

分から２０分程度でさまざまな交通手段で病院に

行くことができるが、遠い町からの移動のす合い

つ陣痛が来るか予想も不すすですし、夜間のす合

は自家用車での移動でしか手段がありません。冬

道、吹雪や道路凍結など一層心配。高速道路での

移動は、冬も除雪等が行き届いており、その点で

は現在よりも安心して移動することができます。

高速道路の早期完成、名寄市までの全線完成を強
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く要望します。

次に、中川郡中川町字中川のＮ．Ｍさん。３年

前に中川町に転勤となり、ことしこの町で結婚し、

妊娠しました。この町に来て３年もたつと買い物

の不便さにはなれ、日常の生活では特に困難なこ

ともなくなってきました。しかし、初めての妊娠

をし、この町に病院がないということで精神的に

大きな不安を感じました。毎回健診をにけている

名寄市立病院までは、車で１時間半はかかります。

健診のたびに往復３時間、それに健診の時間を合

わせると丸１日がつぶれてしまいます。健診のた

びに仕事を丸１日休まなければなりませんでした。

妊娠してから体調がすぐれないことも多く、もし

何か救急なことが起こったらどうすればいいのだ

ろうという不安も大きくなるばかりでした。病院

の先生にもし突然ぐあいが悪くなったらどうすれ

ばよいのか聞くと、車での長時間移動は体に負担

がかかるので、とりあえず病院に電話をかけて家

で安静にしていてください、よほどのときにはす

ぐに来てもらうことになりますとのことでした。

すぐにといっても１時間半、しかも長時間移動は

体によくない、ますます不安になりました。何と

かならないだろうか。もっと速く名寄まで行けた

らと感じたことでしょうか。今は妊娠９カ月、次

の健診からは１週間に１度となります。おなかも

大きく一人で運転をして病院に行くには不安もあ

り、夫に連れていってもらわなければなりません。

病院がない町に住む患者の体にとっても家族にと

っても、なるべく速く病院に行けるという環境が

つくられることを心から願っています。

これは、相手方にも随分インパクトがあったと

思いますが、これを今お聞きになっていて、名寄

市立総合病院が頼りにされていると私は感じまし

たが、今副市長の感想をお聞きします。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

病院の特に地域医療の〇副市長（今 尚文君）

関係について、今日ほどいろんな社会問題になっ

ていることはないというふうに思っております。

どんどん医療の再編成が起きてきまして、今お話

があったように特に産科の縮小、それからまた小

児科の縮小などは不安要素というのは非常に大き

いものがあるというふうに思っております。名寄

市立病院がその意味では道北地区の中心、センタ

ー病院として大きな役割を果たしているというこ

とは間違いないというふうに思って認識をしてお

ります。それで、住民の皆さんは絶えず、子供を

抱えているお母さんなら小児科の、妊娠をした方

なら産科の関係での不安というのは非常に大きな

ものがあると思います。それを唯一カバーできる

とすれば、最低限の不安に抑えるとすれば、道路

だろうと。何かのときにすぐ行けると、確実に行

けると、安心して走れると、こういう道路がある

のではないかというふうに思っておりまして、私

も先月道路関係の要望に参加した折には医療と道

路というふうに結びつけて、特に北海道のこの地

域における広範な範囲内での医療と道路というも

のについて地域事情を訴えてきたということでご

ざいまして、今一番不安な医療に対するかすかな

安心感を与えるとすれば、道路だろうというふう

に思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、医療のほかに〇１４番（渡辺正尚議員）

も物流、観光、地域間交流などさまざまな活用が

ありますが、それらの解決のためには高速ネット

ワークを整備するほかないと思いますが、名寄市

としてどのような課題があると思いますか、また

課題があれば解決のためにどのような活動を行い

ますか、具体的にお答えください。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

道路の果たす役割とい〇副市長（今 尚文君）

うのは、１つには生活道路というのがきちんと確

立されなければならないだろうというふうに思っ

ています。これは、例えば名寄市に置きかえます

と、名寄市の生活道路が果たして十分か、まだま

だ不十分なところがあると思いますけれども、そ

れだけに住民の要望が高いというものになってお
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りまして、それにどうこたえていくかということ

については計画的に道路の改正をやっていくとい

うことであります。

もう一つは、近隣の町村間を結ぶ道路、これを

どうしていくか。これは、主に道道で結ばれてお

りますけれども、この道道の整備。さらにまた、

目的によってその範囲が広がっていく、例えば通

学のため、通勤のため、あるいはもう少し言うと

物流や観光のためということになってくるのでな

いかと思います。ある意味では骨幹となる道路、

物流や観光は必ずしもその地域に限りませんから、

骨幹となる道路の整備が必要と。現在までは、そ

の役割を国道が担っておりました。あるいは、鉄

路が担っておりました。空路もそのとおりでござ

います。道路でいいますと、やはり国道の整備と

いうのは非常に大切なものだろうというふうに思

っています。今申し上げました医療、防災、さら

に観光、物流、それら多岐にわたる要素を道路が

持っているというふうに思いますから、それぞれ

の用途に応じた道路の整備というのは、どんなと

ころにいてもひとしく恩恵をにけるべきだという

ふうに私は考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、北海道開発局〇１４番（渡辺正尚議員）

で事業が進められている縦貫道の士別剣淵―名寄

間や名寄バイパス、美深道路への影響はどうか、

また名寄から稚内間の高速ネットワーク形成がど

うなるのか心配です。島市長は、高速ネットワー

クなどをどのように認識していますか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

国土交通省が昨年から〇市長（島 多慶志君）

ことしにかけまして道路の中期整備計画というの

を作成をいたしました。この１０月に発表があっ

たわけでありますが、日本列島の中で向こう１０

年間のうちに幹線道路を含めてどこまでの整備を

図るかと、こういう内容のものであります。士別

剣淵―多寄間というのは、もう既にくい打ち着工

がされておりますけれども、多寄―名寄間１２キ

ロについては全くゴーサインが出ていないという

状況でありまして、また名寄から稚内間は非常に

距離があるということでバイパス事業でつないで

いくとしても何年かかるのかと、こういう展望が

明確でなかったわけでありますが、今回の中期計

画の中では名寄―稚内間については一部現国道の

５車線といいましょうか、幅員等も含めてバイ

パス以外の方法の整備を図って１０カ年の間にや

り抜くと、こういう展望が示されました。本州と

比較をいたしますと、本州の高速道路の供用率等

については六十数％いっております。北海道内は、

まだ４２％ということでありまして、本州と比較

をして非常におくれていると。その中で道路特定

財源の議論が出て、す合によっては整備が終わっ

た地区の納税者の皆さんがもういいのでないかと、

こういうような御意見があるのかというふうに思

っておりますが、私はこの一、二年、特に私ども

の地域の実態を申し上げて、さらには今、副市長

からも答弁をしております医療の問題については、

これは産科について申し上げますと、名寄、北の

ほうに向かっては途中ありません、稚内と。です

から、そのような小児科も含めてなのですが、非

常に病院に通院するのに現在の車事情であっても

相当な時間がかかるということであります。それ

だけに名寄市のセンター病院の充実はもちろんな

のですが、センター病院までかかってくる時間短

縮は道路の整備以外にないと、こんなことを考え

て、これからもしっかりと、立すもございますの

で、要請行動を起こしていくというふうに考えて

おります。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もそう思います。〇１４番（渡辺正尚議員）

稚内―名寄の間を面積にすると、東京都の約３倍

以上あるのです。そこに稚内と名寄にしか産科が

ない。私は妊娠したことないので、わからないの

ですけれども、妊娠すると生まれるまでに１４回

ぐらい通わなければいかぬ。中川町と枝幸町の妊

婦の方から切実な訴えをいただいて、これを持っ
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て行ってまいりました。こんなことで遠いから子

供はつくらないとなったら、どんどん過疎化が進

むわけです。それは許されない。さっき副市長も

おっしゃいましたけれども、どこにいても同じサ

ービスがにけられなければだめだと思います。そ

のほかにもまだいろいろあるのですけれども、牛

を運ぶときに長距離運搬で体重が減るとかで価格

が下がってしまうとか、前なのですけれども、猿

払の漁協の方に聞いたら、稚貝を噴火湾から運ぶ

ときに高速道路を使わないとかなり死んでしまう

のだと言っていました。そんないろいろな弊害が

あるわけですから、田舎に住んでいても同じよう

なサービスをにけられなければだめだと思います

し、今後とも要望活動を続けていただきたいと思

います。

次に、高齢者除雪サービス事業については、高

齢者福祉の観点から利用者の視点に立ったきめ細

やかなサービスが必要だと思いますので、事前に

除雪事業者とのしっかりとした打ち合わせを要望

して、私の質問を終わります。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

農業、農村の振興について外２件を、中野秀敏

議員。

議長の御指名をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、通告順に従いまして、大項目で

３点お伺いをいたしたいと思います。

初めに、農業、農村の振興でございます。本道

の平成１９年産米の作況指数は、９９ということ

でやや不良と。先日の最終的な新聞報道では、９

８に下がったというふうな情報もあったわけです

けれども、にもかかわらず農家の手取り価格は１

俵１ににであり、農水省が示した新たな米需に調

整システムが機すせず、地域農業は今や崩壊の危

機に直面しているのが現状であります。米価低落

の要因としては、３１府県に上る過剰作付、米消

費の低迷、政府備蓄米の放出などいろいろな問題

が挙げられております。政府は、１０月、米緊急

対策を決定し、その内容は備蓄米３４にトンを年

内に政府が買い入れ、その販売を当面は抑制する

こととし、全農は１０にトン相当を飼料米とし、

処理し、費用の半分を政府が負担することとしま

した。これにより、現在の入札価格は多少上向い

ているというのが現状でございます。また、１２

月５日、農水省は平成２０年産米の生産目標数量

を発表し、北海道においては前年比 ２％の減、

５９に ９３０トンとなり、面積換算で ３１１ 

状クタールの減少となったところであります。本

名寄市においては、後継者あるいは担い手不足に

よるもの、また品目横断経ら安定対策の導入によ

るもの、また高齢化によるもの等さまざまな問題

の中で離農が進んでいるのが現状であります。平

成１９年の農地流動化の現状についてをお知らせ

いただきたいと思います。

また、農地の流動化により、規模の拡大は図ら

れているのが現状でありますが、１家族経らにお

ける農地の分散、団地数の増加等で作業効率が低

下しているのも現実であります。将来を見据えた

農地集積の考え方についてお伺いをいたします。

２点目に、農地の流動化が進む一方、個人経ら

では資金力、労働力に限界があり、また遊休農地

の発生が懸念されることから、数戸による農業生

産法人の育成を強力に進めるべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。

２点目に、風連地区の住民自治組織移行につい

てであります。地方分権一括法により国と地方自

治体の役割分担が見直され、新しい地方自治を確

立しようとする情勢の中、まちづくりの流れは従

来の画一的なものから個性を生かした自立的、主

体的なまちづくりへ着実に移行しており、住民自

治においても地域の身近な課題への取り組みは地

域住民自治が行動して解決する仕組みが求められ

ています。さらに、住民参加という概念を一層進

め、住民と行政の協働の役割分担を通してともに

協力しながらまちづくりを進める必要があります。

現在風連地区においては、地域自治区に移行する
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ため、その前段で行政区制度から住民自治組織移

行に向け、６月に審議会が設置され、審議が行わ

れている状況であり、審議委員各位の御苦労には

心から敬意を表するところであります。今日まで

懇談会等を行われておりますが、住民自治組織移

行に当たり住民の不安も多いわけですが、特例区

としての考え方について次の４点についてお伺い

をいたしたいと思います。

初めに、今日までの審議経過と今後のスケジュ

ールについて。

２点目について、住民自治組織移行に伴い、現

在それぞれの各行政班があるわけでございますけ

れども、この再編についての考え方について。

３点目に、地域住民と深いつながりを持つ公民

館分館のあり方についてどのように考えておられ

るか。

４点目に、住民自治組織移行に伴い各地区にあ

るコミセン管理については自主管理とするのか、

どのような考え方をしているのかお伺いをいたし

ます。

３点目として、小学校の適正配置と地域整備に

ついてお伺いをいたします。全国的な少子高齢化

と人口の都市集中が進む中、名寄市においても少

子化や地域全体の人口減少などにより児童生徒数

の減少が著しく、市内１５校の小中学校とも学級

数が減少し、さらには学級間、学年間の人数にも

アンバランスが生じております。次代を担う子供

たちの良好な教育環境を確保するためには、適正

な規模での学校教育が行われることが望ましいと

ころですが、将来的にも人口や児童生徒数の減少

が予測される中、小中学校の配置体制が現在のま

ま推移すれば、良好な教育環境や望ましい教育効

果が得られない状況を生ずる懸念があります。こ

うした背景の中、名寄市教育委員会では平成１８

年８月、教育長の諮問をにけ、適正規模、適正配

置はどうあるべきか、市民の立すから検討するこ

とを目的に小中学校適正配置等検討委員会が設置

されたところであります。第１期においては１９

年２月に答申をにけ、平成１９年５月には第２期

の検討委員会が設置され、現在も審議が行われて

いるところでありますが、今日までの検討委員会

における審議の状況についてお知らせ願いたい。

２点目に、老朽化、未耐震化の学校施設の整備

に関する考え方と適正配置との関連についてをお

伺いをいたします。

以上を申し上げて、このすからの質問といたし

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま中野議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたってお尋ねをいただ

きました。１点目につきましては私のほうから、

２点目につきましては総務部長から、３点目につ

きましては教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。

初めに、農地流動化と農地集積についてのお尋

ねでございますが、農業経らの規模拡大は農地の

集団化とあわせて行うことで作業効率の向上やコ

スト削減など、より経済効果を発揮することがで

きるものと考えております。平成１８年、１９年

の農地流動化に伴うあっせん、賃貸借の状況でご

ざいますけれども、名寄地区では平成１８年、こ

れにつきましては１月から１２月の１年間でござ

います。あっせんで３７件、面積に置きかえます

と１４ １状クタール、賃貸借では４８件、１７

５状クタール。平成１９年は、１月から１１月

まででございます。あっせんで１４件、６ ９状

クタール、賃貸借で７０件、２２４状クタールと

なっております。風連地区では、平成１８年では

同じ期間でございますが、あっせんで２３件、７

３状クタール、賃貸借で２８件、６ ５状クタ 

ール、１９年ではあっせん３３件、面積では１０

４状クタール、賃貸借では６９件、面積では２

０ ４状クタールとなっております。平成１７年

以前は、例年名寄、風連地区とも７０状クタール

前後のあっせんでございましたけれども、１８年

度以降品目横断的経ら安定対策の導入により高齢
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農家や小規模農家を中心に離農が進んでいる実態

にあり、急増している状況にあります。

流動化に当たっては、農地の面的集積を図る手

段として、売買による農地保有化合理化事業の活

用や近年の農地移動の実態を踏まえ、賃貸権設定

による面的集積の推進についてもあわせて取り組

んでいるところでございます。

なお、担い手経ら拡大支援対策として、担い手

への農地集積を目的として新産地づくり交付金に

おいても支援しているところでございます。

御質問の交換分合事業などの農地集団化につき

ましては、農地の面的集積に極めて効果的な事業

と考えており、土地改良法に基づく交換分合事業

を行うと、１つ目には圃すから圃すまでの通い作

の距離が短縮され、移動時間の節約になること、

２つ目には団地数を減らすことで農作業ロスを少

なくし、農業機械を効率に利用できること、３つ

目には集団化と同時に経ら規模の拡大を図ること

ができる、このことから低コストで高い生産性を

実現し、農業経らの改善を実現でき、国の補助制

度や税制上の優遇措置もあります。個人相対によ

る交換につきましては、土地の条件などから難し

い面もありますが、交換手続が大幅に簡素化され

ますので、地域の話し合いの中で取り組みの合意

形成がすすであれば農業委員会、ＪＡと協議し、

検討してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

次に、農業生産法人の育成の取り組みについて

のお尋ねでございます。本市の基幹産業である農

業を取り巻く情勢は、国際化や市す価格による農

産物価格の低迷により一段と厳しく、農家戸数や

農業労働力の減少、農業従事者の高齢化が急速に

進行する中で地域農業を支えるすぐれた担い手の

育成確保や法人化を進めることが重要な課題とな

っております。現在農業生産法人については、名

寄地区では６農業生産法人、１農事組合法人とな

っており、また風連地区では３農業生産法人、１

農事組合法人の合わせて１１法人となっており、

一戸一法人が７法人、数戸による法人が４法人と

なっております。また、風連地区におきましては、

来月新たに１農業生産法人より届け出を予定して

いると聞いているところでございます。これまで

法人化を推進する取り組みにつきましては、農業

セミ差ーや各種講演会の開催、先進地視察などを

実施してきており、農業委員会では例年北海道農

業会議から講師を招き、農業生産法人についての

研修会を実施しており、本年２月には風連町農民

連盟主催によりますところの学習会を開催し、風

連、名寄地区合わせて４０名の参加をいただいた

ところであります。また、旧名寄地区におきまし

ては産地づくり対策の中で法人化対策の助成制度

も盛り込んだ経緯もありますが、実績は残念なが

らございませんでした。また、本年度から家族経

ら協定についてＪＡ、普及センター、市、農業委

員会など関係機関連携のもとに準備を進めている

ところであり、これらについても将来農業生産法

人化に結びつくものと考えております。農業従事

者の高齢化や離農が進行する中で、組織力を活用

した経ら規模の拡大によるコスト削減や離農跡地

のにけ皿、労働力の余剰を新たに農業部門への展

開、雇用労働力の確保、経ら資金の調達、さらに

は労働条件の改善などを図る上からも地域連携型

の農業生産法人の育成が必要と考えており、若い

農業者にターゲットを絞りながら上川管内農業生

産法人ネットワークや関係機関、団体と連携をし、

調査研究をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

以上、お答え申し上げました。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、２点目の〇総務部長（中尾裕二君）

風連地区の住民自治組織移行についてお答えをさ

せていただきます。

住民の一番身近な自治組織として旧名寄市が町

内会、旧風連町が行政区と組織形態が違うことか

ら、合併協議の中で特例区設置期間内に行政区か

ら新たな住民自治組織に移行することになり、現
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在特例区では風連住民自治組織移行審議会を設置

し、移行に向けての審議を重ねているところであ

ります。審議会委員の精力的な議論の中から、新

組織の名称、区域の再編見直し、移行年月日など

を素案としてまとめ、各行政区に提示し、地域の

意見等の集約を行い、素案の調整から現在原案づ

くりに至っていますが、特に区域の再編見直しに

ついては高齢化の進行や世帯数の減少による小規

模な行政区の増加が今後の住民自治活動や地域活

動に支障を来すことが懸念されることから、小学

校区や公民館分館活動などの地域活動を重視した

再編案を示したところ、大部分は素案どおりで集

約されましたが、一部の行政区から異論があり、

原案での調整課題となっております。今後の移行

スケジュールについては、審議会での審議の進捗

状況に左右されますが、平成２０年１０月ごろを

めどに審議会の答申をいただき、その後特例区協

議会に諮り、住民説明を経て、平成２２年４月に

新しい住民自治組織に移行していく予定をしてお

ります。

次に、移行に伴う行政班再編の考え方について

でありますが、現行の行政班の世帯数が農村地区

では減少傾向が続いている現状を踏まえ、新組織

移行後の班のあり方など、審議会でどこまでかか

わるのかを含め協議をしておりまして、審議会の

意見を踏まえて方向性等を示していく考えであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。

次に、移行に伴う公民館分館のあり方について

でありますが、住民自治組織移行審議会を初め移

行に伴う住民説明会や行政区長、町内会長懇談会

などの席上で数多くの方から分館活動について御

意見をいただいております。また、風連公民館に

おいても住民自治組織移行と大きなかかわりを持

つと考えておりますので、公民館分館長主事会議

と公民館運ら審議会において住民自治組織移行と

並行して公民館としての考え方をまとめる予定を

しております。

次に、コミュニティー施設の管理のあり方につ

いてもお尋ねがありました。風連地区に設置され

ている各地域のコミュニティー施設の管理につい

ては、合併協定に基づき地域による自主管理を基

本とし、地域組織と協議を進め、協議が調った施

設から地域組織への維持管理委託を行うとなって

いることから、地域組織が現在区域の再編を見据

えた新しい住民自治組織に移行するために協議を

行っている最中でありまして、新組織発足後該当

する地域組織と協議を進めることとなりますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、小中学校〇教育部長（山内 豊君）

の適正配置と施設設備についてお答えをいたしま

す。

初めに、適正配置検討委員会の審議の状況につ

いてお答えをいたします。平成１８年度における

第１期の名寄市小中学校適正配置等検討委員会は、

適正配置計画の前提となる小中学校の適正規模及

び適正配置に関する基本的な考え方についての諮

問に対し、小中学校の適正規模に関して名寄市街

地区では１学年５０人から６０人で１２学級、３

６０人程度を望ましい規模とする一方で、適正配

置に関しては具体的な報告提言をまとめるには至

りませんでした。そのため、次期の検討委員会に

おいて具体的な検討素案の提示により検討協議す

べきとの報告をにけました。これにより本年５月

に設置し、再開されました第２期の名寄市小中学

校適正配置等検討委員会では、１つとして、小中

学校の適正配置の基本的な考え方について、２つ

目に市街地区の小中学校の適正配置のあり方につ

いて、３つ目に郊外地区の小規模校のあり方につ

いてを主な諮問事項として、３０年から４０年後

の地域や児童生徒数の将来見通しと具体的な検討

素案を示して現在審議をいただいているところで

ございます。検討委員会では、現在まで７回の審

議会を開催し、１１月１４日には名寄市町内会連

合会、風連行政区長会、名寄市ＰＴＡ連合会の代
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表の方々と検討委員の皆さんによる市内小中学校

の適正配置に関する意見交換会を実施するなど、

精力的な検討協議が進められております。この意

見交換会では、地域社会が一体となって支えてき

ている小規模校のあり方、児童生徒にとってより

よい学校の教育環境のあり方、校区再編に伴う交

通事故や不審者などからの児童生徒の安全確保な

どについて活発な意見交換が行われました。今後

検討委員会では、これらの意見等を参考にして答

申案の検討に入り、来年１月を目途に答申が行わ

れる予定でございます。

次に、学校施設の整備に対する考え方と適正配

置についてお答えをいたします。現在建築後４０

年をす過している学校施設は、風連中学校校舎及

び屋内運動す、名寄東小学校屋内運動すの２校３

施設であり、平成２８年度までに建築後４０年を

経過する学校施設は６校１０施設となります。ま

た、昭和５６年以前に旧耐震基準により設計建築

された学校施設は、さきの施設を含め１１校１８

施設あります。平成１８年度において、風連中学

校を除く１０校１６施設について学校施設耐震化

優先度調査を実施いたしました。この調査の目的

は、耐震化対策が必要な学校施設を多数保有する

市町村が中長期的な計画により耐震化事業に取り

組むとき、耐震上の危険度を簡易に判定し、耐震

化事業の優先度を検討するための技術的な調査で

ございます。今後名寄市小中学校適正配置等検討

委員会からの答申をにけて名寄市小中学校適正配

置計画を策定いたしますが、これと連動する名寄

市学校教育施設整備計画においてその整備に関す

る基本方針等を示していくことになります。学校

は、児童生徒が日常の大半を過ごす学習と生活の

すであるばかりでなく、地域の皆さんにとっては

生涯学習活動やスポーツ活動などに利用される身

近な公共施設であるとともに、災害の発生時には

応急的な避難す所ともなる施設として重要な役割

を担っております。整備計画では、校区の再編や

学校の統廃合の見通し、老朽化の状況、バリアフ

リー化、安全安心な室内環境の確保などを耐震化

事業とあわせて総合的に整備していくために基本

方針と基本計画を示し、学校施設の計画的な整備

を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、順次再質問をさせていただきた

いと思うのですけれども、初めに農業、農村の振

興についてでありますけれども、まさにとまるこ

となく農地の流動化が進んでいるというのがあら

わに示されたわけなのですけれども、最終的には

やはりすべての農家でこの農地を守り切るという

のはなかなか個々の経らの中では難しいというふ

うに私も考えているので、法人化という部分の取

り組みにあえて意見を述べさせていただいたので

すけれども、現在新聞等で限界集落という表現が

よく出てきているわけなのですけれども、先日の

テレビの中でも全国で ８００余りと、先日の新

聞では全道に３１９と非常に細かい数字を出して

新聞報道がされたところなのですけれども、初め

に名寄市において現状限界集落という認識はどう

いうふうにされておられるのか、またこの全道３

１９という数の中に入っている数字があるのかな

いのか、この部分についてちょっと確認をさせて

いただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員既に御承知だ〇経済部長（手間本 剛君）

と思いますけれども、今ありましたように、国土

交通省の調べによりますと、道内では３１９の限

界集落が確認されたというふうなことで報道され

ました。

さて、我が名寄市でございますけれども、１２

月１日現在の集落の実態調査をいたしましたとこ

ろ、農村部の１集落、１つの集落が限界集落に当

てはまるということでございます。残りといいま

しょうか、９集落につきましては心配されるので

すけれども、６５歳以上の高齢者が４０％をすえ
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た、つまり準限界集落というふうに呼ばせていた

だいておりますが、これが９集落あるということ

で押さえさせていただいております。今後につき

ましては、あらゆる面で影響が出てくるのだろう

なと、農業に限らずいろんな地域活動も含めて支

障が出てくるのではないかというふうな認識をし

ております。また、今自治会の話にも結びつくか

と思うのですけれども、それらのほうとも連動し

ながら今後対応していかなければならないもの、

そういうふうに認識をさせていただいております。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市にも１集落が〇２５番（中野秀敏議員）

６５歳以上の方が半分をすえるというような状況

があると、さらには準限界集落、さらにはこの間

のテレビでないですけれども、これが進むと崩壊

集落と、最終的には農業が崩壊するというような

状況が起きるわけなのですけれども、そういった

ものを当市においては決して起こしてはならない

というふうに思うところであるのですけれども、

この法人の部分については道内で非常に進んでい

るというところが南幌町のようなのです。南幌町

では、ちょっと調べたのですけれども、２００１

年から２００６年までで１１法人が立ち上がった

と。これは、やはり行政、農協、農業委員会が新

規法人設立に対する支援を明確にしながら、この

１１法人で ３００状クタールと、南幌町の４分

の１弱の面積を担っているというような状況なわ

けです。ですから、それによって南幌町の結果と

しては、個人的な大規模農家というのは５０町、

６０町はあるのですけれども、そういう面積の人

はどうしても野菜が作付できなくなると、個人経

らでは。しかしながら、ここの１１法人について

は野菜の面積ウエートが非常に伸びてきていると

いうような状況があるというふうに出ていたわけ

なのですけれども、さらにはその法人の設立に当

たっては地域ぐるみ的なものではなくて、やる気

のある農家を中心に組織をしたと。さらには、設

立に当たっては負債を抱えているが、優秀な後継

者、そして意欲のある農家を積極的に構成員に取

り入れたというふうな経緯があるというふうに書

かれているわけなのですけれども、本当に今高齢

化のみならず予期せぬ年齢の方が農家をやむなく

やめていっているという現状もあるわけでありま

して、そういった部分でやはり法人という部分を

つくり上げていくというのは大事なことだなとい

うふうに考えるわけなのですけれども、今の答弁

にもあるのですけれども、講習会、これは旧風連

時代からも毎年やっているわけなのですけれども、

なかなか進まないというふうな現状なわけなので

すけれども、ここはしっかりと将来を見据えた中

で新規法人に対する支援策をきちっと考えるべき

だと思うのですけれども、この点について答弁を

いただきたい。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように、かつて旧風連時代からも農業生産法人、

農業法人、これらにつきましては進めるべきとい

うようなことで取り組ませていただいておりまし

たし、議員御承知のように、なかなか芽が持てな

いし、花が咲かないという、つぼみが持てないと

いうようなことでございました。しかし、今ちょ

っとお話をさせていただきますと、わずかといえ

ども旧風連の中でも法人がふえてきているのかな

と。これにつきましては、やはり先ほどお話あり

ましたように、やる気のある農家、あるいは意欲

のある農家に呼びかけ、働きかけをして生産法人

にということでございますが、今お話ありました

ように、地域連携型の農業生産法人というのも一

方でやっぱり検討していくべきではないのかとい

うふうに考えております。つまり地域集落の中で

取り組むというようなことの生産法人も一方で考

えるべきでないのかというふうなにけとめをさせ

ていただいております。支援の方法につきまして

は、また機関と御相談をさせていただきますけれ

ども、今とりわけ風連の中では新たに来月１法人

立ち上がるというようなことでの手続をされるよ
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うですから、今後きめ細やかに、また粘り強く皆

さん方に呼びかけ、働きかけをしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業政策の部分は、〇２５番（中野秀敏議員）

行政、そしてＪＡ、普及センター、あるいは農業

委員会とですか、それぞれ連携の中で進めるとい

うのが非常に大事な部分だと思います。ハード部

分は、非常に目に見えるのですけれども、ソフト

な部分でというのはやはり根気よく、たとえ人数

が減ってでもそういった部分は推し進めていくと

いうか、そういう意欲のある、数人ででもそうい

ったものを決してあきらめることなく取り組むこ

とが非常に大事だなというふうに考えますので、

この生産法人の部分についてはそれらの横の連携

を、これは農協の仕事だ、これは行政の仕事だと

いうことなく、たまに職員からそういうような言

葉を耳にすることがあるわけでして、ＪＡの職員、

風連の職員、名寄の職員というわけでないですけ

れども、そういったことのないようにそこの連携

というのはしっかりととりながら、将来の名寄の

農業の姿をつくり上げていっていただきたいとい

うふうに要望をしておきたいと思います。

続きまして、自治組織の部分について何点かお

伺いをしたいわけですけれども、本当に今審議の

途中ということで余り深入りするのは審議委員の

方々にも失礼だというふうに考えるところですけ

れども、それぞれ地域での説明会を開催をしてい

るところですけれども、見直しがかかることによ

って分館の部分が変わるというのが本当に風連地

区の住民にとっては心配をしているというか、今

日まで非常に地域性をつくり上げてきた部分なの

ですけれども、やはりどこかで見直しをかけなけ

ればならぬという部分も当然あるのですけれども、

その部分でその組織の見直しと同時に住民が思っ

ている部分というのは、どうしても今までそのこ

とによって交付金等お金がやっぱりついてきてい

るわけです、それぞれ組織の運らをするために。

そういった部分が住民自治組織の移行とともにな

くなってしまうのでないかというふうな心配をし

ながら、そこも審議会で審議をせということには

私はならないと思うのです。やはり一線はきちっ

と行政側から示してあげなければ、すべてそれは

移行してから考えますとかというのでなく、そう

いった部分についてしっかりと先に示していくべ

きだというふうに考えるのですけれども、この部

分についての見解をちょっとお聞きをしたいと。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま再質問であり〇副市長（小室勝治君）

ましたが、行政組織のあり方について、旧名寄、

旧風連とそれぞれ違った形でまちが育ってきた、

地域が育ってきたのかなと思っております。特に

風連の農村部では、公民館活動と行政区活動が一

体となった取り組みがなされていると。公民館活

動の中には、１つの学校区を中心としながら進ん

できたと。その中に区というのがございまして、

何区かございます。そういったものを今、公民館

組織のある学区ごとの編成をしようではないかと

いうことで論議がされております。したがって、

名寄市にも公民館が６つほどございまして、その

扱いも風連とはかけ離れております。したがって、

地域自治区を再編するに当たっては、その辺が避

けて通れない問題としてあるわけでございますが、

この辺は公民館活動の問題についてはさらに名寄

との整合性も合わせながら、どういったものをそ

の地域で守って育てていくのかと、そのためには

行政として、また公民館活動としてどのような援

助ができるのかという問題がまだ積み残しになっ

ております。したがって、そういう問題が不安を

あおっているのかなというふうに考えております

し、今私も名寄市の各町内会を集めた会議にもず

っと出させていただいておりますが、名寄市は総

じて風連で言う行政区の活動と公民館活動が一体

となったような組織運らがされているようでござ

います。それらを学校ごとに連携をしていこうと

いう提案をしながらいっておりますが、その中で
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もまだ問題があろうかと思います。そういうよう

なことも含めて考えていかなければいけないわけ

ですけれども、特に風連のす合、行政区の区長に

対する報酬だとか、役割とか、それと公民館主事

に対する手当の問題とか、事業に係る助成の問題

とか、こういった問題がありますから、十分に協

議していかなければいけないのかなと。しかし、

今、先ほど言っておられました高齢化がますます

進んできておりまして、特に風連のす合には準限

界集落というか、これは区ごとにちょっと出して

みたわけですけれども、ほとんどが準ということ

になっておりまして、その中で残るほうが少ない

という実態を目の当たりにしながら、将来に向け

た再編のために十分な話し合いと、そして特にそ

の地域で守っていかなければならない問題はどこ

にあるのだということもこれからのまちづくり懇

談会の中で十分地域の意見も聞きながら、さらに

は審議会がございますから、その中でもそういっ

た問題点を整理しながら進んでまいりたいなと、

このように思っておりますし、先ほどスケジュー

ル等についても中尾総務部長が言われたとおりの

ある程度の日程をつくりながら進んでおりますが、

基本的には十分な論議のすを設けながら進んでま

いりたいなと、このように思っているところでご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

小室副市長について〇２５番（中野秀敏議員）

は、特例区の区長ということで２枚看板というこ

とでございますので、ひとつ副市長の看板は横に

置いて特例区の区長として風連地区区民のために

お願いをしたいと思うのですけれども、本当に当

然今の審議会、あるいは特例区の協議会もあるわ

けなのですけれども、やはりそこに示すためには

どういう体系にしますよという部分、最低限の部

分は行政側でのきちっと方向づけは出しておかな

ければ、丸投げで審議会に何でもということには

私はならないと思うのです。それで、懇談会に入

ってもまた同じ答弁しかりってこないというので

は、そこに自治区に移行したときの不安がより増

してしまうのです、やっぱり住民は。ですから、

今も質問させていただいたコミセンの管理の問題、

こういった部分についてもその後は話し合います

よと、ですけれども非常にそれぞれ持っているコ

ミセンは大きなコミセンです、風連地区のす合は。

行政で建てて、地区の会館とはちょっと違うわけ

です。その辺も本当に３０戸、４０戸、１００戸

余りのそこの再編された中ですべてを自主管理せ

と、金銭的なものはこれから考えるよという部分

ではなくて、そこはやっぱり一番心配、みんなが

不安に思っているのはその部分だと思うのです。

分館にしても、コミセンのあり方にしても、金は

どうなるのだろうと、金銭的なものはどうなるの

だろうと、そこはやっぱり行政側できちっともう

少しもんでいただいて、議論をして、そして風連

の現状はやっぱり小室特例区区長がしっかりと伝

えていただいて風連の体制を守るというふうな形

をしていただきたいというふうに考えるのですけ

れども、改めてここは答弁、区長からお願いをし

たいと思います。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

２枚看板ということで〇副市長（小室勝治君）

非常につらいところがあるわけでございますが、

今素案を出している部分については地域をどうい

うふうにしようかと、区画割りをどういうふうに

しようかと、どういうスタンスで進んでいくのか

という問題が先に出たということで、この中では

どういうふうにしましょうという話をしたのです

が、素案をつくってこいということで苦肉の策で

事務的な観点だけをとらまえて、こうあると公民

館活動と地域活動が一体になってくるのでないか

というようなことも踏まえて素案を出したと。素

案が出ないと論議にならぬぞと、こういう論議の

中から地区割りの論議を先にしていただいたとい

うことでございますし、先ほど言っているとおり、

コミュニティー活動の拠点となっております会館

等の維持管理の問題、それから公民館活動の問題
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含めて大きな問題としてあるわけでございます。

その問題は、今その審議会の中では論議はしてい

ないと、地域割りを中心に先に進んでいるという

ことですので、並行して事務的な、それから市と

してのすり合わせをきちっとして方向性を出して

いきたいなと、それをさらに審議会にかけていき

たいという考え方で進んでおりますので、ちょっ

と２段階、３段階になろうかと思いますが、時間

をかけて論議をしていきたいと、このように思っ

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういった部分には〇２５番（中野秀敏議員）

やはり行政側の方針というものをきちっと持ちな

がら、きのうの地域自治区の名寄市においても同

じ部分が言える部分もあるかなというふうに思い

ますので、やはり行政としてやらなければならな

い部分というか、方針を示さなければならぬ部分

はしっかりと今後も示していっていただきたいと

いうふうに要望しておきたいと思います。

次に、小中学校の適正配置という部分について

お尋ねをしたいと思うのですけれども、現在築後

４０年を経過している部分につきましては、風連

中学校の校舎と屋体、あるいは名寄東小学校の屋

体になっているわけなのですけれども、この部分

については早急に整備計画をつくらなければなら

ないという部分だと思うのですけれども、差し当

たりこの４０年を経過している２校３施設ですか、

についての考え方をお聞かせをいただきたいと思

うのです。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお答えさせ〇教育部長（山内 豊君）

ていただきましたけれども、４０年経過している

部分につきましては今おっしゃられたように風連

中学校の校舎と屋内運動すであります。風連中学

校につきましては、平成１０年に耐力度調査を実

施しております。また、平成１１年度に北海道教

育委員会から危険改築対象施設として認定されて

いるという状況にあります。もう一方、名寄東小

学校の屋内運動すでありますけれども、本年度に

耐力度調査を実施しております。東小学校につき

ましては、今後北海道教育委員会の審査及び現地

調査をにけて年度内に認定をにけるというような

運びになってございます。これら２校３施設の整

備については、新名寄市総合計画の前期計画にも

盛り込んでいるということであります。しかしな

がら、今後策定される学校教育施設の整備計画で

具体的に整備に関する方針、あるいは方向性を示

して計画的な整備を進めるということになってお

りますので、御理解いただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

一番急がれている２〇２５番（中野秀敏議員）

校なのですけれども、整備計画の中において基本

方針を示すということなのですけれども、風連中

学校においては道教委から風連高校が募集停止と

いうふうに決定をしたわけでございまして、風連

高校の跡地についての利用の部分については３月

に私質問した部分があるわけなのですけれども、

当然これでいきますと２２年３月には閉校という

ような状況になるわけですけれども、この整備計

画の基本方針を示すに当たり、この風連高校の跡

地利用もあわせて考えていくという方針なのか、

この部分についてちょっとお聞きをしたい。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連高校につきまし〇教育部長（山内 豊君）

て、それぞれ皆さんお考え方あるかと思います。

現在適正配置計画と整備計画の中では、先ほど申

しましたように、３０年か４０年後ということで

子供たちの将来推計も含めてということで今検討

委員会での答申を待ちながらその計画をつくって

いくという状況になります。学校施設の利活用と

いう部分の中では、文部科学省では現在財産処分

の手続の簡素化だとか、あるいは国庫補助金相当

にの納付の弾力化だとか、そんなことで地方公共

団体において有効に活用されるような制度改正を

今行っている状況にあります。そうしたことから、

有効活用の事例としてはいろいろあるわけですけ
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れども、公共用、公用施設への転用だとか、ある

いは学校法人、社会福祉法人への貸与といったよ

うなことがございます。現在風連高等学校の閉校

後の学校施設の利用について、道教委からは何も

特に取り扱いについて示されているものはござい

ませんけれども、地元としてもやはり積極的に検

討していかなければならないというふうに考えて

おります。ただ、現校舎が中学校として活用して

いくことができるかどうかということもまだこれ

から十分に検討していかなければならないなと。

これは、そういう中学校として利活用していくと

いう選択肢を持っているならば、種々の条件等で

道教委とも今後協議を進めるということになって

くるというふうに思います。また、地域としても

今後、今１８日から風連では地域まちづくり懇談

会が行われますけれども、そうした中でのお話だ

とか、あるいはそうした跡利用を考える会だとか、

そういったことの中で地域の皆さん、あるいは父

母の皆さん、そうした方々の意見を伺って本年度

内には跡利用について方向性を見出していきたい

なというふうに考えております。先ほども述べま

したけれども、適正配置検討委員会の答申が１月

ごろということになっておりますので、その後配

置計画、整備計画の中で具体化されるというふう

になってきます。正式にはそうした手順を踏んで

ということで物事が決定されることになりますけ

れども、現在私の個人的な考えとしては風連高校

の跡利用は風連中学校として利活用することが望

ましいのではないかというふうに思ってございま

す。

以上でございます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長の見解で中学〇２５番（中野秀敏議員）

校とすることが望ましいというふうに言われたわ

けなのですけれども、３月の私の質問の中でも跡

利用については有効に考えるべきだというふうに

申し上げて、教育長もその部分については十二分

に検討していきたいというふうな答弁をいただい

ているわけなのですけれども、風連地区の住民に

とりましては前期の総合計画にも載っているとい

うふうな状況の中では新築を、建てかえをするの

が当然だろうという意見、あるいは風連高校がな

くなるという、閉校するということがはっきりし

たわけですから、有効に利用すると。そこは、中

学校が改築時期なので、有効に利用したらいいの

でないかという意見も２つあるわけです、私自身

聞きますと。そういった部分で、ここは教育委員

会としての一定方向というものも出して住民との

話し合いというものに入るべきだというふうに考

えるわけなのですけれども、この部分についても

教育長の見解の伺いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど部長のほうから〇教育長（藤原 忠君）

小中学校適正配置等検討委員会の経過についてお

話がございました。その中で、実は学校を３つの

種類に分けているのであります。１つは、普通規

模校。これは、名寄市街地を中心にして小学校で

あれば１２学級程度を維持できる、中学校でいえ

ば９学級以上を維持できる、こういうのを普通規

模校。そして、もう一つは小規模校というランク

を設けております。これは、小学校では１学年最

低１学級は維持できる。言ってみれば、小学校で

は６学級、それから中学校も１学年１学級ですか

ら３学級、そしてこれは風連市街地を想定してお

ります。そして、もう一つは極小規模校。これは、

郊外あるいは農村地帯のいわゆる複式学級などの

学校と。こういう３つの規模の中で今議論を進め

ておりまして、その中で風連市街地については、

今小中連携教育が盛んに進められております。そ

ういたしますと、あの風連地区の構図から考えま

したら、今の風連高校、風連中学校、あそこが一

つの文教地区として小中連携から一貫校まで踏み

切る、そういう地域的にも、あるいは教育環境的

にもいいす所になるのではないかと、こういう考

えを私自身はちょっと持っているのであります。

したがいまして、検討委員会でもそのことについ
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て今検討されている。ですから、この小中一貫校

まで風連市街地の教育が踏み込むということであ

れば、まさに風連高校の跡地に中学校が移り、そ

して例えば風連中学校の跡地に新しい風連中央小

学校ができる、そしてその中で小中が本当に階段

を渡るような感じで一貫教育ができる、これはま

さに全道のモデル校になるのではないかなと、こ

んな考えを私自身は持っております。ただ、これ

らにつきましては、今中野議員のお話のとおり、

地域のこれまでの風連高校の歴史だとか、中学校

の歴史、あるいは地域のいろいろな考えもござい

ますので、今後またしっかりまち懇、あるいはそ

の他のお話を聞く機会などを特別に設けていろい

ろ考えてまいりたいと、こんなことを思っている

ところでございます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

今教育長の思いはわ〇２５番（中野秀敏議員）

かったわけなのですけれども、この部分について

はしっかりとこの後まち懇あたりででもいろいろ

と投げかけるというような部分で答弁をいただい

たのですけれども、決してこれだけではなく、非

常に大きな問題だというふうに、もし方向転換を

するということであれば風連地区にとっても大き

な問題なわけでありますから、そこはひとつ時間

を惜しむことなく十二分な議論、話し合いを進め

ていただきたいというふうに考えるところであり

ます。

また、本当に跡利用としては道の持ち物ですか

らなかなか名寄市がどうこうというふうには現状

ではいかないところでありますけれども、ひとつ

これからの協議の中で決して風連高校が閉校した

と同時にコンパネを張ってしまうというような状

況がないように、そういったことになりますと非

常に風連地区としても景観が悪いわけですし、何

か跡利用の部分については十二分に検討いただい

て有効活用できる体制をつくっていただきたいと

いうふうに要望いたしまして、私の質問を終わら

せていただきます。

以上で中野秀敏議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４７分

再開 午後 ３時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

風連地区街路灯の負担状況と今後について外３

件を、木戸口真議員。

それでは、議長の〇１２番（木戸口 真議員）

お許しをいただきましたので、これより順次一般

質問をさせていただきたいと思います。議員、ま

た理事者におかれましては大変お疲れのところか

と思いますけれども、最後となりましたので、ど

うかよろしくお願い申し上げます。

今定例会に私は３件の質問を島市長並びに教育

長に質問いたします。名寄市の経済状況は、国内

の景気の上向き状況とはほど遠く厳しい状況にあ

ります。特に１次産業であります農業は、価格低

迷による減収となっております。ＪＡ道北なよろ

によりますと、農産物前年取り扱い高７４まに、

平成１９年度農産物取り扱い決算見込みは６７ま

０００ににで、実質６ま ０００ににの減収が 

見込まれます。年々販売にが落ち込んでいる状況

にあり、農家の経ら状況は厳しさを増す一方と思

うものであります。農協も補助金等の年度内支払

い、ら農資金の金利補てん等の対策に取り組みを

進めていると聞くところであります。農協と協議

で支援できるものがあれば、対応していただきた

いと思うものであります。

それでは、質問に入りたいと思います。１点目

に、風連地区街路灯等の負担状況と今後について。

合併２年目を迎え、住民サービスの違い、利用料

などの統一が徐々に進められています。名寄市民

の公平なサービスの統一が一体感を持ち、まちづ

くりの基本となるものと考えるものであります。

私は、昨年の第３回１２月定例会において風連地
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区の街路灯等の統一に向けた考え方をお聞きいた

し、今後は名寄方式で調整したいとの御答弁をい

ただきました。このことから、風連町市街地区街

路灯管理組合が長年にわたり風連地区の管理運ら

をしていただき、感謝を申し上げるとともに、住

民負担が２００にに弱ありますので、名寄地区の

住民との負担の差が出ているものであります。さ

きに述べましたように、早期の統一が必要と考え

るものです。今年度、平成１９年度事業予定内容

と統一に向けた話し合いの経過と今後について市

長にお伺いいたします。

２点目の灯油等の高騰による弱者に対する影響

と支援対策につきましては、昨日市長より灯油支

援の考えをあす提案されますので、割愛させてい

ただきます。

３番目に、風連地区ふれあいプラザの処分にか

かわる経過について。先日１１月３０日、地元紙

２紙の新聞公告に市有物件を売却との公告に目が

とまりました。風連地区ふれあいプラザでありま

す。市の財産の取得または処分に関する条例によ

りますと、 ０００にに以上でなければ議決は要

らないので、問題はないのでありますが、旧風連

で２年前に寄贈していただき、寄贈された方より

住民の皆さん方の利活用に使っていただき、再開

発事業で事務所等に利活用していただきたいとの

ことで町としてにけ取ったものと考えるものであ

ります。現在は、市が賃貸で貸し付けで軽食、小

宴会す、会議すなどに利用されております。そこ

で、寄贈をにけて２年が経過し、来年度から本町

地区市街地再開発事業のスタートがなされ、これ

からの利活用が期待される中での売却方針となっ

た経過をお聞きいたします。

さらに、競売でなく公示価格での売却について

の理由と年も迫る中、異例の公告公示による住民

周知の理由と中心市街地にふさわしい利活用計画

と１年以内に事業展開ができる方と規定をかけた

理由を市長にお伺いいたします。

最後に、４点目に名寄市小中学校の特認校の状

況と支援対策について。近年経済状況の厳しさと

雇用のすも縮小され、地域では高齢者の増加とと

もに少子化が顕著にあらわれ、地域の学校は予並

み複式化され、子供たちが確保できなく地域の学

校が崩壊の危機にあります。そうした傾向にある

中、名寄市でも小規模校における通学区域外特認

校の指定をにけ、地域の学校として存続し、活気

を得ている学校もあります。また、認定校となっ

ても環境の整備が必要であり、対象となる生徒の

確保がされない学校があると聞くところでありま

す。名寄市内の特認校の現状はどのようなものか、

また問題はあるのか、特認校の支援対策と今後に

ついてどのように考えておられるかを教育長にお

伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願い申し上げます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸〇建設水道部長（野間井照之君）

口議員から大きく４点にわたり御質問いただきま

した。１点目は私から、２点目は省略させていた

だきまして、３点目は総務部長、４点目は教育部

長からそれぞれ答弁をさせていただきますので、

よろしくお願いをいたします。

最初に、風連地区街路灯の負担状況と今後につ

いてお答えをいたします。まず、平成１９年度の

事業内容についてでありますが、風連市街地区に

おける街路灯の維持管理については、昭和３９年

に明るい地域づくりに寄与することを目的に市街

地区街路灯維持管理組合が設立されて以来、行政

からの補助金並びに地域住民から電気料を含む維

持管理費の一部について御負担をいただきながら、

組合として街路灯の維持管理に努めていただいた

ところであります。平成１９年度における住民負

担の関係につきましては、組合予算総にの３ ７

％に当たる２３４ににを住民から御負担を願って

おり、１戸当たりにしますと平均で １３０にの

負担となっているところであります。事業内容に

ついては、通常の維持管理業務のほか、損傷のあ
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る照明器具１４０灯のうち４０灯の改修を行う計

画となっております。

次に、統一に向けた話し合いの経過と今後につ

いてですが、街路灯の維持管理につきましては旧

名寄市と旧風連町との間に取り扱いに相違がある

ことから、合併協定書の中では街路灯の設置基準

及び電気料の負担、修繕料の取り扱いについて合

併後に調整し、再編すると明記されており、その

業務については特例区で行っているところであり

ます。最近街路灯の維持管理については、名寄地

区と同様に市で行ってほしいとの多くの住民の意

見が寄せられていることもあって、組合と街路灯

業務の取り扱いについて数回にわたって協議をい

たしました。当初組合としては、照明器具等の改

修を４年計画で実施したいとの考えもあってなか

なか理解が得られませんでしたが、本年の１０月

に組合から改修を平成１９年度と平成２０年度の

２カ年で実施し、その後街路灯の維持管理につい

ては市の事業として取り組んでほしい旨の要望が

市に対してありましたので、その取り扱いについ

て庁内で協議をさせていただきましたが、調整の

ついたものから統一していくという基本的な考え

から、特例区期間終了前でありますが、平成２１

年度から風連地区の街路灯維持管理業務を市の事

業に組み入れてまいりたいと、このように考えて

いるところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、風連地区〇総務部長（中尾裕二君）

ふれあいプラザの処分にかかわるお尋ねにお答え

をさせていただきます。

風連地区のふれあいプラザにつきましては、旧

風連町が寄附をにけ、その後平成１７年１２月に

株式会社ふうれんの要望にこたえて無償貸与し、

現在に至っております。また、風連地区では現在

中心市街地の活性化を図るため風連本町地区市街

地再開発事業を実施し、新たなまちづくりを進め

ております。お尋ねのふれあいプラザを売却する

に至った経過でありますが、ふれあいプラザが中

心市街地の中で中心市街地再開発地区に隣接して

いることから、中心市街地の活性化をより一層促

進するため、プラザのさらなる利活用を求めて売

却を検討し、今回公募するに至ったところであり

ます。売却に当たりましては、風連地区の市街地

に立地していることから、広く市民に周知して売

却することがより公平な方法と判断をし、１１月

に開催をいたしました名寄市財産管理委員会で価

格や公募条件等を諮り、決定いただいたところで

あります。公募の条件につきましては、市街地再

開発地区に隣接する物件であることから、より公

共性のある利活用をお持ちで早期に事業展開して

いただく方が適当と考え、事業計画書の提出や事

業期間などの条件をつけて競売方式でなく公示価

格方式といたしました。また、応募者が複数のす

合には副市長、関係部長などによる選考委員会を

開催をし、より公共性の高い方を選定をする予定

をしております。

なお、貸付先との協議におきましては、市の計

画を説明をさせていただき、御理解をいただいて

いるところでございます。市民の皆さんへの周知

につきましては、地元新聞の公告に２回掲載する

ほか、名寄市のホームページで周知を図っている

ところであります。また、公募に当たりましては、

さきに説明いたしましたことを考慮し、期間の設

定をさせていただいたところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、市内の特〇教育部長（山内 豊君）

認校の状況と支援対策についてお答えをいたしま

す。

特認校制度は、住所を変更することなく通学区

域外からの就学を認める制度でございます。本市

は、平成１０年から小規模特認校制度を開始し、

小学校２校、中名寄小学校、智恵文小学校、それ

から中学校１校、智恵文中学校を指定、平成１８

年には風連地区の小学校１校、東風連小学校を指
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定をしております。児童生徒の就学の弾力的運用

を図っているところでございます。平成２０年度

からは、新たに風連地区の小学校１校、中学校１

校、これは風連日進小中学校を指定いたしました。

各校の就学状況につきましては、平成１９年１１

月末現在で小学校１校、中名寄小学校に８名、中

学校１校、智恵文中学校に１２名となっておりま

す。小規模特認校は、少人数で地域を生かした活

動を通じて教育がにけられ、心身の健康増進や豊

かな人間性を培うことができる制度であることを

認識してございますが、反面、専門科目の教員の

確保や通学に適した交通機関の時間設定、就学児

童生徒の確保など解消しなければならない課題が

数多くございます。今後関係機関との協議を重ね、

解決に向けた検討をしてまいります。小規模特認

校に関連する支援でありますが、就学児童生徒の

交通費について遠距離児童生徒補助要綱に基づき

公共交通機関運賃の２分の１の補助をしてござい

ます。今後も継続して実施してまいります。また、

児童生徒の確保については、各特認校が学校環境

や教育環境の特色を広く広報することは最も重要

でありますが、特認校に対する保護者や地域の期

待や関心も高く、市教委といたしましても広報な

よろなどを通じて市民への周知を図るとともに、

各特認校との協力関係をさらに構築してまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまるる御答〇１２番（木戸口 真議員）

弁をいただきました。

それでは、順番に従いまして、風連の街路灯負

担状況と今後についてということで再質問をさせ

ていただきたいと思います。今答弁があったわけ

ですけれども、私も先ほど言ったように、昨年１

２月の段階でも特例区の中で事業としてあったわ

けですけれども、しかしながらこういった街路灯

の負担の早期解決をということでお話しさせてい

ただいて、その後街路灯組合と協議があったと今

答弁があったわけですけれども、街路灯組合にお

かれましても４０年来風連の街路灯の維持管理を

していただいたことには大変感謝を申し上げると

ころですけれども、しかしながら合併したことに

よりまして名寄地区が街路灯の負担がないという

ことで、そうした中で先ほども答弁にありました

ように、市民の中からもぜひとも名寄に合わせて

市のほうで維持管理をしていただきたいという声

が強くなったという答弁をいただきました。それ

で、まずはそういった経過をもう少し説明してい

ただきたいのと、今御答弁の中に照明器具の改修

事業、これ１９年もやっておられる、また当初４

年間を街路灯組合で予定した中で２０年度でとい

うお話だったと思うのですけれども、そういった

なかなか協議がスムーズにいかなかったというそ

こら辺と、あと１９年と２０年の２カ年にわたっ

て照明器具の改修事業、この内容をまずはお知ら

せ願いたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

改修の内容な〇建設水道部長（野間井照之君）

のですが、今木戸口議員言われたように、４０年

にわたって街路灯の組合の方には本当に維持管理

に対してお世話になったということも含めて４回

ほど協議を持たせていただいたのですけれども、

改修の内容については平成１９年度では、残りの

改修をしなければならぬ街路灯が１４０灯ほどあ

るということなので、１４０灯のうちの４０灯を

１９年度で改修をしていただくと、平成２０年度

では残りの１００灯と、あと危険な柱といいます

か、木柱の部分だとか、柱の斜めになっている部

分を取りかえたりするということを１００灯分行

いまして、平成１９年度と２０年度で総体では６

２０ににの予算を見込んでいますけれども、組合

の積立金が４８０ににございまして、不足する１

４０にには市のほうの予算で補助をしていくとい

う形をとっていきたいというふうに思って、平成

２０年度でこの事業を完了させて、先ほど答弁さ

せていただいたように２１年度から市の事業とし
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て取り組んでいくと、こういう形をとっていきた

いというふうに考えています。

以上であります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のほうから〇１２番（木戸口 真議員）

御答弁があったように、最終２カ年でそういった

照明灯の改修を行っていただけるということで大

変感謝を申し上げるところでありますし、また街

路灯のほかに農家のほうで防犯灯というものがあ

るのですけれども、この防犯灯のたぐいは一緒の

たぐいという考えでいいのか、それとも来年防犯

灯だけは名寄に合わせて無料化にしていただける、

その辺ちょっとお聞きしたいのですけれども。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

農村地区にお〇建設水道部長（野間井照之君）

ける防犯灯についても、２１年度から街路灯と同

様に市の事業として取り組んでいきたいというふ

うに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、街路灯組〇１２番（木戸口 真議員）

合と協議が調ったということで、合意したという

ことで考え方はよろしいのでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

はい、合意し〇建設水道部長（野間井照之君）

たという形でいいと思っています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

街路灯組合も本当〇１２番（木戸口 真議員）

に先ほど言ったように４０年間にわたり風連市街

のそういった街路灯の維持管理に努めていただき

ましたことに感謝を申し上げ、また今後市のほう

で、再来年になるのですけれども、に全の体制で

維持管理をしていただければと思います。

それでは、次にふれあいプラザについて御質問

させていただきたいと思います。先ほど御答弁も

いただいたわけですけれども、市の市有財産で売

却、議会の決定は要らないわけですけれども、２

年前ですか、平成１７年１２月にこの寄贈をにけ

まして、当初１０月に１回議員協議会の中で決定

させていただいて、ところがちょっとまた状況が

変わりまして、１２月９日、そして１９日でした

か、資料あるのですけれども、そういった中でい

ろいろと議論がなされたところであります。それ

で、大変大きなものをいただいて、風連の住民に

とっても大きなものだったかと私は思っておりま

すし、今回そういった意味では住民に対しての周

知期間も短かったのかなと。私も新聞を見て、２

年前に寄贈していただいた物件がそういうお話も

なくいきなり新聞に出たと、そういう面では本当

に私もびっくりしたところでありますし、まして

その２年前にさかのぼりますと、風連の中でもこ

のふれあいプラザをにけ取ったときに大変議会と

しても大きくもめた一件でありますので、私もこ

のまま進んでいいのかなということも考えた中で

今回質問させていただいているわけですけれども、

まず１点目に、やはり今回の住民の周知の仕方、

周知しているよと、公告も出しているよと、ホー

ムページでも出しているよということはわかるの

ですけれども、でも周知期間が私は短いと思うの

です。もしできるのだったら、別にこんなに急が

なくて、これから１２月１８日から風連地区のま

ち懇が始まりますけれども、やはりまち懇の中で

も住民の皆さん方に大変貴重な市有財産だったの

だけれども、こういうことで利活用させていただ

きたいというものがあってしかるべきだったと私

は思うのですけれども、まずその点について答弁

をいただきたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１つには、無償貸与〇総務部長（中尾裕二君）

をさせていただいている相手方が今後の事業展開

の用途には供さないと、おりししますという申し

出がありました。それと、もう一つは、本町地区

で再開発事業が進められておりまして、年が明け

ると大きく動き出すと、そこにあってちょうど道

路１本挟んで真向かいの土地でありますので、お

貸ししている方が使わないということになると、

あいた物件でいくということになりまして、市街
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地再開発事業と絡んだより広域性のある用途に使

っていただきたいというのが１つありました。そ

れから、もう一つは、行財政改革推進計画の中で

市有財産について活用の道のない部分については

収入の確保を図る上で売却をしていくという方針

が１つございまして、今回再開発と一体の公共性

の強い事業を展開していただける方がいればとい

うことで公募をさせていただいたということでご

ざいますので、御理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁お聞きし〇１２番（木戸口 真議員）

ましたけれども、それは行政側の取ってつけたよ

うな答弁かなと。住民が聞いたときに、やはりも

うちょっと住民に周知期間があっても私はよかっ

たと思いますし、今の答弁でいいますと、本当に

行政側の取ってつけた、そしてこれだからこうな

のだと。きのうからもちょっと自治基本条例です

か、基本条例をつくるのに当たって公募してこれ

から１年かけてやろうというときに、自治基本条

例の中では住民に情報を提供していこうと、そし

て行政はその情報を与えた中で一緒に協働でまち

づくりをしようというときに、これでは全然、結

果を後で住民に知らせる、それはその担当部長が、

これから住民自治基本条例をやろうとしている、

進める方がそういったものをちゃんと踏まえて進

むべきと私は思うのですけれども、今のでこれか

ら自治基本条例を進めるに当たってこんなことで

いいと思いますか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ふれあいプラザの跡〇総務部長（中尾裕二君）

利用につきまして、今使われている方がおりしし

ますといった段階のときに、地域の方に活用の方

法があるかどうかという確認をしなかったという

ことについては、確かにその点あったのかなと感

じておりますけれども、ただ再開発事業がもう既

に大きく動き出しておりまして、そこと連動する

土地に市の物件があるということでございますか

ら、よりその活性化事業の機すを高めるための公

共性の強い用途でお使いをいただける方がいれば

ということでの今回の対応でございますので、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういった趣旨で、〇１２番（木戸口 真議員）

そういった答弁も理解は決してしませんけれども、

つらい立すの中で答弁しておられるのかなという

ことを解釈いたしまして、それでは競売でなく公

示価格になったと、これ公共性が高いということ

も答弁の中でもおっしゃっているのですけれども、

しかし本当に広く市民に周知して公平な方法でや

るとなると、普通は同じような優劣がつけられな

いような方がいれば、やはり競売で高い方にとい

う、それこそ先ほど言ったように財政健全化の中

でも少しでも高く市の財産を売るというのは、こ

れは市民に理解されやすいと思うのですけれども、

このことについての御説明していただきたいので

すけれども。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

通常市の財産を売却〇総務部長（中尾裕二君）

するに当たりましては、価格の高い方ということ

で競争入札をするのが常でありますけれども、今

回のす合につきましては先ほども説明をさせてい

ただきましたけれども、中心市街地の大きな事業

と連動しての事業展開をということでございます

ので、価格につきましては評価にと、さらには売

買実例価格を参考にしまして財産管理委員会のほ

うで検討いただいて、今回は使用目的を最重視す

るということで価格を公示をして応募していただ

くという方法をとらせていただきました。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

公募される条件、〇１２番（木戸口 真議員）

結構細かく、早期に使っていただきたいという先

ほど答弁もありましたので、そういった意味もあ

るのかなという部分もありますし、先ほど寄贈さ

れた方も産業の振興に使っていただきたいという、

そういう言葉も残していることは間違いないです

し、それとその寄贈された方も当初は再開発の中
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で核となる事務所だとかそういったものに、もち

ろん再開発で事務を委託されるので、そういった

ニュアンスの言葉というものを使いながら、株式

会社ふうれんがやっていくというようなお話もあ

って議員協議会の中で決定して、これは議会でも

議決したのは名義をかえて（株）ふうれんに貸し

付けたと、その貸し付けするにはどうしても議会

の議決が要るという中で２年前に議会の議決を得

た、それぐらいこの物件というか、この市有財産

は大変重要な物件だと私は思っていますし、この

ことについてこの公募の条件もかなり厳しくとい

うか、選考されているという、ここに選考された

ということはそういった希望者があるという中で

こういった公募の条件つけたのか、普通だったら

こんなに簡単に１カ月もたたないうちに公募して

これだけの条件つけて簡単にはさっと手を挙げる

方っていないのかなと思うのですけれども、これ

についてどうなのですか。すす性としてはいると

いう判断の中でこういった公募の条件をつけられ

たのか、その辺をお聞きいたしたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

この物件につきまし〇総務部長（中尾裕二君）

て利用したいということでの照会者はございまし

た。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういった希望者〇１２番（木戸口 真議員）

がいる中で進めたという考え方でいいのかと思い

ますけれども、この件について市長にちょっとお

聞きしたいのです。今のお話聞いていても、これ

は大変重要な物件でありますので、本当にこれが

利活用されるというのは、これは行政側の考え方

としてもそんなに私は間違ってはいないのかなと

は思っていますけれども、しかし住民への周知の

仕方や何かを見てもどうも早急だったと。そうい

う面では、行政として協働の取り組みからいって

ももうちょっと期間を設けながら、またまち懇の

中でもお話ししたりなんかすることもあってもよ

かったのかなと考えますし、その点と、あともう

一点、これから１２月１８日からまち懇が始まる

わけですけれども、このふれあいプラザについて

もやはり風連地区で大切な財産でありましたので、

そういったお話を報告になるかちょっと私わかり

ませんけれども、そのお話もする考えがあるか、

２点お聞きします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

風連の市街地再開発の〇市長（島 多慶志君）

隣接地にあります物件ということでは、風連地区

の皆さんの関心が高いのだろうと、こんなふうに

思っております。合併前の寄附ということで、私

どもも当時の風連町議会で議論をされた中身につ

いては十分承知はしておりませんけれども、やは

り私ども引き継ぎをにけた財産として、これはた

だ単に市が管理していればいいという物件ではな

いと、さらに今借りている方が使わないというふ

うにお話が出てきますと何らかの対処をしなけれ

ばならぬと、これは当然のことであります。今回

の市街地再開発の中では、商業者の皆さん方が一

定の再構築をあのブロック内でする、さらには周

辺も含めて一定の再整備というふうにつながって

くるというふうに期待をしておりまして、この物

件がそうした市街地再開発本町地区の再開発と連

動して高度な利用されることが寄附をいただいた

寄附者にもこたえる道ではないかと、そんなふう

に思って期待をしているところであります。この

後議会終わりましてから私ども風連地区のまちづ

くり懇談会、このテー差は御案内のとおりこれか

らのまちづくりをどう進めるのかということでは

当然関連してくる課題だと、こんなふうに思って

おりますし、今回の財産処分そのものは私どもは

やはり前段申し上げましたように風連地区の中心

市街地のにぎわい、あるいは商業集積というもの

がしっかりと発展の方向で使われる、このことを

願っての処分だと、そういうふうに説明はしっか

りしていきたいと、こんなふうに思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一点、先ほど〇１２番（木戸口 真議員）
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２点質問したのですけれども、今回のふれあいプ

ラザの売却の先ほど私も申したように住民に情報

提供がおくれたというか、不足していたのではな

いかと、その点については市長はどうなのでしょ

うか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

これは、にけとめ方い〇市長（島 多慶志君）

ろいろあろうかと思います。現在地元紙等で公告

をさせていただいておりますから、見る機会がな

かったと、こういうふうににけとめられる方が出

るかもしれません。しかし、市内の２つの地元紙

を通じて広報活動をさせていただいておりますの

で、関心のある方はそれなりに見ていただいてい

るのではないかと。申し上げますけれども、商業

地区ですから、あそこで住居を構えるというふう

に考えるのは処分としては適当でないといいます

か、どうしても商業者に一定程度幅が限定される

のではないかと、こんなふうに思っておりまして、

御指摘のように不十分だという考え方の方もいら

っしゃるかもしれませんが、私は一定の周知は図

れたものと、こんなふうに思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

この件については、〇１２番（木戸口 真議員）

処分に至る経過や何か１２月１８日から始まるま

ち懇の中でも皆さん方に情報提供していただけれ

ばと思います。

それでは、次に特認校の関係でお聞きしたいと

思います。先ほど御答弁いただいて、特認校が今

回智恵文小中学校、中名寄小学校、東風連小学校、

そして今回２０年から日進小学校が入るというこ

とで、それで実際的には中名寄小学校と智恵文の

２カ所であって、１８年にも東風連が特認校にな

ったのですけれども、まだそういった対象者はい

ないということで、それで名寄市はそういった中

では特認校の地域の要望があれば認定しているよ

というお話もいただいたのですけれども、そうい

うことで市内にもそういった子供たちがいろんな

環境の中で選べるという枠が広がったという解釈

もされるかと思います。

そこで、教育委員会のほうにもちょっとお尋ね

したいことがあって、特認校で教育委員会として

どういった支援しているのですかというお話をい

たしましたところ、これは地域の要望であって実

際的な支援というのはなかなかできていないとい

うお話も聞いたわけですけれども、でもこれだけ、

学校にしたら４校だと思うのですけれども、中学

校を入れると６校なのですけれども、ふえた中で

東風連、日進はこれからなのですけれども、そう

いった地元からの要望があれば行政としての支援、

大きな支援は今までもないと私は聞いているので

すけれども、それが違ったらまた報告していただ

きたいのですけれども、これからそういった東風

連や何かのバスの問題、日進もそうですけれども、

まずは環境づくりもそうですし、交通機関を整え

るというのが一番かなと思うのですけれども、こ

の交通機関に対する行政としての考え方、また支

援というのは何かあると聞いたのですけれども、

その辺は今回はどうなのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども支援の部分〇教育部長（山内 豊君）

につきましては、遠距離通学の補助、これは学区

内が決まっている子供たちが遠距離から通学する

ときに全に補助するという制度ですけれども、そ

れを準用する形の中で特認校に通う子供につきま

しては２分の１の補助をしているということであ

ります。また、特認校に通う条件として公共交通

機関を使うということになっておりまして、その

ときに例えば東風連小学校につきましてはバス路

線が若干違っているわけですけれども、現在工事

の中でバス路線が変更になっていると、そのバス

路線をそのまま生かしていただければ特認校とし

て優位性に立つといいますか、便利になるという

ことで学校から、あるいは地域からもそういった

ような要望がありますので、市としてもそうした

方向でバス会社等にも要望しているという状況に

あります。
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また、風連日進小中学校につきましても１０月

に地域の行政区長さん、そして小中学校のＰＴＡ

会長さんが連名ということで要望されていまして、

それらをかんがみて、公共交通機関、バスがあそ

こを走っているわけですけれども、停留するとい

う部分が若干少ないと、通過する便数はあるので

すけれども、とまる便数が少ないということで、

そういったことが簡単に、運輸省といいますか、

そういったところに言ってとめていけるかどうか

ということで内部で精査したところ、そうしたこ

とができるような状況がありましたので、１１月

の教育委員会の中でもそうしたことがあるという

ことで承認をにけて、そして学校にも連絡をして

２０年度から指定をするということにしています。

ただ、これからまだ具体的なバスの設定といいま

すか、それは詰めていかなければなりませんけれ

ども、そうしたことでの協力といいますか、支援

といいますか、やっているということでございま

す。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま、やはり〇１２番（木戸口 真議員）

特認校に指定しても行政の支援が目に見えるとい

うのはなかなかなかったかと思いますけれども、

そういったできる範囲の中で、特に交通機関は大

事なものですから、やはり足となりますので、そ

ういったまず確保からしなければ子供たちは集ま

らないのかなと思います。

それで、先ほどもちょっと小中学校の適正配置

等検討委員会１月に答申ということで、小規模学

校、特に郊外型の学校は今さっき私も質問の中に

も言ったように地域で大変重要な学校の存在とい

うのがありますし、どうしても残したいという言

葉がいいのか、存続させて地域の活力にしたいと

いう思うがあると思いますので、いろいろな問題

点はあるとは思いますけれども、いろんな形で支

援していただきたいと思います。そして、また学

校の先生方、校長先生、校長会だとか教頭会なん

てあると思いますけれども、そういった中でも情

報を提供しながら、子供たちにそういった環境を

つくっていかれればと思いますけれども、特認校

には先ほど規則や何かを見ますと１年以上という

ものもあるのですけれども、この１年以上という

のは上位法というか、国が定めた特認校のを引用

しているのですか、それとも市が１年ということ

を明記したのでしょうか、その辺ちょっとお聞き

したいのですけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

特に国からの定めと〇教育部長（山内 豊君）

いうことではなくて、市で設定をしているという

ことでございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、そうい〇１２番（木戸口 真議員）

ったお話も聞きまして、今せっかくそういった６

校が特認校に、また智恵文、中名寄、実際的に活

用しているということの中で、今名寄市内にもや

はり不登校の子供たちが若干いるというお話も聞

いております。そこで、女性児童センターですか、

そういったところで専門指導員による教育も数名

やっておられるというお話も聞いております。そ

ういったものも成果を出していると私も思ってお

りますし、しかしこういった６校の名寄市内に特

認校ができた中で、そういった児童センターに通

われているお子さんも本来なら、子供はもちろん

義務教育は特に学校で学んで学校で育つのが一番

だと思いますので、そういった考えについては教

育長どうなのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特認校制度につきまし〇教育長（藤原 忠君）

ては、まずもって平成１９年度は入学通知書の中

にも特認校希望などについては教育委員会にぜひ

お知らせくださいと、こういう文書を出しており

ます。そういう中でそれぞれ特認校として頑張っ

ている学校に光当てる、そんな努力もしていると

ころであります。これは、今中名寄小学校と智恵

文中学校と、この２つが本来の生徒よりも多い数

が特認校制度を利用して入学しております。しか
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し、結果的にはやや趣が変わってきているのかな

と。小学校としては、本当に自然に親しみ、そし

て少人数の中で、異学年といいましょうか、１年

生から６年生まで一緒になって活動する、そうい

うことに教育の価値を見出して保護者が送り込ん

でいる、こういう傾向が非常に強い部分がある。

一方で、中学校のす合は、むしろ大勢の子供たち

にやや不適応な子供とか、こういう子たちが入学

する傾向も一部あるところであります。そういう

中で、例えば智恵文中学校でも適応指導教室でし

ょうか、今のお話は適応指導教室だというふうに

にけとめましたが、適応指導教室に行かなければ

あるいはという感じの子供も実際は通学している、

そういう中で学校は学校ぐるみといいましょうか、

先生方と、それから生徒たちが一緒になって学校

生活を送っているということでありまして、木戸

口議員のお話のとおりであります。子供たちは、

本来は学校へ行って、そしていろんな友達と交わ

りながら学習をしていくというのが大事でありま

して、それぞれの学校もそのことをしっかり努め

ているわけでありますが、残念ながら現在通学し

ているというか、適応指導教室に通園している３

名の子供はなかなかそれもままならない子供たち

でございます。昨年は、中学生も３名おりました。

幸いといいましょうか、ことしは中学生は適応指

導教室には行っておりません。そういう中で、適

応指導教室の本当の目的は学校へ戻すことであり

ます。したがいまして、毎日学習や触れ合いを通

しながら、やがて学校へ戻ることを目標に職員も

頑張っているところであります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、そういっ〇１２番（木戸口 真議員）

た意味で適応指導教室、そういった子供さん方、

やはり学校に戻して教育するのが本来であると。

そうしたときに、先ほど申しましたように、この

取り扱い要綱の中に１年以上の通学入学に限ると。

こういったものも子供たちに柔軟な中で、この規

定はそんなに変えなくてもそういった理解のでき

る範囲の中で、体験入学ではないですけれども、

そういったものも視野に入れて、そういったもの

を流用して、特認校を皆さんがいっぱい使うこと

がいいのか悪いのか別にしても、その地域の小規

模学校にしてみたら、やはりそういったことで生

き残りをかけているということですので、そうい

ったものを運用する考えはあるのかないのかをお

聞きして、最後といたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

そのとおりでございま〇教育長（藤原 忠君）

して、１年という期間にこだわることなく弾力的

に本当に子供が、そして保護者がここの学校へ行

って勉強したいという、そういう要請があれば対

応していきたいと、こんなふうに考えております。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正
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署名議員 植 松 正 一

署名議員 宗 片 浩 子
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平成１９年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年１２月１４日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１８号 財産の取得について

日程第４ 議案第１９号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第５ 議案第２０号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 産地づくり交付金等

の税制特例による一時所得扱いの継続

を求める意見書

意見書案第２号 沖縄戦「集団自決」

に関する教科書検定に対する意見書

意見書案第３号 身近な地域で安心し

て出産ができる助産所の存続を求める

意見書

意見書案第４号 割賦販売法の抜本的

改正に関する意見書

意見書案第５号 灯油等石油製品の価

格を引き下げるための緊急対策を求め

る意見書

意見書案第６号 取り調べの可視化の

実現を求める意見書

意見書案第７号 民法７７２条の嫡出

推定に関する運用の見直しを求める意

見書

意見書案第８号 メディカルコントロ

ール体制の充実を求める意見書

意見書案第９号 障害者自立支援法の

見直しを求める意見書

意見書案第１０号 米価暴落の緊急対

策と品目横断対策の見直しを求める要

望意見書

意見書案第１１号 食品偽装事件の根

絶を求める意見書

意見書案第１２号 保険でよい歯科医

療の実現を求める意見書

意見書案第１３号 後期高齢者医療制

度の凍結と抜本的な見直しを求める意

見書

意見書案第１４号 被爆者に対して適

正な援護の推進を求める意見書

意見書案第１５号 「森林環境税（仮

称）」の導入を求める要望意見書

意見書案第１６号 「先住民族の権利

に関する国際連合宣言」に関する意見

書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 委員の派遣報告

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１８号 財産の取得について

日程第４ 議案第１９号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第５ 議案第２０号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 産地づくり交付金等

の税制特例による一時所得扱いの継続

を求める意見書

意見書案第２号 沖縄戦「集団自決」

に関する教科書検定に対する意見書
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意見書案第３号 身近な地域で安心し

て出産ができる助産所の存続を求める

意見書

意見書案第４号 割賦販売法の抜本的

改正に関する意見書

意見書案第５号 灯油等石油製品の価

格を引き下げるための緊急対策を求め

る意見書

意見書案第６号 取り調べの可視化の

実現を求める意見書

意見書案第７号 民法７７２条の嫡出

推定に関する運用の見直しを求める意

見書

意見書案第８号 メディカルコントロ

ール体制の充実を求める意見書

意見書案第９号 障害者自立支援法の

見直しを求める意見書

意見書案第１０号 米価暴落の緊急対

策と品目横断対策の見直しを求める要

望意見書

意見書案第１１号 食品偽装事件の根

絶を求める意見書

意見書案第１２号 保険でよい歯科医

療の実現を求める意見書

意見書案第１３号 後期高齢者医療制

度の凍結と抜本的な見直しを求める意

見書

意見書案第１４号 被爆者に対して適

正な援護の推進を求める意見書

意見書案第１５号 「森林環境税（仮

称）」の導入を求める要望意見書

意見書案第１６号 「先住民族の権利

に関する国際連合宣言」に関する意見

書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 委員の派遣報告

日程第９ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み
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１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

２３番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

農業政策について外２件を、黒井徹議員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長のお許しをいただきましたので、通告に従い

質問をさせていただきたいと思います。

まず１番目に、農業政策についてお伺いをいた

します。ことしもすべての収穫作業を終えて１年

間の成果が問われるときを迎えましたが、市長の

行政報告にもありましたように、水稲の作況指数

は北海道で９８、上川では１０３ですが、本市に

おいては並と私も認識をしております。畑作は、

小麦以外干ばつの影響を受けてやや不良で、野菜

も収量、価格ともに低迷し、農家経済は非常に苦

しい実態です。ここ数年は同じような傾向で、国

内の産業構造の変化や農畜産物の市場開放などに

よる価格の低迷が長引く中で農地の取得や機械購

入等による借り入れが経営を圧迫し、農業所得の

確保が難しくなってきております。酪農において

も海外でのバイオエタノールの増産に伴い、輸入

穀物の高騰により大きな打撃を受けています。既

に輸入関連加工食品については値上げをしており

ますが、国内農畜産物には価格に転嫁できるシス

テムがなく、コスト高による経営の圧迫は深刻で

あります。国内の自給率は４０％を割り込み、目

標指数から逆行している状態です。さらに、ＥＰ

Ａ、ＦＴＡなど農畜産物貿易交渉で日本が妥協す

ることになれば、農業に大きな打撃を与えるだけ

でなく、国民生活の安全保障にかかわる事態にな

るというふうに私は思っております。今後も国民、

市民の立場でしっかりと訴えていく必要があると

思います。

さて、このことを十分認識をしていただいて、

市農業行政について４点にわたりお伺いをいたし

ます。１番目、農業基盤整備について。農業にと

って大型区画化、暗渠排水、土層改良、用排水路

など生産基盤整備は農業政策の根幹をなすもので、

現状の課題となっている担い手の育成、農地の集

約化、営農規模の拡大等、経営安定化への基礎的

政策であります。そこで、現在実施されている事

業の規模と進捗状況をお知らせください。

また、先ほど農業情勢について述べたように、

非常に厳しい状態を認識すると、補助残の負担は

大きく経営を圧迫します。道の受益者負担軽減対

策として促進特別対策事業、いわゆるニューパワ

ーアップ事業が実施されていますが、この対策も

平成２２年度で終わりで、今後計画にある中名寄

地区、あるいは天塩川２０線の頭首工の改良工事

については、次期対策の有無によっては農家負担

は大きく変わってきます。道の財政も厳しいこと

は認識をしておりますが、農家経済を考えるとき

市として積極的に道関係者に働きかけるべきと思

いますが、その方針を伺います。

２番目に、農業・農村振興計画の取り組みにつ

いて伺います。活力と潤いのある農業、農村を目

指してことしから平成２８年度までの１０カ年計

画を立てましたが、特に担い手対策として新規事

業の農業青年チャレンジ事業や振興作物、研究作

物推進の取り組み状況について伺います。

３番目、名寄市の農業実態について。私なりの

実態把握については先ほど述べましたが、改めて

市理事者の農業に対する認識について求めます。

特にことしの作況等を踏まえ、お考えがありまし

たら、お伺いをいたします。
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４番目、新年度予算での農業政策重点項目は、

農業予算において継続、新規で予定されている事

業をお知らせください。特にバレイショ貯蔵施設、

真空予冷施設など農協が補助事業の申請をしてい

ますが、市の支援体制についてもお伺いをいたし

ます。

次に、大きな項目で２番目、高校再編について、

新設高校の姿とスケジュールについてお伺いをい

たします。北海道教育委員会は、公立高校配置計

画を発表いたしましたが、残念ながら名寄市では

風連高校が来年度平成２０年度から募集停止とな

り、さらに名寄光凌高校と名寄農業高校が産業キ

ャンパスとして再編統合されることに決まりまし

た。新設高校は、平成２１年度からスタートする

ことになりますが、産業キャンパス校としての運

用実態と学校名、あるいは農業学科名の決定時期

など、どのような機関で協議されるのかお伺いを

いたします。

農業高校の今後について。名寄農業高校は、２

つの学科が統合されますが、広大な農場や施設が

あります。将来教職員の配置が減少することにな

れば、管理作業や施設保持について大きな問題が

起きます。以前にも質問と提案をさせていただき

ましたが、社会人の農業研修センターとしての活

用はできないのか、協議の経過があればお伺いを

いたします。また、今後の考え方もお願いをいた

します。

次に、大きな３番目ですけれども、平成１９年

度の決算見込みと新年度予算について伺います。

財政力指数等の実態について。国の構造改革によ

り地方交付税の削減や景気低迷による自主財源の

減など、地方財政は悪化するばかりで明るさが見

えてきません。ことしは新たに健全化に関する法

律が制定され、財政の健全化にさらに注意を払わ

なければなりません。そこで、１９年度半ばでは

ございますが、決算の見込みとあわせて財政力指

数等についてお知らせを下さい。

次に、予算編成の考え方と重点政策について伺

います。厳しい財政状況は、多くの市民も認識を

しておりますが、身近な行政サービスの低下など

には敏感に反応をいたします。当然なことだとい

うふうに私も思いますが、各種補助金の見直し、

利用料、手数料のアップなどは簡単に理解できる

ものではありません。逆に本当にみずからの襟を

正しているのか、行政に問いたくなるのは必然だ

というふうに思います。そこで、庁内の経費節減

や事業の厳選など、予算編成に当たりどのような

指示をしているのか伺いたいというふうに思いま

す。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま黒井議員から大きな項目で３点にわ

たりお尋ねをいただきました。１点目につきまし

ては私から、２点目につきましては教育部長から、

３点目につきましては総務部長からのお答えとな

りますので、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

初めに、農業政策についての農業基盤整備につ

いてでございますけれども、現在市の予算に関連

する事業では道営事業で６つの事業がございます。

主なものを申し上げますと、智恵文地区、それか

ら共和、瑞生、東豊等々でございます。総事業費

では６４億４５１万円、既に取り組みをさせてい

ただいている分につきましては３５億２６９万円、

率に置きかえますと５ ６９％となっております。

このほかに、平成１５年度より実施していました

公社営畜産担い手育成総合整備事業が総事業費１

１億 ０００万円をもって本年度１１となります。

また、市の予算の伴わない事業として平成１８年

度から２０年度までの工期で地域水田農業支援排

水対策特別事業、瑞生第２地区が総事業費で１億

９００万円で現在実施中であります。さきに申

し上げました６地区につきましては、道の施策で

あります。持続的農業・農村づくり促進対策事業、
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通称ニューパワーアップ事業の対象事業でござい

ます。この制度は、平成８年に本道農業、農村が

大きな転換期に直面する中で本道農業、農村を持

続的に発展させていくため、担い手を育成支援す

るための生産基盤整備や公共性の高い基幹整備や

公共性の高い基幹水利施設について道と市町村が

連携して農家負担軽減特別対策を実施することを

目的として、道営農業農村整備事業に係る農家負

担を市町村が一定割合まで軽減する場合、その費

用の一部を道が助成するという事業の内容となっ

て策定されたものでございます。この事業は、５

年を目途に見直され、現在３期目に入っており、

平成２２年度が最終年度となっております。平成

２３年度以降につきましては、まだ決定されてお

りませんが、道の財政状況等を見るとき大変厳し

いものがあると考えているところでございます。

現在継続中の６地区は、１地区を除いて平成２２

年度までに１１する予定でございますが、道の財

政状況などにより工期の延長もあり得ると考えて

いるところでございます。また、新規事業として

平成２０年度には基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業、弥生地区が総事業費８億円で、天塩川

２０線の頭首工の改修が決定していますし、平成

２１年には経営体育成基盤整備事業、名寄東地区

が総事業費３３億円で計画されております。いず

れも現事業の適用事業でございます。道にとって

基準補助率プラスパワーアップ分、市ではパワー

アップ分の負担となりますが、市の基幹産業であ

ります農業の安定生産のためには必要な事業と考

えているところでございます。今後とも改良区、

農協、連携して事業の継続に向けた運動に取り組

んでいきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

次に、新名寄市農業・農村振興計画の担い手対

策の取り組みについての御質問でございますが、

農業担い手の育成と確保は基本計画の５本の柱の

一つとして重要かつ緊急の課題と位置づけており

ます。振興計画では、創設した新規事業、農業青

年チャレンジ事業につきましては農業青年がチャ

レンジする新たな農業経営に対し助成を行うもの

でございます。今年度の採択につきましては、１

件目は花卉のサンダーソニア球根養成にかかわる

ハウス、かん水施設の整備、２件目では稲わら搬

出と利用推進のための自走ロールベーラーの導入、

３点目ではアスパラ促成栽培に係るハウス、かん

水施設整備事業、４つ目ではアスパラ伏せ込み促

成栽培に係るハウス、加湿器、かん水施設整備の

４件を採択し、助成しているところでございます。

本事業につきましては、農家子弟が所属する経営

体、つまり親から自立した新しい取り組みに支援

するもので、採択審査に当たっては名寄市営農技

術対策協議会において意欲、事業遂行能力、先進

性、モデル性、波及効果、地域リーダーとしての

期待度など１０項目にわたり審査をいたしており

ます。実施後３年間は事業の実績報告を求め、優

良事例については事例集の配布や農業関係団体の

講習会、研修会の場で発表してもらうなど地域農

業への貢献を期待しているところでもございます。

また、振興作物に対する取り組み状況では、新産

地づくり交付金の名寄地区、風連地区の一本化が

なされ、当初交付金の減額が心配されていました

が、前年度並みの配分を受け、施設園芸作物、ア

スパラ、ナガネギ、ユリ根、トマト、花卉などで

は反当７万円、園芸露地野菜ではアスパラ、ナガ

ネギ、ユリ根、トマト、花卉で反当４万円、露地

野菜ではカボチャ、ニンジン、大根、タマネギ、

食用、加工用バレイショでは反当１万 ０００円

が振興作物へ活用されております。市単独の事業

では、アスパラルネサンス事業でのアスパラ増収

の取り組みに対する助成、優良バレイショ採種事

業では優良品種バレイショの採種事業に取り組む

団体への助成を行っております。農業振興センタ

ーでは、ホワイト及びグリーンアスパラガスの栽

培試験、大苗供給、露地ナガネギの栽培試験、食

用ユリの効率的な栽培法の確立、花卉の新品種比

較試験、オリジナル品種の開発、培養技術の確立、
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イチゴでは有望品種の育種など振興作物への研究

展示を行っております。研究作物といたしまして

は、小果樹の展示研究へ向けての準備も進めてお

り、来年度は展示圃の設置を考えているところで

ございます。

次に、名寄市の農業の実態についてのお尋ねで

ございます。今年の農作物の作況などを踏まえた

名寄市農業の実態についての御質問でございます

けれども、米につきましては平年並みと考えてい

ますが、価格においては需要が停滞しており、低

迷している状況に変わりなく、生産費の高騰を考

えると厳しい状況にあるというふうに考えている

ところでございます。畑作の小麦、豆類、てん菜、

バレイショにつきましては、小麦はやや良となり

ましたけれども、ほかの作物は干ばつの被害でや

や不良となっております。ことしから品目横断的

経営安定対策が導入され、対象作物作付の農業者

にどのような影響があるのか、多少時間がかかる

のではないかというふうに考えているところでも

ございます。野菜における主な作物のＪＡ道北な

よろの分析によりますと、食用バレイショにつき

ましては全国的に大豊作となり、食肉の偽装事件

でコロッケ、サラダなどの加工食品の生産が極端

に減少し、まだ在庫を抱えている状況にございま

す。アスパラにつきましては、春の高温傾向で主

産地の長野県と名寄市の収穫の始まりと終わりが

同じになった点と十勝、石狩において作付がふえ

ていることが原因と考えられております。カボチ

ャにつきましても食味はよいが、収量が少し落ち

る銘柄の味皇がことしの気温の影響で大きく落ち

込んだのが原因と分析をいたしております。価格

的にはカボチャ、食用バレイショ、アスパラの落

ち込みが大きく、野菜総体的には前年対比２億

０００万円を下回る状況にあるというふうに考え

ております。本年度につきましては、国の農業施

策の大きな転換と高温小雨の気候、食の安全性の

問題、国際的な原油高による生産コストの上昇な

ど、多様な問題が農業経営に影響を与えていると

考えております。さらには、農業だけでなく日本

経済全体に深刻な影響を及ぼしていることは報道

などによる御案内のとおりでございます。今後想

定されますＷＴＯ、ＦＴＡの農業交渉の行方によ

っては国際規律の強化や関税、調整金財源の変化

にも十分対応できる施策が必要と考えるところで

あり、地域農業の持続的発展を図るため、関係機

関、団体一丸となった国への要請活動を強めてま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。

次に、新年度予算での農業施策の重点項目はと

のお尋ねでございますが、初めに農地・水・環境

保全向上対策の全市的な取り組みで平成２０年度

は新たに８地区、協定面積約 ９００はクタール

で、交付額約１億 ０００万円を北海道へ要望を

いたしております。現在地域での説明会を行い、

地域組織立ち上げに向けて準備を進めているとこ

ろでございます。

次に、ソフト事業といたしましては、名寄産の

モチ米、ウルチ米の産地確立と消費拡大につなげ

る名寄産米振興事業及び修学旅行も視野に入れた

都市交流の推進を図るためグリーン・ツーリズム

の推進事業の推進、さらには名寄市食育推進計画

と名寄市地産地消推進計画に基づく運動の推進を

図ってまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

御質問のＪＡ道北なよろが事業主体で平成２０

年度採択を目指し国へ要望している施設への市の

支援体制についての御質問でございますけれども、

１つ目には市場価格に合わせた出荷をするために

一定温度で貯蔵するバレイショの貯蔵施設で、処

理量 ０３８トン、事業費２億 ３６０万円、う 

ち国費１億 ６００万円の施設でございます。も

う一つは、スイートコーンなどの鮮度維持と輸送

中の品質保持を図り、有利販売につなげる真空予

冷施設で、処理量１日当たり最大２０トン、事業

費 ０７３万円、うち国費 ３２０万円の施設で 

ございます。これらの施設整備に当たり、ＪＡ道
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北なよろから市へ助成措置の要望をいただいてお

ります。市といたしましても名寄農業の大きな柱

である畑作野菜の振興のため、産地間競争の強化

に必要な施設と考えておりますので、農業・農村

振興計画に基づき支援を現在検討しているところ

でございます。

以上についてお答えを申し上げました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、高校再編〇教育部長（山内 豊君）

についてお答えをいたします。

初めに、新設高校の姿とスケジュールについて

でございます。本年６月に示されました平成２０

年度から平成２２年度の公立高等学校配置計画案

につきまして、７月１８日に北海道教育委員会が

主催する上川北学区の第２回公立高等学校配置計

画地域別検討協議会が開催され、地元として名寄

光凌高等学校と名寄農業高等学校の再編統合案に

ついて新設校の姿や具体的内容について早期に示

していただくよう要望してまいりました。その後

９月１０日にこの配置計画の決定通知があり、新

設校は名寄光凌高等学校が母体校となり、名寄農

業高等学校の学校施設を産業キャンパスとして活

用することになっております。新設校の学校名、

学科編成の詳細などについてはいまだ示されてお

りませんが、大学科については工業科２学級、家

庭科１学級、農業科１学級であり、教育目標、教

育課程等については名寄光凌高校と名寄農業高校

の両校による委員会が設置され、現在検討されて

いるところでございます。特に農業教育のあり方

については、従来の農業後継者教育から多様な農

業担い手育成に転換する必要があり、実践的農業

者、農業技術者の養成はもとより、大学などの高

等教育機関への進学など接続型の教育にシフトす

べきであり、このための教育内容や教育課程の編

成が望まれ、名寄市、名寄市教育委員会ではビジ

ョンを示して北海道教育委員会に対して要望をし

ているところでございます。農業、工業、家庭の

学科を一体的に有し、これらを支える広大で先端

的な実習施設と蓄積された教育技術をあわせ持つ

ことになる新設校は、未来型の産業教育を切り開

く全国的にも例を見ない新しいタイプの高等学校

となる可能性を秘めております。新設校の将来と

そこで学ぶ生徒の皆さんを地域がしっかりと応援

していくことが重要であると思います。平成２１

年度の新設校開校に向けての具体的なスケジュー

ルについては、まだ明確に示されておりませんが、

平成２０年度の早い時期に学校名、教育課程など

の新設校の体制が決定され、その後中学生の体験

入学や学校説明会が開催され、平成２１年１月に

入学願書の受け付け、２月から３月に入学者選抜

の実施となるものと思われます。

次に、名寄農業高校の今後についてお答えをい

たします。このたびの公立高等学校の配置計画で

は、名寄農業高等学校と名寄光凌高等学校の再編

統合により、名寄農業高等学校は平成２１年度か

ら募集停止となり、平成２２年度末をもって閉校

となる予定でございます。しかし、平成２１年度

から新設校の産業キャンパスとして学校施設が活

用されることになります。したがって、平成２１

年度及び平成２２年度は名寄農業高等学校と新設

校の２校が併存し、学校施設を共同で活用するこ

ととなり、農業教育に係る実習助手を含む教職員

は単独校の定数配分に応じて配置されるものと思

われますが、平成２３年度からは新設校４学級に

対応した教職員の配置になるものと思われます。

産業キャンパスとして活用される名寄農業高等学

校の実習地、実習施設は教育活動を円滑に展開す

るためにしっかりとした維持管理が可能となるよ

うな方策が望まれることとあわせて、これまでも

名寄市、名寄市教育委員会が要望してまいりまし

た多様な農業担い手育成のあり方として新規就農

者の実践的農業研修や道内の研修指導機関との連

携など、産業キャンパスのあり方も含め、今後さ

らに関係機関と協議を深めてまいりたいと考えて

おります。今後も名寄農業高等学校が築いてこら

れました地域の農業振興と後継者の育成という輝
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かしい足跡が新設校においてもしっかりと受け継

がれ、新しい産業教育として展開されますよう地

元として応援してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、平成１９〇総務部長（中尾裕二君）

年度決算の見込みと新年度予算についてお答えを

させていただきます。

初めに、１９年度の決算見込みと財政指数等に

ついてお尋ねがありました。平成１９年度は、新

総合計画がスタートした年度であるとともに、合

併後旧風連町、旧名寄市が一体となって編成した

予算が執行される最初の年度でもあります。平成

１９年度の一般会計の当初予算は、歳入歳出それ

ぞれ１８６億 ５００万円で、本定例会初日補正

議決後の予算現額は１８９億 ５００万円となっ

ております。お尋ねの平成１９年度の決算見込額

についてでありますが、現時点での予測は大変難

しく、極めて大くくりでの数字で申しますと、歳

入総額から歳出総額を差し引いた形式収支はおお

むね１億 ０００万円から２億円程度、そこから

翌年度に繰り越しすべき一般財源を差し引いた実

質収支では１億ないし１億 ０００万円程度と質

さえております。

次に、財政指数等についてでありますが、自治

体の財政力をあらわす財政力指数は平成１８年度

よりよ干上がって ３０５程度、財政構造のよ力

性を示す経常収支比率は予算編成時の見込額であ

る９ ７％から１ないし２％減少してほぼ平成１

８年度並みの９０ないし９１％程度になるものと

考えております。財政健全化の判断指標に盛り込

まれた全会計における実質的な公債費の割合を示

す実質公債費比率は、平成１８年度並みか、それ

をよ干下回るものと想定をしております。いずれ

にいたしましても、決算見込み、財政指数とも現

時点での概数ということで御理解をいただきたい

と思います。

次に、予算編成の考え方と重点施策にかかわっ

てお尋ねがありました。平成２０年度の予算につ

いては、１１月１日付で訓令とそれに基づく事務

連絡を通知をし、各課で編成作業を行い、１２月

４日に締め切ったところであります。お尋ねの庁

内での経費節減につきましては、さきの議員の質

問でもお答えしたとおり、あらゆる分野での節約、

省エネをさらに徹底をして経費の節減に努めてま

いりたいと考えております。平成２０年度予算の

編成に当たって事務連絡で特に指示を出したこと

は、１つには基金に依存した財政運営にも陰りが

生じていることから、総合計画登載事業であって

も事業内容や事業規模、工事量の積算などを工夫

すること、２つには新規事業については適正な受

益者負担、事業の緊急性などを十分検討すること

とともに、既存事業の見直しを図り、財源の確保

を図ること、３つには従来の予算を既得権として

踏襲することなく、個々の経費の無駄を省き、ゼ

ロベースで積算をし、消耗品など部内で共有でき

るものは共通経費として節減を図ることなど全部

で１２項目の指示を出したところであります。今

後は、査定の中で事業の必要性や効率性、緊急性

などを十分精査をし、予算編成作業を進めてまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１８番（黒井 徹議員）

ただきまして、ありがとうございます。

まず、順番に再質問させていただきます。農業

情勢、本当に数年前から厳しさを増しております。

価格の低迷、ことしなんかは石油等の高騰という

ようなことでコストはどんどん上がっていく割に

は生産が上がらないというような状況の中で、そ

ういった中ではそれぞれ工夫をしながら営農を続

けているわけですけれども、その工夫にもいつか

は限界が来るというようなことできちっと今から

その対策をしていかなければならぬなというふう

に思っています。基盤整備等の事業等については、

六十何億円という予算の中でやっているわけです
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けれども、道の支援がなければかなり将来におい

て農家経済の負担というのは大きくなってくると

いうことで、市の財政にも大きな負担がかかって

いるというようなことですけれども、何としても

この地方の基幹産業である農業をきちっと確立し

ていくことが大目的でありますので、今後とも大

変だと思いますけれども、道のほうに要請してい

ただきたいなというふうに思います。

１つ伺いたいのですけれども、今中名寄地区で

やろうとしている経営体育成事業等につきまして

は３３億円ですか、去年からの傾向なのですけれ

ども、それら事業、あるいは品目横断的な新しい

政策等について先行きが不安というようなことで

かなり高齢者、後継者のいない農家については離

農しているということで、昨年から本当に大きな

面積がきのうの報告にもありましたように農地の

移動として集積をされているというようなことで、

今その事業が起ころうとしているわけですけれど

も、２０はクタール以上３０はクタールの規模を

もってやるというようなことになると、個人負担

は例えばどのぐらいに試算されているのでしょう

か。いわゆるパワーアップがないとすれば、どの

ぐらいの負担になるかちょっと伺いたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように、パワーアップ事業によっては負担の割合

が変わってくると思いますけれども、いずれにい

たしましても今まだ計画段階でございますけれど

も、詰めている段階でございますけれども、記憶

の中では１８戸ほどの方々で取り組まれるという

ふうに認識をさせていただいております。大きい

方で億の負担をするのではないかというふうなこ

とで考えております。したがいまして、今お話あ

りましたように、できるだけ受益者の負担を減ら

すのだというようなことの取り組みにはパワーア

ップの取り組みを道に要請するというのは欠かす

ことできませんので、２２年ですけれども、２０

年ぐらいから私どものほうで運動を強力に展開を

していかなければ継続につながらないなというふ

うな考え方をしておりますので、御理解をいただ

きたいと思っております。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

大きい方で億単位と〇１８番（黒井 徹議員）

いうか、億の負担が将来的に出てくるというよう

なことですけれども、この状況の中ではその負担

をするということは、今ようやく集積をして将来

に向けてやろうとしている農家がさらにそれを圧

迫されるということになると、やっぱり地域農業

が崩壊するような状況になりますので、ぜひとも

市挙げて、あるいは近隣の町村とタイアップをし

ながら、その事業を継続していただけるよう、さ

らに運動を強めていただきたいなというふうに思

います。

それから、農業振興計画で農業青年チャレンジ

事業、非常によかったなというふうに思っていま

す。農村地区は、やっぱりよい人が元気で活動す

ることが、ある程度の経営者というのはそれらに

刺激をされながら元気がついてくるものなのです。

本当にわずかな金額といいますか、事業をやる上

においてはそう大きな金額ではないのですけれど

も、そういう事業を起こすことが地域の活性化に

つながるというようなことで非常に私どもも喜ん

でいるのです。振興計画全体にかかわることです

けれども、モデル地区とは言いませんけれども、

ある程度集中、集約をしながら振興していくこと

が地域に影響力を持ってくるのでないかと、特に

よい人たちに重点を置きながら元気をつけていた

だくということが大事でないかなというふうに思

います。そういった中では、やっぱりよい人たち

もそれなりの情報をいただかなければ何をどうや

っていいかわからないというようなことで、今４

件のチャレンジはしていただいたのですけれども、

さらにそういう人たちをふやしていただくように

研修を積極的にやっていただけるような予算づけ
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もしていただきたいなと。やっぱりいろいろ模索

をしながら進んでいるということなので、何とか

研修制度をもう少し充実をしていただきたいなと

いうふうに思います。さらには、ある程度先進的

にやっていただける人たちが必要だというような

ことでは、きのうも質疑がありましたけれども、

法人化をしっかりやっていくと。なかなかこれは

難しい事業なのですけれども、これをやっていた

だきたいなというふうに思います。あるいは、今

ある品目のブランド化あるいはＰＲというのを少

しでも価値のあるものにしていただくためには、

そういったことも行政と農協がタイアップしなが

らやっていただきたいなというふうに思います。

いわゆる法人化、研修制度、それからＰＲ作戦と

いいますか、この３点についてお考えがあればお

伺いをしたいというふうに思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今、まず冒頭、や〇経済部長（手間本 剛君）

る気のある農家、いわゆる意欲のあるよ手の後継

者を含めて、そういった芽をどういうふうに開花

させていくのかというようなお尋ねでございます

が、今お話ありましたように、研修制度をとらせ

ていただいておりますけれども、そればかりでな

くして、このごろはいわゆるイベントを通じてふ

だんからのコミュニケーション、こういったもの

も必要なのでないだろうかというようなことで積

極的に行政あるいは農協のイベントにお互いに参

加し合いながら、意思の疎通を図りながら、情報

交換をしながら取り組む意欲を持っていただけた

らというようなことで、私どもも機会あるごとに

そういったお話し合いの中に出させていただいて

情報交換をさせていただいている、そういったこ

とも必要なのだなというふうに思っております。

それから、法人の部分につきましては、きのう

中野議員にもお話ししましたように、なかなか難

しい取り組みでございます。一朝一夕にすぐ法人

化ということには結びつきませんけれども、これ

は息の長い部分でございます。それと、今お話あ

りましたように、私どものほうではきのうお話し

させてもらいました地域連携型の農業生産法人、

地域の中でどういうふうに法人化に向けて取り組

みができるのか、どういう役割が担えるのか、こ

ういったものをテストケースになるかと思います

けれども、課題として質さえてそういった話し合

いも今後していきたいというふうに思っています。

それから、産地の部分につきましては、既に取

り組ませていただいている事業がありますけれど

も、先ほど申し上げました部分のほかにも産地づ

くり交付金の中でも協議会への事業の取り組み、

あるいはＰＲ事業等々をさせていただいておりま

す。それから、場合によったら東京、あるいはそ

ういった催し物、本州方面の催し物にも積極的に

私どものほうも参加させていただいてＰＲ活動に

努めていきたいと思っていますし、とりわけ今私

どものほうで考えているのは、杉並の交流をどう

いうふうに広げられるのかなというような考え方

を、来年度きっかけをつくりたいなと、こんなよ

うなことでのＰＲも戦略の中に描きながら取り進

めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

以上、お答え申し上げました。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

振興計画があるわけ〇１８番（黒井 徹議員）

ですけれども、この計画は１０年かけてやります

けれども、なかなか最終の目的までに達するには

いろいろ変化もあろうと思うのですけれども、こ

の計画をきちっと実行していくと、そういう熱意、

情熱がやっぱり必要、これは生産者、あるいは行

政、農協、それぞれ組織が力を合わせてやってい

くことが必要なので、決して絵そらごとにならな

いように一つ一つ積み上げていただきたいなとい

うふうに思います。それには、常に毎年計画と検

証をしながらやっていくこと、そして最終目標を

目がけていくわけですけれども、毎年毎年それな

りの成果、実績が上がることをある程度やってい

ただきたいなというふうに思います。１つなぜか
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なと思ったのが、研究作物の中にブルーベリーで

すとかカシスですとかというのがあるわけですけ

れども、ちょっとなじみがない。研究ですからこ

れから、答弁にもありましたように展示圃といい

ましょうか、圃場にということですけれども、本

当にこの地方に合って振興作物に値するものであ

れば、そこは積極的にやっていただきたいなとい

うふうに思います。青森では、あんなちっちゃな

粒が３トンもあるというのですから、やっぱりす

ごいなと。私は、全然どのぐらいの経済メリット

というか、つくることによってあるのかちょっと

わかりませんけれども、そういったものでよい人

たち、あるいは果樹ですから多少年とった経営者

もチャレンジできる部分ありますので、もう少し

すそ野を広げていただけるように、来年その部分

についてはちょっと注目をして見ていきたいとい

うふうに思いますので、しっかりやっていただき

たいというふうに思います。

それから、農業の実態については本当に私と同

じで、そういうことだというふうに思います。１

つだけお伺いしたいのは、今ことしの状況で冷害

でもなければ干ばつといってもさほどの大きな天

災とまでもいかない価格低迷ですとかそういった

ものがあるのですけれども、非常に農協全体では

販売高７億円も８億円も減少しているというよう

なことでございますので、農協も何か営農資金対

策の制度をつくるというような話ししていますけ

れども、農協からその辺の市に対する要望が来て

いるのか伺いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先般農協の組合長〇経済部長（手間本 剛君）

ほか参られて、そして６項目にわたって来年度に

向けての農業に関連する支援要望を受けたところ

でございます。その中に、ことしの作柄の部分に

つきましても今お話ありましたように、農協とし

て独自に農家負担の軽減を図るというようなこと

での取り組みをされるというふうに伺っておりま

すし、私どものほうといたしましては今確定した

情報をつかみ切れていないのですけれども、セー

フティーネットというような資金の対応も何かあ

るように伺っております。いずれにいたしまして

も、１２月の段階で組勘の整理を一定程度される

というふうに思っておりますし、それから国ある

いは道の動きもどういうふうになるのか、そこら

辺を十分に踏まえながら来年度に向けての再生産

に対する資金の手だてを取り組めるかどうか、今

後またちょっと時間をいただいて検討を前向きに

進めていきたいというふうに考えているところで

ございますので、御理解いただきたいと思ってお

ります。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことで検討〇１８番（黒井 徹議員）

要望があるというようなことでございますので、

よろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

それから、重点政策、重点項目ですけれども、

バレイショあるいは予冷庫等についても行政等の

支援を検討しているというようなことで、いろい

ろアスパラの施設の問題もありましたけれども、

農協が共同の取り組みですとか、そういう施設の

取り組みをすることによって経済的に振興できる

という部分がありますので、行政としてきちっと

取り組んでいただきたいなと。できれば有利起債

の、合併特例債はどうかわかりませんけれども、

過疎債等を充当していただけるような対策に御努

力をいただきたいなというふうに思います。

１つだけ伺いたいのですけれども、士別議会な

んかでも今いわゆる干ばつ対策として畑作のかん

水施設に対する助成がどうなのかというような議

論が出ているのもちょっと聞いていたのですけれ

ども、名寄地方としては以前智恵文地区畑作のか

ん水の事業について議論経過があるというふうに

伺いましたし、今現在地域からそういった要望が

あるのか、短くお願いしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）
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以前に検討した経過もございました。その段階で

はちょっとやっぱり手届かないな、無理だなとい

うような質さえをさせていただきました。具体的

にことしは干ばつだったのですけれども、状況的

に声として私どものほうで受けてはおりませんけ

れども、地域のまとまりがなければ取り組めない

事業というふうに理解をしておりますので、今後

ともまた地域の声を大事にしながら、受けとめな

がら、取り組めるものかどうかということで検討

していきたいというふうに思っているところでご

ざいます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう要望がある〇１８番（黒井 徹議員）

かどうか私もまだ聞いてはいませんけれども、畑

作においてのそういうかん水施設というのはかな

り有効な手段でもありますので、地域の要望をち

ょっと聞いていただきたいなというふうに思いま

す。

それと、高校再編の話に移らせていただきます

けれども、農業高校は大学との連携でいろいろ大

学生の農場研修なり、あるいは食品等について貢

献をしています。この間新聞にもアスパラパウダ

ーを利用したケーキというのですか、そういうこ

とを加工して何とか地域の産業に貢献しようとい

う努力をしていますし、北海道北部のほうの酪農

等については名農を卒業して経営するというよう

なことで重要な北の拠点校として位置づけられて

います。ただ、やっぱり再編されますとよ干そう

いうニュアンスが薄れるかなという心配をしてい

ます。特に教職員の減というのは大きな影響が出

ますので、そういったことで総合的にあの施設を

活用していわゆる農業の研修、農業生産の一つの

大きな場所として位置づければ名寄としてもいい

のでないかなというふうに思いますので、前に教

育長も適正配置の道の教育委員会の説明のときに

も来て名寄の立場として質問されていましたけれ

ども、そういったことに対して道からの回答なり、

あるいは協議をしているのか改めて教育長に伺い

たいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁にもござ〇教育長（藤原 忠君）

いましたように、９月１０日に北海道教育委員会

は名寄市に新たな産業キャンパス高校を設置する

ということで、道教委ではこういうパンフレット

をつくっておりますが、このパンフレットにもは

っきりと特色ある高等学校の一つとして産業キャ

ンパス高校というのが、これはもう全道に配布さ

せております。こういうふうにはっきり載ってお

りまして、そういう意味では名寄市が長年北海道

教育委員会に発信してきた、このことが実ったの

かなと思っているところであります。しかし、北

海道で初めての高校ということでございますので、

今黒井議員のお話にもありましたように、さまざ

まな見通しのつかないといいましょうか、前例の

ないそういう課題も浮き出ているところでござい

ます。

そういう中で、私たちがかねがね要請してきた

ものが幾つかございます。その１つは、名寄光凌

高校が今まで営々と築いてきた例えば地域への貢

献、学校開放講座だとか、あるいは子供たちには

ルパー２級の資格を取らせてきたとか、こういう

全道でも本当に特筆する取り組みとあわせて、名

寄農業高校が昭和１６年に設立されて以来ずっと

重ねてきたこの実績、こういう伝統とこれまでの

実績は新しい高校でも決して失ってはならないと、

こう考えているところであります。このことを第

一に北海道教育委員会にお話ししてまいりました。

そして、その中で新たな高校としての特色ある取

り組みをすることによって全道、全国から子供た

ちが夢を持って集まれるのではないかと、こんな

ことを考えながらずっとお話を続けてまいりまし

た。先ほどもちょっと触れたのでありますが、今

後の進み方としましては２０年度、現在の名寄光

凌高校、それから名寄農業高校、これは最後の入

学生になります。そして、２１年度には名寄光凌

高校は新しい高校としての募集が始まります。そ
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の間名寄農業高校は、現在の２年生、３年生、２

１年度の２年生、３年生はそのまま名寄農業高校

の生徒として引き続き学習を続けることになりま

す。したがいまして、その３年生が卒業する平成

２３年３月をもって名寄農業高校は単置校として

は閉じることになります。そして、平成２３年度

に名寄光凌と名寄農業が一緒になった新しい高校

が本格的にスタートすると。しかし、本校となる

名寄光凌高校は、平成２１年度に新しい高校とし

ての生徒募集を行いますので、当然校名を決め、

そして新しい学習内容を決めなければなりません。

このことについては、今名寄光凌と名寄農業の両

方から委員を出して合同委員会の中で鋭意検討中

であります。ただ、農業については学科は決まっ

ておりません。光凌の学科は、そのまま継続とい

うことでございますので、電子機械、それから建

築システム、あわせて生活文化、この３つはその

ままこれからも続けていく、農業は一応１間口と

いうことで想定されていますが、現在このことも

農業高校を中心に学科名について検討中でござい

ます。そして、教員の定数などについては、名寄

農業高校が存続している平成２３年３月までは名

寄農業高校単置校として教員は配置になる予定に

なっております。

もう一つは、私たちが要請しておりました名寄

農業高校の広大な施設設備と近代的な施設を活用

して本当に高校生だけでなくて民間の人たちも農

業教育を施すことができないのかと、このことに

ついても種々提案をしております。具体的には、

例えば１０月２日には市長と私と上川支庁の支庁

長にもお会いして、産業キャンパス型高校への道

としての支援とあわせまして民間人育成について

の支援もお願いしてきたところでございます。た

だ、北海道教育委員会の今の基本的な考えとして

は、まず本体である高校教育をどう進めるか、光

凌と名農が一緒になったときの新しい高校の教育

活動をどう進めるか、このことがはっきりと決ま

ってからこのことについて本格的に手がけていき

たいと、こういう考えを持っているようでござい

ます。ただ、私たちとしましては、上川支庁長に

も、あるいは北海道教育委員会にもお話ししてま

いりましたが、ぜひこの後継者育成、広い意味の

後継者育成についてはプロジェクトチームをつく

って、道と名寄市、それにあわせて北海道教育委

員会、あるいは学校関係者、このプロジェクトチ

ームで例えば名寄市はどういう役割を分担しなが

らこのことにかかわっていくか、そういうことを

検討していきたいと、こういうことをこれからも

引き続き要請していきたいと、こう考えておりま

す。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

再度聞きたいのです〇１８番（黒井 徹議員）

けれども、ちょっと時間がなくなりましたので、

次に移らせていただきたいと思いますけれども、

今後ともその努力をしていただくようお願いを申

し上げたいと思います。

最後の質問の再質問ですけれども、非常に厳し

い財政状況の中でいろいろ統合してやる部分なん

かも出てくると思うのですけれども、機種の管理

ですとかそういったものを一括発注をして長期契

約をするだとか、そういう工夫があるのかないの

か、あるいは高橋議員の質問にもありました滞納

に係る徴収の体制についても、これは市税という

か、固定資産税ですとか自動車税ばかりではなく

て、水道料金ですとか保育料ですとかいろんな分

野があるのですけれども、そういったものを統合

してやる考え方はないのか。それから、来年度の

人員等の退職、採用等について今からわかる部分

があれば、この２点についてお伺いをしたいと思

います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１点目につきまして〇総務部長（中尾裕二君）

は、現行コピー機でありますとか、また機器の関

係ではありませんけれども、清掃であるとか、あ

るいは管理業務については複数年のほうが好まし

いということで複数年でやっておりますし、それ
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から税の関係は、税につきましては納税係という

専門の係がありますけれども、時期によりまして

は課で対応、あるいは部で対応ということでやら

せていただいていますし、またほかの保育料なり

住宅の関係につきましても関係部署と協力をしな

がら進めているということで御理解をいただきた

いと思います。

（「採用はないの」と呼ぶ者あり）

申しわけありません。〇総務部長（中尾裕二君）

職員の採用につきましては、よ干名ということで

お答えをさせていただきますので、御理解をいた

だきたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

退職予定者、今数字〇総務部長（中尾裕二君）

質さえておりませんので、後ほどお知らせをした

いと思います。申しわけありません。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

老人福祉にかかわる門口除雪について外３件を、

竹中憲之議員。

議長より御指名をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたので、さきの通告に従って４点につい

て質問をさせていただきたいというふうに思いま

す。

まず、第１点目は、老人福祉における門口除雪

についてであります。門口除雪につきましては、

老人福祉の問題だけでなくて一般の門口除雪も大

きな問題があるというふうに思っていまして、苦

情も多く出ているやに聞いています。今議会では、

特に老人福祉における門口除雪について質問させ

ていただきたいというふうに思います。名寄地方

は、特に近年豪雪地帯というふうにはなっており

ませんが、冬期の除雪が大きな負担になっている

ことは言うまでもありません。身体障害者や老人

にかかわる福祉事業における門口除雪の本年度の

予算は、 ０５２万円と計上されております。今

冬については、業者と各個別においての契約が終

１され、もう既に始まっていると思いますが、こ

の契約件数、いわば助成券の発行数をお知らせを

願いたいというふうに思います。

また、福祉における門口除雪の業者の選定につ

いてどのようになっているのかについてもお知ら

せを願いたいというふうに思います。

２点目は、母子手帳についてお聞きをしたいと

いうふうに思います。近年少子化により母子手帳

の交付は減少しているのでないかというふうに思

いますが、年間の交付数と経費について、また母

子手帳の活用はどのようにされているかについて

もお知らせを願いたいというふうに思います。

３点目は、承知のように石油類高騰に今大きな

問題が出ておりますが、その課題についてお聞き

をしたいというふうに思います。１つは、市の各

施設における需用費、いわば燃料費についてであ

りますが、既にこの８月より２０％以上上がって

いるというふうに報告もありましたが、昨年より

４０％近くも高騰しているという現状にあるわけ

であります。今定例会では各施設の需用費の補正

予算がありませんでしたが、今後の対応方につい

てお聞かせを願いたいというふうに思います。

また、北海道は約半年間暖房が必要であります。

多くの家庭では灯油による暖房と認識をしており

ますし、生活必需品でもあります。石油類の高騰

で輸送のコスト高、あるいはそのことによっての

小売商品の値上げや小麦粉高騰による小麦粉製品

の値上げなど、一般消費者はダブルパンチであり

ます。特に年金生活者、障害者、低所得者にとり

ましては厳しい生活をしている中での灯油高騰で

すから、生活はますます厳しいということを言わ

ざるを得ないと思います。年金生活者、あるいは

障害者、低所得者の生活保護世帯、いわば生活弱

者への援助、支援等については１２日の冒頭の行

政として市長の決意もありましたので、割愛をさ

せていただきます。

４点目は、季節労働者の現状と雇用確保につい

てであります。承知のように、本年度より通年雇

用促進支援事業が道内４２の協議会で開始されま
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した。名寄にかかわる季節労働者と通年雇用促進

支援事業はどのような状況になっているのか、ま

た名寄における季節労働者のここ二、三年の人数

についての推移をお聞かせ願いたいというふうに

思います。

短期特例一時金削減の影響と今後の対応につい

てもお知らせを願いたいというふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

竹中議員から大〇福祉事務所長（中西 薫君）

きな項目で４点にわたり御質問をいただきました。

１点目の老人福祉にかかわる門口除雪についてか

ら３点目の石油類の高騰にかかわる課題について

は私から、なお大きな項目３番目の（２）、灯油

高騰に伴う助成等につきましては答弁を省略させ

ていただきます。４点目の季節労働者の現状と雇

用確保については経済部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

まず、大きな項目１番目の高齢者福祉に係る門

口除雪サービスについて申し上げます。門口除雪

につきましては、生活道路の最低限の確保という

観点で除雪が困難な高齢者、障害者世帯に福祉サ

ービスの一つとして提供をしております。昨シー

ズンから名寄市街地区では利用者の除雪内容が個

別に違う実情から利用者と業者で直接契約し、名

寄市は助成券を交付して契約額からの差額を利用

者負担とする方式に変更してきたところでござい

ます。御質問のありました本年度の除雪助成券の

利用世帯は、直近の数字では４４７世帯で、助成

額 ０２５万 ０００円となっておりまして、昨 

年と比べまして世帯数で１０ ５％、助成額で１

０ ４％という状況となっております。直接契約

となりました昨シーズンは、利用者や業者それぞ

れにさまざまな戸惑いがありましたが、個人負担

が１万円以下でおさまってよかったという声など

も聞いておりますが、説明不足の点や率直にまだ

反省点、改良点もあると考えております。年々増

加する高齢者に比例する形でこのサービスの利用

者及び助成額が増加する状況にございます。制度

としては、基本的にはこれを維持し、継続してい

く考えに変わりはございませんが、状況に合わせ

た見直しは必要と考えております。

次に、門口除雪にかかわる委託業者について御

質問をいただきました。業者の指定に当たりまし

ては、除雪方法等で業者間の較差など利用者に混

乱を招かないよう統一性を保つ必要があることか

ら、官公需適格組合で地域割りの市道除雪と連携

して戸別的な除雪が効率的に実施できるよう市道

除排雪組合の三信組合と行ってまいりました。制

度を変更して２年目ということで利用者側からは

除雪範囲の縮小等により自己負担が少なくなった

という声がある一方、個人契約なのだから業者選

択の余地を広げてほしいという声、また指定以外

の業者からは価格競争の原理からも指定枠に入れ

てほしい等々の御意見をいただいております。指

定業者の拡大につきましては、業者育成の観点か

ら実施する必要があると考えておりますが、市の

除雪体制に即した対応を確保する意味からも信頼

性を持った業者に限定することも必要ではないか

と考えております。また、このサービスは生活の

実情等を把握する必要性から民生児童委員の皆様

の御協力で運用しておりますので、さらに連携を

深めてまいりたいと考えております。

次に、大きな項目２番目で母子手帳の交付状況

についてお答えをさせていただきます。母子健康

手帳は、母子保健法に基づき妊娠届け出が出され

たときに交付をしております。交付数は、平成１

６年度は名寄地区２３３件、風連地区２９件の２

６２件、平成１７年度では名寄地区２７０件、風

連地区３５件の３０５件、平成１８年度につきま

しては名寄地区２５７件、風連地区２９件の２８

６件という状況となっております。その年間予算

につきましては、母子健康手帳１冊単価は１２１

円となっておりまして、全体では３５万円前後を

見てきております。また、母子健康手帳は妊娠の
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初期からお子さんが小学校に入学するまでの間の

母と子の一貫した健康状態や成長記録が書き込ま

れていき、また母子の健康を守り、育児を応援す

るために必要な情報が記載されていきます。その

活用につきましては、出産までの妊婦健診時やお

子さんが生まれてからは子育て教室、乳幼児健診、

予防接種などのときには必ず持参していただきま

して、その際に医師、助産師、保健師が妊娠期の

健康状態やお子さんの発達、発育状況、子育ての

アドバイスなどを記載し、また保護者の方にはお

子さんの成長を記録していただくなど有効に活用

していただいているところでございます。

次に、大きな項目３番目、石油類の高騰にかか

わる課題についてお答えを申し上げます。原油価

格は高騰し続け、さまざまな分野に影響が出始め、

国民生活を直撃しております。暖房用燃料の需要

期を迎えまして、特に灯油は１００円を超える状

況で積雪寒冷地の当市にとりましても深刻な状況

となっております。平成１９年度予算要求時の単

価と１２月上旬の価格を比べますと、ガソリン、

軽油で１リットル当たり１５から１７円の上昇、

灯油、Ａ重油で１７から２０円と大きく上昇して

おり、当然年度末に予算の不足が生じることにな

ります。今定例会に燃料費の補正を行わなかった

ものにつきましては、需用費の中での調整及び節

減を実施してもなお不足する額を３月議会に補正

提案することになるものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、季節労〇経済部長（手間本 剛君）

働者と通年雇用促進支援事業の現状について、さ

らには短期特例一時金削減の影響と今後の対応に

ついて一括してお答えをさせていただきたいと存

じます。

３０年間続きました冬期雇用援護制度、技能講

習制度などが平成１８年度で終１し、新しい制度

としてこの通年雇用促進支援事業が創設されまし

た。この事業の目的につきましては、道内の季節

労働者の通年雇用化を促進するため、季節労働者

の通年雇用の促進を自発的に取り組む地域の関係

者から構成される協議会に参画し、国の通年雇用

促進支援事業を受託するとともに、地域の独自の

取り組みを実施することを目的といたしていると

ころでございます。全道に４２カ所あるハローワ

ーク所在地に当事業の協議会が順次立ち上がり、

当名寄地区におきましても８月６日に名寄地区通

年雇用促進協議会を名寄、下川、美深、音威子府、

中川の５市町村で設立させていただきました。こ

の協議会では国から委託される事業と地域みずか

ら取り組む事業がありまして、国から委託される

事業では雇用確保対策事業、就職促進対策事業、

また地域みずから取り組む事業では地域雇用確保

対策事業、季節労働者資格取得支援事業がござい

ます。これらの事業を実施するため１０月１日か

らスタートし、１２月１７日には名寄市、下川町、

美深町の企業事業主を対象といたしまして、国、

道の助成制度の紹介や説明、あるいは多角経営な

どによる季節労働者の通年雇用に向けた事業所向

けセミナーを開催していきたいというふうに考え

ております。また、１２月１８日にも音威子府、

中川町において同じ内容のセミナーを開催し、よ

り多くの方々の通年雇用化が図られますよう推進

してまいります。今後の事業の推進につきまして

も道、ハローワーク、近隣の協議会と連携を密に

しながら取り進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

次に、名寄における季節労働者のここ二、三年

の人数の推移についてのお尋ねでございますが、

３カ年の名寄市の労働者の人数から申し上げます

と、名寄市では平成１６年度７０２名、平成１７

年度では６３９名、風連では平成１６年度では２

７７名、平成１７年度では２３４名、平成１８年

度では８１５名で、風連と名寄との合併で同時に

コード番号も名寄、風連が一本になったものでふ

えたものでございます。平成１９年度の推移でご

ざいますけれども、過去の推計からしますと１５
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年と１６年比較しますと２００名の減、１６年、

１７年の比較で申し上げますと１０６名の減、１

７年、１８年の比較では５８名程度の減少が見込

まれます。７５７名程度と考えているところでご

ざいます。

短期特例一時金削減の影響と今後の対応につい

て申し上げます。制度廃止、制度見直しに伴う名

寄市における給付金等の減少額でございますけれ

ども、冬期援護制度の冬期技能講習助成給付金あ

るいは冬期雇用安定るる金合わせまして年間約

８００万円、雇用保険特例一時金は給付日数が１

０日間の削減分をもとにハローワークのデータで

試算させていただきますと ８００万円を超える

金額となり、両制度合わせますと約 ６００万円

程度減少すると思われ、このことは季節労働者の

みならず名寄市の経済への深刻な影響が懸念され

るところでございます。今後新たにスタートいた

しました通年雇用促進支援事業に対し、地域に適

合した事業と地域みずからの独自性が発揮できる

取り組みに力を注いでいきたいというふうに考え

ているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、それぞれ答〇３番（竹中憲之議員）

弁をいただきましたから、再質問をさせていただ

きたいというふうに思いますが、まず１つ目の福

祉にかかわる門口除雪のあり方でありますが、実

は昨年何人かの方から通常の降雪のときはいいの

でありますが、降雪の多いときの除雪が非常によ

くないというか、恐らくこれは路線のところが多

く業者が入っているということだと思うのですが、

その中で機材が少ないから回らないのかどうか、

あるいは早目に門口除雪をするから２回目の除雪

回ったときに雪が残るのか、その辺はちょっと承

知をしていませんが、路線内における企業が主と

してそれを受けているということでありますから、

その辺の連携というのはどのように質さえている

のか、ちょっとお聞かせを願いたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

現状同一業者間〇福祉事務所長（中西 薫君）

が門口と路線を受けている場合については、一定

程度の調整がとれているものと思っておりますが、

議員今御質問にあった部分でございますと、当然

そこら辺で連携がとれていないことに伴って今御

意見をいただいているのかなというふうに感じて

おります。個々の路線を削った雪と門口の部分で

あいていないというような部分につきましては、

余り私どものほうに直接的な照会はございません

でしたけれども、私どもが門口の除雪と道路との

業者を同じくするということにつきましては、当

然連携をしていただくことを期待してそのように

事業展開をしているものというふうに私は質さえ

ております。

以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

きちっと質さえていな〇３番（竹中憲之議員）

いと、あるいは行政のほうに苦情が来ていないと

いうことでありますから、それは中身的に業者に

苦情が行っているのかどうかちょっとわかりませ

んが、中身的に来年度からというふうに言ったほ

うがいいと思うのですが、三信でおおむね受け入

れをしているということでありますけれども、苦

情が多いということになれば、あくまでも個人契

約ですから、それはどこにやってもよろしいので

ありますが、私は委託業者の登録制をしてはどう

なのかというふうに思っています。それは、三信

に加盟しないと入れないというわけでもないので

しょうけれども、しかし登録制にすることによっ

て機材がふえるということが１つは大きなメリッ

トがあると。ただ、この路線を受け持っている業

者との連携がどうなるかというのはよ干疑問なと

ころがありますが、そのことによってより多く門

口除雪をきれいにしていただけるような、そうい

うシステムにはなるのではないのかというふうに

私は思っていますが、その辺について新年度の登

録制も含めた中でもし見解があればお聞かせ願い
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たいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の〇福祉事務所長（中西 薫君）

中でも一部触れさせていただきましたけれども、

次年度以降の体制につきましては現状の地域割り

の事業者については今後も基本的には継続してい

きたいというふうに考えておりますけれども、新

たに門戸を開放する部分といたしましては市道を

除雪している三信組合との業者間との調整もござ

いますので、条件つきというか、市道のほうに影

響を余り及ぼさないこと、それから時間内に一定

程度除雪を終わらせていただくこと等々もござい

ますので、特定の家の門口除雪を行う形で登録を

していただいて、それを毎年更新していくような

形で今のところ考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

路線のところとのかか〇３番（竹中憲之議員）

わりが難しいのかもしれませんが、委託業者の登

録制度については再度路線のところも含めて検討

を求めておきたいというふうに思います。

それで、先ほどもよ干石油類の高騰の問題で全

体的な中身話ししましたが、この助成券の扱いで

軽油の値上がりに伴う委託料というか、契約料の

値上がりがあり得るのかどうか、あったとしたら

どのような対策を打つのか、あるいは個人負担に

させるのか、その辺についてもしあればお聞かせ

願いたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

本年度の契約に〇福祉事務所長（中西 薫君）

ついては、既にそれぞれの方が終１しているとい

うふうに思っております。したがいまして、今灯

油値上がり分についての差額請求については、契

約書を取り交わしているという状況の中からはな

かなか表に出てきづらいのかなというふうに思っ

ております。ちなみに、平成１８年度におきます

契約金額３万円から３万 ０００円までの部分に

つきましては、１９３件がこの枠におさまりまし

た。今年度平成１９年度の契約枠でございますけ

れども、同じ３万円から３万 ０００円枠の中に

１９５件、ほとんど同じ額の中での平成１８年度、

１９年度の契約が行われておりますので、まだ除

雪車の燃料に伴う高騰分につきましては契約の段

階ではなかったものというふうに感じております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁、個人負担は〇３番（竹中憲之議員）

恐らく出てこないというふうに判断をさせていた

だきました。

２点目の母子手帳の扱い、これはなぜ母子手帳

の話をしたかというと、実は北海道でも出してい

るのでしょうが、本州も多く父子手帳が配付をさ

れていると言ったほうがいいのでしょうか、交付

ではなくて配付です、されているところが数多く

あります。中身的には、近年そういった意味で父

子手帳の交付、あるいは違う子育ての手帳、こん

な手帳も配付をしているところが多くありまして、

特に近年核家族で少子化という意味でいくと、隣

近所に同等の家庭がいなかったりということも含

めて、お母さんはお母さんなりに悩み持ちながら

もそれぞれの教室や何かでやっているのでしょう

か、お父さんもかなり悩みを持っているというふ

うに聞いていまして、そういった意味では私勉強

不足だったものですから、名寄で父子手帳を出し

ているというのを承知していなくて、出されてい

るようでありますが、中身的にどのぐらいの方が

この父子手帳を配付をしているのかというのを承

知をしていないのでないかというふうに私は思っ

ています。私も孫いるのですが、そんなの聞いた

ことないというふうに言われましたけれども、そ

ういう状況でありますから、この父子手帳の配付

のあり方についてどのように配付をされているか、

あるいは父子手帳の活用のあり方についても答弁

をお願いを申し上げたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私も子を持つ父〇福祉事務所長（中西 薫君）

として、それから立場上福祉事務所長という役目

も仰せつかっておりまして、現実的に竹中議員か
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ら質問を受けるまで実は父子手帳の存在を知りま

せんでした。率直に反省をしております。父子手

帳につきましては、子育てのサポートを父親が担

うという役割が非常に大きな要素となっておりま

して、妊娠初期から子育ては始まっているという

ふうに言われていると思っております。しかしな

がら、最初のお子さんということになりますと、

父親としてどうかかわったらいいのかと戸惑いの

声も多く聞かれるというふうに思っております。

それで、実は父子手帳ここにあるのですけれども、

初めてお父さんになられる方を対象にいたしまし

て、お母さん教室とあわせて実はお父さん教室を

開催しているのですけれども、その際にこの父子

手帳を交付させていただいております。この中身

でございますけれども、父親としての役割、それ

から二人で育てていくことの大切さ、それから子

育ての実践を踏まえた内容で教室をしております

ので、そのような内容を網羅させていただいてお

ります。妊娠期からの理解や積極的な子育てにか

かわっていただきますように、手引書として有効

に活用いただいているというふうに認識をしてお

ります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

この父子手帳の配付の〇３番（竹中憲之議員）

方法ですが、よ干聞くところによりますと父親教

室に来た方を中心に出されているように聞いてい

ます。これは提案でありますが、今所長のほうか

ら第１子の方というふうに言われました。第１子

のときに母子手帳の交付と同時に父子手帳を出し

てはどうなのかと、そこから生まれた後に父親教

室や何かがありますということで出したほうが私

は効果的ではないのかというふうに思っています。

中身的に父子手帳がどのぐらい経費がかかってい

るかわかりませんが、先ほど聞きますと、母子手

帳１００円少々ですから、そんな大きな額ではな

いというふうに私は思っています。母子手帳と違

って子供についていくものではありませんから、

１子目に配付をすれば２子目、３子目、４子目と

同じように活用できるなというふうに思いますの

で、そんなことで御提案をまず申し上げておきた

いというふうに思います。

次、３点目に、石油類の高騰にかかわる問題に

ついてでありますが、先ほど各施設の燃料の中身

については３月の補正でということになるという

ふうに答弁をいただきました。もう二つほど気に

なるのは、もう契約は済んでいますから、指定管

理者制度における施設の対応、いわば指定を受け

た管理者がどのようにやってくるかわかりません

が、契約どおりで３月末をいくのかどうか私もち

ょっと承知をしませんが、その辺の対応というか、

考え方というか、ちょっとあればお聞かせを願い

たいというふうに思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま燃料の関係〇総務部長（中尾裕二君）

と指定管理者のかかわりについて御質問いただき

ました。指定管理者の中でも、とりわけ施設管理

が主たる業務という方については、今回の問題は

影響がダイレクトに出てくると、こういうふうに

判断をしております。原油価格がここにきて流動

的でありまして、価格の推移を見ながら、どこに

基準を置いて手だてをするのか、すればいいのか

ということで検討しまして、契約につきましては

既にもう契約をしておりますから、追加契約とい

う形をできるかどうか、これまたあわせて検討し

て３月で相談をさせていただきたいと考えており

ます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今新たに提案というこ〇３番（竹中憲之議員）

とになるわけですが、指定管理者制度、確かに石

油類の高騰でありますから、別扱いということに

なるかもしれませんが、それは３月の議会の中で

追加予算といってもかなり厳しい中身になるのか

なというふうに思いますが、私としては契約どお

りに進むことが本当はいいのでないのかなという

ふうに思いますが、それは相手があることですか

らわかりませんが、きちっとした中身でその問題
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について出していただければというふうに思いま

す。

もう一つ気になるのが燃料の一番使うところ、

ここで議論する中身のものではありませんが、実

は炭化センターが非常に紙を燃やすというか、蒸

すというか、そういうところで重油を使うわけで

ありますが、本年度の名寄市の負担金が３億 ８

４０万円ほどだったというふうに思いますが、計

上をされました。今冬の状況は、当初の負担金ど

おりいくのかどうかわかりませんが、ただいろん

な灯油等の石油類の高騰の見方がありますけれど

も、一部では年明けたら下がるのではないかとい

う見方もありますし、年度内にもう一回上がるの

ではないのかというような、そういう憶測もされ

ていましてかなり厳しいのでありますけれども、

炭化センターの負担のあり方について、もし上が

ったとしたら組合のほうでやるわけでありますけ

れども、それも一緒に３月に上がるのかどうか、

あるいは施設事務組合のほうで余力があるのだと、

そこでどうにか吸収ができるというのなら、それ

はそれでいいのでありますけれども、どのような

見方をしているのかお聞かせを願いたいと思いま

す。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

炭化センターのほうで〇副市長（今 尚文君）

事務組合の副管理者ということでありますから、

答弁をさせていただきます。

燃料類の高騰は、大変深刻な課題になっており

ます。今回の値上げの分に含めましては、需用費

全体の中でどうやりくりするかまず第一義的に考

えております。それから、傾向といたしまして、

実は安定処理ができるようになりました。したが

って、毎年行っております、今１６時間処理が基

本でありますけれども、２４時間処理というのを

何回かやっておりましたけれども、今回は安定処

理できるようになりまして、それが少ないという

ことですから、燃料費あるいは職員の時間外手当

なども減少傾向ということであります。ただ、こ

ればかりは少しまだわからないところがあります

ので、何とか既存の予算の中でのやりくりで市町

村の改めての負担を求めない方向でできないかと、

こういう追求を今しているところであります。

なお、財源につきましては、今の予算のやりく

りとあわせまして繰越金がよ干ありますので、そ

の中でやれるような方法を今追求中ということで

ございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、そのような〇３番（竹中憲之議員）

扱いで、一般財政も各自治体厳しいわけでありま

すから、そのような方向で進めていただきたいと

いうふうに思います。

それから、先ほどの父子手帳の扱いについて提

案させていただいた第１子の母子手帳を出すとき

に同じように父子手帳も出せるのかどうか、ちょ

っと確認だけさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

母子手帳をとり〇福祉事務所長（中西 薫君）

にというか、交付の請求にお見えになったときに

はお母さんとお話しする機会がございますので、

その中で議員の今御提案にあった中の部分につき

ましては、十分前向きに検討させていただきたい

と考えております。

単価につきましても現実的には８５円という、

それほど高くない単価になっております。年間の

交付数も第１子のみということでございますので、

１５０冊ぐらいというふうに聞いておりますので、

それほど大した額ではございません。それが例え

ば２人目のときに下さいといっても、それは十分

お渡しできる範囲のものかなというふうに考えて

おります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、そのようにお願〇３番（竹中憲之議員）

いを申し上げておきます。

それでは次に、最後になりますけれども、季節

労働者の問題についてちょっとお聞かせを願いた

いのですが、通年雇用ということを基本にしなが
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ら今回の制度進んでいるわけでありますが、雇用

の確保の目標というか見通しあるのかどうか、名

寄地方におけるというか、名寄市内におけるとい

うか、ちょっとお聞かせを願いたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど協議会の立〇経済部長（手間本 剛君）

ち上げということでお話をさせていただきました

し、それから運営委員会というふうに呼ばせてい

ただいているのですが、つまり幹事会、事務サイ

ド、いわゆる企業の方々、商工会議所、行政、こ

ういった方々で組織している運営委員会、この中

でも３度ほど会合を開催させていただきました。

皆さん方の御意見の中では、なかなか起業に結び

つけるには難しいねというようなお話がありまし

た。とりわけ名寄の分の中では、先般総会の折に

も異業種の方々が新たな起業へのチャレンジとい

いましょうか、創出といいましょうか、そういっ

たものをやっぱりしなければというようなお話が

ありました。そんなことからしますと、ぜひそう

いった企業訪問をさせていただきながら可能性を

探っていきたいと思っておりますが、名寄市以外

の分につきましてもなかなか起業は極めて難しい。

でも、下川につきましては新たな事業、チャレン

ジをしている、成果としてまだ実を結んでいませ

んが、そういったチャレンジ事業に取り組んでい

らっしゃるようでございますので、そういったと

ころも連携とりながら、ぜひ企業創出に向けて取

り組みをしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回のこの制度非常に〇３番（竹中憲之議員）

矛盾だらけでありまして、支援事業といっても直

接金が出せないという、そういう事業であります。

先ほど報告受けましたが、 ６００万円ほどです

か、減少するという状況でありまして、新制度の

中身でいきますとどのように通年雇用につなげる

かというところのセミナーだとか講習会、あるい

は試験受けるというか、資格取得というか、そん

なところしかないのであります。直接金、生活を

補てんする、そういうのがないだけに非常にこの

支援事業は矛盾だらけの支援事業だというふうに

思っていまして、中身的に就労禁止だとかという

こともきちっとうたわれているわけでありますか

ら、かなり厳しいなというふうに思っています。

そこで、先ほど ６００万円ほどの減になるとい

うことでありますが、直接それでは生活の確保策

として行政として、支援事業としてできないのな

ら行政として何か考えられないのかどうか、もし

あるとしたらお聞かせを願いたいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

新制度の内容につきま〇副市長（今 尚文君）

しては、竹中議員おっしゃるように、旧来の事業

から比べましたらかなり、季節労働者の皆さんに

直接助成金が入ると、あるいは講習の料金が入る

ということになりません。したがいまして、大変

厳しい状況を迎えているということであります。

私どもは、まずはこの新制度の中で事業の皆さん

方にそれぞれ通年雇用の可能性について追求して

いただくというのが１点です。そちらはそちらの

ほうでこの制度の趣旨でありますから、しっかり

やっていこうということであります。行政として

新たに直接季節労働者の皆さん方に仕事を生むと

いうことを今までも部分的にやっておりますけれ

ども、現状まだその域を出ていないということで

ありまして、ことし１年間のありようなども研究

しながら、新年度の課題にさせていただきたいと

いうふうに思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

企業にということであ〇３番（竹中憲之議員）

りますけれども、過日の新聞のリサーチの関係で

は道北まだまだ冷え込んでいて倒産件数もふえて

いるという、そういう状況にあるわけです。そう

いうことからすると、幾ら企業に求めてもかなり

厳しいという状況にあるのではないのかと私は思

っていますので、その辺では行政も精いっぱい努

力をしていただいて、通年雇用ができないとした
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ら冬期間の生活援助にかかわるところの施策につ

いて出すべきではないのかと、確かに一般会計厳

しい状況はありますけれども、私はそういうふう

に実は思っています。先ほども言いましたように、

新制度について多くの矛盾を抱えておりますし、

政府の方針では少なくとも３年間はこの制度を進

めるというふうに実は言っています。そういった

意味では、これは今までの旧制度を受けていた地

区はみんなそうでありますから、中身的には今日

まで旧制度の継続問題等々では市長にも御尽力を

いただいて大きな力になってきました。７日には

実は連合や季節労働者の会の方が市長に要請もさ

れているというふうに聞いていますが、新制度の

改善に向けて今後市長には全力で国に働きをかけ

ていただきたいというふうに思います。

そこで、最後になりますけれども、市長として

の考え方あるいは決意についていただいて、私の

質問を終わらせていただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地方における、あ〇市長（島 多慶志君）

るいは北海道におけると申し上げてもいいかもし

れません。冬期間の事業が積雪寒冷のために十分

に展開できないというのは、歴史を追っても変わ

っていない悩みでございます。国のわずかではあ

りましたけれども、冬期の支援についての政策は

３０年間続いてまいりましたけれども、平成１８

年でピリオドを打たれたと、こういう実態につい

てはただいまのお話のやりとりの中でのとおりで

ございます。私どもも名寄市のケースにつきまし

ては雇用対策協議会という建設業の皆さんや、あ

るいはそこで働いている皆さんも含めての組織運

動をずっと続けてまいりました。しかし、厚生労

働省は財政の、これは財務省からの力ということ

になるのかもしれません。北海道、北陸等の積雪

寒冷の地域に限っての政策が打てないと。こうい

うことで、これからの政策の展開はやはり地域の

特区のような形でこの事業を提案をしていかない

と、全国一律の法制下のもとに取り組むことは困

難だと、こんなふうに認識をしているところでご

ざいます。それだけに北海道の知事を先頭にした

事業の創出、または国からの財政支援を引き出す

と、このことに尽きるのではないかと、このよう

に思っております。８月に私ども地元の協議会を

つくりましたけれども、その際は構成自治体の首

長にも集まっていただいて協議をした経過があり

ます。その中で自治体でできることということの

意見交換もしておりますけれども、現下の地方自

治体の財政事情で今まで国等で進めてきたことを

自治体で補１できるというところまでの体力的な

ものも含めて、ないという切実な意見を交換をさ

せていただきました。先日も季節労働者の代表者

の皆さん方から切実な要望もいただいておりまし

て、私ども業界にだけそのことを依存するという

ことではなくて、今まで市が進めている事業の中

で冬の雇用創出につながるものがないかどうかと、

こういう研究をしながら知恵を絞り出していきた

いものだと、こんなふうに思っているところでご

ざいます。いずれにいたしましても、１人当たり

１０万円程度の冬期間の収入の道が断たれたこと

になるのではないかと、こんなふうに思っており

まして、このことについては関係者と今後も鋭意

協議をしながら対策を進めてまいりたいと思って

おります。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

人に優しい、地球に優しいまちづくりのために

環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１の取

り組みについて外２件を、佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１０番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告順に従い質問をさせていた
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だきます。

初めに、人に優しい、地球に優しいまちづくり

のために環境マネジメントシステムＩＳＯ１４０

０１の取り組みについて、（１）といたしまして、

初めにマネジメントシステムＩＳＯ１４００１に

対する名寄市としての認識と必要性について。２

０１２年に期限切れとなる京都議定書を受け継ぐ

新たな温暖化防止の枠組みを話し合う国連気象変

動枠組み条約の第１３回締約国会議、ＣＯＰ１３、

略称バリ会議が今月３日から１４日までインドネ

シアバリ島で開かれています。来年７月開催予定

の北海道洞爺湖サミットの成否を占う会議ともな

っており、今や待ったなしの温室効果ガス排出削

減による地球温暖化防止対策が各方面から求めら

れているところであります。日本は、京都議定書

で定めた１９９０年比で二酸化炭素など温室効果

ガス削減目標の６％の達成どころか２００２年数

値でプラス８％と増加しており、今後実効ある削

減のための対策、手本を示すことが求められてい

ます。

（２）、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４

００１取得の意義と効果について。ＩＳＯ１４０

０１は、このような地球的規模の環境負荷軽減対

策として経済社会活動のあらゆる局面で継続的な

低減の判断基準となるものであり、事業者がみず

から環境保全に関する取り組みを進めるに当たり、

環境に関する方針や目標をみずから設定し、達成

に向けて取り組んでいく事業所内の体制手続であ

ります。地球環境問題に対応するには、経済社会

活動のあらゆる局面で環境への負荷を減らしてい

かなければならないことはもちろんのこと、単に

規制に従うだけではなく、自主的かつ積極的に環

境保全の枠組みを進めていくことが求められてお

り、環境マネジメントはそのために非常に効果的

な手法であります。さらに、環境マネジメントに

取り組むことにより市民、事業所、職員の環境意

識の向上はもちろんのこと、省資源や省エネルギ

ーが進み、経費節減の効果を発揮し、さらには組

織内部の管理体制効率化にもつながるとされてい

ます。つまりＩＳＯ１４００１の基本的な構造は、

ＰＤＣＡサイクルと呼ばれ、１、方針、計画、プ

ラン、２、実施、ドゥー、３、点検、チェック、

４、是正、見直し、アクションというプロセスを

繰り返すことにより環境マネジメントのレベルを

継続的に改善していこうというものであり、この

考え方が効率的で確実な行政運営にも活用できる

のであります。

（３）、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４

００１認証取得宣言キックオフに向けて。ＩＳＯ

１４００１のシステムを構築した場合、そのこと

をみずから宣言する自己宣言か外部の機関に証明

してもらう第三者認証が可能で、第三者認証を受

けようとする場合には財団法人日本適合性認定協

会ＪＡＢを中心とした審査登録制度が整備されて

います。同システムは、組織としての管理運営手

法について定めるものであり、具体的な内容や水

準を定めるものではありません。無理をして難し

いシステムをつくるのではなく、個々の組織の実

情に合ったシステムをつくり上げることが重要で

あるとされています。また、この規格の特徴とし

て方針の策定などに組織トップの責任ある関与を

求め、トップダウン型の管理を想定しており、そ

のリーダーシップのもとに環境対策を継続的に改

善していく効果的な仕組みを構築することが求め

られています。環境マネジメントや自主的な環境

管理の取り組みについて客観的な立場からチェッ

クを行う環境監査は、事業活動を環境に優しいも

のに変えていく効果的な手法であり、積極的かつ

迅速な対応を求めるものであります。

（４）、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４

００１取得の意思と今後の取り組みについて。今

何ができるか、今何をすべきか、今何をしなけれ

ばならないか、今まさに私たちの知恵と勇気と、

そして行動力とが試されています。かけがえのな

い地球を守るために、今の私たちのために、そし

て未来の子供たちのために今できることを勇気を
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持って実行すべきであります。そのために市が率

先して市民、事業者の模範となれるよう全職員が

一丸となって庁舎内の省エネ、そして省資源など

環境負荷軽減に取り組むべきであります。一人一

人にできること、ほんの小さな取り組みの積み重

ねが未来の地球を守り、そして私たち名寄市をさ

らに輝かせるのであります。人に優しい、地球に

優しいまちづくりのために環境マネジメントシス

テムＩＳＯ１４００１の取り組みについて市当局

の御見解をお聞かせください。

大きな項目の２、市民に対し責任ある職務執行

体制の確立について。このことにつきましては、

今定例会行政報告１０ページの中で公営住宅簡易

ガス事業に係る損害賠償請求和解について書かれ

ているとおり、市側の契約不履行によるガス供給

事業者への支払い額が事外配管部分の事い取り

０００万円、調停解決金９００万円、合計 ９０

０万円で和解をしています。さらに、２６ページ

では、なよろ健康の森クロスカントリーコースの

利用に関しての調停は、同コースの一部で民間の

土地所有者との民事調停が不成立に終わり、結果

として今後林木の伐採をしてコースの一部変更を

行い、大会準備を進めていくとの報告があったと

ころであります。この件でも弁護士費用５０万円、

林木伐採費用４０万円の支出があり、むなしく貴

重な財源が消えていくわけであります。さきのガ

ス供給調停問題では、島市長２カ月、今副市長１

カ月それぞれ１０％みずからへの減給処分を行い、

行政執行上の問題で市民負担を生じたことにおわ

びを申し上げると陳謝したところであります。

以上、２件の調停問題についての経過について

申し上げましたが、市民の率直な思いとして二度

あることは三度あるのではないかという漠然とし

た不安があるのであります。大変厳しい言い方に

はなりますが、市長、副市長それぞれみずからの

処分で問題が解決したとは到底思えないのであり

ます。

まず、１として、行政執行上の問題とは何だっ

たのか。

２、この問題は果たして解決されたのか。

３、解決したのであればどのように解決したの

か。

４、解決のためにどのような議論が交わされ、

検証がなされたのか。

５、この問題はどのように職員に伝えられ、情

報を共有したのか。

６、伝えたのであれば、それはいつの時期だっ

たのか。

７、この問題に関し職員間の議論はなされたの

か。

８、再発防止策は練られたのかどうか。

９、策は市民、職員に伝えられたか。

１０、組織として縦横の指揮命令チェックはど

う機能しているか。

１１、組織として報告、連絡、相談は健全に果

たされているか。

１２、組織としての情報の発信、共有はなされ

ているか。

１３、組織としての事件、事故発生時、発生後

の対応マニュアルはあるのかどうか。

１４、各種マニュアルは常に点検、更新されて

いるのかどうか。

１５、組織として事案発生後の変化を市民にど

う伝えてきたか、また伝えていくか。

これらの問題が解決されて初めて市民と市との

間に信頼感、安心感が生まれるのであります。決

して市長、副市長の処分なんかではないのであり

ます。いいことも悪いこともすべて市民と行政が

ともに享受する、対峙立ち向かう、それこそが新

名寄市総合計画でうたう市民みんなでつくる心豊

かな北のまち名寄の発露であり、真の協働なので

あります。市の御所見と対応についてお伺いをい

たします。

大きな項目の３番目、訪れる人すべてに優しい

市立病院を目指して。名寄市民のみならず広く道

北地域の安心、安全のかなめとして昼夜を分かた
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ぬ地域医療に奮闘されている佐古病院長を初め医

師、職員の皆様にまずもって心からの敬意を表す

るものであります。医師数の抑制や診療報酬削減

など、国の医療費抑制策を原因とする赤字経営に

端を発した道内自治体病院再編のあらしが吹き荒

れる中、名寄市も含め道北１２自治体のセンター

病院としてますますその重要性を増す名寄市立総

合病院の存在を市民として大変心強く思っている

のは私一人ではありません。佐古院長が「名寄市

立総合病院医師」、平成９年７月発行、この冊子

でありますが、その巻頭言の中で創造的破壊で言

う地域医療の確保と自治体の財政健全化というベ

クトルの違う大きな命題を抱えてこの荒波を乗り

切らなければならずの一節は、市立病院としてま

さに市民の期待と制度破壊のはざまにあって大い

なる苦悩と奮戦とを如実に言いあらわしており、

共感胸熱くするものであります。そのようにつえ

とも柱とも頼む市立病院だからこそ、この春の長

期入院の経験を交えて願うこと、頼むことを申し

述べさせていただきます。

１、病院敷地内すべての建物、施設において定

期的な安全点検等が行われているのかどうか。

２、階段は安全ですべての人に優しいのかどう

か。高低２段の手すりと上り右側にも手すりは必

要なのではないでしょうか。

３、トイレはすべての人にとって快適なのかど

うか。車いす対応トイレが圧倒的に不足している

のではないでしょうか。

４、病室はそこで過ごす患者にとって快適なの

かどうか。６人部事のせつなさをいかほど理解し

ていただいているのかどうか。

５、施設の増改築により、結果大きな犠牲を強

いている部分はないのかどうか。運動療法室の利

用患者にとって日々の大きな希望と喜びである朝

日が奪われてしまうことへの対応に心を砕いたの

かどうか。また、事外の新たな機能訓練所、周遊

訓練コースについて検討がなされたのかどうか。

６、職員、特に窓口業務は訪れる人すべてに真

に優しいのかどうか。笑顔を伝えているのかどう

か。

７、そのために病院として何を実践しているか。

再び佐古病院長の巻頭言の一節をおかりするな

ら、一つ一つは小さなことですが、この積み重ね

が病院の機能を時代に即したものへと導いている

と思います。まさにすべてはここに帰結するので

あり、この言葉をもって私の質問の趣旨とさせて

いただき、市側の前進的な答弁を御期待申し上げ、

この場からの質問を終わります。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

勝議員から大きな項目３点について質問をいただ

きました。１点目は私から、２点目は総務部長、

３点目は病院事務部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

環境マネジメントＩＳＯ１４００１の取り組み

につきまして、５項目まとめて答弁いたします。

私たちの住む地球の自然環境は、事業活動や日常

生活を営むことにより地球的規模で環境破壊を引

き起こし、生態系も脅かされております。これら

の問題の解決には、国際的な協調が不可欠であり、

公平かつ普遍性のあるルールが必要となります。

ＩＳＯ国際標準化機構は、あらゆる種類、規模の

企業に適用できる環境マネジメントシステムに関

する規格ＩＳＯ１４００１を発効いたしました。

これは、社会的ニーズと経済的ニーズとのバラン

スの中で環境保全、汚染の予防を継続的に推進す

ることを目的とし、環境マネジメントシステムの

普及促進を図っており、環境に配慮した経済活動

を実践する上では最も有効な規範であると認識を

しております。ＩＳＯ１４００１は、企業自身が

事業活動によりどの程度環境に負荷を与えている

のかみずから認識し、環境関連法規制その他の要

求事項を満たしつつ環境の質の維持改善を図るた

め、ＰＤＣＡ、言いかえますと、１番目に計画の

立案、２番目に実施、３番目に点検、評価、４番

目に見直しを行うの考え方に基づきまして、計画
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の目標の達成状況や施策の実施状況などを定期的

に点検、評価し、計画の的確な進行管理を繰り返

して行います。その結果、事業活動による環境負

荷を低減し、二酸化炭素排出量の削減や経費削減

効果を生み出すことが期待できると言われていま

す。道内におけるＩＳＯ１４００１の公共行政分

野における取得の状況は、現時点で北海道、札幌

市ほか５市、２町村、１団体の１０団体となって

います。認定を受けるまでのコンサル料、進行管

理に要する人件費、毎月点検する書類の膨大さな

どの問題もあり、なかなか取得が進んでいないと

聞いております。当市においては、みずからが資

源、エネルギーを消費する事業者、消費者である

ことを認識し、国、道が定めた環境関係法令に基

づいた取り組みとして公用車購入時には環境に配

慮したハイブリッド車を優先的に選定し、行財政

改革と連動してこの１０年以上行革を推進しなが

ら夏のクールビズ、冬のウオームビズのる行で燃

料消費量の節減、１０種類に及ぶ庁内ごみの分別

の徹底と減量化を実施してまいりました。平成１

６年度から実施してまいりました地球温暖化対策

の燃料消費量調査では、市公共施設全体で暖房燃

料を中心に平成１８年度決算数値で対前年度比

７％二酸化炭素排出量を削減できました。厳しい

財政状況の中で多額の経費を要するＩＳＯ１４０

０１の認証取得を行わなくても、同じような効果

が出る今まで取り組んできました二酸化炭素の削

減及び経費節減対策を一層進めてまいりたいと考

えております。また、地球温暖化対策実行計画も

策定し、庁舎管理のみならずレジ袋を削減するマ

イバッグ運動、廃食用油のリサイクルなどのほか、

多くの市民及び事業者に協力をいただく新たな対

策にも取り組んでまいりたいと考えております。

以上、私の答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、市民に対〇総務部長（中尾裕二君）

し責任ある職務執行体制の確立について一括して

お答えをさせていただきます。

現在組織としての情報の発信や共有につきまし

ては、毎週月曜日の庁議、月１回の部次長会議、

その翌日の課長会議を開催する中で意思統一をし、

課長会議の内容は文書による伝達ではなく、各係

会議を開催をして報告をする、また緊急の案件に

ついてはグループウエアの掲示板等を活用し、周

知徹底を図っているところであります。御質問の

趣旨は、合併後に組織が大きくなったことや近年

の業務の専門化により縦割り型組織となり、職員

間の連携に欠ける部分があるのではないか、また

組織全体の危機管理意識の共有に問題があるので

はないか、職員間のチェック体制が不足している

のではないかとの御指摘だと受けとめさせていた

だきました。確かに現行の法体制の中では新制度

の創設や頻繁な法律改正等により担当職員が専門

化し、個々の職員の専任化が求められてきていま

すが、業務分担を決定する際には必ず主務とする

もの、サポートする従務とするものを分担し、担

当者が不在であっても担当者がいないのでわから

ないと市民の方に御迷惑をおかけすることのない

ような体制、また主務とするものと従務とするも

のとの間で相互チェックをしながら問題が発生し

ない体制づくりを心がけておりますが、さらに徹

底してまいりたいと考えております。今回行政報

告の中にありました調停の問題に関しましても、

その直接の原因は別にあるとしても、問題が長期

化してしまった要因の一つに担当者がかわって事

務引き継ぎ等が円滑にいっていなかったことも含

めて組織としての対応に欠けるところがあったの

ではないかと総括をしておりまして、改めて係長

研修会等を開催し、今回の問題を職員全体で教訓

化するとともに周知徹底を図っていきたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、３点目の市立病院の関係に関しまして御答弁

申し上げさせていただきます。
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病院施設内外の定期的な安全のための点検がな

されているのかという御質問についてでございま

す。電気設備、医療ガス設備、消防設備等法令に

よりまして毎月であったり、年に２回であったり、

あるいは年に１回であったりという定期点検が義

務づけられている設備がたくさんございます。専

門業者による点検を実施をしているところであり

ます。これから本格的な冬に向かいまして自動車

で来院される方が多くなりますけれども、委託業

者には早朝からの除雪をお願いして駐車スペース

の確保に努めているところであります。また、歩

行者用通路の除雪や凍結防止剤の散布など、ある

いは避難口などの常時確保などにつきましては日

々直営で実施をしてございます。当院には入院さ

れている方、あるいは外来診療を受けられる方な

どたくさんの方々が利用されておりますが、そう

いった方々が安心して施設を利用できるよう点検

を含めた維持管理に努めているところであります。

次に、何点かの部分につきまして御指摘がござ

いました。平成４年、この病院につきましては改

築をいたしました。その当時廊下につきましては、

中廊下の方式をとってございまして、階段のです

ね、その部分につきましては幅１メートル３５セ

ンチ程度しか今のところございません。そんなこ

ともありまして、片方にしかつけていなかったの

かというふうに思ってございます。しかし、議員

御指摘のとおり、左が不自由な方もいれば右の不

自由な方もいるということも考えます。構造的に

手すりの取りつけは可能と今のところ考えてござ

います。いま一度確認をさせていただき、今回改

築を予定してございます来年度の改築工事にあわ

せて実施をしたいというふうに思ってございます。

また、トイレについての御質問でございます。

入院病棟につきましては、各病棟に１カ所ずつで

ございますけれども、車いす用のトイレが設置さ

れています。また、これまで各病棟に和式、洋式

トイレが混在をしておりましたけれども、平成１

７年度から年次計画により洋式トイレへ取りかえ

を実施をしているところであります。その際、可

能な場合には入り口部分を広げるなどして車いす

が利用できるようにしているところでございます。

ただ、御指摘の件につきましては、限られたスペ

ースの中での水回りの施設の増設ということでご

ざいますので、かなり難しい状況にあるというこ

とになってございます。現在のところ、先ほど述

べましたような対応でしかしようがないのかなと

いうふうに感じております。御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。

また、特に５階病棟につきましては整形という

ことで車いすを使っていらっしゃる方が結構いら

っしゃると、そんな関係もありまして朝などには

一時期込み合うという状況もあるのも承知はして

ございますけれども、何分にも限られたスペース

という状況ですので、御理解をいただきたいと思

います。

一般病棟にはまた６人部事がそれぞれ４室ずつ

ありまして、合計２０の部事がございます。患者

さんの居住性やプライバシー保護を考えますと、

必ずしも望ましいとは思ってございません。しか

し、病床数を減らすということになりますと、経

営上のこともあり、かなり難しいのかなというふ

うに考えてございます。今回の増改築事業でＩＣ

Ｕ病床８床を整備する計画でありますが、その関

連の中で病床、例えば２人部事を１人部事にする、

６人部事を４人部事にするというような部分につ

いては検討してまいりたいというふうに思ってご

ざいます。

もう一つ、増改築によりましてリハビリ棟の部

分についての御指摘がございました。施設の現在

の配置上、増築をする部分というのは限られた場

所しかなかったということがまず第１点でござい

ます。現行リハビリ棟と、それから一般病棟の間

に広場がございます。これは、主にリハビリを受

けている方の散策等に使っている場所になります。

その部分にＩＣＵ棟が建つわけですので、その部

分がなくなるということになります。今回その場
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所にＩＣＵ病床が建つことになりますけれども、

患者さんには極力御不便のかからないよう新たな

スペースを確保するように２０年度の外構工事を

実施する中で考慮してまいりたいというふうに思

ってございます。

また、最後の笑顔を伝えているかという部分で

ございます。主には、窓口業務のことを指してい

らっしゃるのかというふうに思います。重点的に

その部分について申し上げさせていただきますと、

窓口業務につきましては今年度４月より外部委託

としてございます。受託会社の職員には、当然な

がら窓口業務が当院の顔であるという意識を持っ

て業務に当たっていただいてございます。まず、

窓口職員は利用される方への誠実な対応はもとよ

り、笑顔と優しい思いやりの気持ちで接遇を心が

けてございます。また、窓口業務職員だけでなく

すべての職員が協力して利用される方の満足の実

現と向上のため、院内接遇研修を実施し、その向

上に努力をしているところであります。業務委託

導入後に大きく変更となった点につきましては、

窓口を一新させていただきまして、制服が明るい

色で統一され、親切対応の意識を持って窓口対応

の実践に取り組んでいるところでございます。受

託会社が定期的に接遇研修は実施をしてございま

す。また、当院で行われる接遇研修にもその職員

は積極的に参加をして接遇の向上を図っておりま

す。さらには、接遇に関しまして個人目標を定め

て後日の評価により検証を進めたり、あるいは他

の医療機関との相互の接遇研修による外部の視点

での接遇の意識改革の取り組みも実践していると

ころであります。日々の接遇を振り返りながら改

善するところは改善するように心がけまして、今

後とも委託側と受託側の職員全員が連携しながら、

利用される方の求められるサービスが実現できる

ように対応するように努めてまいりたいと思いま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきました。順次再質問をさせていただきます。

初めに、ＩＳＯ１４００１にかかわる再質問で

ありますが、コストの関係でその意義は十分に認

識されながらなかなかＩＳＯ、環境マネジメント

システムへの取り組みには二の足を踏むという御

答弁であったかというふうに理解をしましたが、

今部長もおっしゃったとおり、システムとしての

いわゆる紙、ごみ、電気の部分だけではなく、組

織の執行体制として非常に有益なシステムを兼ね

備えているという意味から、まずはこのことに取

り組むことによってすべてのほかの行政全般にそ

ういった考え方を浸透させていくことができると、

そういう副作用ではありませんが、側面的な色彩

が非常に大きいというふうに思ったものですから、

コストは確かにかかることは私も認識をしており

ます。例えば岩手県の水沢市、人口６万ですが、

初年度登録で２００万円、それから年１回の定期

審査で８８万円、３年ごとの更新で１８４万円か

かるというような、これについては自治体の規模

が極端に違う場合は別でしょうけれども、大体こ

の程度かなと。同じ岩手県の花の町では１万 ０

００人なのですが、大体同じぐらいの経費がかか

っているということでありますから、大体経費と

してはそのぐらいかかると。加えて、当然そこに

人を配置しなければいけないというようなことも

ありますので、人件費もかかってくるということ

なのですが、それにも増してやっぱり今求められ

ている費用対効果でいいますと、確かに費用を上

回る成果が出ているのです。ただ、残念ながらか

つては５００以上あったＩＳＯの取り組みが更新

によって４００台にまで落ちているというのが現

在の数字でありますから、確かに煩わしいという

のもありましょうし、同じシステムであれば再登

録を、再更新をしないで同じシステムをもって、

中身は同じなのだけれども、正式な更新はしない

でやっていくというような形もあるようですが、

今部長の御答弁をお聞きしたところ、非常にやっ
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ぱりこのＩＳＯ１４００１の有益性については御

認識されているということでありますので、先ほ

ど申し上げましたこのシステムの持つ有効性も含

めて、今後、今までもやってきているし、十分に

削減の効果も出ているのだから、あえて取り組む

必要はないというふうにこれからも進むのか、い

や、待てよと、今すぐは無理としても確かにおっ

しゃったとおり有益性は認めているわけですから、

取り組む意義はあるというふうに検討課題として

おくのか、そのあたりいかがでしょうか。全く検

討しないのか、あるいは検討課題として傍らに置

くのか、温めるのか、そのあたり部長いかがでし

ょうか。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

先般のほかの〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

議員の質問にもお答えしたのですが、今ＩＳＯ１

４００１と同じような性格を持つ環境基本計画の

策定が実は名寄市では後期計画ということで先送

りになっています。それで、ＩＳＯ１４００１の

中に環境基本条例を制定していますか、環境基本

計画を具体的に環境方針の中に盛り込んでいます

かという一項があります。それがありまして、先

日の答弁では長年議会のほうに検討しますという

ことをお約束をしておきながら、諸般の事情があ

りまして先送りになっていた部分につきましては

後期計画と言わないで、職員の手づくりも含めて

よ干の人的配置は総務担当にお願いをしていただ

きながら、作業的にはできるものから手づくりを

進めていきたいと思っています。その中に職員の

意識改革ということも含めて、職員は自治研活動

でこの十数年フリーマーケットに取り組んだり、

ごみの分別の運動であるとか、マイバッグの推進

活動についても積極的に取り組んできていただき

まして、そういうこともありますので、まず優先

するのは環境基本条例と環境基本計画、それにこ

のＩＳＯ１４００１の精神を十分生かさせていた

だく形で計画の推進をしてまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解賜りたいと思いま

す。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜこういう小難し〇１０番（佐藤 勝議員）

い認証登録をとるかということは、私もそうなの

ですが、人であればだれしも長年同じことをやっ

てきているとマンネリ化してしまったり、惰性に

走ったり、あるいは緩んでくるということは、こ

れは逃れられない部分かなというふうに思うので

す。そこをきっちり縛るのがこのシステムという

ことで、先ほども申し上げましたとおり、正式な

認証がとれない、どうしてもとれないと、あるい

はとっても更新しないという事例もあるのですが、

ではその場合には内部だけだとどうしても甘くな

る、であれば外部的な目も入れる、例えば今市内

の企業でもこういった認証制度をとっている企業

が複数ありますので、そういった知識を持った、

キャリアを持った方を庁舎内のシステム、認証を

とらないまでもシステムをつくって民間の方に入

っていただいて外部的な目で市役所内の物の動き、

いわゆる紙、ごみ、電気を筆頭とした部分であり

ますが、そういったことをチェックするというこ

とも今後検討しなければいけないでしょうし、加

えてこれは当然庁舎内だけでやってもほんの点で

しかないわけですから、やはりそれを家庭に、そ

して地域に、職場に広げていくような取り組みを

市が率先してやっていくべきだというふうに思う

ものですから、あえて今回このテーマを取り上げ

させていただいたのですが、何でもそうなのです

が、苦しいことというのは続かないですよね。や

っぱり楽しい、それから成果が見えるという部分

が特に環境問題、ごみについては子供も含めて、

大人も含めて大事だというふうに思うものですか

ら、そんな意味では家庭に対する呼びかけ、ただ

ごみを出さないようにしましょう、環境を大事に

しましょうといっても、これは何のことであって、

では何をやったらいいのだと、電気を小まめに消

せばいいのか、冷蔵庫使わないときは無駄にあけ

ないようにするとかということの具体的な事例を
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家庭にも届けて、地域にも届けて、それにとって

結果どういうことになったかというやりとりがで

きるようなシステム、家庭とのやりとりのシステ

ム、あるいは地域とのやりとりのシステム、そう

いったものを市が率先してつくると。それは、当

然庁舎内でもやっていますよというようなことで、

まずはここだけでやるのではなくて、名寄市全体

でそういった取り組みをやるというようなリーダ

ーシップを市にぜひとっていただきたいというふ

うに思うものですから、申し上げたのですが、再

度その意気込みはいかがでしょうか。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

さまざまな環〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

境保全に対するパンフレット、リーフレット等に

ついて今までも配ってまいりましたが、今議員お

っしゃるように、環境基本計画を実際に実行する

段階では相当住民の方々、それから事業者の方々

にも御協力いただく部分が多々あろうかと思って

います。そこを率先推進していくのは、市職員の

力、担当の力だけでなくて市職員全体の力も大き

いと思っておりますので、今御指摘の部分につき

ましては環境基本計画をつくって実行に移す段階

では十分参酌をして進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間の制約もありま〇１０番（佐藤 勝議員）

すので、少し積み残した形で次の質問に移らせて

いただきます。

職務執行体制について１５項目、私の考えられ

る頭で一生懸命考えてどうなのでしょうかという

ようなことで出してみたのですが、一括してお答

えいただいたものですから、残念といえば、総務

部長、大変残念な思いは正直あります。私もそう

ですし、市民の皆さんも一つ一つについて、１に

ついてはこうですよ、２についてはこうですよと

いう形でシンプルでもいいから答えていただくと

大変わかりやすかったのかなというふうには思い

ます。そんな残念な気持ちも込めながら、今御答

弁にもあったとおり、直接の原因は別にあるとい

うようなお答えだったのですが、そのあたりが私

もわかりませんし、市民の皆さんも多分わからな

いと思うのです。なぜ ９００万円、お金にこだ

わるわけではないのですけれども、なぜそれまで、

当初予定していたものとできた結果が違ったこと

によってなぜ ９００万円、あるいは合計９０万

円というお金が出ていくのだろうというようなこ

との直接の原因は別にあるということでさらっと

終わらせてしまったら、市民の皆さんにはただ疑

問が残ると、不安が残る、不信が残るということ

ですので、これはやっぱりだれしもやろうと思っ

てやったことではないし、犯そうと思って犯した

ミスではないというふうに私は思っていますので、

そこはあからさまにこういう経過でこういうこと

になったのだと。私が一番言いたいのは、この中

にも書きましたけれども、再発防止策、御答弁で

はメーンがいてサブがいる、そういう組み合わせ

でやっていますよということだったのですが、こ

れ私も不勉強で何年に発生したかまでは把握して

いないのですが、しかし１年、２年よりはもっと

前に起きている事件、事案だと思うのです。それ

が今回この議会が終わってから職員の皆さんの中

で議論をしていくということであれば、確かに処

分、市長、それから副市長以下処分はされました

が、決して私も先ほど申し上げましたとおり私た

ちが求めているのは処分ではないのです。再発防

止なのです。こういうことがあったから、この部

分はこういう対策をして再発防止を図ったのだと、

見ていてくれと、二度と再び皆さんには無駄な出

費はさせないから任せておいてくれというような、

そういった安心感を市民の一人としては持ちたい

という思いがあるものですから、あえてちょっと

くどくどと言わせていただいたのですが、総務部

長、いかがでしょうか、そのあたり。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の原因とその防〇総務部長（中尾裕二君）

止策ということで再質問をいただきましたけれど
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も、１つは平成７年９月に締結をしましたガス供

給契約に端を発したものでありまして、もう一つ

は平成１４年１２月に損失補償契約を締結するも

根本的な解決には至らなかったという、こういう

２つの案件でありまして、その後それぞれ担当者

におきまして熱意と誠意を持って交渉に当たって

きたものであると私自身は考えておりますけれど

も、結果として交渉が長期化をしたことでかえっ

て信頼関係を損ねて当事者間での妥協点を見出せ

なかったと、こういうふうに認識をしております。

やはり時宜を得た話し合いをしないと、お互いの

行き違いも含めまして話し合いの信頼関係が崩れ

ていくと、こういう結果として当事者間での調整

がつかなくて調停と。今回は、片一方が調停成立、

もう一方が不成立という形に終わりましたけれど

も、１つには時宜を得てきちっとスピーディーに

解決をしていくのが１点ございますし、もう一つ

はやはり担当者一人で抱え込むのではなくて、同

僚、上司と問題解決をしていくことを日常的に協

議をしながら取り組んでいくと。市立病院で実践

をしておりますヒヤリハットという取り組みがあ

りまして、これは日常的な軽微なことでも報告を

して公にしていくと。これを参考としまして、担

当者個人で抱え込まないで問題によっては係ある

いは課、部単位でその対応の検討をしていくと。

こういうことを組織的に取り組む必要があると考

えておりまして、これに対応したシステムなり、

あるいはマニュアル等もつくりましてそうした取

り組みを積み重ねることによってしっかりとした

意識を浸透させていきたいと、こういうふうに考

えております。

佐藤勝議員。〇議長（小野寺一知議員）

よくわかりました。〇１０番（佐藤 勝議員）

今部長がおっしゃったとおり、複数で確認をして

いくということがやはり再発防止には、私の考え

の範囲でも最も有効的な手法かなというふうに思

います。ですから、限られた人員で多くの業務を

こなしていくという困難さはあるのでしょうけれ

ども、複数でやはり確認をし合うと、チェックし

合うという体制をつくっていただくと。そのシス

テムができたなら、市民の皆さん、そして私たち

にもぜひこういう仕組みをつくったということは

明示してください。わかる形で、何らかの形、ホ

ームページもあるでしょうし、広報もあるでしょ

うし、いろんな形で市民の皆さんにこういう形で

再発防止に向けて具体的な策を練ったのだという

ことは見せてください。それだけはお約束をさせ

ていただきます。よろしいですね。

それから、これについては余りくどくどと言う、

もうそれに尽きるかなというふうに思っておりま

すので、今お約束をいただいたということで病院

の問題のほうに移らせていただきます。病院なの

ですが、私ごとで恐縮なのですが、この春大変お

世話になったものですから、あれこれと言える立

場でもないのですけれども、逆にそれだけによく

わかるというか、そんなこともあるものですから、

所管でもあるにかかわらず……そうなのです。お

許しくださいということで、あえて質問をさせて

いただきました。本当に恐縮をしながら、そう言

いながら結構言いたいことは言わせていただいた

のですが……本当にそうなのです。これ７点ほど

挙げさせていただいたのですが、今部長がおっし

ゃったとおり、上りの右側がないのです。これは、

例えば私に例をとってみると右側が必要なのです。

左側を痛めている人は、多分右側を使う、必要と

していると思うのです。右側の人は、逆に左側と

いうことで、今現在は左側にしか設置されていな

いものですから、しかもやっぱり今は子供もいれ

ば、大人もいるというようなことで高低２段の手

すりが一般的になってきていますので、その辺は

今お答えの中で早速というふうなことでありまし

たので、大変これについては切実なのです。です

から、本当にありがたく聞かせていただきました。

それから、３番目の車いすのトイレの部分なの

ですが、部長もおっしゃったとおり、５階は整形

外科なものですから、ほとんどの方が車いすを使
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用するということで、しかもほかの病棟でも今入

院されている方、平均的に以前と比べると高齢化

している傾向あろうかというふうに思いますので、

車いすを使う方がふえているということでありま

すので、朝やっぱり並ぶのです。自然現象が発生

した中で並んで待っているのは、これは非常に御

理解したいのですけれども、御理解できないとい

うのが現場の思いでございますので。私は、たま

たま士別市立にも行くことがあるのですが、お聞

きしたら、各フロアに６つあると。それは、決し

てがちがちの車いす対応ではなくて、カーテンで

仕切った本当に簡易的な車いす対応トイレも含め

て、ベッド数は名寄市立より少ないです。しかし、

６つずつあるのです。ですから、逆に言うと車い

す対応トイレは一般の方も利用できるのです。で

すから、一般の方が利用できるということも含め

て、これは本当に３６５日朝から晩まで毎日のこ

とですので、トイレが先か手すりが先かと言われ

れば、私はトイレのほうを選ぶかもしれないので

すけれども、これはやっぱり本当に水回りで経費

もかかりますから、大変なことは承知で申し上げ

ているのですが、速急な計画検討を求めておきま

す。

それから、６人部事。今お聞きしましたら、２

０部事６人部事があるということです。これ例え

ば４人部事にしたとしたら、あと５室あれば全室

４名でおさまるのですね。４人にしたら２人ずつ

はみ出しますから、プラス５室４人部事をつくる

と今の２０室分の６人の部分が賄えるというよう

なことで、不可能な数字ではないなと思うのです。

今、今回の増改築の中で見直しもしていきたいと

いうふうなお話もありましたので、その辺は期待

をさせていただきます。

病院に出入りしているとステッカーが張ってあ

ります。名寄市立総合病院は、あいさつ日本一を

目指しますと、あれは本当にいいことですし、ぜ

ひそうあってほしいと。雪質日本一もよろしいで

しょうし、私たちの病院は地域のかなめでもある

し、笑顔も一番なのだよと私たちが誇らしげに言

える日が本当に一日も早く訪れることを待ってい

るのですが、そんな意味では職員教育、それは委

託先であれ何であれそこにいる職員は職員であり

ますから、さらに笑顔をつくる、つくった笑顔で

はなくて心からにじみ出る笑顔です。それをぜひ

出していただけるように期待をするものでありま

す。

それから、これは佐古院長先生にぜひお聞きし

たいので、今すぐの答弁は決して求めないのです

が、ちょっと資料があるのです。「問題な日本

語」という本が、これその３なのですが、今回出

たのですけれども、その中で患者様という、３４

ページ。名寄市立も、私も患者様だったのです。

患者様というふうな呼ばれ方をしました。この質

問として、病院などで患者さんと言わずに患者様

と言っていますが、違和感があります。患者にと

って様をつけることはおかしいのではないでしょ

うかという質問に対して、答えがるる書いてある

のですが、これの１つ、そういうふうにかつては

患者さんと軽く本当にさりげなく言っていたのが

今患者様というふうになってきて、これは大げさ

に言うといんぎん無礼に当たる部分でもあるとい

うことで、なぜそうなったかというと、厚生労働

省の医療サービス向上委員会が２００１年１１月

に国立病院等における医療サービスの質の向上に

関する指針の中で様をつけろと。この答申の中で

は個人の名前に対して様をつけろと、佐藤様とか、

佐古様とか、それがいつの間にか患者様になって

しまったということも書かれているのですが、患

者という呼び方は尊敬表現にはなじまないものだ

ということが、そんな書き方があって、さらに様

をつけると病院側と患者との距離をより隔てると

いうふうにもなってしまいますし、たかが呼称、

呼び方とはいいながら、患者様と言われるほどと

皆さんきっと違和感を持っているのかなというふ

うに思いながらこの部分を読んだのですが、この

問題は新聞などにも取り上げられ、あちこちの病
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院で患者さんに戻す検討が始められているようで

すということでこのページは終わっているのです

が、患者というよくない印象のある呼び方に尊敬

表現の様はなじまないものであり、様をつけると

病院と患者との距離をより隔てることにもなりま

すというふうなまとめがあるのですけれども、こ

のあたりをぜひ院長先生に、実はこんな話をする

者がいたのだと、どうだろうというようなお話を

ぜひ伺っていただければ、その後、決してこれは

結論を急ぐものでもありませんし、内部でも十分

お話しいただければさらに幸いでありますので、

結果も経過も含めてお伝えをいただければ大変あ

りがたく思います。

そんなことで本当につえとも柱ともする市立病

院でありますので、今後ますますの職員の皆さん

の検討もお願いしながら、私の質問を終わります。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

学校教育について外２件を、岩木正文議員。

議長より指名をいただ〇８番（岩木正文議員）

きましたので、通告に従い質問をしてまいります。

まず、学校教育について、小中学校の２学期制

についてお尋ねいたします。１８７２年、学校制

の公示により今の学校システムができ上がり、以

後１３０年来たっています。制度的な疲労も出て

きていると感じております。２学期制を通し学校

そのものを考え、直していく必要があると考えて

おります。現在の子供たちの状況は、物質的な豊

かさで高度に情報化された変化の激しい社会の中

にあって子供たちにとっては将来を展望すること

が困難になってきており、社会状況に由来する学

習する意味の希薄化、また家庭の環境の違いによ

る学習意欲の格差など子供たちを取り巻く環境は

大変厳しくなってきております。不登校や理由の

希薄な問題行動の増加、利便性を追求してきた結

果、コンビニを代表とされるような欲しいときに

欲しいものが安易に手に入る社会となってきてい

て、加えて携帯電話に象徴されるような個別化さ

れた生活環境の中で子供たちは育っております。

一人でやることも、みんなでやることも、やり続

けることも苦手になってきている子供たちが増加

しているように感じております。保護者において

も家庭教育に対する親の自覚不足、親の過保護や

放任などから、その教育力は低下する傾向にあり、

価値観の多様化により確固たる自信を持って子供

たちに倫理を伝えられない大人の増加、また学校

教育への無限とも言える個別化されたサービスを

求めるようになってきているように考えます。学

校教育においては、授業が生命線であると考えて

おります。学校は、学びの場であり、子供たちが

学ぶ楽しさやおもしろさを感じるためには、子供

たちの学ぶ意欲を引き出し、確かな学力と豊かな

心の育成に向けて取り組むことが今学校にとって

最も重要な課題ではないでしょうか。平成１４年

度からの１全学校週５日制の導入により、新学習

指導要領のもと現在に至っておりますが、これを

機に学校活動全体において時間的、精神的なゆと

りを確保する観点から２学期制を導入する学校が

全国に広がりを見せております。既に導入をして

いる学校の効果としては、教職員に時間的、精神

的ゆとりが生まれ、それを児童生徒との触れ合い

や指導の充実に生かすことができた。学期末の慌

ただしさが解消され、教育活動にじっくり取り組

むことができるようになった。休業日、行事、定

期テストの見直し、再編により授業時数の確保が

容易になった。学期のスパンが長くなることによ

り、授業の進め方に工夫が可能になった。１つの

学期が長くなることで子供の変容をより長期的な

視点でとらえることができる。児童会や生徒会活

動など従来から前期、後期で実施している教育活

動との整合がとれるといった効果が出ているとの

報告があります。私は、過去の質問において授業

日数の確保のためにも夏休み、冬休みの日数の削

減、各学校にあります開校記念日の休日をなくそ

うということを求めてきました。子供たちのため

の教育という観点から、２学期制への取り組みに
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対する考え方をお伺いいたします。

さらに、名寄市においては名寄小学校で通知せ

んの２学期制を行っていたのですが、どういう考

えで行い、その検証はどうなったのかもお知らせ

ください。

次に、全国学力調査の結果を踏まえてについて

お尋ねいたします。私は、十数年ぶりに行われま

したこの学力テスト、非常に有意義であったと感

じている一人でございます。新聞紙上でテストの

点数の順位ばかりが取りざたされておりますが、

私はやはり小学校６年生で４６位であったという

この観点よりもトップと北海道の差が１０ポイン

トの学力の差があった、こちらのほうが重要では

ないかなと思っております。やはり今後順位を上

げるのではなく、いかに学力の定着を図るか、こ

れからが重要な課題ではないかと思っております。

名寄市においても指導改善検討委員会で今後取り

組んでいくそうでございます。その現状の理解と

把握についてお知らせいただきたいと思います。

また、その情報は市町村単位、学校単位では公

表しないとのことです。私たちは、公表すること

をそう望んではおりませんが、しかし情報を持た

ない私たちは教育長を初めこの検討委員会の皆さ

ん方の責任は非常に重いと感じております。どう

いう状況なのかを私どもわからない中で報告を受

けるわけですから、やはりしっかりとした検討を

加え、来年からの授業、または方向性をしっかり

とつくっていくようにお願いしておきます。

続きまして、給食センター及び食育についてお

尋ねいたします。１点目、名寄市はごみの分別、

資源化の促進に取り組んでおりますが、その一環

として学校給食をつくる過程で発生する料理くず

や残飯などの生ごみを堆肥化し、その堆肥を利用

して作物を栽培し、その作物を学校給食の食材に

用いて子供たちが食するという食物の循環、いわ

ゆる学校給食フードリサイクルを実践できないも

のかと考えております。単に学校給食の料理くず

や残飯のリサイクルだけではなく、食育、環境教

育の観点からも極めて有効であると思われ、物を

大切にする子供を育てるために大きな教育的効果

が期待できるはずです。既に取り組んでおります

札幌市においては、残飯が１４％もあったのが４

カ月で４％減り、１０％になった、残量全体は減

少傾向にあります。特に野菜が主の野菜サラダは、

子供たちの苦手な料理ですが、フードリサイクル

が始まってから激減しているそうです。その子供

たちの感想は、サラダは好きでなかったけれども、

自分たちでつくった野菜だから食べないとと思っ

て食べたらおいしかった、自分たちが育てた野菜

が給食に出たときはとてもうれしかったと、感想

が多かったそうです。このフードリサイクルへの

取り組みの見解を求めたいと思います。

次に、栄養教諭制の取り組みについてお尋ねい

たします。名寄市学校給食センター運営委員会よ

りの答申書が出されました。学校給食の目標、食

に対する指導の目標を今後栄養教諭がどのように

教育現場で実践されるのか、またどの授業で食育

を教えていくのかお知らせください。

最後に、テレビジョンのデジタル化について。

国は、２０１１年７月２４日よりアナログ放送を

全面にデジタル放送への移管を決めております。

今テレビは、日本国内に１億二千数百万台あると

言われております。そのうち現在デジタル化を実

現しているのは、まだ１５％にしかすぎません。

あと４年でどれだけ実現可能かは、私もちょっと

理解に苦しむところでございますが、これが実際

に実施されますと、アナログのテレビで映像を見

ることができなくなるわけでございます。やはり

そうなった場合に名寄市においてまずテレビが見

られなくなる地区はあるのかどうか、まずその点

を確認させていただきます。

続きまして、高齢者への周知ということで、よ

者はワンセグ携帯でもパソコンでもテレビは見ら

れます。しかし、高齢者は情報がテレビで見られ

なくなるということだけはあってはなりません。

やはり悪質な商行為が行われる可能性もございま
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すし、お年寄りの楽しみはやはり食べることとテ

レビを見ることと孫の顔を見ること、この３つだ

とよく言われておりますが、昭和二十何年でした

か、テレビが放送開始になり、私も昭和３２年生

まれですけれども、当時はテレビがなくて近所の

家へ「ひょっこりひょうたん島」を見せてもらい

に行ったことがございます。やはりその当時は娯

楽であったかもしれませんが、今の世の中にあっ

てはもう娯楽で切り捨てるほどのものではないで

すし、やはり生活の中の情報源としても非常に大

切な位置を占めているのがテレビだと思っており

ますので、高齢者の皆様方への正しい情報の周知

については名寄市としてはどのようにとり行うの

かもお知らせ願いたいと思います。

また、これは国が行うことではございますが、

名寄市としても、やはり低所得者への負担増が非

常に叫ばれております。すべての人がデジタルの

テレビを事えればいいですけれども、うちもまだ

決断ができておりませんが、チューナーをつけて

見ようという方々も多々いると思います。今チュ

ーナーは、大分安くなったとはいえ２万円前後、

まだ４年あるわけですから、きちっとした周知の

もと低所得者の皆様方には今もしつけてしまえば

２万円、国はそれを ０００円まで何とかメーカ

ーに下げられないかということを打診しているそ

うです。正式な時期に取りつけたらお安くつけら

れるよとか、またそういった低所得者に対する名

寄市の優しい思いやりの今後の予算などをつけて

いただければありがたいなと思っておりますが、

その負担についての見解を求めます。

最後に、名寄市の行政の管轄としてテレビも多

数抱えておりますが、その行政管轄のテレビジョ

ンの対応についてはどのように行うのかを最後に

お知らせ願いたいと思います。

以上、この場からの質問を終わります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で３点に〇教育部長（山内 豊君）

わたり御質問をいただきました。１点目、２点目

は私から、３点目については総務部長からの答弁

となります。

学校教育についての１番目、小中学校の２学期

制についてお答えをいたします。２学期制につき

ましては、全国的に見ると、高等学校での導入が

多く見られます。道内の小中学校では、大空町や

中標津町、札幌市の一部などで導入が進められて

きております。近隣では東川町が平成１４年度か

ら取り組みを開始しており、現在全小中学校で実

施をされてきております。名寄市においては、名

寄小学校が平成１５年度より通知表を前後期制と

しております。２学期制が導入された経緯につい

ては、平成１４年度に現行の学習指導要領がゆと

りの中で生きる力をはぐくむとして実施され、あ

わせて週５日制が導入された時期と重なっており、

学期を長くし、授業時数を確保することでゆとり

のある落ちついた雰囲気の中で基礎、基本の定着

を図ろうとしたものでございます。しかし、実施

に当たっては授業時数の確保の視点から、大きな

比重を占めている学校行事等の精選や評価のあり

方、さらには保護者への説明と理解が大きな課題

でありました。現在の状況から考えますと、学習

の連続性を図り、長いスパンで評価できるなどメ

リットも多くあるものの、授業時数確保の観点か

らは小学校におきましては多くの学校で始業式、

終業式の日においても通常どおりの授業が組まれ

るようになってきており、３ないし４時間程度の

授業時数の確保と考えられます。また、中学校に

おきましては、それに加えて定期考査が１回分少

なくなるため、２０時間程度の確保が見込まれま

す。しかしながら、テストの間隔が長くなるため、

中間での細かな小テストが繰り返し行われること

なども予想され、実質的にはそれほど大きな時数

確保にはつながらないものと考えられます。また、

学習発表会など学校行事の実施時期に制約を受け

たり、通知表の発行回数が減ることに対する保護

者の理解が不可欠となることから、名寄小学校で

は休業前の７月、１２月に個人懇談会を設定し、
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家庭との連携を図る工夫を行っております。名寄

市教育委員会といたしましては、今後学習指導要

領の改訂も間近であり、その動向とあわせて２学

期制のメリット、デメリットを含めた効率的な学

校運営のあり方について研究を深めてまいりたい

と考えております。

次に、全国学力調査の結果を踏まえてについて

お答えをいたします。全国学力・学習状況調査の

結果を受けて北海道教育委員会では、北海道検証

改善委員会を設置し、結果の分析と学力向上に向

けた改善方策等を検討しているところでございま

す。また、北海道教育庁上川教育局においても指

導の改善を図るために調査問題の分析やすぐれた

改善事例の普及啓発を図ることを目的として上川

管内検証改善検討委員会を設置し、国語、算数・

数学の２教科において管内から専門の教員を集め、

検討を行っております。この検討委員会には名寄

市内からも３名の教頭が選ばれ、検討協議に参加

してきており、近々それぞれの検討委員会から改

善案が発表されるものと考えられます。名寄市教

育委員会といたしましては、これらの検討委員会

の報告を待つばかりではなく、名寄市内の子供た

ちの状況を分析し、それに対応した指導方法を構

築していくために名寄市教育研究所に調査研究を

諮問いたしました。これを受けて名寄市教育研究

所では、新たに全国学力・学習状況調査指導改善

検討委員会を設置し、市内教員等１０名を指名、

国語、算数・数学の２教科における学力調査結果

の分析や今後の指導改善策を検討しております。

検討結果ができ上がり次第、名寄市教育委員会に

報告するとともに、１月３１日に行われます名寄

市教育研究所の研究発表大会の中で名寄市内全教

職員に検討内容の説明を行う予定としております。

このことから指導改善検討委員会では、分析結果

から浮かび上がった課題について学力調査に対す

る対処療法的な手だてではなく、基礎的、基本的

な学力の定着を図るものになるよう指導改善策を

検討するとともに、チームティーチング等のさら

なる充実や名寄市教育の財産とも考えられる各学

校で蓄積されたすぐれた授業実践案を市内各学校

共通のものとすることで全学年の授業の改善充実

を図ることとしております。さらに、名寄市教育

委員会として、常々各学校に指導してまいりまし

た早寝早起き朝ごはん運動のるる、読書活動の充

実、家庭学習のるる等についてより一層の取り組

み強化を指示していくことで基礎学力の確かな定

着を図ってまいりたいと考えております。

大きな項目の２点目、給食センター及び食育に

ついてお答えをいたします。初めに、残飯利用の

フードリサイクルへの取り組みについてでござい

ます。札幌市では、環境に配慮したごみ処理体制

の確立として、市教委、市、リサイクル業者、農

協などと連携し、ごみの分別、資源化の促進を図

っています。その一環として、平成１８年度より

市内の小中学校の約４割に当たる１２８校で給食

の調理くずや食べ残しを集め、民間のリサイクル

施設で堆肥化し、できた堆肥を市内の協力農家や

ＮＰＯに提供しております。協力農家ではインゲ

ン、コマツナ、シュンギクなどの野菜を栽培して

もらい、食物の循環、さっぽろ学校給食フードリ

サイクルとしてモデル校の小学校で給食の食材と

して使用され、順次全市の小中学校へ広げる計画

が報道されております。名寄市の学校給食センタ

ーでは、平成６年ごろまで市内の養豚農家に調理

くずや学校から出る残食などを使用していただき

ましたが、豚の栄養バランスと残食にビニール、

ストロー等異物の混入があることから中止した経

過があり、現在は全量炭化ごみとして平成１８年

実績１日平均で２８０キログラム、年間４１トン

を４８万 ０００円で処分しております。仮に単

独で１日２８０キログラムを処理する高温バイオ

型生ごみ処理機を購入し、肥料原料や土壌改良材

などの資源化事業を取り組みますと、試算でイニ

シャルコスト年間１７２万円、ランニングコスト

で２００万円、計３７２万円と多額となることか

ら、費用対効果を考えますと設置は難しい状況と
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考えられます。しかしながら、環境教育と食育の

推進は教育の観点からも極めて大事なことであり、

現在策定中の食育推進計画市民委員会にも話題提

供するとともに、各市町村での学校給食での調理

くずや残食処理方法について調査研究してまいり

たいと考えております。

次に、栄養教諭制度の取り組みについてでござ

います。平成１７年に学校教育法の一部改正で、

食に関する指導の推進に中核的な役割を担う栄養

教諭制度が施行されました。名寄市の学校給食セ

ンターには２名の道費派遣学校栄養職員が勤務し、

学校給食の調理管理と衛生管理の職務に従事して

おりますが、このたび栄養教諭の資格を有しまし

たので、教育委員会では平成２０年４月に栄養教

諭の配置を検討することとしております。栄養教

諭制度については、ことし６月、学校給食センタ

ー運営委員会内に学校栄養教諭制度検討委員会を

設置し、１つとして栄養教諭の職務内容、２つと

して栄養教諭の勤務態様について審議していただ

きました。去る１１月開催した第２回の学校給食

センター運営委員会で素案が報告され、審議の結

果承認されたところであります。栄養教諭の職務

内容については、在籍校及び未配置校における児

童生徒の食の指導と学校給食センターでの調理、

衛生管理の職務を基本とし、当面安全、安心な学

校給食の実施を最優先いたします。２名の栄養教

諭のうち１名は、２週１サイクルで必ず学校給食

センター業務を担当する出勤体制で、配置先は学

校給食センターの直近の小学校とし、名寄地区は

名寄小学校、風連地区は風連中央小学校を在籍校

とし、配置１年目は在籍校を中心として、２年目

以降は未配置校の食育指導に当たることになりま

す。身分は学校籍となり、学校給食センターは兼

務発令となります。また、栄養教諭に負担過重と

ならないよう学校給食センターでは担当業務の見

直しや効率化を図り、適正な運営に努めるととも

に、学校における食に関する指導は学級担任や教

科担当と十分連携し、教職員が共通理解に立ち、

実態に応じて指導できる体制に配慮してまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、テレビデ〇総務部長（中尾裕二君）

ジタル化について一括してお答えをさせていただ

きます。

地上放送につきましては、２０１１年７月２４

日のアナログ放送終１、デジタル放送への１全移

行まで残すところ３年７カ月となりました。名寄

市においては、ＮＨＫ、民放４社のいずれも２０

０８年中にデジタル中継局が整備され、放送開始

が予定されております。地上デジタルテレビ放送

は、従来のアナログ放送と比べてより高品質な画

像と音声を受信することができ、電波障害が発生

しにくいため、電波障害エリアも大きく変わるこ

とが予想されます。デジタル化による市内での難

視聴エリアについては、ほとんどないものと思わ

れますが、現在のアナログ放送において市所有施

設などが原因で電波障害が発生し、共同受信施設

を設置をして視聴いただいている４つの区域につ

きましては平成２１年度に電波受信状況の調査、

翌年度において調査結果に伴う受信施設の改修を

予定をしております。また、総務省に届け出のあ

る民間施設による電波障害区域については、所有

者に対し総務省からデジタル化への対応について

周知しているとのことであります。

次に、市民の皆さんへの周知につきましては、

総務省発行のパンフレットを公共施設へ配置した

ほか、今後市の広報紙を通じてデジタル放送１全

移行までのスケジュール、視聴するための設備、

費用、アナログテレビの不法投棄防止の呼びかけ、

デジタル放送移行に便乗し、十分な知識を持って

いない世帯などへの悪質商法等に対する注意喚起

などについて呼びかけることとしております。ま

た、高齢者など立場の弱い方々に対しましては生

活福祉部との連携により周知を図ってまいります。

受信環境を整えるためには、テレビを地上デジタ
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ル対応テレビに切りかえるか、専用チューナーを

接続しなければ視聴できません。国では、チュー

ナーをなるべく安価で購入できるようメーカーに

要請をしていますが、現時点では２万円から１０

万円程度が実勢価格のようであります。テレビ放

送は、報道から娯楽までさまざまな情報を手軽に

得ることができ、災害時などにおける情報伝達手

段の一つでもあり、ほとんどの国民が利用する公

共性の高いものであります。市としては、国、道

などの対策を見守りながら市独自の対策を講じる

ことができるかどうか今後検討してまいりたいと

考えております。現在市が管理する施設でのテレ

ビは、病院を除き学校などを含めますと３００台

以上を保有しております。今後は、地上デジタル

テレビ放送移行にあわせて、購入から相当年数を

経過したテレビの廃棄処分を含めてそれぞれの施

設の配置台数についても見直しをし、２０１１年

７月までにはテレビの更新、チューナーの接続な

ど受信環境を整え、デジタル化に対応してまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、引き続き再〇８番（岩木正文議員）

質問のほうをさせていただきます。

小中学校の２学期制、今言って今すぐというこ

とではないですけれども、部長の答弁の中で授業

時間数の確保にはそう大きな影響はないというこ

とだったのですが、ということはこれからの学習

指導要領、その後の学力の問題とも関係あるので

すが、今の現状のままでも十分対応できるという

考えでよろしいのですね。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まだ名寄市の中で実〇教育部長（山内 豊君）

践した経験がございませんけれども、今までの２

学期制の中で、先ほども申しましたようにメリッ

ト、デメリットの部分の中で、小学校においては

比較的授業時数を確保するのは、１全週５日制の

部分の中でそれぞれ工夫をしながら学校の授業数

を確保してきているということで、小学校の中で

非常に厳しい部分があるのかなと、中学校につい

ては定期考査がなくなるわけですから、その分ふ

えてくるということであります。ただ、全国的な

そういった状況でありますけれども、名寄小学校

でも通知表の前後期制をやっておりまして、その

検証についてはまだはっきりしたもの出ておりま

せんけれども、１５年からやり始めて５年目に入

っているわけですから、それらの部分と前後期制

のシステムを稼働したときに実際にどういうふう

に時数が確保できるのかどうか、これから検討し

ていかなければならないのかなというふうに思っ

ております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちにとって何が〇８番（岩木正文議員）

一番ベストなのか、この機会に再度検討していた

だいて、２学期制ということも頭に置いてやって

いただきたいなと思います。ただ、文科省、道教

委という指導のもとやるわけですけれども、小中

高大と教育都市名寄として右倣えでとらえてすべ

て動くのではなく、独自でそろそろ、本当に子供

たちのためによかれと思ったらどんどん進んでい

ただきたいなというのが私の思いでございます。

ぜひこの２学期制ということを、私ども今回総務

文教常任委員会で２カ所の視察させていただいて、

もう１４年から始めたところもありますし、１５

年、１６年から始めたところもあります。しかし、

実際やって行動したまちは、モデル地区でやって

その後すぐ全市的にこれはいいということでやっ

ているところがほとんどです。やった以上そのア

ンケートをとりましても、保護者の皆様、教職員

にとっても非常にやはり時間数がとれて子供との

触れ合いの時間が多くなってゆとりができたとい

う、先生がそれだけ思っていただけるのが一番あ

りがたいかなと。一部不平不満を言っているのは、

子供たちだけです。冬休みが１日、夏休み３日短

くなったとか、休みが減ったということで、子供

たちにおいてはやはりちょっと休みが減ったとい
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うことが大きな影響を与えているようですが、今

もう授業日数は２００日ですよね、学校。そうす

ると、２学期制にすると１００日、１００日でち

ょうど半分で分かれるのです。夏休みで１つ区切

ってしまって、ああ、これで終わったというより

も、その後も継続して１０月までまだ学習が続く

のだよということは、本当に勉強のほうにも力が

入るというちゃんと報告が出ているのです。そう

いったことも踏まえまして、ただ既存の中で何と

かしようという頭だけではなく、新たな方法、施

策もどこか片隅に置いて検討を継続していただく

ようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、学力の問題ですけれども、これも

道教委が、上川支庁がというよりも、私はもっと

もっと教育長が持っている情報を踏まえたときに

名寄市独自として考えていかなくてはならないと

思っております。例えば名寄市が東小学校、西小、

名寄小学校のオープンスペースの子供たちと南小

学校、豊西小学校の子たちはどれぐらいの差があ

るのか、これ私ども情報ないですから、このオー

プンスペースで勉強することが本当に子供たちの

ために今現在なっているのかどうか、こういった

ことだって学力との兼ね合いというのはあるわけ

ですから。それに全国で４６番目、順位は私は言

いませんけれども、ポイントが非常に低かったと

いうことを考えますと、名寄市の絶対評価のあり

方が本当に正確なのか、そういったことも私も子

供を持つ親としてはちょっと心配な部分がありま

す。例えば中学校で３もらっていたけれども、本

当は２でないのかなと。その通知せんの安心感と

いうのをちょっと持てないような、そういう不信

感を与えないようにやっぱりそういったしっかり

とした説明責任も果たしていくことが大きいので

はないかなと思っております。教育長も読まれた

と思いますけれども、島田洋七さんのがばいばあ

ちゃんの言葉、数百万部売り上げた大ベストセラ

ーですよね。おばあちゃんから学んだことをまと

めたもので、その中で勉強のところがちょっとあ

りますので、お知らせしておきたいと思います。

通知表はゼロでなければええ、１とか２とか足し

ていけば５になる、人生は総合力だから、体育が

５で、あとは全部１と２だった島田洋七、おばあ

ちゃんにごめんねと言うと、返ってきたのがこの

言葉だそうです。クラス全員が学級委員長になっ

て、全員が東大に行って、全員が総理大臣になっ

たら、だれが国民をやるのだ、世の中頭のいい人

は少しでいい、全員がおれが、おれがでは国が５

つに分かれてしまう、人生は総合力やと。これは、

私どもにとっても非常に生きていく上でも重要な

ことでございます。ただ、今の時代の学習という

のは気づきの教育であって、それをどううまく子

供たちに伝えるかというのが大切な教育だと私は

思います。今余りにも学校にすべてのサービスを

求め過ぎる親が多いと思うのです。ですから、も

っともっとこういったことも含めて家庭にどんど

んバックすればいいと思うのですが、そういった

ことはなかなかできないのですか、教育長、どう

でしょう。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

学力・学習状況調査に〇教育長（藤原 忠君）

つきましては、先日の川村議員のときにもお答え

申し上げました。全国と比べてどうかとか、ある

いは北海道の中でどうかとか、あるいは名寄市内

の小学校の間でどうかとか、こういうことを主体

に考えていくのではなくて、今岩木議員が後半で

お話しになったような子供たちにどういう学ぶ力

をつけていくか、このことを主体に考えていかな

ければならないと思っているところでございまし

て、今教育研究所で鋭意分析といいましょうか、

傾向を調べているわけでございますが、中間的に

私に寄せられた部分では、小学校、中学校とも基

礎、基本の部分ではできていると。このことに１

つ安心を私は覚えているのでございます。ただ、

応用力においては、やはり全国的にもそうであり

ますように名寄もそう際立ってすぐれた部分は見

当たらない。正解曲線でいけば、同じような曲線
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をたどっている。したがいまして、新しい学習指

導要領でうたわれております基礎、基本の定着、

この大きな柱は名寄市もしっかり守られてきてい

るのかなということに１つ安心感を覚えたところ

でありますが、やはり順位は考えるなといいまし

ても、全国に比べて北海道が非常に下位にあった

と、このことはやはり重く受けとめていかなけれ

ばならない。したがいまして、学校におけるいわ

ゆる学習活動についてもいろいろな指針を出す中

でさらに名寄市の教育効果を高めるような、そう

いう創意工夫を教育研究所にお願いしたところで

ございます。この中ではそれぞれ結果についての

大綱的な分析も行われ、そしてその対策も示され

ると思いますので、そのことをもって市民にも保

護者にも説明責任を果たしていきたいと。途中経

過でとやかくお話しする部分ではございませんの

で、それをお待ちいただければと、こう思ってい

るところであります。

それから、もう一つは、これは世界のＰＩＳＡ

の検査などでも出ておりますが、家庭学習が極め

て日本の場合は少ないということで、これも今中

間的でございますが、名寄を調べてみてもそうい

う部分が当てはまるところがございます。名寄は、

平成１６年から家庭学習のるるを大きな柱の一つ

に挙げてまいりました。その成果がどこまで上が

っているか今は検証していないのでありますが、

これもやはりこれからさらに力を入れて進めてい

かなければならない。言ってみれば、宿題を多く

出すか出さないか、北海道は宿題を出す率は全国

では極めて低いのであります。中学校ではさらに

低い、小学校より。その原因が那辺にあるかはさ

らに分析しなければならぬと思いますが、名寄市

ではやはり宿題だけにこだわらず、家庭の学習環

境をどういうふうに整えていくか、保護者にしっ

かりとお考えいただくことも大切ではないかと。

家に帰れば、ただゲーム機で時間を過ごしたり、

テレビを見たりとか、それで夜遅くまでいるとか、

こういうのが名寄市内でも実際に学習状況調査の

中で見られております。こういうことをどういう

ふうに家庭にしっかりと切り込みをかけていくか

ということも大きな課題として今後考えていかな

ければならない、こういうふうに思っております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

学力の今後につきまし〇８番（岩木正文議員）

ては、そういったことをしっかりと踏まえて子供

たちのためにぜひ頑張っていただきたい。ただ、

学力の中で１つ、教育長、何日か前の新聞に出て

いました漢字の八につと書いてヤッツ、答えはハ

チツ、そういう小学１、２、３年生が非常に多い。

私も慌ててこれちょっと穴場であると思ってうち

の娘にやったら、ヤッツと言われたので、ほっと

しましたけれども、学力というのはそういう基本

的な覚えなくてはいけないことはやはり低学年の

うち、九九絶対覚えなくてはいけないのと同じよ

うに、そういった余り難しくない漢字であっても

うっかりすると忘れてしまう。まして今、テレビ

で漢字の読めないばかな芸能人が非常に受けてい

るという現状もあるわけです。それが非常に見て

いるとおもしろいのです、漢字読めないことが。

子供も何か履き違えてしまうのでないかというよ

うな、そういった踊らされるという部分もありま

すので、基本的な学力、当たり前に覚えておくこ

とをしっかりとやはり低学年のうちにやるという

ことが大切だと思います。

今教育長もおっしゃいました宿題なのですけれ

ども、私も大学、高校、小学３年生と子供をずっ

と小学校通ってきて、みんな担任の先生本当にい

い先生で一生懸命やってくれます。だけれども、

その先生によって宿題であるとか家庭学習の出す

量が本当に違うのです。多い先生は、１年、２年

生のときに１日に漢字絶対覚えなくてはいけない

のだよと４枚も５枚も出す先生がいる。そうする

と、保護者の方からはちょっと多過ぎるのでない

かという苦情がある。次の子供のときに１枚しか

出なかったら、今度少な過ぎる先生だと。どれが

いいかどうかはわかりませんけれども、同じ教育



－180－

課程で同じ勉強をしてどれぐらいのことを家庭学

習しなくてはいけないかというのは、一律右倣え

でやるわけにはいきませんけれども、余りに差が

あってはなかなかどの教育を信じていいのかわか

らないという現状も起こり得ますので、教育委員

会としても特に小学校低学年の基礎学力をつける

うちにはきっちりとした指導をされることを強く

要望しておきたいと思います。

続きまして、給食センターです。フードリサイ

クル、その機械を入れてランニングコスト２００

万円、３７２万円実際やるにはかかっていくのだ

よ、逆にそれほど大きな金額かなというような気

はするのですが、これを学校給食だけではなくて

一般市民の中からもそういった協力者があらわれ

れば、そういった食育ということをもっと全市的

に大きく結びつけられるチャンスかなとも思いま

す。給食なのですけれども、ここに西小学校の子

供たち白書、好きな給食何だというアンケートが

あります。その結果、皆さん大体予想できますか。

小学校１年生から６年生まで３位までに全部入っ

ている食べ物、ラーメンです。

（「カレーライス」と呼ぶ者あり）

当たり。カレーライス、〇８番（岩木正文議員）

ラーメン、フルーツポンチ、残念なことに名寄の

大根、お芋がおいしかったという子がいないので

す。ということは、やっぱり家でもそういったど

んぶり物であったり、ラーメンであったり、カレ

ーライス、それにハンバーグが載っていてハンバ

ーグカレーだよという食事がどうしても、うちも

そうですけれども、多くなるのです。ですから、

私給食というのは大切だと思うのです。うちの娘

も非常においしい、おいしいと。学校行くのに何

楽しみと言ったら、給食が一番好きと言いますか

ら。それほど給食というのは楽しみでありますけ

れども、やはりこういったフードリサイクル、今

後とも研究していただきたいのですが、今の子供

たちの食生活について教育長どう思われますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

食育が大きく取り上げ〇教育長（藤原 忠君）

られたのも、今岩木議員のお話のことではないか

なと思うのであります。本当は家庭で小さいとき

からしっかりと正しい食事のあり方、正しい食事

のあり方と言えば誤解を招くかもしれませんが、

そういう食についてのしつけがなされていくのが

私は望ましいのではないかと、こう思っているの

であります。私たちの味覚というのでしょうか、

この味覚という感覚も本当に３歳ぐらいの間につ

けられると。そこをパスしてしまうと本当の味覚

を得ることができないと、こんなことを言われて

おります。そういう意味では、親の果たす責任は

非常に大きいのかなと。こういうことをまず第一

に考えるのでありますが、それはもう言ってもし

ようがないことでもございますので、学校で預か

ったら学校でどう教育していくかということであ

ります。栄養教諭が２０年度から配置になる、先

ほどの残った食事、残食の問題もございますが、

配置になることによって残食も減ることを実は私

も期待しているのであります。正しい食事のあり

方と同時に食事のありがたさだとか大切さ、こう

いうものをさらにしっかり教えることによって残

すものが少なくなる。実は、市内でもある小学校

などは１食の表をつくりまして、１食マークでき

ょうは全部食べたよといったら印をつけていくの

であります。１カ月ずっと丸がついたら、担任の

先生からよかったね、おめでとうと言われる、そ

ういうことをすることによってしっかり食べる子

がふえたという実績もございますが、そういうこ

とばかりでなくて、やはり栄養教諭が配置される

ことによって根本的なそういうものもぜひ進めて

いかなければならない。

もう一つあわせて、おくればせかどうかはわか

りませんが、やはり家庭でも食事のあり方、これ

をしっかりと指導して、さらに指導していく、２

０年度から栄養教諭が配置になる、これを大きな

ターニングポイントとして、保護者にもいやしく

も朝御飯がなかったというような家庭が絶対出な
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いように指導してまいりたいと、こう考えており

ます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそういったことを〇８番（岩木正文議員）

含めて頑張っていただきたいなと思います。今お

話に出ました栄養教諭のあり方なのですけれども、

給食センターにお勤めの道からの派遣のお二人、

今度はその仕事とは別にまたさらに栄養教諭とし

て風連中央小学校、名寄小学校へ週交代で配置に

なり、そこでの食育の指導を行うという、非常に

大変だと思うのです。名寄市としては、今後食育

ということを踏まえて新たな名寄市独自の職員の

配置というのは考えていないのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

栄養教諭の配置につ〇教育部長（山内 豊君）

きましては、共同調理場の中で基準といいますか、

決まっておりまして、名寄市の場合は児童生徒が

３００ということで、この場合 ５０１名から 

０００名までは２名の配置というふうになって

おります。それで、平成２０年からそういったこ

とで２名の配置で進めていきたいと思いますけれ

ども、今後の部分については今のところはこの２

名でいきたいなというふうに思っております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それとあと、前段の質〇８番（岩木正文議員）

問でも言ったのですが、食育というのは授業の中

のどの部分で取り組んでいこうと考えているのか

ちょっとお知らせください。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども申しました〇教育部長（山内 豊君）

けれども、まだどの授業ということではなくて、

これから学級担当だとか、あるいはそれぞれの食

の指導の先生、それらの方々と栄養教諭が相談を

しながらその時間帯を決めていくということにな

りますので、御理解いただきたいと思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

食育ということもこれ〇８番（岩木正文議員）

から本格的に始まっていくわけですので、やはり

重要な食についても今後とも邁進していっていた

だきたいなと思っております。

それと、１点だけ、給食センター、給食費未納

の件、これは質問ではございません。私も郵便局

引き落としですか、先月うっかりしておりまして

引き落としになりませんでした。申しわけござい

ません。しかし、給食センターのその後の取り組

みが偉い、すごいと思ったのは、今までなかった

のです。３日後にお便りで給食費引き落としにな

らないために現金で子供に持ってきてください、

そういう姿勢が私は大切だと思うのです。今まで

は来月まで引き落としするまでほったらかしです

よね、１回落ちなかったら。それを続けてしまっ

て４万円、５万円になって何とかしようというか

ら遅いのです。先生からお手紙でお金を持たせて

くださいといったら、親もやっぱり動くと思うの

です。

（何事か呼ぶ者あり）

ちゃんと封を張って中〇８番（岩木正文議員）

見えないようにして、それはわからないようにし

てもちろんやっていますけれども、でもそういっ

た積極的な取り組みをやっぱりやっていかないと、

後々後手後手の未納を追っかけるよりはいいこと

だなと私は思って、給食センターよく頑張ってい

るなということを所長のほうに申し伝えておいて

ください。教育関係、これで終わらせていただき

ます。

続きまして、テレビのデジタル化ということな

のですけれども、これはあと１億台ぐらいのテレ

ビの対応をしていかなくてはいけません。これは、

試験電波が来年飛んで名寄市がどうなるかという

結果を見たときに、またそれから高齢者への周知

を行っていった場合に、国に対してもどうしても

その時期が間に合わないのであれば延期を求める

というのも、名寄市だけではなくて歩調を合わせ

て、そのときにみんながデジタルに移行したとき

お年寄りもみんなが見られるような状況にぜひ持

っていっていただきたいなということを要望して、
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質問を終わります。

以上で岩木正文議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１５分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時５２分

再開 午後 ３時０５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第１８号 財産の取得について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 財産の〇市長（島 多慶志君）

取得について、提案の理由を申し上げます。

市営住宅維持管理事業費につきましては、本定

例会議案第１２号 平成１９年度名寄市一般会計

補正予算として議決をいただきました。

本件は、平成７年に公営住宅建設事業におきま

して市内ガス事業者との間で締結をいたしました

ガスの供給契約における供給戸数の減による損失

補償として供給業者が施工した事外配管施設を

０００万円で取得しようとするものであり、名寄

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

９号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、原油価格の高騰に伴い低所得者

世帯に対する支援を行うため、歳入歳出それぞれ

２０４万 ０００円を追加して、予算総額を１８

９億 ７５３万 ０００円にしようとするもので 

あります。

灯油の小売価格は、需要期に入っても高騰が続

いており、１２月現在の価格が本年８月と比べ２

０％以上の上昇となることから、本市は生活保護

世帯を除く名寄市社会福祉協議会が実施する歳末

助け合い運動配分委員会で決定する低所得者など

の世帯及び障害者が暮らすグループホーム等に入

居する単身者に対して緊急的に支援を行うもので

あります。

支援内容は、前述の世帯に対して１世帯当たり

年間平均消費量を ０００リットルと想定してお

おむね値上がり分の２分の１に見合う１００リッ

トル分を、また前述の単身者に対してはその３分

の１となる３５リットル分をそれぞれ灯油券で配

付しようとするものであります。

歳出につきましては、３歳民生費に２０４万

０００円を追加し、歳入につきましては１６歳道

支出金で７０万円を追加し、差額１３４万 ００
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０円は１９歳繰入金の地域福祉基金繰入金で調整

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

よ干お聞きしたい部〇１５番（高橋伸典議員）

分があります。まず、今回は、この福祉灯油、５

名の方が一般質問に出すということで、緊急に市

のほうも対応していただきまして、本当にありが

たく思っております。これから生活貧窮者が少し

でも灯油価格の高騰から救われるのではないかな

というふうに私は思っております。老人世帯では、

１度、２度ストーブの温度を下げるのではなくて、

夜は早く寝て朝は遅く起きると、早寝早起き朝ご

はんでなくて逆になってしまう、そういうことで

灯油をたかないという方向に進んでおります。

ちょっと質問をしたいのですけれども、先ほど

生活保護者を除くと言われました。それで、生活

保護者は別個の形で出ております。冬期薪炭費と

いうことで出ておりますけれども、その部分で対

応するのか、また非課税世帯の部分の単価という

か、年収は幾らで質さえるのかというのをちょっ

と教えていただきたいのと、非課税世帯以外に残

った五十何万円はどういう部分の方々に使うのか、

３点ちょっとお聞きいたします。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の補正でお〇福祉事務所長（中西 薫君）

願いしております灯油券の配付につきましては、

まず生活保護者を除くといたしましたのは、保護

世帯につきましては人数に比例いたしまして１１

月から３月までの５カ月間にわたりまして冬期加

算金が支給されております。私ども今回の基本的

な考え方というのが、８月と１２月の灯油価格差

を年間消費量に置きかえまして、その半分程度を

支援しようとするものでございまして、一般的に

この灯油券を支給する世帯につきましては燃料手

当の部分の手だてがない方について支援をしてい

こうというふうに考えているところでございます。

それから、もう一点の社会福祉協議会歳末助け

合いの世帯を対象にしておりますけれども、この

世帯につきましては社会通念上経済的に弱者と見

られる世帯というふうに定義されておりまして、

生活の向上に努力されている方を対象としており

まして、ひとり親世帯、独居老人世帯、１８歳未

満の子が４人以上の多子世帯、長期病弱者を抱え

る世帯、その他の所得の世帯となっておりまして、

この調査につきましては地区の民生委員児童委員

の方々が訪問の上聞き取り調査を行った後、配分

の公正さを期すために社会福祉協議会や町内会連

合会、それから民生児童委員連絡協議会、日赤奉

仕団、更生保護助成会のそれぞれの代表者等で組

織いたします配分委員会で決定されることになっ

ております。したがいまして、実態的な細かな部

分までの所得の質さえというのは、こういう団体

でやっている以上聞き取りの範囲に限られるとい

うふうに考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お聞きしたら、ま〇１５番（高橋伸典議員）

ず生活保護世帯はそちらのほうでやっていただけ

るということで安心いたしました。ひとり親世帯

もそちらのほうでやっていただけるということで。

去年の決算特別委員会の折に、給与収入が１００

万円以下の方が５０９人おられます、調べによる

と。私は、ここの部分の境というのがなかなかつ

かみにくいかなという部分があると思うのですけ

れども、その部分の配慮を市としてどう持ってい

けるのかちょっとお聞きしたいのと、今政府でも

各自治体でもいろんな部分で灯油の助成だとかい

ろんな部分を行っています。あるまちでは、高齢

者全員に ０００円を配付しているまちもありま

すし、また低所得者だけに出しているところもあ

ります。国でも今この石油高騰にかかわる緊急の

措置が政府与党と政府によって開かれております。

その中で中小企業の借り入れの部分、また建設業、
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漁業の燃料だとかの借り入れの部分だとか、あと

離島寒冷地の生活関連対策、省エネルギーや新エ

ネルギーに自宅を変えた部分の助成金だとか、国

際原油の安定の働きだとか、石油製品の価格の監

視だとかを進める６点を出しております。年内に

ももう一回与党で開かれて、ある程度の灯油代の

補助の部分、寒冷地のものは出てくると思います。

そのときには、もう各市町村の議会はほとんど終

わっている状況であります。その中で、やはり先

ほど言ったように１００万円以下の方々というの

は５０９名おられます。この中には福祉灯油が入

る方もいますし、きっと入らない方もおられると

いうふうに感じますので、私はこの２９日に、こ

の年内に行われて決まる政府のものが出た時点で

市として地域住民の方々に何らかの形でＰＲ等々

していっていただきたいなと思うのですけれども、

この２点をちょっとお聞きしたいというふうに思

います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の配付の方〇福祉事務所長（中西 薫君）

法につきましては、年内にこの生活弱者と言われ

る方々に灯油券をお届けして年を迎えていただこ

うという配慮に基づきまして、この歳末助け合い

の義援金配分を利用いたしましてお届けしようと

いうことで私どもは決定をさせていただいたとこ

ろでございます。議員今御質問にありますとおり、

例えば所得でいって世帯をつかまえる、それから

高齢者の世帯を所得によって把握するというよう

なことでそれぞれに対象世帯があるというふうに

思っております。そこの決め方もあると思います

が、この場合でいきますと市が直接窓口を設けま

して、申請をいただいて、個々に審査をしてお配

りする形になっていこうかなというふうに思って

おります。この場合の対応でございますが、今前

年非課税の部分につきましてはもう既にことしの

課税で前年分の所得が非課税かどうかというのは

わかります。今現実的にどうかという部分になり

ますと、給与所得者の源のは１月でしたでしょう

か、出てくる。そういうことになって調査をして

市が決定していくという話になりますと、２月期、

３月期ということになってまいります。それより

は、ことしの冬を越すこの１２月のときにこの制

度を歳末助け合いの配分委員会を通じてお届けす

ることが一番スムーズに配付できるということで

今回の対応を決定させていただいたところですの

で、御理解をお願いしたいというふうに思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

国の支援の関〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

係につきましてよ干説明させてもらおうと思って

います。

国のほうから今出ている情報では、３月の特別

交付税で福祉灯油の関係と、それから地方バス、

それから船の関係については行うということなの

ですが、実際に交付されるのは、政府レベルでは

普通交付税も含めた交付税の総額については増額

していません。だから、もともと決まっている普

通交付税の枠の中で、まだ執行されていない特別

交付税の３月交付分を使って支援をしていただく

ということになろうかと思っています。そうする

と、実質的にはルール分と、それからルール外の

財源調整分と２つの区分に分かれていまして、そ

の中に色がつけられただけという形になりますの

で、実質は道が出していただける１４０万円に対

する２分の１の道補助金だけが特定財源で、残り

は全部市の一般財源かぶりという形になろうかと

思っています。できるだけ多くの方に配ることが

本当は喜んでいただけるのでしょうが、今回のル

ールは生活困窮者、低所得者ということで差額の

２分の１程度を支援したいということで全額支援

ではないことと、それからある市によってはたく

さん対象者を広げて配るところもあるのですが、

国からの支援は実質的なことでいうと特別交付税

での対応ということで実の入らない、市にとって

は余りおいしくない支援になりますので、その辺

早期にお配りして安心していただくことのほうも

選択させていただきましたので、御理解賜りたい
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と思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。本当〇１５番（高橋伸典議員）

に生活困窮者は見えないところにいます。よくテ

レビでは会議室にあるのではないのだ、現場にあ

るのだというふうに言われております。なかなか

見えにくい部分もあると思いますけれども、その

方々のために全力を尽くして頑張っていただきた

いと思います。障害年金の生活者は、年間約８０

万円ちょっと、もしその方の奥さんが国保を受け

ていれば、国保月２万 ０００円ぐらいしかもら

えないところもあります。ですから、年間で３０

万円ぐらいの世帯の方もいるのです。そういうと

ころにやっぱり目を向けていっていただきたいな

というのをお願い申し上げ、私の質問とさせてい

ただきます。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

０号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

を議題といたします。

本件は、名寄市立大学条例の一部改正に伴い、

委員会条例の一部を改正しようとするものであり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、全議

員による提出でありますので、提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 産地づくり交付金等の税制特例による一

時所得扱いの継続を求める意見書、意見書案第２

号 沖縄戦「集団自決」に関する教科書検定に対

する意見書、意見書案第３号 身近な地域で安心

して出産ができる助産所の存続を求める意見書、

意見書案第４号 割賦販売法の抜本的改正に関す

る意見書、意見書案第５号 灯油等石油製品の価

格を引き下げるための緊急対策を求める意見書、

意見書案第６号 取り調べの可視化の実現を求め

る意見書、意見書案第７号 民法７７２条の嫡出

推定に関する運用の見直しを求める意見書、意見

書案第８号 メディカルコントロール体制の充実

を求める意見書、意見書案第９号 障害者自立支

援法の見直しを求める意見書、意見書案第１０号

米価暴落の緊急対策と品目横断対策の見直しを

求める要望意見書、意見書案第１１号 食品偽装

事件の根絶を求める意見書、意見書案第１２号

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書、意見

書案第１３号 後期高齢者医療制度の凍結と抜本

的な見直しを求める意見書、意見書案第１４号

被爆者に対して適正な援護の推進を求める意見書、
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意見書案第１５号 「森林環境税（仮称）」の導

入を求める要望意見書、意見書案第１６号 「先

住民族の権利に関する国際連合宣言」に関する意

見書、以上１６件を一括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外１５件は原案のとお

り可決されました。

日程第７ 報告第２〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御１承をお願いいた

します。

日程第８ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、総務文教常任委員

会の行政視察報告を申し上げます。

視察期間でありますが、１１月１３日から１６

日までの４日間でありました。今回当常任委員会

は、道外の先進地を視察させていただける決定を

受け、この機会を有効に活用して愛媛県松山市、

香川県さぬき市、大阪府高槻市、京都府亀岡市の

４市を訪問させていただきましたが、視察先が広

範囲でありましたため、初日と最終日は移動日と

なり、残る２日間で４市を訪れるという強行日程

であったとともに視察項目も１２項目５２点に及

ぶボリュームあふれる行政視察となりました。

最初の視察先は、松山市でありました。１４日

午前９時半に松山市役所を訪問させていただき、

松山市市民活動推進条例、松山市子ども育成条例、

よりよい学校給食の３項目について各担当職員か

ら説明を受け、意見交換を行ってまいりました。

松山市市民活動推進条例についてでありますが、

条例策定に当たっては学識経験者や市民活動団体

など９人の委員で１２回の検討を行うとともに、

市民から募集した１２件の意見を参考にしながら、

１７年１０月に前文と４章２０条から成る条例案

を施行するとともに、行政組織に市民参画まちづ

くり課を設置し、積極的に推進する体制も整えて

いました。同条例における特徴的な取り組みは、

これからの市民活動を推進するためには市民の視

点に立った公益活動の担い手を育てることと位置

づけるとともに、活動推進のための基金について

は事業者の寄附とその同額を行政も補助金として

支出するマッチングギフト方式を採用、上限４０

万円のＮＰＯ活動立ち上がり支援と同３０万円の

政治促進支援に分け、ＮＰＯを支援するなど新た

なまちづくりの方向性を見ることができました。

一方、松山市子ども育成条例は、子供を取り巻

く状況が学校週５日制の１全実施などにより大き

く変化していることから、条例化が必要と判断し、

平成１４年９月に各関係者に学識経験者を加えた

１９人で市民検討委員会議を組織し、１６年４月

に健全育成型の条例を制定しました。その内容は、

４章１８条で構成され、今を生き、未来を担う子

供たちを社会全体ではぐくむことを推進し、もっ

て子供の健やかな成長に寄与するを目的としなが

ら、子育ての伝承、社会の連帯、子供が社会にお

いて保障されるべきさまざまな権利を基本理念と

して、保護者、市民、青年、高齢者、市民団体、

教育福祉機関、事業者、市の責務と役割を定めて
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います。中でも特徴的なものとしては、８月８日

を松山こどもの日と定め、市民と一体となったイ

ベントを開催しています。また、子ども育成会議

の設置、子ども会議の開催など市民総ぐるみの取

り組みであることを実感しました。

最後に、よりよい学校給食については、調理等

学校給食業務の一部民間委託の導入を前提に推進

実施計画を策定して取り組まれていましたが、注

目したのは地元産を含めた学校給食食材への地産

地消のより一層の推進を掲げていたことです。こ

の目的を達成するため、購入食材の規制条件の緩

和、地元生産者との情報共有や相互理解の促進、

地産地消の日の実施などと積極的に取り組む一方、

環境の整備、アレルギー対応などを体系的に実施

していました。

松山市での行政視察を終えた後、一路さぬき市

に向かい、午後３時からまちづくり基本条例、学

校２学期制、合併から５年を経過してをテーマに

視察を行いました。

まちづくり基本条例は、公募者４人、連合自治

会など各種団体選任１１人の計１５人による条例

案検討委員会によって１５年８月から検討を開始、

４回の会議を経て１６年４月に答申がなされ、翌

１７年４月に施行されました。同条例は、前文に

始まり、基本原則、市民参加、情報共有、協働な

どを柱に１７条で構成されており、自立する都市

を目指して市民と行政が協働体制を築き、市民が

主体となるまちづくりを進めることを掲げていま

す。また、この関連で１８年度には新しいまちづ

くり支援事業補助金をつくり、単位自治会及び単

位自治会の連合体が取り組む事業に１事業最高額

４０万円以内で補助することとしており、７事業

が適用を受けていました。

学校２学期制については、学校内外の行事が秋

に集中しており、生徒指導上の問題があったこと、

特に中学３年生が学習に集中できず、進路に対す

る目的意識への自覚時期がかなりおくれている状

況などを打開するため、１０月に学区を区切る２

学期制の導入が打ち出されました。実施に当たっ

ては教育長、学校長、ＰＴＡなどの代表１５人に

よる検討委員会で協議を行い、１４年度から小中

１校ずつを研究モデル校としてさまざまな問題点

などを整理した後、１８年度から順次実施に取り

組んでいます。具体的メリットとしては、始業式、

終業式が年３回から２回となることで授業時間が

確保できるほか、学校行事を見直すことで特色あ

る教育活動が創造できるとしていましたが、逆に

デメリットとして１０月の第２月曜日という学区

の区切りがはっきりしない、さらに教師側からも

教育課程の組み方に苦労している声が聞かれたよ

うですが、教育委員会としてはこれらデメリット

を克服する取り組みも具体的に進められていまし

た。

合併にかかわってでありますが、同市は平成１

４年に５町が合併して誕生しました。合併を契機

に住民がまちづくりに強い関心を示している一方

で、合併により税と費用の負担が多くなったと感

じている市民が５４％を占めたものの、新市住民

間の一体感という面では大きな問題には至ってい

ませんでした。しかし、行政面では約 ０００万

円を持ち出して市内循環コミュニティーバスを運

行させましたが、負担となりつつあるとともに、

合併特例債についても財政事情の悪化を懸念し、

近年は抑制しながらの活用としていました。

高槻市の視察は、翌１５日午前１０時からとな

り、高槻市市民参加に関する指針、コミュニティ

ー・市民公益活動、高槻市学校園２学期制につい

て視察させていただきました。

まず、市民参加に関する指針でありますが、平

成１３年に策定した第４次総合計画を受け、行政

内部での研究会、検討会、そして公募市民、団体

関係者ら１２人による市民参加懇話会の設置及び

協議と続き、１８年２月に行政内部職員７人で市

民参加の指針検討会を構成し、指針づくりに努め、

ことし２月に市民参加に関する指針を策定したも

のです。この指針では市民参加の意義、推進の方
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向性などについて明記する一方、市民参加、協働、

市民、説明責任、市民活動、まちづくりの定義も

明確化されており、市民にとって理解しやすい指

針であり、協働のまちづくりを目指す名寄市の将

来にとって大いに参考となるものであります。

また、コミュニティー・市民公益活動について

でありますが、協働のまちづくりを推進していく

ためには市民公益活動、いわゆるＮＰＯ活動支援

は欠かせないものであるとし、係長級職員１２人

による実務担当者連絡会、公募委員３７名による

市民活動促進懇話会を設置する一方、１５年３月

に市民公益活動サポートセンターを開設、さらに

行政内部の課長級職員２２人で市民公益活動推進

方針策定委員会を誕生させ、推進方針をつくり上

げるとともに、１７年度からは協働活性化モデル

事業補助にも取り組み、具現化を図っています。

次に、学校園２学期制についてでありますが、

同市では平成１６年から検討を開始し、翌１７年

度から３地区で調査研究を開始、１８年度には１

６校園で試行をスタート、今年度より１全実施と

なりました。この２学期制によって教育課程を１

００日プランで編成するなどの授業改革、評価方

法の工夫改善などの評価改革、すべての行事の見

直しなどの行事改革、学校システムの再考などの

意識改革などの４つの改革が図れるとしていまし

た。１８年度における実施校園からの報告では、

児童生徒、保護者、教職員の評価が分かれるもの

もありますが、教育長、部長級職員、校長会によ

る教育改革支援連絡会、課長級、教頭会による同

幹事会などを有効に活用しながら改革推進を図っ

ており、教育都市名寄においても十二分に検討す

べき課題であるという共通認識を持ったところで

す。

亀岡市の視察は、同日午後２時からでした。理

数大好きモデル地域事業、生涯学習高齢者さわや

か教室、出前タウンミーティングについて学びを

深めました。

理数大好きモデル地域事業は、科学に対する好

奇心と探究心をはぐくみ、科学的な見方や考え方

を育て小中学校の学力向上を図るため、平成１７

年度から１９年度までの３カ年の指定事業で、各

校共通の取り組みとしては水をテーマとした事業

を設定し、大学や企業、地域住民と連携をとり、

出前実験授業なども取り入れて幅広く子供たちに

好奇心を持たせ、探究心と不思議を感じ、見つけ

出せる力を向上させています。アンケートの結果

でも、理科の授業が楽しくなったと答える子供た

ちが多くいました。

生涯学習高齢者さわやか教室は、同市が行って

いる生涯学習都市宣言を踏まえ、平成１６年度か

らすべての市民が恵まれた生活環境のもとで生涯

にわたって健康で文化的な生活を営むことのでき

る地域社会を目指し、６５歳以上の市民を対象に

６月から翌年２月までの間７講座が行われていま

す。その内容は、落語講演、歌唱教室、文化祭な

どを行い、年間５講座以上の受講者に修１証書を

授与しており、毎年３８０人前後が授与されてい

ました。

出前タウンミーティングは、平成１５年度から

実施されています。各課合計４７のテーマを設定

し、市内在住のグループ、団体を対象に平日の午

前９時から午後９時までの９０分以内で開催、年

間利用者は１７年度で１８団体４３９人、利用者

からは政策、施策がよくわかったなどと評価を得

ていました。

最後となりますが、今回の行政視察では各委員

からの質疑が続出し、予定時間を超過することも

間々ありました。その内容についても御報告すべ

きところでありますが、一定限られた報告時間で

ありますので、委員質疑で引き出された視察内容

の詳細については議長に復命書として提出してお

ります。同復命書を御一読いただくことで御理解

をいただき、総務文教常任委員会の行政視察報告

とさせていただきます。ありがとうございました。

次に、民生常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、渡辺正尚委員長。
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民生常任委〇民生常任委員長（渡辺正尚議員）

員会の行政視察報告について御報告いたします。

委員会は、佐々木生活福祉部長、内海市立病院

事務部長の同行をいただき、１０月１７日から１

９日の３日間の日程で富良野市、芽室町、帯広市

を視察研修してまいりました。

初日、環境基本条例制定までの経過と制定後の

効果についてをテーマに富良野市を訪問し、市民

部環境生活課後藤主査から説明を受けたところで

す。富良野市は、国が平成５年に環境基本法、翌

６年に環境基本計画を、北海道が同８年に北海道

環境基本条例、同１０年に北海道環境基本計画を

定め、環境への負荷を低減し、持続的発展の可能

な社会を目指す仕組みを受けて、市は平成１３年

３月に独自の富良野市環境条例を制定し、富良野

市環境基本計画を策定しました。その策定までの

取り組みは、富良野市環境条例前文で、水と緑豊

かな自然環境と地理的条件に恵まれた中で農業と

観光が調和した都市として発展してきた。しかし、

私たちは自然の生態系を構成する一員でありなが

ら、資源やエネルギーを大量に消費し、私たちの

身近な環境にさまざまな公害や負荷を与え、人類

の生存基盤である地球環境にも影響が及ぶまでに

至った。このような認識のもと、私たちはお互い

に協力し合い、学び合い、みずから参加して環境

への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型の社

会をつくり上げ、人と自然とが共生できる豊かな

環境の保全と創造を目指すため、ここにこの条例

を制定するとうたっていることからも十分にうか

がい知ることができます。富良野市環境条例制定

と富良野市環境基本計画策定に伴う環境施策を具

体的に展開するために、平成１３年に富良野市ま

ちをきれいにする条例、富良野市環境保全行動計

画をそれぞれ策定し、対象とする環境範囲を自然、

生活、快適、地球、教育、学習に区分し、施策を

展開しています。具体的な施策としては、とりわ

け廃棄物の処理及びリサイクル事業は瞠目に値す

るもので、同市の清掃事業は昭和初期の馬車でま

ちの中心部だけごみを収集する事業から昭和５８

年のごみの３種分別（生ごみ、その他のごみ、乾

電池）などを経て、ごみの資源化を目指して平成

１３年１０月からは一般廃棄物の処理方法を１４

種分別に移行を開始しています。平成１８年度の

データを見ると、一般廃棄物処理では年間の総搬

入量が ５２ １トンで、入域５市町村による広 

域分担共同処理量が ６４ ９トン、富良野市の 

単独処理量が ８８ ２トンとなっており、その 

処理内処の比率は資源化率が９ ９％、処め立て

処分率が２％、処処率が １％となっています。

昭和６３年度と比べても資源化率が４ ９％の増、

処め立て処分が４２％の減、処処率が ９％の減

で資源化率の大幅な上昇とその努力が認められま

す。職員が自前でごみ分別の手引やごみ収集カレ

ンダーを作成し、市民の協力を得ながら資源化率

を高め、ごみ減量化への努力は富良野市の環境条

例、環境行政への取り組む姿勢を含め、大いに参

考となりました。

１８日の午前中は、芽室町公立芽室病院を視察

し、赤ちゃんに優しい病院、ＢＦＨ（ベビーシッ

ターフレンドリーホスピタルのそれぞれの頭文字

からＢＦＨと言います）の取り組みについてをテ

ーマに研修しました。病院の各担当者より、赤ち

ゃんに優しい病院とはＷＨＯとユニセフが定めた

母乳育児成功のための１０カ条を実践している施

設のことで、芽室町でも平成７年から認定を目指

して取り組み、平成７年の母子別室から平成９年

には出産直後からほぼ母乳で母子同室とし、平成

１４年からはカンガルーケアを開始し、１全母乳

へ切りかえています。平成１５年にＢＦＨ導入委

員会を設立し、母乳育児サークルを設立、平成１

６年に第１回目のＢＦＨ申請をしましたが、書類

審査で現地調査対象には至らず、認定されず、翌

年２回目の申請をし、平成１８年８月にＢＦＨの

認定を受け、同年１０月に認定記念講演会を開催

し、以降中学校等で親子講演会や母乳育児講演会

に取り組んで現在に至っています。母乳育児の成
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功のための１０カ条に基づく母乳育児支援を推進

することを柱に、妊娠中、出産直後、産後、退院

後の基本方針や授乳、離乳の支援ガイドを策定し、

取り組むことにより、単なる赤ちゃんの栄養面ば

かりでなく、授乳を通じて母と子の関係（愛情）

の高まりや病院の手伝いの仕方（訪問外来等）で

母は変わることの成果を得ています。スタッフ数

は、産科医師１名、小児科医師１名、助産師８名、

看護師９名、ほか１０名で、産婦人科１２床、２

４時間３交代で、産科外来は助産師１名、准看護

師２名、病院における年間出生数は平成１８年で

３６２人となっています。勤務体制は、固定チー

ム受け持ち制で出産後まで担当し、基本的には妊

婦健診、お母さん教室、母乳育児外来、新生児１

カ月健診は病棟助産師対応、妊婦健診は外来助産

師対応等、連絡ノート等により外来との情報交換

を密にしています。ＢＦＨ認定と並行して子供の

人格を尊重するとともに、子供を産み育てやすい

環境を整備するための町の役割を初めとして、学

校、家庭、地域、企業等の役割を定めた芽室町子

どもの権利に関する条例も平成１８年に制定して

いるなどの説明を受けました。

各委員からの主な質問要旨は、取り組みのきっ

かけは、母の変化は、医師の理解は、母乳が出な

い人への対応は、双子の対応は、母子の関係、親

子のきずな、施設改善と経営への影響、議会の動

きは、入院環境、おしゃぶりの使用は、産科と小

児科や保健行政との連携は、看護体制は、親のネ

ットワークなど多岐にわたりました。その答えと

して、取り組みのきっかけは、ある助産師が講演

を聞いたことから刺激を受け、日本におけるＢＦ

Ｈの現状などの資料作成や学習が始まったとのこ

とでした。お母さんの中には出産直後からの同じ

ベッド、授乳などについてつらいなどという声も

あるが、着実に変化があり、医師との関係もかな

りの壁があった、言葉でわかっていても大変なこ

とが多い、経費の面でもきついが、１室４床を確

保し、ベッドもシングルだと小さいためセミにし

ている、看護体制や助産師の中でも意見の違いが

出て苦労もあるが、得られる成果から病院全体の

理解も定着してきた、へその緒を切らないまま母

の母乳を探す姿は感動ものだ、母乳が出ない人で

も同室で母子の愛情関係は大切、双子は手伝いが

必要だが、大丈夫、母子の関係と問題のネグレク

トとの関係はまだはっきりしないが、議会からは

安定経営を求められている程度、親のネットワー

クは重要だし、取り組みはすごい、月２回会議室

に畳を敷いて病院を拠点に活動している、おしゃ

ぶりを与えないし、赤ちゃんのあごの使い方が違

う、退院後の保健行政との連携は情報交換等シス

テムがあり、連携しているなどのお答えがありま

した。

少子化、核家族化という社会背景の中でよい人

たちが本当に安心して産み育てる環境整備のため

の医療体制の充実、地域の環境、親子の環境、人

と人とのつながりやネットワークの構築等、厳し

い自治体病院の現状の中でも具体的な実践を通じ

て一つ一つ形にし、親の信頼を高めていくことに

多く学ぶべき点がありました。視察テーマでもあ

る芽室町の母乳育児への取り組みから、お金や効

率だけでは得られない大事なものが残せるよう、

今後の名寄市の取り組みにも生かしていかなけれ

ばならないことを学んできました。

午後からは帯広市を視察し、帯広市立病院跡の

多機能ケア施設花びより設置までの経緯と運営に

ついてをテーマに研修しました。小規模多機能ケ

ア施設設置に至る経緯につきましては、次に述べ

るとおりです。帯広東地区に設置されていた帯広

市立病院は、市内の厚生病院、協会病院、北斗病

院、国立病院などの充実で機能充実を図るか、廃

止して民間に移行するかの選択を迫られていまし

た。市を２分する議論が展開され、結果的に市内

の他病院の充実の状況を考えると市立病院の役割

は小さいと判断された。５０床の規模では多科目

診療から特科診療への転換が必要だが、医師の充

足に懸念もあり、特色ある医療の提供は困難と判
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断された。市は、１９６床の病床を抱える病院建

設計画を作成したが、医師充足の懸念と２億円以

上の単年度赤字が見込まれ、議会の承認を得るこ

とができなかった。市立病院建設計画破綻に伴い

市立病院の廃止、単なる診療所への転換ではなく

５０床の病床を生かした民間活用型の小規模多機

能ケア施設整備に移行する。このことから、診療

所と生活支援サービスと住居との３つの機能を兼

ね備える帯広東内科循環器科クリニックとデイサ

ービスセンター花びよりとマンションふるさと館

を併設する小規模多機能ケア施設が整備され、要

介護高齢者などが３６５日２４時間安心して暮ら

せるサービスの提供が開始されることになりまし

た。高齢者マンションふるさと館の整備と運営に

ついては、１つ目として都市部においては６５歳

以上の高齢者にマンションを貸さないという現状

の中で高齢者向け優良賃貸住宅が必要であると考

え、この事業では２６戸整備された。２つ目に、

高齢者が安心して暮らせる住宅を供給するために、

北海道知事の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住

宅で入居者には年収等に応じて国による家賃の補

助がある。家賃は、１ＤＫ１２戸、２ＤＫ１４戸

で４万 ５００円から７万１００円となっており、

家賃補助は１万 ０００円から２万 ０００円と 

なっている。入居率は、１年から１５年は９０％、

１６年から３０年までは８０％で積算した。４つ

目に、北海道の高齢者向け優良賃貸住宅制度と財

政支援については、有限会社花びよりケアサービ

スがオーナーとして事業を実施し、管理事業者は

木野農業協同組合、事業費は公共工事単価と比べ

て７割程度圧縮し、償還負担の軽減を図ることが

でき、このことにより２０年間で収支均衡が図ら

れることが可能になった。高齢者向け優良賃貸住

宅制度における支援内容は、整備事業に係る補助

は廊下、エレベーターなどの共用部分に対し、国、

道３分の２とオーナー３分の１となっている。道

は、平成１７年まで補助していたが、平成１８年

度以降制度を廃止、家賃補助金も同様となった。

家賃補助は、家賃と入所者負担額の差額を国２分

の１、道２分の１で実施、道は平成１７年度、１

８年度の２年のみ補助、１９年度以降は道分を市

が負担することとなった。補助の期間は２０年。

土地は、市有地では認められなく、オーナー名義

が条件で、市立病院跡地を提供された。家賃と食

事サービスの合計で月額１０万円以内で賄えてい

るので、退去者が出るとかわりの高齢者が入居す

るなど経営的にはよい状況にある。今回の事例は、

５０床しかない帯広市立病院を増床改築計画を進

める市と過大な財政負担に反対する議会との間で

激しい議論の応酬が行われ、最終的には予算は否

決されています。その結果、市立病院の廃止、民

間病院の誘致、高齢者マンション、デイサービス

センターを併設する現在の姿に軌道修正され、地

域医療の維持と住民ニーズに直結した福祉の増進

が図られています。地域医療を守る政策も多種多

様であることと、議会と執行者との活発な議論が

まちづくりにとってよい選択になったことを改め

て認識しました。

１９日には、福祉車両の現状についてをテーマ

に帯広市内で福祉車両の改造を手がける有限会社

イフを訪問しました。この会社は、障害者一人一

人の障害に合った福祉車両の製作や改造、メンテ

ナンス、車用品販売など車に関する業務を展開し

ています。代表の内藤憲孝さんは、ユニークな経

歴の持ち主で、高校の卒業を待たずにレーシング

カーを製造する会社に入社、以来１７年間にわた

ってレース仕様車で技術を取得、平成１５年に独

立して現在の福祉車両プロショップイフを興こし

ています。社名のイフは、２０代のころに近親者

が脳溢血で肢体不自由となり、もしこの不自由さ

を克服できる車あればと改造に着手したことから

命名したとのことでした。経歴に劣らず、それま

でのレース仕様車の改造から福祉車両の改造に思

い切って転換した創業の精神もかなり異色で独創

的と言えるものです。内藤さんの話では、大手自

動車メーカーでは既に福祉車両を販売しているも
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のの、いずれも高価な上、車種も限定されている

ために高齢者や障害者にとって新しい車になれる

まで大変な苦労が伴い、このため既得既存の車を

個別対応に改造することで出費を抑制し、操作性

を向上させることに主眼を置き、福祉車両の個別

な注文に応じて改造に取りかかるとのことでした。

これまでに手がけた福祉車両の改造は、優に２０

０件を超え、中でも同社の主力商品は各種運転補

助装置の製作、取りつけ、調整を初めとし、回転

シートやリフトアップシート、脱着式シートや安

全楽々乗りおりステップで、特に乗りおりステッ

プは同社の自社開発商品で、車高に合わせて２段

ステップが２万 ０００円、３段ステップが３万

円で販売されており、好評を博しているとのこと

でした。このほか、既存の車いすを電動いすに変

身させるチェアライダーも需要が高まっているこ

となど、プラスワンの発想でお身体の御不自由な

方々の症状に見合った改造を行うことで、多額の

出費が必要となる新車購入や費用がかさむ大がか

りな改造でなく、つかみやすい場所に手すりが１

つあるだけで行動半径が広がるのですと内藤さん

は話していました。今回の同社視察では、従来ま

での福祉車両に対する概念と異なり、ふだん使い

なれた用具や用品をより使い勝手のよいものに手

を加えるという同社のプラスワンの発想に、改め

て福祉施策の着想性と行動力の大切さを再認識さ

せられました。

以上を申し上げまして、民生常任委員会の行政

視察報告とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

次に、経済常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、木戸口真委員長。

議長の御〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

指名をいただきましたので、経済常任委員会の報

告をいたしたいと思います。皆さん方には大変お

疲れのところかと思いますけれども、まだ飛ばす

わけにもいかないので、どうかよろしくお願いい

たします。

経済常任委員会の行政視察報告を申し上げます。

委員会は、１０月２４日から２６日までの３日間

の日程で河東郡鹿追町、中川郡幕別町、帯広市を

行政視察いたしました。初日鹿追町、２日目幕別

町と担い手支援事業を視察いたしました。

初めに、鹿追町の農業研修生受け入れ事業の内

容について報告いたします。鹿追町では、グリー

ン・ツーリズムを生かし、都会のよ者や農業ファ

ームイン等の体験や実習を受ける一方、農業労働

力の不足が相まって受け入れ事業が増加しました。

受け入れ当初はホームステイが主体でしたが、風

土や生活習慣の違い等の問題解決を図ることから、

平成１０年７月に意欲ある２０歳以上の独身女性

対象の施設ピュアハウスを整備いたしました。そ

の後においても研修滞在施設ピュアモルトクラブ

ハウスを初め、農業体験宿泊施設等が整備されて

おります。また、産業研修生の受け入れを本格的

に行い、これまで９５名が入居し、これまでの成

果としては町内に２０名が残っており、そのうち

８名の女性が地元で結婚をしております。しかし、

新規参入者については農地が余っていないことか

ら、難しい状況にあるとのことでした。今後の課

題としては、滞在施設の整備が必要であり、人間

関係のトラブルで帰省する者も多いことから、双

方がどのように対応するかなどが課題となってお

ります。また、グリーン・ツーリズム事業も行わ

れており、平成１４年から都市在住の高齢者を中

心とした交流事業や修学旅行の受け入れ事業等も

行い、成果を上げております。その他の特徴的な

取り組みとしては、定住促進住宅建設るる制度と

して町外からの定住希望者、産業後継者や産業実

習生用に町内に新たな住宅を建設する場合に限度

額を１００万円として、住宅建設面積１平方メー

トル当たり１万円を商品券で助成する制度も設け

ております。

次に、幕別町における幕別農業担い手支援セン

ターの内容について報告いたします。幕別町の農

業が持続的、安定的な農業基盤を構築するため、



－193－

担い手の確保育成を柱に、それらの担い手が持続

的に農業経営を行うことができるよう担い手へ農

地を効率的に集約し、農地保有合理化事業を活用

した農地流動化を推進するために、担い手農地流

動化情報が一体的に機能する新たな農業支援シス

テムの構築とシステムが円滑に運営されるよう体

制の再整備を行うために、平成１４年６月に財団

法人幕別町農業振興公社を設立いたしました。ま

た、農業振興公社内には農業担い手支援センター

が設置され、施設が建設されたのが平成１５年２

月で、研修棟、宿泊棟を設けております。総事業

費は４億 ５４０万 ０００円で、研修施設や宿 

泊施設を有し、有効活用し、町との管理、連携と

しては認定農業者、農業制度資金、町就農認定、

新規就農支援、実践研修としては研修生受け入れ

農家対策を行っています。

具体的な事業の内容では、１つ目としては、農

地流動化対策事業については平成１４年に農地保

有合理化法人の認可を取得し、経営規模拡大、集

団化、効率的、集団的に農地の利用集積を行うた

めに出し手及び受け手からの申し出を受け、農地

利用調整会議において効率的な利用集積を行って

います。

２つ目として、担い手確保育成対策については、

新規参入育成を対象としたフロンティアコース、

新規学卒者、Ｕターン後継者を対象としたニュー

ファーマーコース、３０代の中堅後継者を対象と

したリーダーコース、短期農業体験コース、冬期

に行う聴講制度の５つのコースがあり、農繁期、

農閑期には農業全般の知識習得を行っています。

３つ目として、農業情報提供については、町内

５カ所に農地マッピングシステム、衛星システム

を導入し、農家基本情報整備として農業気象シス

テムを有効に活用しています。また、農家の意向

調査も実施しております。

４つ目として、農業生産法人育成については、

現在特定農業法人が法律化されていますが、企業

の参入については建設業者の２業者が農業法人を

立ち上げております。

幕別町は、国内でも屈指の畑作地帯であり、た

だいま述べましたように、担い手対策も大変充実

していると感じました。さらに、短期研修生受け

入れ事業、新規就農対策では幕別農村アカデミー

事業などにより、平成１０年から１８年までに１

０名の新規就農認定者を確保している状況にあり

ます。

まとめとして、鹿追町ではピュアモルトクラブ

ハウス、幕別町では幕別農業担い手支援センター

がそれぞれ核となり、地域の農業労働不足の確保、

後継者の育成事業や花嫁対策やグリーン・ツーリ

ズム事業などに取り組み、成果を上げています。

名寄市においても農業担い手研修センター計画を

持っていますが、現状では棚上げされており、今

後農業者との対話の中で必要性の熟度を高めてい

く必要があると考えます。さらに、体験型農業を

取り入れながら農業のよさ、地域の環境に触れる

ことができる滞在型研修センターの設置について

も検討しなければならないと思うものであります。

また、平成２２年に名寄農業高校のキャンパス型

移行に伴う施設の利用について、市の担い手セン

ターへの再利用について検討されようとしていま

すが、名寄としてどのような構想を持ち、どれく

らいの規模で運営をしていくかをしっかりと論議

をして取り組まなければならないと思うものであ

ります。

次に、帯広市の帯広市中心市街地活性化計画に

ついての視察内容について報告いたします。中心

市街地の活性化は、帯広市にも車社会の到来や消

費者ニーズの多様化などから、大型商業施設の郊

外移転による商業機能の低下や居住人口の減少や

中心市街地の衰退が顕在化しています。これまで

平成１２年に中心市街地旧法の計画を推進してま

いりましたが、昨年中心市街地活性化法の新法を

受けて基本計画のつくり直しが余儀なくされまし

た。新法では、基本法の制定を進め、認定になっ

たまちに補助金の助成を強く進めるように変わっ
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たため、帯広市でも平成１９年６月に申請を行う

ため、国の要件である活性化法定協議会設置に向

けて組織の立ち上げ準備と素案の位置づけを本年

１月全体庁議の中で進め、所管の産業経済委員会

に報告、２月２０日から１カ月間パブリックコメ

ントを行い、市民の意見集約を行いました。市と

しては、市民ギャラリー整備事業、大規模小売店

舗立地法の特例区域を制定し、商工会議所・商店

街振興組合連合会、広小路商店街振興組合が中心

となり、広小路商店街アーケード再生等事業など、

その他の団体で取り組む事業としてはまちなか歩

行者天国事業、北の事台事業、十勝花街道フェア、

イルミネーションプロジェクト、商人塾事業、共

通駐車券事業、事い物客に共通バス券を提供し、

来街者の利便を図る事い物共通バス券事業等、行

政と民間業者の住宅事業と商店、商工会議所によ

る中心市街地活性化を生むためのイベントや事業

を進めることなどを基本計画に盛り込んでおりま

す。また、中心市街地活性化協議会の設立に向け、

中心市街地の活性化に関する法律第１５条第１項

の規定により、２団体で立ち上げなければならな

いため、商工会議所、中心市街地整備推進機構を

指定し、特定非営利活動法人十勝まちづくり住の

会として、両者の共同で帯広市中心市街活性化協

議会を組織することを５月２５日に決定し、２３

名の商店、民間建設業者、町内会、市民の方々で

設立されました。その中、７月２７日、法定協議

会で最終成案の意見を諮問し、７月３０日に内閣

総理大臣へ帯広市中心市街地活性化基本計画の認

定を申請し、８月２７日には帯広市長に総理大臣

より基本計画認定の通知がありました。協議会で

基本計画の内容について協議しましたが、その時

点においてバス会社、建設会社、商工会議所、商

店街、高齢者住宅、アーケード事業等を初めとす

るほとんどの事業が準備会で決まっており、具体

的な進め方としては確実に行う事業については民

間建設会社の方々の考えを聞きながら、国の事業

メニューに沿った補助を受けられる事業とする作

業や計画の期間でできる事業を積極的に行うため、

申請を出す前に開発局、経済産業省、各種補助金

など話し合いをし、補助が出ることが決定した中

で内閣府に申請を行っています。

まとめとして、本市においても中心市街地活性

化計画策定に向け準備を進めていますが、計画の

策定に当たってはこれまでの計画策定を優先する

手法から、帯広市のように先に民間事業者や商店

街から事業内容の希望をとる中で申請前に各省庁

と事前補助の調整と補助金の認定をもらっている

ことが必要であることから、事業の精査を行い、

民間事業者と行政の役割を明確にしながらしっか

りとした財源確保を行った上で申請ができるよう

進めていかなければなりません。今後名寄市では、

平成２０年度中に基本計画策定と国による認定が

見込まれています。中心市街地の活性化はもとよ

り、道北の中核都市としてのまちづくりを目指し

てしっかりとした取り組みが必要であると認識い

たしました。

以上、凝縮して経済常任委員会の行政視察報告

といたします。ありがとうございました。

次に、建設常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、中野秀敏委員長。

議長より御〇建設常任委員長（中野秀敏議員）

指名をいただきましたので、建設常任委員会の行

政視察について御報告申し上げます。

当委員会は、１１月１２日から１５日の４日間

の日程で新潟県加茂市、同じく新発田市、埼玉県

八潮市の３市を視察研修してまいりました。

１３日は、初日の訪問先である加茂市では、商

店街近代化事業についてをテーマに商工観光課の

担当から説明を受けたところです。加茂市は、新

潟県のほぼ中央に位置し、人口３万 ２２５人、

面積１３ ６８平方キロ、製造業が基幹産業とな

っており、特に全国シェアの７割を占める伝統工

芸の桐だんすや木製建具関係の小規模な事業所が

多く、加茂川沿いに栄えたまちであります。商業

地区は、加茂川沿いに ５キロの間に地前地区、
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穀町、本町、仲町、上町、五番町、新町、よ宮町

の８商店街で中核をなしているが、江戸時代に大

名行列の通過する街道として商店街が形成された

ことにより、狭い道路に沿い商店街を中心とした

古い建物が建ち並び、一方通行で駐車スペースも

ないことから、地前商業ゾーンの整備が叫ばれる

中、加茂市施行による加茂地前地区土地区画整理

事業にあわせ、地前地区商店街近代化事業を昭和

６０年度から平成元年度の期間で事業費が１７億

円、穀町商店街近代化事業を昭和６３年から平成

４年までの期間で事業費１９億 ８００万円、本

町商店街近代化事業を平成４年度から５年度の期

間で事業費が１１億３００万円で３商店街の近代

化事業を行い、中心市街地としての機能を有する

健全な市街地として整備されました。この事業に

より地前を中心に消費購事が集中したことから、

残りの商店街についても引き続き近代化を図って

きました。仲町、上町地区は新潟県施行により都

市計画道路宮寄上加茂線街路事業により道路拡幅

整備をすることにし、商店街では街路事業とあわ

せて個店の改造及び共同施設のアーケードを設置

し、ハード面の近代化を図るとともに、経営意識、

店づくり、商品構成、品ぞろえの見直しといった

ソフト面での近代化を図るため、仲町商店街近代

化事業を平成８年度から１０年度の期間で事業費

１２億 ６００万円、仲町商店街多目的広場整備

事業を平成１０年度から１１年度で事業費 ６８

０万円、上町商店街近代化事業を平成１０年度か

ら１４年度の期間で事業費１３億 １００万円で

整備し、平成１５年度から五番町区間の商店街近

代化事業に取り組んでおり、最初の事業に着手し

てから今日まで２７年間に及んでいるとのことで

した。また、この事業により商店街が手狭になる

などとし、現在地から離れたり閉店する場合は行

政が購入し、駐車場等として整備をしたり、振興

組合の事務局長の賃金や事務所経費を負担するな

どしながら事業を推進してきたそうです。各商店

街では商店街振興組合を結成し、北越の小京都を

テーマに落ちつき、にぎわい、旧さの中に新しさ

を感じるまちづくりを目指し、一体感を持った店

舗の改装やアーケードの設置など調和のとれた都

市景観の整備がなされました。この地方には古く

から雁木があり、その流れもあるアーケードは最

近ではウオーキング等にも活用されているとの現

地での説明でありました。

１４日は、新発田市を訪問し、新発田市議会二

階堂議長より歓迎のごあいさつをいただいた後、

新発田地前土地区画整理についてをテーマに新発

田地前周辺整備課の担当者より説明を受けたとこ

ろです。新発田市は、越後平野の北部に位置し、

江戸時代には１０万石の城下町として栄え、昭和

３０年には６村、３１年には２村と合併、平成に

入り、１５年７月には豊浦町と、そして１７年５

月に紫雲寺町、加治川村の２町村と合併し、現在

人口が１０万 ０００人、行政面積が５３ ８２ 

平方キロの新潟市に隣接する中核都市で、県内有

数のコシヒカリの産地であります。新発田市では、

昭和５６年に大倉製糸工場が閉鎖となったことか

ら、地前が空き地となり、土地利用計画とし、平

成５年１２月より新発田地前土地区画整理事業推

進協議会を発足し、協議がされました。さらに、

平成８年にジャスコ地前店が撤退し、平成１１年

には協議会より土地区画整理の早期事業化の要望

書が出されましたが、土地利用の核となる施設が

決まらない状況が続きましたが、平成１３年に県

立新発田病院の新発田地前移転が正式に決定され、

翌１４年に新新発田地前活性化推進協議会が発足

し、土地区画整理のみでなく地前周辺の活性化を

含めた開発事業と位置づけし、平成１５年度に新

発田地前土地区画整理事業を着手し、現在平成１

８年１１月に新病院が開院し、ことし平成１９年

度には地前公園と地前広場が供用開始となり、平

成２０年度にて事業の１１を迎えることとなりま

した。全体事業費が１０５億円で、財源の内処と

して国庫補助金が３６億 ０００万円、県補助が

３億 ０００万円、市費が６４億 ０００万円と 
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なっていますが、合併特例債を充当することで財

源確保のめどが立ったところであります。当初住

民負担である減歩率については地元の理解が得ら

れませんでしたが、最終的に減歩率の引き下げで

理解を得ることができました。コンセプトとして、

地前の県立病院と県立リウマチセンター及び県立

新発田病院附属看護専門学校近辺の公園を核とす

る健康ゾーンとし、ジャスコ跡地から商店街を結

ぶ歴史的建築遺産がある一帯を結ぶ地区をにぎわ

いと歴史と遊びのゾーンとして形成されています。

以上が新発田市の土地区画整理事業の概要であ

りますが、本事業は地前の大規模遊休地に公共施

設を誘致したことにより、道路等の整備事業とあ

わせ、商業機能の低下が懸念された地前地区を活

性化させるために国土交通省のまちづくり総合支

援事業を導入し、公園等の整備をし、新発田市の

新しい顔として地域の活性化が図られています。

名寄市においても現在地前に大きな遊休地を有し、

中心市街地の活性化のためにも参考になる点も多

く、今後積極的な対策の必要性を強く感じたとこ

ろであります。

１５日は、八潮市を訪問し、５０年、１００年

先を見据えた景観まちづくりについてをテーマに

都市開発部都市デザイン課の担当より説明を受け

たところであります。八潮市は、埼玉県の南に位

置し、南は東京足立区、葛飾区に隣接し、江戸時

代には食料供給基地で米や野菜中心の純農村であ

りましたが、都心部まで１５キロという立地条件

により高度成長期以降多数の工場が立地し、住宅、

都市化が進み、東京通勤比率は２７％、人口７万

０００人の市であり、面積は１８平方キロであ

ります。平成１７年８月のつくばエクスプレスの

開通を契機とし、市民、事業者、行政との協働に

より地域の特性を生かし、統一感ある八潮らしい

景観のまちづくりに市民参加のもとで取り組んで

います。

主な施策としては、景観法に基づく景観計画で

ある八潮市みんなで景観まちづくり条例を平成１

７年３月に策定し、統一感ある町並みを誘導する

ため、色彩、形態、意匠の基準を定めています。

背景として、景観まちづくりに関する市民意識と

ともに、調和のとれた町並み形成を図るための具

体的な基準の策定が課題となったことが挙げられ

ています。市全域を特性別に区分し、区分ごとに

建築物等の基準を定めることにより、調和のとれ

た町並みの形成を誘導しようとするもので、地域

性を活かした景観形成を図る地区を特定区域、今

後促進する必要がある地区を促進地区に位置づけ、

地域性を活かした継続的な景観まちづくりを推進

しようという試みであります。

２点目に、高層建築物の増加により住環境、操

業環境の悪化や乱雑な町並み形成等の問題が生じ

たとして、平成１９年３月に高度地区を定め、建

築物の最高高さを制限しています。内容は、商業

地域、工業専用地域を除く市街化区域において最

高２５メートルを制限とし、工業地域では住居系

用途に供する部分は１５メートルまでとするもの

であります。

３点目に、平成１９年３月に制定された事外広

告物条例で景観計画に規定した事外広告物の設置

等に関する制限について実効性を担保するため、

きめ細かな規制、誘導を行い、その内容は地周辺

商業特定区域及びつくばエクスプレス沿線１００

メートル以内は鉄道に向けた一般広告及び区域内

での事上利用広告を禁止し、高度地区内で事上利

用広告は県条例で定める最高高さ４８メートルよ

り低い２５メートルまでと制限した。

４点目、八潮地北口周辺地区において、地開業

に伴う市の顔となる町並み誘導を目指してすべて

の地権者の合意による景観まちづくり協定を締結

し、公開空き地の整備等を実施している。具体的

には、民有地についても２メートルの後退部分、

セットバックを公開空き地とし、協定に基づき市

が負担し、統一した景観を形成することとした。

町並み景観は、地域の風土や気候、自然が織りな

す風景とそれらにはぐくまれた伝統文化活動など
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地域固有の景観の中で、そこに暮らす人々が主役

となって進めていくべきものであることを再認識

したところであります。地域の個性や魅力を形成

していく上で景観という視点も５０年、１００年

を見据え、ふるさとの思いへの心をどう後世に共

感してもらえるかを考えるきっかけとなった研修

でありました。

以上を申し上げ、当建設常任委員会の行政視察

報告とさせていただきます。ありがとうございま

した。

以上で委員の派遣報〇議長（小野寺一知議員）

告を終わります。

日程第９ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議１いたしました。

これをもちまして、平成１９年第４回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ４時３０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 東 千 春
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成１９年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 靖 １．平成２０年度予算編成にかかわって

（Ｐ ３６） (1) 市長訓令と事務連絡の意味

(2) 平成２０年度主要事業について

２．名寄市立総合病院にかかわって

(1) 名寄市病院事業長期計画に関して

(2) 医療スタッフ（医師・看護師等）の確保に関して

(3) 病院の将来展望に関して

３．名寄地区中心市街地活性化にかかわって

(1) 協議経過と今後の見通し

２ 高 橋 伸 典 １．高齢者・障がい者用公営住宅の福祉対策について

（Ｐ ４８） (1) 高齢者・障がい者の住宅状況について

(2) 今後の福祉施策について

(3) 高齢者・障がい者住宅の推進について

２．福祉灯油の推進について

(1) 福祉灯油の状況について

(2) 今後の対応施策について

３．道路の里親制度導入について

(1) ボランティアグループ等による市道の花壇・清掃の実施状況につ

いて

４．滞納者へのサービス制限条例について

(1) 市税（各項目）の滞納金額と滞納人数（法人含）

(2) 徴収率向上の対策及び実績

(3) サービス制限条例の制定について

３ 宗 片 浩 子 １．市道南２丁目通り踏切について

（Ｐ ５７） (1) 市道南２丁目通り踏切の幅員拡幅について

ア ＪＲ旅客、ＪＲ貨物との協議は

イ 北海道との協議は
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(2) 冬期間の踏切の安全対策について

２．障がい者福祉について

(1) 障害者自立支援法の見直しと特別対策について

ア 名寄市の障がい者福祉計画の見直しはどのように行われている

のか

イ 障害者自立支援法の特別対策の取り組み方は

３．なよろ観光ひまわり畑について

(1) 観光ひまわり畑の中止について

(2) 観光ひまわり畑発祥の地を民間活力で継続を

４ 大 石 健 二 １．第１次新名寄市総合計画から

（Ｐ ６６） (1) 計画の構成と期間について

(2) 計画行政の取り組みについて

(3) 事務事業の評価について

２．名寄市自治基本条例（仮称）制定と地域自治区（仮称）創設から

(1) 自治基本条例（仮称）制定に向けた取り組みについて

(2) 地域自治区（仮称）創設に向けての取り組みについて

３．改正・中心市街地活性化法から

(1) 中心市街地活性化法認定申請に向けての取り組みについて

５ 佐々木 寿 １．環境保全と創造について

（Ｐ ７６） (1) 地球温暖化対策について

(2) 名寄市環境条例及び基本計画（仮称）の策定について

２．協働のまちづくり推進策について

(1) 名寄市まちづくり懇談会について

ア 現在までの主な意見・提言・質問・要望内容と今後の行政とし

ての取り組みについて

(2) 行政広報について

ア 行政広報の取り組みについて

(3) コミュニティバスについて

ア 市内循環バスの拡大運行について

イ 公用車の活用について

３．福祉灯油制度について

(1) 灯油価格上昇による市民への影響について

(2) 低所得者に対する福祉灯油制度の制定について
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６ 川 村 幸 栄 １．国保税の市民負担と後期高齢者医療制度について

（Ｐ ９０） ２．福祉灯油について

３．住宅リフォーム助成制度について

４．風連地区からの市立病院などへの通院手段について

５．ポスフール店周辺の交通安全について

６．全国学力テスト（学力・学習状況調査）について

７ 駒 津 喜 一 １．中小零細企業への支援について

（Ｐ１００） (1) 市融資制度について

(2）企業立地促進条例等について

２．雇用対策について

(1) 新卒者雇用の現状と再就職者への支援

３．市内遊休地の活用について

・名寄駅前

・営林署跡地

・旧雪印工場跡地

４．教員住宅の管理について

(1) 現状と今後の計画について

８ 渡 辺 正 尚 １．経費削減について

（Ｐ１１０） (1) 庁舎内の経費削減は民間企業の発想を取り入れては

(2) 今後の工事発注についての考え方は

２．道路特定財源の影響について

(1) 暫定税率が無くなった場合の影響は

(2) 道路特定財源を一般財源にするとどうなるのか

(3) 医療に対しての影響について

３．冬期除雪体制について

(1) 何時までも随意契約で良いとは思わないが

(2)高齢者除雪サービスについて

９ 中 野 秀 敏 １．農業、農村の振興について

（Ｐ１１８） (1) 農地流動化と農地集積について

(2) 農業生産法人の育成の取り組みについて

２．風連地区の住民自治組織移行について

(1) 移行に伴う行政班再編の考え方について

(2) 移行に伴う公民館分館のあり方について
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(3) 移行に伴う各コミセンの管理について

３．小中学校の適正配置と施設整備について

(1) 小中学校適正配置等検討委員会における審議の状況について

(2) 老朽化、未耐震化の学校施設の整備に関する考え方と適正配置と

の関連について

１０ 木戸口 真 １．風連地区街路灯の負担状況と今後について

（Ｐ１２８） (1) 平成１９年度事業内容は

(2) 統一に向けた話し合いの経過と今後は

２．灯油等の高騰による弱者に対する影響と支援対策について

(1) 低所得者、高齢者、生活保護者、障がい者に対する調査支援は

３．風連地区「ふれあいプラザ」の処分に関わる経過について

(1) 寄贈を受けて２年が経過した中での売却方針となった経過は

(2) 住民に対する周知・意向は

(3) 風連市街地再開発事業での利活用での対応は

４．名寄市小中学校の特認校の状況と支援対策について

(1) 名寄市内の特認校の現況は

(2) 特認校の支援対策と今後について

１１ 黒 井 徹 １．農業政策について

（Ｐ１４２） (1) 農業基盤整備について

(2）農業・農村振興計画の取り組みについて

(3) 名寄市農業の実態について

(4) 新年度予算での農業政策重点項目は

２．高校再編について

(1) 新設高校の姿とスケジュールについて

(2) 名寄農業高校の今後について

３．平成１９年度決算の見込みと新年度予算について

(1) 財政力指数等の実態について

(2) 予算編成の考え方と重点政策について

１２ 竹 中 憲 之 １．老人福祉に関わる門口除雪について

（Ｐ１５３） (1) 門口除雪のあり方について

(2) 門口除雪に関わる委託業者について

２．母子手帳の交付状況について

(1) 母子手帳の活用状況は
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３．石油類の高騰に関わる課題について

(1) 各施設における需用費（燃料費）について

(2) 灯油高騰に伴う低所得者等への助成等について

４．季節労働者の現状と雇用確保について

（1）季節労働者と通年雇用促進支援事業の現状について

(2) 短期特例一時金削減の影響と今後の対応について

１３ 佐 藤 勝 １．「人にやさしい、地球にやさしいまちづくり」のために、環境マネ

（Ｐ１６１） ジメントシステム「ＩＳＯ１４００１」の取り組みについて

(1) 環境マネジメント「ＩＳＯ１４００１」への認識と必要性につい

て

(2) 「ＩＳＯ１４００１」取得の意義について

(3) 「ＩＳＯ１４００１」取得の意志について

(4) 「ＩＳＯ１４００１」取得のための今後の取り組みと見通しにつ

いて

(5) 「ＩＳＯ１４００１」認証取得宣言（キックオフ）に向かうべき

２．市民に対し、責任ある職務執行体制の確立について

(1) 組織としての指揮命令は、どう機能しているか

(2）組織としての「報告・連絡・相談」は健全に果たされているか

(3) 組織として、情報の発信・共有はなされているか

(4) 組織として、事件・事故発生時、発生後の対応は

(5) 組織として、事案発生後の変化を市民にどう伝えてきたか、伝え

ていくか

３．訪れる人、すべてにやさしい市立病院をめざして

(1) 病院内外の施設点検について

(2) 階段は安全ですべての人にやさしいか

(3) トイレはすべての人にとって快適か

(4) 病室はそこで過ごす人にとって快適か

(5) 施設の増改築により、結果、大きな犠牲を強いる部分はないか

(6) 職員は訪れる人、すべてに真にやさしいか、笑顔を伝えているか

(7) そのために、何を実践しているか

１４ 岩 木 正 文 １．学校教育について

（Ｐ１７２） (1) 小中学校の２学期制について

(2) 全国学力調査の結果を踏まえて

２．給食センター及び食育について
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(1) 残飯利用のフードリサイクルへの取り組みについて

(2) 栄養教諭制の取り組みについて

３．ＴＶデジタル化について

（1）高齢者への周知

(2) 低所得者への負担について

(3) 行政管轄のＴＶ対応について
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第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成１９年１１月３０日～平成１９年１２月１４日 １５日間

本会議時間数１７時間１０分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成１９年第３定 名寄市総合計画推進市民委員会条例の制定に 19. 9. 3 総務文教常任委員会

付託議案第１号 ついて 付託・閉会中継続審

査

19.11.30 修 正 可 決

平成１９年第３定 名寄市下水道条例の一部改正について 19. 9. 3 建設常任委員会付託

付託議案第５号 ・閉会中継続審査

19.11.30 原 案 可 決

平成１９年第３定 名寄市個別排水処理施設条例の一部改正につ 19. 9. 3 建設常任委員会付託

付託議案第６号 いて ・閉会中継続審査

19.11.30 原 案 可 決

平成１９年第３定 名寄市水道事業給水条例の一部改正について 19. 9. 3 建設常任委員会付託

付託議案第７号 ・閉会中継続審査

19.11.30 原 案 可 決

平成１９年第３定 平成１８年度名寄市各会計決算の認定につい 19. 9. 3 決算審査特別委員会

付託議案第１６号 て 設置・付託、閉会中

継続審査

19.11.30 認 定
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平成１９年第３定 平成１８年度名寄市病院事業会計決算の認定 19. 9. 3 決算審査特別委員会

付託議案第１７号 について 設置・付託、閉会中

継続審査

19.11.30 認 定

平成１９年第３定 平成１８年度名寄市水道事業会計決算の認定 19. 9. 3 決算審査特別委員会

付託議案第１８号 について 設置・付託、閉会中

継続審査

19.11.30 認 定

議 案 第 １ 号 公益法人等への名寄市職員の派遣等に関する 19.11.30 総務文教常任委員会

条例の制定について 付託・閉会中継続審

査

議 案 第 ２ 号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条例 〃 原 案 可 決

の制定について

議 案 第 ３ 号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 〃 〃

の一部改正について

議 案 第 ４ 号 名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 ５ 号 名寄市職員団体のための職員の行為の制限の 〃 〃

特例に関する条例の一部改正について

議 案 第 ６ 号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に 〃 〃

ついて

議 案 第 ７ 号 名寄市基金条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ８ 号 名寄市特別会計条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ９ 号 名寄市下水道条例の一部改正について 〃 〃
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議 案 第 １ ０ 号 名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条 19.11.30 民生常任委員会付託

例の一部改正について ・閉会中継続審査

議 案 第 １ １ 号 指定管理者の指定について 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ２ 号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

議 案 第 １ ３ 号 平成１９年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ４ 号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ５ 号 平成１９年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 １ ６ 号 平成１９年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 １ ７ 号 平成１９年度名寄市食肉センター事業特別会 〃 〃

計補正予算

議 案 第 １ ８ 号 財産の取得について 19.12.14 〃

議 案 第 １ ９ 号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ０ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について 〃 〃

意見書案第１号 産地づくり交付金等の税制特例による一時所 〃 〃

得扱いの継続を求める意見書

意見書案第２号 沖縄戦「集団自決」に関する教科書検定に対 〃 〃

する意見書

意見書案第３号 身近な地域で安心して出産ができる助産所の 〃 〃

存続を求める意見書
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意見書案第４号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書 19.12.14 原 案 可 決

意見書案第５号 灯油等石油製品の価格を引き下げるための緊 〃 〃

急対策を求める意見書

意見書案第６号 取り調べの可視化の実現を求める意見書 〃 〃

意見書案第７号 民法７７２条の嫡出推定に関する運用の見直 〃 〃

しを求める意見書

意見書案第８号 メディカルコントロール体制の充実を求める 〃 〃

意見書

意見書案第９号 障害者自立支援法の見直しを求める意見書 〃 〃

意見書案第１０号 米価暴落の緊急対策と品目横断対策の見直し 〃 〃

を求める要望意見書

意見書案第１１号 食品偽装事件の根絶を求める意見書 〃 〃

意見書案第１２号 保険でよい歯科医療の実現を求める意見書 〃 〃

意見書案第１３号 後期高齢者医療制度の凍結と抜本的な見直し 〃 〃

を求める意見書

意見書案第１４号 被爆者に対して適正な援護の推進を求める意 〃 〃

見書

意見書案第１５号 「森林環境税（仮称）」の導入を求める要望 〃 〃

意見書

意見書案第１６号 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に 〃 〃

関する意見書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 19.11.30 報 告 済
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報 告 第 ２ 号 例月現金出納検査報告について 19.12.14 報 告 済

委員の派遣報告について 〃 〃

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定
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